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巻 頭 言

日本乳幼児教育・保育者養成学会 

理 事 長　無 藤　隆

本学会の学術誌である「乳幼児教育・保育者養成研究」の第5号を刊行致します。本学会は

乳幼児に関わるすべての保育者・教師の養成と研修の改善を通してその質を上げていくこと

を目指しています。学会はその研究活動を順調に拡大してきており、雑誌への投稿論文が増

えてきています。結果として、本誌掲載の論文は13本に達しました。いずれも丁寧な査読を

行った結果です。残念ながら不採択となったものも他にあるのですが、できる限り再投稿を

奨励するという意味で修正可能なポイントを明示する方針でやってきています。

13本の論文を見ると、養成及び研修を巡って、さらに幼児教育・保育の様々な面への検討へ

と広がってきています。保育の世界は年々拡大し、その実践の精密さと共に複雑さも理解が

進んできたことにより、研究すべき課題もいろいろに見えてきています。保育実践研究は年々

拡大を見せてきており、それが掲載論文のテーマの多様化にも現れています。

保育者の仕事自体が多様化してきており、あるいは単に影の仕事だったのがそこに実践と

研究さらに時に施策の光が当たり、熱意を持って取り組む保育者も増えてきています。一方

で、個々の保育者というより園の単位での改善の方向を探り提言する研究も増えてきていま

す。もちろん、それらの知見をどのように養成課程での授業やカリキュラムおよび研修の

プログラムに生かしていくかの工夫も多く行われており、それを整理しまとめた研究も今回

の論文にも掲載されています。

このように多様化するテーマの中で、より質の高い養成課程と研修、それを通して優れた

保育者・教師の現職での育成、さらにそこでの保育自体の質の向上を目指しています。その

順調な発展は本学会の特徴を明らかにし、今後の後進が続くことを大いに期待させていると

ころです。今後とも会員諸氏の熱心な投稿を期待しています。
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保育者及び社会福祉士の養成課程におけるソーシャルワーク機能
Social Work Functions 

in Curriculum of ECEC Teachers and Social Workers

松山聖奈 北野幸子
（神戸大学大学院院生） （神戸大学大学院）

近年の「こどもまんなか社会」を目指す政策動向下で、保育者にもより一層関係機関との協働や、

ソーシャルワークを用いた支援を行うことが期待されるようになると考える。本研究は、保育士・幼稚

園教諭・社会福祉士の養成課程におけるソーシャルワークの位置付けを確認し、それぞれに求められる

ソーシャルワーク機能を明らかにすることを目的とする。

各養成課程カリキュラムより、ソーシャルワーク関連記述を抽出し、保育ソーシャルワークの15機能

（鶴等 ,2016）に分類して考察を行った。結果、各養成課程に位置付けられている機能の種類は、社会福

祉士、保育士、幼稚園教諭の順に多かった。保育士・幼稚園教諭の養成課程に共通してみられた7つの

機能は社会福祉士養成課程においても確認されたが、その具体的な役割は保育者と社会福祉士とで

異なっていた。両者が連携することで保育施設においてソーシャルワーク機能をより効果的に発揮で

きることが示唆された。

キーワード :  保育士、幼稚園教諭、社会福祉士、養成課程、ソーシャルワーク

1．問題と目的

令和4年の児童福祉法改正、令和5年のこども

家庭庁発足及びこども基本法制定は、関係する機

関が連携・協働して子どもの権利とウェルビーイ

ングを保障する「こどもまんなか社会」を目指し

て実施されたものである。また、令和6年4月には、

児童虐待を受けた子どもや要保護・要支援児童へ

の支援の必要性が高まっていることを背景に、

こども家庭福祉の新たな認定資格である「こども

家庭ソーシャルワーカー」も導入された。これら

の政策動向の下、保育士や幼稚園教諭（以下、総称

する場合は「保育者」）にもより一層関係機関と協

働して子どもと子育て家庭への福祉的な機能を発

揮することが期待されると考える。

実際、保育所保育指針解説においては、第4章1

―（2）―アに「…略…保育所における子育て家庭へ

の支援は、このような地域において子どもや子育

て家庭に関するソーシャルワークの中核を担う

機関と、必要に応じて連携をとりながら行われる

ものである…略…そのため、ソーシャルワークの

基本的な姿勢や知識、技術等についても理解を深

めた上で、支援を展開していくことが望ましい…

略…」注1と記されている。幼稚園教育要領解説に

は「ソーシャルワーク」の語は直接用いられてい

ないものの、心理や保健の専門家等と協働して子

育ての支援を行う旨や、虐待対応において市町村

や児童相談所と連携する旨が記されている。つま

り、保育士・幼稚園教諭共に、子どもと家庭の支援

を行うにあたり、ソーシャルワークの視点が必要

であることがうかがえる。

OECD（2021）においては、参加国・地域の学士

レベルの保育者養成教育において、調査項目の

8つが必須項目（required）となっているか、一般

pp.3-16

原著論文
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的内容項目（common practice）となっているかが

調査されている。その8つ目が「家族や地域との

関わり（Family and community engagement）」で

あり、その中には小項目として「多様な背景をも

つ親との協働（Working with parents from diverse 

backgrounds）」や「地域資源との関わり及び地域資

源の活用（Engaging with and utilizing community 

resources）」等が設定されている注2。また、全米乳

幼児教育協会（NAEYC）が示す養成教育の基準

においても、7項目中の2つ目が「家庭や地域との

連携」であり、そこには困難な状況にある家庭を

メンタルヘルスや医療、社会人教育、経済的支援

等の社会資源と結びつける方法に関する内容が

含まれている（北野，2009）。これらの内容には、

ソーシャルワークの知識・技術が関連することが

推察される。つまり、国際的にもソーシャルワー

クに関連する知識・技術が保育者の専門性の一部

であると考えられているのである。

保育実践現場で行われるソーシャルワーク支

援については、保育ソーシャルワークという用語

を用いて、研究が蓄積されてきた。保育ソーシャ

ルワークとは「子どもと保護者の幸福のトータル

な保障に向けて、そのフィールドとなる保育実践

及び保護者支援・子育て支援にソーシャルワーク

の知識と技術・技能を応用しようとするもの」注3

であると定義されている。そして、その担い手に

関して、鶴は、先行研究における議論を整理した上

で、「保育士としても認識されうるし、社会福祉士

などの他職種が担うことも想定される」注4と述べ

ている。すなわち、保育実践及び子育て支援の場

で行われるソーシャルワークの担い手は保育士

と福祉専門職の両方が想定されるということで

あり、両者の連携も必要となることがうかがえ

る。しかし、杉野（2019）では、調査対象である認

定こども園の保育者の約6割が、ソーシャルワー

クについて「聞いたことがあるがわからない」

「まったくわからない」と回答したことが示され

ている。また、山本（2018）では、福祉的課題をも

つ子どもと家庭を支援する保育士が、どこまでを

自身が介入する範疇とするのかわからず葛藤し

ていることが報告されている。このような実態

を踏まえ、保育者と福祉専門職の連携を効果的に

行っていくためには、それぞれのソーシャルワー

クに関連する専門性の共通点や相違点を明らか

にする必要があると考える。

専門職として必須の専門性を身につける手段

には、主に養成教育と現職研修がある。現職研修

については、法定研修の位置付け等、資格によっ

て法制度が異なるため、本研究では厚生労働省

及び文部科学省により全国的な基準が示されて

いる養成教育の内容に着目する。保育士養成課

程におけるソーシャルワーク関連科目を分析し

た田島（2015）、武藤（2020）は共に、保育士養成

課程にソーシャルワーク教育の位置付けが必要

であることは認められているものの、学習の枠組

みは十分確立されていないという見解を示して

いる。これらの研究は保育ソーシャルワークを

相談援助や家庭支援の範囲のみで検討しており、

また幼稚園教諭養成課程については言及してい

ない。全ての子どものウェルビーイングの保障

を目指す近年の政策動向下においては、保育士と

幼稚園教諭の両養成課程を研究対象とし、保育実

践におけるソーシャルワークも含めて検討する

必要があると考える。また、福祉専門職の養成課

程におけるソーシャルワーク機能の位置付けに

ついても調査し、保育者のものと比較検討するこ

とで、子どもと子育て家庭への福祉的な支援にお

いてそれぞれに期待される役割の違いを明らか

にすることができると考える。尚、福祉を専門と

する国家資格には社会福祉士と精神保健福祉士

があるが、本研究では援助対象がより広い社会福

祉士を対象とする。以上を踏まえ、本研究の目的

は、保育士・幼稚園教諭・社会福祉士の養成課程

におけるソーシャルワークの位置付けを確認し、

それぞれに求められるソーシャルワーク機能を

明らかにすることとする。
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2．方法

保育士、幼稚園教諭、社会福祉士の養成課程の

各科目の内容より保育ソーシャルワークに関連

する項目を抽出し、保育ソーシャルワークの各機

能に分類して考察を行う。まず、分類の枠組みを

設定した。国立情報学研究所のCiNii Research

の検索サイト（https://cir.nii.ac.jp/）を用いて、

「保育&ソーシャルワーク」「幼稚園&ソーシャル

ワーク」「こども園&ソーシャルワーク」のキーワー

ドで検索すると、論文及び研究ノートの151件が

該当した（2022年 4月1日時点）。そこから保育

ソーシャルワークの機能と役割を提示した文献4件

（鶴，2004；伊藤・渡辺，2008；武田，2008；鶴 等，

2016）及びそこで引用されていた2件（日本社会

福祉実践理論学会ソーシャルワーク研究会，1997；

齋藤・谷口，1999）を加えた計6件を対象に検討し

たところ、鶴等（2016）で提示された15機能が

最も包括的であると判断した。そしてこれらの

文献における記述を踏まえ、本研究における留意

点を加筆したものを分類の枠組みとした（表1）。

加筆した留意点とは、連携機能には「家庭や地域

表1　保育ソーシャルワークの15機能とその役割

機能 役割

仲介 子どもや保護者と、社会資源の仲介者としての役割。保護者に必要な専門機関を紹介するとともに、専門
機関との連携や調整などを行う。

調停 子どもや家族と地域社会の間での意見の食い違いや争いが見られる時、その調停者としての役割。親子
関係、保護者関係などの調整を行う。

代弁 ニーズを自ら表明できない子どもや保護者の代弁者としての役割。保護者に対する子どもの代弁・権利
擁護（虐待対応含む）や、地域の保育ニーズへの対応するために保護者を代弁する。

連携
各種の公的な社会的サービスを多くのインフォーマルな社会資源の間を結びつける連携者としての役割。
他専門機関との連絡、調整、ネットワーク形成などを行う。
※家庭や地域住民との連携、同一施設内における多職種連携を含む。

処遇 施設内の利用者に対する生活全体の直接的な援助、指導、支援者としての役割。日々の保育活動を行う。
※特別な配慮を必要とする子どもに対する保育活動に限定する。

相談援助
対等な関係性をもとに、保護者とともに問題解決に取り組み、協働するための役割（カウンセラーやセラピ
ストの役割も含む。）子育て相談や助言などを行う。
※保護者とのパートナーシップ形成を含む。

教育 保護者に情報提供をしたり、新たなスキルを提供したり、学習する場を提供する役割。各種の情報提供や
子育てに関するスキル学習を行う。

保護 生活上に深刻な問題を抱え、生命の危機的状況にあるような状態にある親子に対して、安全な環境を確保
する役割。児童虐待からの保護などを行う。

交流支援・
組織化

フォーマル、インフォーマルな活動や団体を組織する役割。保護者同士をつないだり、子育てサークルの
組織支援を行ったりする。

ケースマネー
ジャー

個人や家族へのサービスの継続性、適切なサービスの提供などのケースマネージャーとしての役割。
子どもや親に適切な社会資源を結びつけたり、組み合わせたり、他専門機関との連絡・調整を行う。

側面的支援 保護者が主体的に子育てに取り組めるように側面的に援助する役割。

管理・運営 保育施設組織で目的達成のために方針や計画を示し、組織が適切に機能するための維持・調整・管理の役
割。所長・園長や主任が保育施設の運営管理、職員同士のチームワーク調整を行う。

スーパービ
ジョン

一定の経験を積んだ保育者（所長・園長、主任を含む）による、適切なサービス提供を可能にする支援、保
育者の力量向上のための支援を行う役割。保育者への指導・研修を行う。

調査・計画 地域のニーズやサービスの整備状況を把握し、その整備などを計画的に進める役割。地域の子育てニー
ズの調査・把握をする。また、地域の資源の掘り起こしや地域住民の参加の促進、ボランティア育成を行う。

社会変革 地域の偏見・差別などの意識、硬直化した制度などの変革を行う社会改良・環境の改善を働きかける役割。
子育てしやすい地域や社会をつくるためのソーシャルアクション。

出典： 鶴宏史・中谷奈津子・関川芳孝（2016）保育所における生活課題を抱える保護者への支援の課題―保育ソーシャルワーク
研究の文献レビューを通して―．教育学研究論集 , 11, 4．

（※）本研究において加筆した留意点。



– 6 –

住民との連携、同一施設内における多職種連携を

含む」こと、処遇機能は「特別な配慮を必要とする

子どもに対する保育活動に限定する」こと、相談

援助機能には「保護者とのパートナーシップ形成

を含む」ことである。尚、「教育と子ども家庭福祉

の関連性」のように、ソーシャルワークに関わる

ことが推察されるものの特定の機能に分類でき

ない項目は「全体」に分類することとした。また、

例えば保育所保育指針や幼稚園教育要領等の関

連文献の該当箇所を参照することで見いだされ

るソーシャルワーク機能があることが予想され

るが、参照する文献の範囲を限定することが難し

いと考え、本研究においては分析対象とした文献

中の記述のみから判断して分類を行った。

分析対象とする文献は、保育士養成課程につい

ては、保育士養成協議会（2018）「指定保育士養成

施設の指定及び運営の基準について［改定後全

文］」、社会福祉士については、厚生労働省（2020）

「社会福祉士養成課程のカリキュラム」とする。

幼稚園教諭養成課程は教職課程の一部であり、

2015年の見直し前の<教職に関する科目>につ

いてコアカリキュラム（文部科学省，2017）が作成

された。保育の 5領域に関する事項は従来の

<教科に関する科目>に含まれていたが、コアカ

リキュラムの作成対象とはなっていない。しか

し、主に領域に関する専門的事項について、教職

課程コアカリキュラムに相当するものをモデル

として作成するための調査研究注5が文部科学省

の委託により行われており、そこで示されたモデ

ルカリキュラム及びその考え方が、保育教諭養成

課程研究会編（2017）に掲載されている。幼稚園

教諭養成課程については、これら2つの文献と、

教職実践演習の到達目標を示した中央教育審議

会（2006）「今後の教員養成・免許制度の在り方

について（答申）」の3つを分析対象とする。尚、

保育教諭養成課程研究会編（2017）は提案レベル

のものであり、他の全国的な基準を示す文献と

同等とはいえないが、教職課程コアカリキュラム

に相当するモデルとして公的に作成された文献

であることから、分析対象に加えることとした。

以下、科目名を『　』で、幼稚園教諭養成課程にお

ける必要事項を［　］、授業名を【　】で示す。

3．結果

（1） 保育士養成課程におけるソーシャルワーク機能

保育士養成課程において、保育ソーシャルワー

クに関する項目は、『障害児保育』『子ども家庭福

祉』『社会福祉』『子育て支援』『子ども家庭支援論』

をはじめとする18科目より計125項目が抽出され

た（表2）。幼稚園教諭の養成課程は後に検討する

ため、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を取得

する者のために設置された特例教科目は分析対象

外とした。これらを保育ソーシャルワークの15機

能または「全体」のいずれかに分類すると、「全体」

が50、処遇機能が22、連携機能が21、保護機能が7、

表2　保育士養成課程における保育ソーシャルワーク関連項目数

科目名 項目数 科目名 項目数
障害児保育 19 子ども家庭支援の心理学 4
子ども家庭福祉 18 保育内容総論 4
社会福祉 16 保育原理 3
子育て支援 16 保育者論 3

子ども家庭支援論 12 教育原理 2
子どもの保健  5 子どもの理解と援助 2
子どもの食と栄養  5 保育実習Ⅱ 2
乳児保育Ⅰ  5 保育実習指導 2

子どもの健康と安全  5 保育実践演習 2
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相談援助機能が6、ケースマネージャー機能が5、

管理・運営機能が4、側面的支援機能と社会変革機

能が各3、交流支援・組織化機能が2、仲介機能、

代弁機能、教育機能が各1項目となった。複数の

機能に分類されるものはその全てに分類しため、

分類した項目の総数は126となっている（表3）。

処遇機能に分類された項目を確認すると、「障害

のある子ども」（『子ども家庭福祉』）、「多文化共生

の保育」（『保育内容総論』）、「個別的な配慮を要す

る子どもへの対応（慢性疾患、アレルギー性疾患

等）」（『子どもの健康と安全』）等の記述がみられ

た。このように多様なニーズをもつ子どもの保

育を行うための知識・技術の修得が目指されてい

ることが理解できる。

次に多く分類されたのは連携機能である。「地域

資源の活用と自治体・関係機関等との連携・協力」

（『社会福祉』）、「障害児支援の制度の理解と地域

における自治体や関係機関（保育所、児童発達支援

センター等）の連携・協働」（『障害児保育』）、「社会

資源の活用と自治体・関係機関や専門職との連携・

協働」（『子育て支援』）等、自治体や関係機関との

連携が複数の科目に位置付けられていた。『保育

内容総論』、『乳児保育Ⅰ』、『子どもの健康と安全』、

『保育実践演習』等においては、家庭との連携や保

護者との情報共有の重要性に関する内容が含ま

れていた。さらに、『障害児保育』では小学校との

連携についても記されていた。以上より、連携の

対象には、家庭、地域の関係機関や専門職、学校

が挙げられていることが明らかになった。

次に、保護機能に分類された例には、「子ども虐

待・DVとその防止」（『子ども家庭福祉』）、「要保護

児童等及びその家庭に対する支援」（『子ども家庭

支援論』）、「地域における保健活動と子ども虐待防

止」（『子どもの保健』）等が挙げられる。保育所を

利用する子どもだけでなく、地域の子どもの虐待

防止に関する項目も含まれている。

相談援助機能に関する項目には、「相談援助の

対象と過程」や「相談援助の方法と技術」（『社会

福祉』）、「保育士に求められる基本的態度（受容的

関わり・自己決定の尊重・秘密保持等）」（『子ども

家庭支援論』）等があり、保育士養成課程において

は、福祉専門職として行う相談援助と保育士とし

て行う相談援助の両方を学ぶことが規定されて

いると考えられる。

表3　保育士、幼稚園教諭、社会福祉士の養成課程における保育ソーシャルワーク関連記述の分類結果

保育士 幼稚園教諭 社会福祉士
全体（50） 連携（13） 全体（28）
処遇（22） 処遇（12） 連携（23）
連携（21） 相談援助（8） 相談援助（18）
保護（7） ケースマネージャー（3） ケースマネージャー（18）
相談援助（6） 管理・運営（3） 調査・計画（9）
ケースマネージャー（5） 代弁（1） 管理・運営機能（8）
管理・運営（4） 保護（1） 交流支援・組織化（7）
側面的支援（3） 全体（1） 仲介（6）
社会変革（3） 仲介（0） 保護（3）
交流支援・組織化（2） 調停（0） 側面的支援（3）
仲介（1） 教育（0） 社会変革（3）
代弁（1） 交流支援・組織化（0） スーパービジョン（2）
教育（1） 側面的支援（0） 調停（1）
調停（0） スーパービジョン（0） 代弁（1）
スーパービジョン（0） 調査・計画（0） 教育（1）
調査・計画（0） 社会変革（0） 処遇（0）
※（  ）内は分類された記述の数を表す。
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ケースマネージャー機能に分類された項目に

は、「在宅福祉・地域福祉の推進」（『社会福祉』）、

「指導計画及び個別の支援計画の作成」（『障害児

保育』）、「子ども及び保護者の状況・状態の把握」、

「支援の計画と環境構成」、「支援の実践・記録・評

価・カンファレンス」（『子育て支援』）があった。

これらの項目は、支援を必要とする子どもや保護

者の状況・状態の把握というアセスメントの段階

から、支援を計画するプランニング、支援の実施、

モニタリング、事後評価に至るまでのソーシャル

ワークの援助過程を示していると考えられる。

管理・運営機能に分類された項目には、「地域の

関係機関や職員間の連携」（『子どもの食と栄養』）、

「子どもの保健に関する個別対応と集団対応の健康

及び安全の管理」（『子どもの健康と安全』）、「職員

間の連携・協働」（『障害児保育』及び『子育て支援』）

等があった。子どもの健康と安全にかかわる項目

や障害児保育、子育て支援の項目において職員間

の連携が必要とされており、それを実現するため

の管理・運営機能が求められているといえる。

側面的支援機能には、「保育士に求められる基本

的態度（受容的関わり・自己決定の尊重・秘密保

持等）」、「子どもの育ちの喜びの共有」、「保護者及

び地域が有する子育てを自ら実践する力の向上に

資する支援」（『子ども家庭支援論』）が分類された。

保護者の自己決定を尊重したり、保護者が子育て

の喜びを感じられたり、子育てに関わるスキルを

増やしたりできるような支援が、保護者の主体的

な子育てにつながると考えられる。社会変革機能

に分類された項目は、「次世代育成支援と子ども

家庭福祉の推進」（『子ども家庭福祉』）、「共生社会

の実現と障害者施策」（『社会福祉』）、「子育て支援

施策・次世代育成支援施策の推進」（『子ども家庭

支援論』）であった。保育者には、園内の子どもと

保護者を支援するだけでなく、多様な人々が共生

する社会や子育てのしやすい社会へと変えてい

く役割をも担うことの理解が求められていると

考えられる。

その他、交流支援・組織化機能には、「保護者間の

交流や支えあいの意義とその支援」（『障害児保育』）

と「子ども・保護者が多様な他者と関わる機会や場

の提供」（『子育て支援』）の2項目が分類された。

仲介機能には、「子育て家庭の福祉を図るための社

会資源」（『子ども家庭支援論』）のみが、代弁機能

には「利用者の権利擁護と苦情解決」（『社会福

祉』）のみが、教育機能には「食生活指導及び食を

通した保護者への支援」（『子どもの食と栄養』）の

みが分類された。

（2） 幼稚園教諭養成課程におけるソーシャルワーク

機能

文部科学省（2017）及び中央教育審議会（2006）

については各科目の『必要事項』に示された「到達

目標」より、保育ソーシャルワークに関連する記述

を1文単位で抽出した。保育教諭養成課程研究会

（2017）については各授業の「モデルカリキュラムの

考え方」より、同様に抽出した。その結果、<教育の

基礎的理解に関する科目>より12、<道徳、総合的

な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談

等に関する科目>より10、<教職実践演習>より2、

<領域に関する専門的事項>より3、<保育内容の

指導法>より5、計32の記述が抽出された（表4）。

これらを保育ソーシャルワークの15機能に分

類した。1つの記述が複数の機能に分類されると

判断した際には、該当する全ての機能にカウント

したため、分類した記述の総数は42となっている。

また、特定の機能に分類できないものは「全体」に

分類した。結果、連携機能に13、処遇機能に12、相

談援助機能に8、ケースマネージャー機能と管理・

運営機能に各3、代弁機能、保護機能、「全体」に各1

の記述が分類された（表3参照）。

連携機能に分類された記述には、「教職員や学

校外の関係者・関係機関との連携・協働の在り方

や重要性を理解している」（［教職の意義及び教員

の役割・職務内容］）や、「地域との連携・協働によ

る学校教育活動の意義及び方法を理解している」

（［教育に関する社会的、制度的又は経営的事項］）
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があり、園外の関係機関や地域との連携・協働の

意義や方法を理解することが目指されている。

処遇機能に分類された記述の中には、特別な配

慮を要する子どもとして、障害のある子ども、母国

語や貧困の問題のある子ども、アレルギー疾患を

もつ子ども、不適応や問題行動のある子どもが含

まれていた。5領域に関する教授内容では外国に

ルーツをもつ子どもや、社会経済的に困難を抱え

る子どもについての内容は含まれていなかった。

相談援助機能に分類された記述には、「受容・傾

聴・共感的理解等のカウンセリングの基礎的な姿

勢や技法を理解している」（［教育相談の理論及び

方法］）、「いじめ、不登校・不登園、虐待、非行等の

課題に対する幼児、児童及び生徒の発達段階や発

達課題に応じた教育相談の進め方を理解してい

る」（［教育相談の理論及び方法］）、「子育てに関わ

る保護者の悩み等についてのロールプレイを通し

ての保護者の心情理解→基本的な対応方法につい

ての理解」（［幼児理解の理論及び方法］）等がある。

幼稚園教諭に求められる相談援助としては、カウ

ンセリングの基本的な姿勢や技法を用いた個別援

助が想定されていることがうかがえる。

管理・運営機能に分類された記述には、「校内の

教職員や多様な専門性をもつ人材と効果的に連携・

分担し、チームとして組織的に諸課題に対応するこ

との重要性を理解している」（［教職の意義及び教員

の役割・職務内容］）や「母国語や貧困の問題等によ

り特別の教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒

の学習上又は生活上の困難や組織的な対応の必要

性を理解している」（［特別の支援を必要とする幼

児、児童及び生徒に対する理解］）等がある。また、

［幼児理解の理論及び方法］において、保護者の心情

理解と基礎的な対応に向けて園内の協力体制をつ

くることの重要性も示されていた。特別なニーズを

もつ子ども及び保護者への支援を組織的に行うため

の体制整備に関する内容が示されているといえる。

ケースマネージャー機能には、「特別支援教育に

関する教育課程の枠組みを踏まえ、個別の指導計

画及び個別の教育支援計画を作成する意義と方法

を理解している」（［特別の支援を必要とする幼児、

児童及び生徒に対する理解］）や、「職種や校務分

掌に応じて、幼児、児童及び生徒並びに保護者に

対する教育相談を行う際の目標の立て方や進め方

を例示することができる」（［教育相談の理論及び

方法］）が分類された。特別なニーズをもつ子ども

に対してはもちろんのこと、保護者の支援に当たっ

ても、支援の目標や進め方等の計画を立ててケー

スマネジメントすることの必要性が示されている。

表4　幼稚園教諭養成課程における保育ソーシャルワーク関連記述数

科目名 ［必要事項］または【授業名】 記述数
『教育の基礎的理解に関する科目』 ［特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解］ 8

［教育に関する社会的、制度的又は経営的事項］ 3
［教職の意義及び教員の役割・職務内容］ 1

『道徳、総合的な学習の時間等の指導法
及び生徒指導、教育相談等に関する科目』

［教育相談の理論及び方法］ 7
［幼児理解の理論と方法］ 3

『教職実践演習』 ［社会性や対人関係能力に関する事項］ 1
［幼児児童生徒理解や学級経営等に関する事項］ 1

『領域に関する専門的事項』 【幼児と健康】 2
【幼児と人間関係】 1

『保育内容の指導法』 【保育内容「人間関係」の指導法】 1
【保育内容「環境」の指導法】 1
【保育内容「表現A」の指導法】 1
【保育内容「表現B」の指導法】 1
【保育内容総論】 1
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保護機能には「いじめ、不登校・不登園、虐待、

非行等の課題に対する幼児、児童及び生徒の発達

段階や発達課題に応じた教育相談の進め方を理解

している」（［教育相談の理論及び方法］）があり、

代弁機能には、「幼児、児童及び生徒の不適応や問

題行動の意味並びに幼児、児童及び生徒の発する

シグナルに気づき把握する方法を理解している」

（［教育相談の理論及び方法］）がある。幼稚園教諭

養成課程においては、虐待等の問題に対して教育

相談を用いて対応できるようになることが目指さ

れていることが読み取れる。

最後に、ソーシャルワーク全体に関わる記述は、

「現代社会との関連（離婚や虐待、保護者の子育て

不安や抑うつ等）から学んだことを想起させつつ、

幼稚園における子育て支援の実際について視聴覚

教材を活用する等して紹介し、愛着形成過程にお

けるリスク回避のための取り組みについて具体的

イメージをもたせる（括弧内 :筆者）」（【幼児と人

間関係】）注6であった。ここに記された「愛着形成

過程におけるリスク回避のための取り組み」がま

さにソーシャルワークに関連すると考えるが、そ

の詳細については示されていなかった。

（3）社会福祉士の養成課程

社会福祉士養成課程において、保育ソーシャル

ワークに関連する項目は、『ソーシャルワークの理

論と方法』『地域福祉と包括的支援体制』『ソーシャ

ルワークの基盤と専門職』『ソーシャルワーク実習』

等の15科目より計 99項目が抽出された（表5）。

これらを保育ソーシャルワークの15機能及び

ソーシャルワーク全体に関わるものに分類した。

1つの項目に複数の機能が該当すると判断した際

には、そのすべての機能に分類したため、分類後

の総項目数は132となった。分類の結果、「全体」

が28、連携機能が23、相談援助機能とケースマネー

ジャー機能が各18、調査・計画機能が9、管理・運

営機能が8、交流支援・組織化機能が7、仲介機能

が6、保護機能、側面的支援機能、社会変革機能が

各3、スーパービジョン機能が2、調停機能、代弁

機能、教育機能が各1という結果であった（表3

参照）。15機能中、処遇機能に関する項目が唯一

みられなかった。

分類した結果、最も多かったのはソーシャル

ワーク全体に関わる項目であった。「福祉」や

「ソーシャルワーク」の語が含まれており、特定の

機能に分類できなかった項目をここに分類したた

めである。次に多く分類された連携機能の例とし

ては、「福祉供給部門（公的部門 /民間部門、ボラン

タリー部門、インフォーマル部門 /部門間の調整・

連携・協働）」（『社会福祉の原理と政策』）や、「ジェ

ネラリストの視点に基づく多職種連携及びチーム

アプローチの意義と内容（多職種連携及びチーム

アプローチの意義 /機関・団体間の合意形成と相互

関係 /利用者、家族の参画）」（『ソーシャルワークの

基盤と専門職（専門）』）、「ネットワーキング（ネット

ワーキングの意義、目的、方法、留意点 /セーフティ

ネットの構築とネットワーキング/家族や住民、サー

ビス提供者間のネットワーキング/重層的な範囲に

おけるネットワーキング /多様な分野の支援機関

表5　社会福祉士養成課程における保育ソーシャルワーク関連項目数

科目名 項目数 科目名 項目数
ソーシャルワークの理論と方法 22 ソーシャルワーク演習（専門） 4
ソーシャルワークの理論と方法（専門） 12 社会福祉の原理と政策 3
地域福祉と包括的支援体制 11 社会福祉調査の基礎 3
ソーシャルワークの基盤と専門職 9 障害者福祉 2
ソーシャルワークの基盤と専門職（専門） 8 児童・家庭福祉 2
ソーシャルワーク実習 7 貧困に対する支援 2
権利擁護を支える法制度 6 心理学と心理的支援 2
ソーシャルワーク演習 6
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とのネットワーキング）」（『ソーシャルワークの

理論と方法（専門）』）等がある。家族や地域住民

との連携も含まれているが、関係機関や専門職、

ボランティア等と、フォーマル・インフォーマル

の枠を超えた連携体制の構築に関する内容が示さ

れている。

相談援助機能について、相談援助の技法を具体

的に学ぶのは『心理学と心理的支援』の科目であ

り、心理的支援の基本的技法として、支持的精神療

法やマイクロカウンセリング、動機づけ面接の3つ

が挙げられている。『ソーシャルワークの理論と

方法』においては「グループワークの原則」や「セル

フヘルプグループ」等の項目があり、グループを活

用とした相談援助技法の修得も目指されている。

ケースマネージャー機能については、『ソーシャ

ルワークの理論と方法』において「ケースの発見

（アウトリーチ、スクリーニング）」、「インテーク

（インテークの意義、目的、方法、留意点 /契約）」、

「プランニング（プランニングの意義、目的、方法、

留意点 /効果と限界の予測 /支援の方針・内容の説

明・同意）」、「支援の実施（支援の意義、目的、方法、

留意点）」、「モニタリング（モニタリングの意義、

目的、方法、留意点 /効果測定）」、「支援の終結と事

後評価（支援の終結と事後評価の目的、方法、留意

点）」、「アフターケア（アフターケアの目的、方法、

留意点）」という一連の援助過程に関する内容が

含まれている。これらの理解により、ケースの発

見前から支援終結後に至るまでの継続的な支援を

展開できるようになると考えられる。

調査・計画機能には、「ソーシャルワークにおける

評価方法」（『社会福祉調査の基礎』）や、「社会資源

の活用・調整・開発（社会資源の活用・調整・開発

の意義、目的、方法、留意点 /ニーズの集約、提言、

計画策定、実施、評価）」（『ソーシャルワークの理

論と方法（専門）』）等が分類された。社会福祉士に

とっては社会資源を活用するだけでなく、開発する

ことも重要なスキルであることがうかがえる。

管理・運営機能に分類された項目は、「記録の意

義と目的（機関の運営管理 /教育、研究 /アカウン

タビリティ）」（『ソーシャルワークの理論と方法』）

や、「カンファレンス（意義、目的、留意点 /運営と展

開）」（『ソーシャルワークの理論と方法（専門）』）、

「インフォームド・コンセント」や「秘密・プライ

バシー・個人情報」（『権利擁護を支える法制度』）

等である。カンファレンスの運営や記録、支援対

象者の権利や個人情報を守るための内容が含まれ

ている。

交流支援・組織化機能の例には、「グループワー

クの意義と目的（グループダイナミクス）」（『ソー

シャルワークの理論と方法』）や、「多機関及び多職

種、住民、企業等との連携による地域づくりや参

加の場づくり」（『貧困に対する支援』）、「地域福祉

の計画 /組織化」（『ソーシャルワーク演習（専門）』）

等があり、支援対象者に対しグループや地域社会

への参加を促したり、地域住民を組織化したりす

るための支援について示されていた。

仲介機能の例には、「福祉利用過程（スティグマ、

情報の非対称性、受給資格とシティズンシップ」

（『社会福祉の原理と政策』）、「支援の実際（社会的

養護を必要とする児童に対する支援）」（『児童・

家庭福祉』）、「生活保護制度及び生活保護施設に

おける自立支援、就労支援、居住支援」（『貧困に

対する支援』）等がある。これらは支援対象者を

必要な地域サービスにつなぐために重要な内容

であると考える。

保護機能の例には、「多機関協働を促進する仕組

み（要保護児童対策地域協議会）」（『地域福祉と

包括的支援体制』）、「要保護児童対策地域協議会に

おける支援、児童虐待防止に向けた支援」（『児童・

家庭福祉』）、「虐待防止法の概要」（『権利擁護を支

える法制度』）があり、児童虐待への支援において

は児童虐待防止法に基づく対応と要保護児童対策

地域協議会における働きが要であることがうかが

える。

側面的支援機能には、「心理的支援の基本的技

法（支持的精神療法）」（『心理学と心理的支援』）、
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「生活困窮者自立支援の考え方（伴走型の支援と

対象者横断的な包括的相談支援）」（『地域福祉と

包括的支援体制』）、「意思決定支援ガイドライン」

（『権利擁護を支える法制度』）が分類された。「伴奏

型の支援」という語が用いられていることから、

社会福祉士には支援対象者に寄り添い、対象者自

身の意思決定を支える役割が期待されていると考

えられる。

社会変革機能には、「地域共生社会の構築」（『地

域福祉と包括的支援体制』）、「ソーシャルアクション」

（『ソーシャルワーク演習（専門）』及び『ソーシャルワー

ク実習』）が分類された。スーパービジョン機能には、

「スーパービジョンの意義、目的、方法」（『ソーシャ

ルワークの理論と方法』）、「事例研究、事例検討 /

スーパービジョン」（『ソーシャルワーク演習（専門）』）

が分類され、理論科目だけでなく演習科目にも

スーパービジョンが位置付けられていた。

その他、調停機能には、「支援の実際（多職種連携

を含む）（児童虐待防止に向けた支援 /社会的養護

を必要とする児童に対する支援」（『児童・家庭福

祉』）が、代弁機能には「権利擁護の意義」（『権利

擁護を支える法制度』）が、教育機能には、「セルフ

ヘルプグループ（体験的知識/役割モデルの習得）」

（『ソーシャルワークの理論と方法』）が分類された。

最後に、処遇機能については、明示的な項目が

みられなかった。社会福祉士養成課程の中で乳幼

児への支援に最も関係が深いと思われる科目は

『児童・家庭福祉』であるが、そこで想定される内

容は「支援の実際（多職種連携を含む）（児童相談

所における支援 /要保護児童対策地域協議会にお

ける支援 /児童虐待防止に向けた支援 /社会的養

護を必要とする児童に対する支援 /障害児に対す

る支援 /ひとり親家庭に対する支援 /児童と家庭

に対する就労支援 /子どもの貧困に対する支援 /

女性、若者への支援 /子ども・子育て妊産婦への支

援）」と記述されている。「多職種連携」の語がみ

られるため、ここで保育者の専門性に関する内容

が扱われる可能性もあると考える。

4．考察

抽出された保育ソーシャルワーク関連記述は、

社会福祉士養成課程15科目より計99、保育士養

成課程18科目より計125、幼稚園教諭養成課程

5科目より計32という結果であった。分類した機

能数は、社会福祉士養成課程が15機能中14機能、

保育士養成課程が12機能、幼稚園教諭養成課程が

8機能であった。各養成課程に位置付けられている

保育ソーシャルワーク機能の種類は、社会福祉士、

保育士、幼稚園教諭の順に多いことが明らかになっ

た。福祉専門職ではない幼稚園教諭の養成課程に

おいても、8つの保育ソーシャルワーク機能に関す

る記述がみられたことは注目に値すると考える。

保育士及び幼稚園教諭の養成課程に共通してみ

られたのが、処遇機能、連携機能、相談援助機能、

管理・運営機能、ケースマネージャー機能、保護機

能、代弁機能の7つであった。これらのうち特に

分類された項目が多かったのは、処遇機能、連携

機能、相談援助機能である。これは、保育関連法

より保育ソーシャルワーク関連記述を抽出し分類

を行った松山・北野（2022）と重複する結果となっ

た。同じく保育関連法において位置付けが確認さ

れていた教育機能及び側面的支援機能に着目する

と、保育士養成課程では教育機能に1つ、側面的支

援機能に3つの項目が分類され、幼稚園教諭養成

課程においては両機能とも分類された記述はな

かった。また、調査・計画機能に関しても、保育所

保育指針解説に第4章3―（1）―ア「保育所の特色、

地域のニーズなどに合わせた取組を進めていくこ

とが求められる」や、第4章3―（2）―ア「地域全体

の状況を把握して必要な事業を実施することが

大切である」等の関連記述がみられるにも関わら

ず、保育者養成課程からは関連する記述が抽出さ

れなかった。以上より、教育機能、側面的支援機

能、調査・計画機能については保育者養成課程に

十分位置づけられているとはいえない結果で

あった。これらの機能については、保育者の現職



乳幼児教育・保育者養成研究　第5号

– 12 – – 13 –

研修を通して修得できる体制となっているのか

どうか、さらなる調査が必要であると考える。

保育者養成課程に共通してみられた7つの機能

は全て、社会福祉士養成課程においても確認され

た。そのうち、連携機能、相談援助機能、ケースマ

ネージャー機能、管理・運営機能については、保育

者と社会福祉士の養成課程で内容に顕著な違いが

みられた。まず、連携機能について、保育士養成

課程には「社会資源の活用と自治体・関係機関や

専門職との連携・協働」（『子育て支援』）」とあるの

に対し、社会福祉士養成課程には「多職種連携及び

チームアプローチの意義、機関・団体間の合意形成

と相互関係、利用者、家族の参画）」（『ソーシャル

ワークの基盤と専門職（専門）』）」という記述がみ

られた。保育者には、子どもや家庭の特別なニー

ズを発見した際に、必要な特定の専門職や関係機

関と双方向的な連携を図る力が求められていると

いえるだろう。一方、社会福祉士には、複数の専門

職や機関・団体の合意形成を行ったり、関係調整を

したりする役割が求められていると考えられる。

次に、相談援助機能については、保育者養成課

程では個別カウンセリングの基本姿勢や技法に関

する内容のみが示されていたのに対し、社会福祉

士養成課程においては基本的技法として支持的精

神療法やマイクロカウンセリング、動機づけ面接

の3つが挙げられていた。さらにグループを活用

した援助技法に関する内容も社会福祉士養成課程

にのみ示されていた。

ケースマネージャー機能については、保育士養

成課程と社会福祉士養成課程では共通して「アセ

スメント、プランニング、実施、モニタリング、事後評

価」という支援の展開過程が示されている。保育

士養成課程においてはこれらの用語が示されてい

るのみであるが、社会福祉士養成課程においては、

それぞれの意義、方法、留意点について学ぶこと

が示されている。また、支援終結後のアフターケ

アに関する項目が示されているところも社会福祉

士独自の部分であった。幼稚園教諭養成課程にお

いては、「教育相談の目標や計画の立て方を例示す

ることができる」（『教育相談の理論及び方法』）と

いう記述があるのみで、アセスメントやモニタリ

ングに関する記述はみられなかった。保育者が子

どものニーズを適切にアセスメントすることには

限界があり、専門職との連携が不可欠であること

が国外の研究で指摘されている（Taresh et al., 

2020; Bouillet & Majcen, 2022）。この点につい

ては日本においても、保育者自身が認識を深める

必要があると考える。

最後に、管理・運営機能について、保育者養成課

程においては、保育士養成課程に「情報提供と第

三者評価」（『社会福祉』）が示された他は、職員間

の連携や組織的な取り組みの必要性に関する内容

であった。これに対し、社会福祉士養成課程にお

いては、「アカウンタビリティ」（『ソーシャルワーク

の理論と方法』）、「インフォームド・コンセント」

や「秘密・プライバシー・個人情報」（『権利擁護を

支える法制度』）等の用語がみられた。社会福祉

士の方が利用者の権利を守るためのより実践的な

内容が示されていると考えられる。組織的対応を

基本とする保育者と異なり、個人で複数のケースを

担う社会福祉士には、職務経験等によらず一人一人

に管理・運営機能が求められることが示唆される。

他にも、処遇機能は保育者養成課程のみに含ま

れており、社会福祉士養成課程には含まれていな

いことも明らかになった。社会福祉士養成課程の

中で子どもの支援に特化した内容が扱われている

のは『児童・家庭福祉』の科目であった。社会福祉

士養成段階では、特定の分野のスペシャリストで

はなく、どの分野においても専門性を発揮できる

ジェネラリストの育成が目指されていると考えら

れる。

調停機能、調査・計画機能、スーパービジョン機

能は社会福祉士養成課程にのみみられた。特に、

『社会福祉調査の基礎』という単独の科目が設定

されていることから、調査・計画機能は社会福祉士

にとって独自の機能であることがうかがえる。
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以上の比較検討を通して、保育者養成課程と社

会福祉士養成課程の両方に位置づけられている機

能であっても、保育者と社会福祉士に求められて

いる具体的な役割には違いがみられることが明ら

かになった。それぞれの役割が異なるからこそ、

専門職同士が協働することで、多様なニーズをも

つ子どもと家庭の支援をより適切に行えるよう

になるのではないだろうか。このことは近年、国

外の研究において指摘されているところである。

例えば、フィンランドでは、特別支援を必要とす

る子どもの8割以上が一般的な就学前教育保育施

設に在籍するが、日常的に特別支援教師（special 

needs preschool teacher）の訪問支援を受けたり、

福祉サービスの一環で他職種と共にケアプラン

が作成されたりしている（Pölkki & Vornanen, 

2016）。ポーランドでは、2000年に保育サービス

が福祉サービスと統合され、保育施設がソーシャ

ルワーク等の専門機関と協働することが2004年

に制定された新社会福祉法に定められている

（Kantowicz, 2019）。保育施設において子どもた

ちのニーズを適切にアセスメントするために他の

専門職との連携が必要であることも既に述べた通

りである。このように、各国で保育施設と福祉

サービスの連携が進められている。日本において

も、保育者と社会福祉士が協働することで、保育

施設に求められるソーシャルワーク機能をより効

果的に発揮していけるのではないかと考える。

5．今後の課題

最後に本研究の限界と今後の課題を述べる。

第一に、本研究の結果、教育機能、側面的支援機

能、調査・計画機能については、保育施設関連法

に関係する記述がみられるものの保育者養成課

程に十分に位置付けられているとはいえなかっ

た。しかし、そもそもこれらの機能が実際の保育

現場で必要とされているのか、また現職研修にこ

れらの機能に関係する内容が位置付けられてい

るのかは明らかにできていない。これらを明ら

かにすべく、実践現場における調査及び現職研修

の内容調査を行う必要があると考える。

第二に、保育施設に求められるソーシャルワー

ク機能をより効果的に発揮していくために、保育

者と社会福祉士が協働していくことの重要性を指

摘したが、現在、実践現場でどのような協働が行

われているのかという実態も明らかにしていく必

要があると考える。飯塚（2019）が行った保育所

対象の質問紙調査の結果、「行政の家庭支援担当

（社会福祉士等）」からの情報提供により子ども及

び家庭の課題が把握される場合があることが示さ

れているが、本研究の分析枠組みを設定するため

に調査した「保育&ソーシャルワーク」「幼稚園&

ソーシャルワーク」「こども園&ソーシャルワーク」

をキーワードとする論文及び研究ノート151件の

中に、保育者と社会福祉士の具体的な連携事例を

示すものはみられなかった。今後、専門職間の連

携を促進するために、国内外の保育施設における

福祉専門職との連携の好事例を収集し分析して

いくことも重要な課題である。

注
注1） 厚生労働省（2018） 保育所保育指針解説．

フレーベル館，p.331．

注2） OECD（2021） Starting Strong VI.108. 

https://www.child- encyclopedia.com/sites/

default/files/2021-10/starting-strong-VI.pdf

（2023年11月21日閲覧）

注3） 伊藤良高（2011）保育ソーシャルワークの

基礎理論．伊藤良高・永野典嗣・中谷彪編

（2011） 保育ソーシャルワークのフロン

ティア．晃洋書房，p.13．

注4） 鶴宏史（2009） 保育ソーシャルワーク論

―社会福祉専門職としてのアイデンティ

ティ―．あいり出版，p.51．

注5） 保育教諭養成課程研究会（2017）  平成28年

度幼稚園教諭の養成課程のモデルカリ
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キュラムの開発に向けた調査研究―幼稚

園教諭の資質能力の視点から養成課程の

質保証を考える―．https://www.mext.

go.jp/a_menu/shotou/youchien/1385790.

htm（2023年11月21日閲覧）．

注6） 保育教諭養成課程研究会編（2017） 幼稚園

教諭養成課程をどう構成するか～モデル

カリキュラムに基づく提案～．萌文書林，

p.44．
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保育者の安全・危機管理意識の時代的変遷に関する研究
̶システマティックレビューによる分析̶

A Study on the Historical Transition of Safety and  
Crisis Management Awarenessof Childcare Providers

– Analysis by Systematic Review –

野中　奏
（大阪総合保育大学大学院）

本研究は、保育施設における危機管理に関する研究動向をシステマティックレビューの手法で包括的

に分析した。保育者の危機管理意識に焦点を当てた37件の研究の目的、方法、主要な知見を整理した結果、

約50年間で研究が大きく変化してきたことが明らかになった。研究は「危機管理の現状と課題」「具体

的な予防策や安全確保の方法」「実践的ツールの開発と評価」「危機管理意識の形成要因」「客観的データ

に基づく実態の把握」の5つに分類され、研究の焦点が保育者個人の意識調査から組織的な安全管理体

制の構築へと移行し、さらに特定の保育形態や文化的背景を考慮した多角的な研究へと発展していた。

また、研究方法も質的研究の増加や新技術の導入など、より実践的なアプローチが採用されるように

なってきていた。今後の課題として、保育現場に根ざしたフィールドワーク研究の推進や、研究成果の

実践への効果的な還元方法の開発の必要性が示唆された。

キーワード :  保育、安全、危機管理意識、時代的変遷、研究動向

Ⅰ．問題と目的

1．問題
保育施設における子どもの安全確保は、保育の

質を保障する上で最も基本的かつ重要な要素で

ある。保育所保育指針（厚生労働省，2018）では、

「保育所保育において、子どもの健康及び安全の

確保は、子どもの生命の保持と健やかな生活の基

本であり、一人一人の子どもの健康の保持及び増

進並びに安全の確保とともに、保育所全体におけ

る健康及び安全の確保に努めることが重要とな

る」と明記されている。また、教育・保育施設等

における事故防止及び事故発生時の対応のため

のガイドラインでは、乳幼児の主体的な活動を尊

重しつつ、死亡や重篤な事故の予防と適切な事後

対応の重要性が強調されている。これらを実現

するためには、保育者の高い危機管理意識が不可

欠である。しかしながら、保育施設における子ど

もの事故は依然として発生し続けている。こど

も家庭庁（2023）の報告によると、令和5年の保育

施設等での事故報告件数は2772件に上り、その

うち9件が死亡事故であった。このような事故の

発生状況は、保育者の危機管理意識と実際の危機

管理への取り組みの間にギャップが存在する

可能性を示唆している。そのため、保育者の危機

管理意識の形成過程や、それが実際の保育実践に

どのように反映されているかを理解することは、

事故防止と安全な保育環境の構築に向けて極め

て重要である。社会的動向として、平成27年度

の子ども・子育て支援新制度施行後、保育の質的

向上の重要性が認識され様々な取り組みが進め

られてきた。この中で、保育施設における子ども

pp.17-30

原著論文
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の安全確保は重要な課題とされ、保育者の危機管

理能力もその一部として位置づけられている。

また、令和4年の児童福祉法等の一部改正により、

令和5年4月1日から保育施設での安全計画の作

成が義務化されるなど、制度面での対策も進めら

れている。これらの社会的背景は、保育者の危機

管理意識の重要性を認識していることを示してい

るが、同時に、制度と現場の実践をいかに効果的に

結びつけるかという新たな課題も提起している。

さらに、保育環境の多様化も保育者の危機管理意

識に関する研究の必要性を高めている。このよう

な状況下で、保育者には従来以上に専門性の高い

危機管理能力が求められており、その意識の形成

過程を理解することが重要となっている。一方

で、過度な安全対策が子どもの主体的な活動や冒

険的な遊びを制限する可能性も指摘されている。

Kleppe（2007）は、リスキープレイ（冒険的な遊び）

を「スリルと興奮を伴う形態の遊びで、身体的な怪

我のリスクを含むもの」と定義し、このような遊び

が子どもの恐怖心の克服や危険への対処能力の向

上に寄与すると主張している。保育者には、子ど

もの発達を促す適度なリスクの許容と、重大な危

険の回避を両立する高度な判断力が求められる。

この複雑な判断を要する状況は、単なる安全管理

マニュアルの遵守だけでは対応できず、個々の保

育者の経験や価値観、専門性に基づいた危機管理

意識の形成が不可欠であることを示している。

以上の背景を踏まえると、保育者の危機管理意

識に関する研究は、事故防止策な実施、多様化する

保育環境への適応、そして子どもの安全と豊かな育

ちの両立という複雑な課題に対する解決策を見出

す上で、極めて重要な役割を果たすと考えられる。

2．本研究の目的
本研究では、保育者の危機管理意識に焦点を当

てた先行研究をレビューし、先行研究に記載され

ている研究の目的、方法、主要な結果、課題など

から保育者の危機管理意識がこれまでどのよう

に研究されてきたのかを明らかにし、今後の課題

や研究の方向性を提示する。

Ⅱ．研究方法

1．システマティックレビューによる文献検索
本研究では、保育者の危機管理意識に関する既

存の研究を体系的に分析するため、システマティッ

クレビューの手法を採用した。システマティック

レビューは、特定の研究課題に関する既存の研究

を包括的に収集・評価・統合する方法論であり、

個別の研究では得られない広範かつ信頼性の

高い知見を提供する利点がある（Higgins et al., 

2019）。検索ツールは、国内の学術情報データベー

スCiNii（Citation Information by NII）を使用し

た。CiNiiは、国内の論文、図書、雑誌など幅広い

学術情報を網羅しており、本研究の目的に最適な

データベースであると判断した。文献の最終検

索日は、2024年4月29日である。

2．調査方法 

CiNiiにおいて、「保育　AND　（安全　OR　

危機管理　OR　リスクマネジメント　OR　ヒヤ

リハット　OR　事故　OR　危険）」というキー

ワードを用いて検索を実施した結果、1587件の

文献が抽出された。これらの文献から重複してい

た55件を除外した後、以下の①から⑤の除外基

準に基づいて文献を選別した。①保育分野以外

のもの（594件）、②学術研究論文ではないもの

（386件）、③保育中の安全・危機管理（身体的安全、

事故防止、緊急時対応を含む）に直接関連しない研

究 （149件）、④学会発表の抄録（110件）、⑤養成校

の学生を対象としているもの（104件）の5つが

除外され189件が対象となった。さらに、本研究

では、保育者の危機管理意識に焦点を当てた研究

を抽出するため、①事故の実態調査、事故の検証

や判例に焦点を当てているもの（57件）、②安全教

育に焦点を当てているもの（28件）、③災害対策な
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ど非常時の保育について述べているもの（27件）、

④ガイドラインやマニュアル、保育体制等の内容

についてのみ述べているもの（15件）、⑤特定の疾

患やアレルギー対応について主に述べているもの

（12件）、⑥緊急対応スキルに関するもの（6件）、

⑦論文全文が確認できないもの（5件）、⑧目的・

方法・結果・考察が明確かつ十分に説明されてい

ないもの（2件）を除外した。その結果、1973年か

ら2024年の37件が対象となった。スクリーニン

グのプロセスを図1に示した。

3．倫理的配慮
本研究は文献のみを対象としているため、個人

情報の取り扱いに関する特別な倫理的配慮は必

要としない。ただし、文献の引用や解釈に際して

は、原著者の意図を正確に反映するよう努めた。

また、本研究で使用したすべての文献は出典を明

記した。

Ⅲ．結果

1．分類カテゴリー（表1）
抽出された 1973年から 2024年の 37文献の

研究目的や主な結論を精読し、保育者の危機管理

意識に関する研究の主要な側面を反映している

以下の5つのカテゴリーに分類した。

一つの論文が複数のカテゴリーに関連する場

合は、最も中心的なテーマに基づいて判断した。

また、これらのカテゴリーに分類する際は、筆者

のほか、保育者3名に協力を得て分類の妥当性の

表1　カテゴリーの一覧と定義

番号 カテゴリー 定義

1 危機管理意識の現状と課題 ヒヤリハット、リスクの認識に関する研究

2 具体的な予防策や安全確保の方法 事故防止と安全対策に関する研究

3 実践的ツールの開発と評価 チェックリスト等の開発に関する研究

4 危機管理意識の形成要因 意識や配慮の背景に関する研究

5 客観的データに基づく実態の把握 実態調査に基づく研究

図1.　文献選定スクリーニングのプロセス
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確保に努めた。評価者を保育者に選定した理由

は、実践者の視点を反映した多角的な分析を行う

ことで、研究の妥当性と実践的意義を高めるため

である。カテゴリーの分類における評価プロセ

スは以下の通りである。1回目の評価では、筆者

と3名の保育者が独立して37件の文献を5つの

カテゴリーに分類した。その結果、25件（約68％）

の文献で評価者間の完全な一致が見られた。

不一致の主な原因は、「ヒヤリハット、リスクの認

識」と「事故防止と安全対策」の区別が曖昧な事例

があったためである。2回目の評価では、1回目の

結果を踏まえ、各カテゴリーの定義をより明確に

し、具体例を用いて説明した上で再度分類を行っ

た。その結果、33件（約89％）の文献で評価者間

の完全な一致が得られた。残りの不一致は主に

「意識や配慮の背景」と「実態調査」の区別に関す

るものであった。最終的に100%の一致を得るた

め、評価者全員で不一致のあった文献について詳

細に議論し、各カテゴリーの定義を再検討した。

その結果、「意識や配慮の背景」を「危機管理意識

の形成要因」へ、「実態調査」を「客観的データに

基づく実態の把握」とより具体的に定義し直すこ

とで、全ての文献の分類について合意に達した。

以下、各カテゴリーの結果について詳述する。

2．5つのカテゴリー分類の結果
①危機管理の現状と課題

本カテゴリーには 19件の文献が分類された

（表2）。研究手法としてはアンケート調査が15件

（文献番号1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，12，14，16，17，

18（以下、同様））と最も多く、次いで事例研究が

3件（11，13，15）、フィールドワークが2件（2，19）、

インタビュー調査が1件（9）であった。研究対象

は主に保育者であり、一部の研究では施設長や

主任保育者に焦点を当てることで、管理職の視点

からの分析も行われている。

跡見ら（1973）は保育者の安全保育に対する意

識調査を目的とした研究を行い、保育中の安全は

重要課題として認識されているものの、安全の概

念や事故防止対策の具体化が不十分であること

を指摘した（1）。2000年代に入ると、研究目的は

より具体的な分析と改善に向けられるように

なった。大岡（2005）は事故発生処理報告書の分

析と改善策の検討を目的とし、SHELLモデル注1）

を用いた分析と職員のビデオ研修による改善の

取り組みを明らかにした。石川ら（2009）はヒヤ

リハット体験の調査を目的とし、保育士、保護者、

子ども、物、施設・整備の総合的な視点から分析

することの重要性を示した（4）。2010年代には、

より組織的な視点を含む研究が見られるように

なった。範（2012）は保育施設における危機管理

の実態と課題の解明を目的とし、危機管理システ

ム構築の重要性は認識されているものの、大きな

事件・事故を想定した対策が不十分であること

を明らかにした（9）。田村ら（2015）は保育活動

中の危険場面における保育者の認識と判断根拠

の解明を目的とし、保育活動中の危険場面への認

識や判断の根拠は、保育者の経験年数や職階に

よって顕著に差がみられることを指摘した（10）。

松田（2019，2020）は、ヒヤリハットの現状把握と

防止策の検討を目的とした一連の研究を行い、

ヒヤリハット防止の要因は多岐に渡ることを質問

紙調査によって明らかにし、ゆとりのある保育の

必要性と保育計画にヒヤリハット経験を教育課程

や保育計画に反映させることにより事故の発生を

防止できる可能性について述べている（12，14）。

2020年代の研究では、より具体的な保育場面に

焦点を当てた分析が見られる。七木田（2021）は

乳児保育における保育形態とヒヤリハットの

関連性を明らかにすることを目的とし、緩やかな

担当制の実施によるヒヤリハット減少の効果を

示した（17）。辻谷（2021）は安全のためのルール

と遊びの関係性の検討を目的とし、保育者による

制限や禁止に着目し、園で安全のために保育者が

設ける具体的なルールの実態や傾向を明らかに

した（16）。河合ら（2023）は、園庭遊具における
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表2　危機管理の現状と課題
番
号 タイトル 筆頭著者

（出版年） 研究手法 研究目的

1 保母の保育態度についての調査 保育に
おける「安全」についての意識調査

跡見一子
（1973）

アンケート 保育担当者の安全保育というものに対してもっている意識を
調査する。

2 保育園の子どもの「事故」防止の取り組
み--職員の危険予知に関する意識向上

大岡孝之
（2005）

アンケート
フィールド
ワーク

「事故」発生処理報告書を一件ずつ分析し、時間、場所、曜日、
人、内容、原因をクラス別に統計をとり、この改善への取り組
みについて報告する。

3 保育現場におけるリスクマネジメントに対
する職員の意識強化に関する試論

前田佳代子
（2006）

アンケート 独自の「リスク写真によるインシデント報告書」の作成を通し
て、職員がリスクに対する意識化を促し、保育の質を高めるた
めの方法と課題を明確にする。

4 保育士のヒヤリハット体験 石川昭義
（2009）

アンケート 人が認知するヒヤリハット体験を尋ねるために調査を実施する。

5 保育環境の安全性に対する意識--施設
長および主任と一般保育士の比較

島田俊郎
（2009）

アンケート 施設長のもとで各職階者が安全に対する意識を高め、共通理
解を図っていく際にどのような手だてが考えられるかを探る。

6 保育士・幼稚園教諭・学生による事故防
止策の評価 : 事故場面へのヒヤリハット
認知

大野木裕明
（2011）

アンケート 事故場面が事故発生前のヒヤリハット認知とどの程度対応す
るのか、事故場面を後進学生への指導にどの程度有効と考え
ているのかを把握する。

7 幼保育園保育者の「ひやり・はっと」体験
の事例報告

範衍麗
（2011）

アンケート 大阪府と奈良県の幼保育園の保育者を対象とした「ひやり・
はっと」体験の調査の結果を報告する。

8 幼稚園・保育園の潜在危険調査--教師
の回答

範衍麗
（2011）

アンケート 軽微なけがや「ひやり・はっと」体験を含んだ事故等の調査を
行い、事故等の種類、けが等の種類、けがの部位等、事故に
関わった物質などの検討を行う。

9 幼保育園における危機管理 : 危機管理
意識と危機管理実態の分析から

範衍麗
（2012）

アンケート
インタビュー

保育者の危機管理意識と幼稚園・保育園の危機管理の実態
を調査分析することで、危機管理における課題を明らかにする。

10 保育活動における保育者の安全・危険意
識 : 職階と経験年数の違いに着目して

田村佳世
（2015）

アンケート 保育者の子どもの怪我などに対する問題意識、保育活動中の
危険場面への認識や判断の根拠を明らかにする。

11 子どもの安全を考える : 「ヒヤリハット」
から見えてきた子どもの育ちを考える

篠原みゆき
（2017）

事例研究 子ども自らが健康や安全に関する力を身につけていくため
に、保育所においてまた家庭で何を大切にするべきであるか
を探り、乳幼児期のうちに必要な活動や環境を明らかにする。

12 幼児教育における事故防止と保育計画
との関係 －ヒヤリハットのアンケートを
用いて

松田知明
（2019）

アンケート 幼稚園教諭など保育者が日常の保育で感じているヒヤリハッ
トの現状、教育課程や保育計画へのヒヤリハット経験の活用
方法と事故防止との関係を検討する。

13「ヒヤリハット」から見える保育について
の考察

葛野真恵
（2020）

事例研究 保育の現場で実際に書かれた「ヒヤリハット」の内容を掘り下
げていく中から見えてくる、保育士の配置や動き、保育の態
勢について考える。

14 幼児教育における事故防止と保育計画
との関係（2） －保育におけるゆとりとヒ
ヤリハットの防止についての一考察－

松田知明
（2020）

アンケート 幼稚園教諭など保育者が、日常の保育活動でヒヤリハット防
止に必要な情報やその共有方法などに関する意識を把握し、
検討する。

15 幼稚園内で発生した微小事故「ヒヤリハッ
ト」について : 継続的な実施による成果
について

野田多佳子
（2021）

事例研究 2019（令和元）年8月～ 2020（令和2）年7月までの「ヒヤリ
ハット報告書」の活用の実際，及び，継続的な実施による成果に
ついて報告する。

16 保育における安全のための遊びのルー
ルについての検討 -「リスキーな遊び」
の分類を手がかりに

辻谷真知子
（2021）

アンケート 安全のためのルールのあり方について、遊びの内容を手がか
りに、保育者による制限や禁止に着目して検討する。

17 乳児保育における緩やかな担当制とヒヤ
リハット

七木田方美
（2022）

アンケート 乳児保育の形態とヒヤリハットの関連性を明らかにする。

18 子どもの衣服に関係する事故・危険の実
態調査 : 保育者へのアンケートをもとに
して

水石遥香
（2022）

アンケート 子ども服がもたらす事故を防ぐための工夫について考察する。

19 保育者のリスクマネジメントの実践知 : 
園庭遊具のリスク累加要因と保育者のリ
スク対応の多様性

河合美保
（2023）

フィールド
ワーク

幼稚園教職員が園庭遊具で想定される遊びのリスクやリスク
累加要因の捉えと、その対応のレパートリーと展開、また、遊
び場面でのリスクマネジメントをどのように行おうとしている
かを安全研修の場面において明らかにする。
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リスクマネジメントの解明を目的とし、安全研修

のテキストデータを分析し「前年度に実際に発生

したヒヤリハットを想起、言語化することで、

年々変化していく子どもの実態をアップデート

していくと同時に、子どもたちの行動をイメージ

することにより事故につながる可能性を高める

リスク累加を予測し、対応を調整している」と述

べている（19）。

1973年から2023年までの約50年間の研究の

時代的変遷をみると、研究の焦点や方法論が変化

していることが明らかになった。保育者の安全

意識調査から始まり、2000年代前半には具体的

な事故防止の取り組みや職員の危険予知意識の

向上に焦点が移った。2000年から2010年にかけ

ては、ヒヤリハット体験の調査や保育環境の安全

性に対する意識調査など、より多角的な視点から

の研究が増加した。2010年代後半以降は、特定

の状況におけるリスクマネジメントの実践知や、

ヒヤリハット経験の活用と保育計画への反映な

ど、より実践的な危機管理の方法に関する研究が

主流となっている。また、保育者の経験年数や職

階による意識の差異や、保育形態と危機管理の関

連性など、より詳細な要因分析も行われるように

なってきている。個々の保育者の意識から組織

的なアプローチへと研究の視点が拡大してきて

いる傾向も見られる。

②具体的な予防策や安全確保の方法

本カテゴリーには 8件の文献が分類された

（表3）。研究手法としては、アンケート調査が

6件（20，21，23，24，26，27）と最も多く、インタ

ビュー調査が 4件（20，21，22，25）、事例研究が

1件（23）であった。研究対象は主に保育施設

（保育所、幼稚園、認定こども園）の保育者や施設

長であり、地域特性を考慮した分析も行われてい

表3　具体的な予防策や安全確保の方法
番
号 タイトル 筆頭著者

（出版年） 研究手法 研究目的

20 リスクマネジメントについての保育所長
の意識と取組みに関する研究

矢藤誠慈郎
（2012）

アンケート
インタビュー

保育所長のリスクマネジメントに関する意識及び組織的な取
組みについて、所長のキャリアや属性等との関連性を明らか
にする。

21 園外保育における安全確保体制に関する
研究

森俊之
（2013）

アンケート
インタビュー

保育所外保育にあたってのリスク管理について保育所長およ
び保育士の意識について明らかにするとともに、マニュアル
や記録、研修など組織的な取組みの現状を明らかにする。

22 保育環境の安全基準に関する日豪比較 : 
園庭の環境づくりに焦点をあてて

野田舞
（2015）

インタビュー オーストラリアの保育施設において安全や安心に配慮すべき領
域を明らかにするとともに、日本の基準と比較することにより、日
本の基準面での問題点を洗い出す。園庭や遊具における基
準の日豪比較を行うことにより日本の基準の特徴や問題点を
明らかにする。

23 保育における組織的なリスクマネジメン
トを通した環境調整

上山瑠津子
（2017）

アンケート
事例研究

保育者の環境調整の実態とその効果について明らかにする。
また、保育者は実際にどのように環境を調整していたのか、ま
たその環境調整をどの程度効果的だと評価していたのかを
検討する。

24 北海道A市保育所における事故対策に
関する実態調査

前田陽子
（2018）

アンケート 北海道Ａ市における保育所の事故対策の現状と課題を明らか
にする。

25 保育中の子どものケガ発生予防のため
の課題の明確化 : ケガに対応した保育
者が語る体験から

桐川敦子
（2019）

インタビュー 保育中に発生した受診に至るケガを負った子どもに対応した保
育者の目線から、ケガ発生予防のための課題を明らかにする。

26 幼稚園・保育所・認定こども園の安全管
理の実態に基づいた支援活動

田中住幸
（2020）

アンケート 自然体験活動にはあまりみられない自然保育特有の情報を
得ることを目的に、自然保育での安全対策について、特に屋
外での保育活動に焦点をあてて実態調査を行う。

27 子どもの事故防止に関する保育者への
アンケート調査

東隆史
（2022）

アンケート 子どもの事故防止に向けた保育者の意識や行動および園で
の事故防止に対する取り組みについてアンケート調査を行
い、安全教育に役立てる。
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た。2010年代前半の研究として、矢藤ら（2012）

は保育所長のリスクマネジメントに関する意識

及び組織的な取組みについて、所長のキャリアや

属性等との関連性を明らかにすることを目的と

し、調査を行った（20）。森ら（2013）は保育所外

保育にあたってのリスク管理について保育所長

および保育士の意識について明らかにするとと

もに、マニュアルや記録、研修など組織的な取組

みの現状を明らかにすることを目的とした研究

を行った（21）。野田ら（2015）は園庭や遊具にお

ける基準の日豪比較を行うことにより日本の基

準の特徴や問題点を明らかにすることを目的と

し、日本とオーストラリアの保育環境の安全基準

を比較し、国際的な視点から日本の安全基準の特

徴や課題を明らかにした（22）。2010年代後半に

は、上山ら（2017）が、保育者の環境調整の実態と

その効果について明らかにすることを目的とし、

保育における組織的なリスクマネジメントを通

した環境調整の実態とその効果を検討した（23）。

前田ら（2018）は北海道A市における保育所の

事故対策の現状と課題を明らかにすることを目

的とし、へき地保育所や季節保育所の状況から、

子どもと関わる機会の多い保育士は全員PBLS

（小児の一次救命処置）を受講することが望まし

く、受講のための支援を検討する必要性を指摘し

ている（24）。桐川ら（2019）は保育中に発生した

受診に至るケガを負った子どもに対応した保育

者の目線から、ケガ発生予防のための課題を明ら

かにすることを目的とした研究を行った（25）。

2020年代の研究では、田中（2020）は自然体験活

動にはあまりみられない自然保育特有の情報を

得ることを目的に、自然保育での安全対策につい

て、特に屋外での保育活動に焦点をあてて実態調

査を行っている（26）。東（2022）は子どもの事故

防止に向けた保育者の意識や行動および園での

事故防止に対する取り組みについてアンケート

調査を行い、安全教育に役立てることを目的とし

た研究を行った（27）。

これらの研究の時代的変遷をみると、2010年代

から2020年代にかけて、事故防止と安全対策に関

する研究は以下のように発展してきたことが明ら

かになった。2010年代前半は主に現状把握と課

題の抽出に焦点が当てられ、国際比較研究も行わ

れていた。2010年代後半になると、より具体的な

対策の提案や効果の検証に重点が置かれるように

なり、地域特性を考慮した分析も行われるように

なった。2020年代に入ると、保育形態の多様化に

対応し、国際比較の研究や自然保育などの特定の

保育形態に焦点を当てた安全対策の研究が進めら

れている。また、一般的な安全管理体制の調査か

ら、より具体的かつ専門的な安全対策の提案へと

発展し、より多角的な視点から安全対策が検討さ

れるようになってきたことが示唆される。

③実践的ツールの開発と評価

本カテゴリーには 3件の文献が分類された

（表4）。研究手法としては、アンケート調査が

2件（28，30）、インタビュー調査が1件（29）であっ

た。研究対象は主に保育者であり、一部の研究で

表４　実践的ツールの開発と評価
番
号 タイトル 筆頭著者

（出版年） 研究手法 研究目的

28 保育現場の危険事例と保育者の意識に
関する考察－「ヒヤリ、ハット」事例のデー
タベース化と安全チェックリストの作成
に向けて－

横田典子
（2019）

アンケート 「子ども好適空間に関するアンケート」から「ヒヤリ、ハット」
事例を収集し、データベース化する。また、「ヒヤリ、ハット」
事例と保育者の意識の関係性に ついて考察する。

29 子ども空間安全チェックリストの作成と有
効性の検討－インタビュー調査を通して－

櫻井貴大
（2020）

インタビュー「子ども空間安全チェックリスト」を作成することを目的とし、
インタビュー調査を用いてその有効性を検証する。

30 屋外での保育における保育者の危険予
知，回避・コントロール，対策能力向上に向
けた教材開発 

田中住幸
（2021）

アンケート 屋外での保育における保育者の危険予知、回避・コントロール、
対策能力向上に向けたシナリオを作成する。
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は園長や主任保育者も含まれていた。

研究目的と研究内容の分析から、屋外での保育

活動、チェックリストの作成、ヒヤリハット事例

のデータベース化など、多様なアプローチが見ら

れた。2019年から2021年の間により実践的で協

働的なツール開発へと発展している傾向が見られ

た。横田ら（2019）は「子ども好適空間に関するア

ンケートから『ヒヤリ、ハット』事例を収集し、デー

タベース化する」ことを目的とし、「ヒヤリ、ハッ

ト」事例を収集しデータベース化するとともに、

保育者が危険を感じている場所や物についての調

査を行った（28）。櫻井ら（2020）は「子ども空間

安全チェックリストを作成することを目的とし、

インタビュー調査を用いてその有効性を検証す

る」ことを目的とし、各園の設備環境や子どもの

姿を反映させ、リスクとハザードの整理ができ、

保育者同士が意見交換し共通認識をもつことがで

きるチェックリストを作成した（29）。田中ら

（2021）は「屋外での保育における保育者の危険予

知、回避・コントロール、対策能力向上に向けたシ

ナリオを作成する」ことを目的とし、屋外での保

育活動におけるヒヤリハット・事故事例の調査を

基に、保育者の危険予知、回避・コントロール、対

策能力向上に向けたシナリオを作成した（30）。

これらの研究は、2019年から 2021年という

比較的短期間に集中しているものの、チェック

リストやデータベース、シナリオなど、異なる形

式での実践的ツールの開発が試みられている。

特に、単なる事例収集に留まらず、保育者の認識

や園の個別性を考慮した、より実践的で協働的な

ツール開発へと発展していることが確認できた。

また、研究目的も保育者の実践知を活かしたツー

ル開発や、園の個別性を考慮したアプローチが増

加しており、より現場に即した研究が行われるよ

うになってきていることが示唆される。

④危機管理意識の形成に影響を与える要因 

本カテゴリーには 5件の文献が分類された

（表5）。研究手法としては、インタビュー調査が

4件（31，32，34，35）、フィールドワークが2件（31，

33）と質的研究が中心であった。研究対象の特徴

としては、主に経験豊富な保育者が対象となって

おり、一部の研究では、文化的背景の異なる保育

者を比較対象としていた。

目的と研究内容の分析から、2018年以降、保育

者の危機管理意識の形成要因に関する研究が行

われてきたことが確認できた。野田ら（2018）は

「園庭遊具に関するリスク管理の専門性とは何か

を明らかにする」ことを目的とし、園庭遊具に関

表5　危機管理意識の形成に影響を与える要因
番
号 タイトル 筆頭著者

（出版年） 研究手法 研究目的

31 園庭遊具の遊びの価値と安全性を高め
る方法についての実証的研究 : ハザード
とリスクの概念を中心に

野田舞
（2018）

インタビュー
フィールド
ワーク

園庭遊具に関するリスク管理の専門性とは何かを明らかに
する。

32 デンマークの自然保育における保育
環境とリスクに関する研究 －森の保
育園実践者によるインタビューを中
心に－

柴田卓
（2019）

インタ
ビュー

デンマークの森の保育園では、屋外の環境をどのよう
に捉え、リスクをどのように捉えているのか、また保護
者はリスクに対してどのような価値観を持ち、どのよう
に共有しているのか等について例証する。

33 自然保育における「安全配慮」 茶谷 智之
（2019）

フィールド
ワーク

関西で活動する「森のようちえん」を題材として、3歳
以上児の安全に対する具体的な配慮の方法を明らか
にする。

34 ドイツの森の幼稚園における子どもに対
する保育者の配慮

大道香織
（2022）

インタビュー ドイツにおける森の幼稚園の子どもに対する保育者の配慮を
明らかにする。

35 外遊び保育における子どもの安全性に
対する保育者の認識 : 子どもや状況への
「目付け」に関する面接調査から

辻村みどり
（2024）

インタビュー 保育者の安全への目の付け所、働かせ方が経験年数によって
異なるかを明らかにする。
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するリスク管理の専門性について明らかにした

（31）。柴田ら（2019）は「デンマークの森の保育

園では、屋外の環境をどのように捉え、リスクを

どのように捉えているのか、また保護者はリスク

に対してどのような価値観を持ち、どのように共

有しているのか等について例証する」ことを目的

とし、デンマークの保育者はリスクは回避するも

のではなく、子どもの成長に深く関与していると

いうことを保育者と保護者が共通の認識を持っ

ていることを明らかにした（32）。茶谷（2019）は

「関西で活動する『森のようちえん』を題材とし

て、3歳以上児の安全に対する具体的な配慮の方

法を明らかにする」ことを目的とし、自然保育に

おける安全配慮の具体的方法を明らかにし、保育

者や園児など当事者同士の間で交わされる約束

に着目した研究を行った（33）。2020年代に入る

と、より具体的な状況や文化的背景に焦点を当て

た分析が見られ、大道ら（2022）は「ドイツにおけ

る森の幼稚園の子どもに対する保育者の配慮を

明らかにする」ことを目的とし、ドイツの森の幼

稚園における保育者の配慮の背景にある文化的

要因を検討し、非介入を中心とする保育スタンス

を明らかにした（34）。辻村ら（2024）は「保育者

の安全への目の付け所、働かせ方が経験年数に

よって異なるかを明らかにする」ことを目的と

し、保育者の経験年数や背景によって、子どもの

安全性に対する認識や「目付け」の仕方が異なる

ことを明らかにした（35）。

これらの研究の時系列的変化から、2018年から

2024年までの比較的短い期間ではあるが、研究の

焦点や方法論に変化が見られた。初期の研究で

は主に国内の一般的な保育環境における安全意

識に焦点が当てられていたのに対し、近年の研究

では国際比較や特殊な保育環境（森の幼稚園、

自然保育など）における安全意識にも焦点が当て

られている。これらのことから、保育者の危機管

理意識形成に影響を与える要因に関する研究が、

より多様な視点から行われ、文化的背景や保育環

境の違いが安全意識に与える影響について、より

深い洞察が得られるようになってきていること

が示唆された。

⑤客観的データに基づく実態の把握

本カテゴリーには 2件の文献が分類された

（表6）。研究手法としては、両研究ともフィール

ドワークであった（36，37）。研究対象の特徴とし

ては、保育施設内の特定の場面や活動に焦点をあ

てていた。研究目的と研究内容の分析から、客観

的データに基づいた実態の把握に関する研究が

行われたことが確認された。

花井ら（2018）は「幼児の園内生活における固定

遊具の使用状況を測定することで、固定遊具等の

経時的使用実態と使用の特徴を把握するととも

に、担任教師の固定遊具巡視行動の把握もする」こ

とを目的とし、ウェアラブルセンサと赤外線装置を

用いて4歳児の園内生活における固定遊具の使用

状況を測定し、遊具の使用パターンや教師の巡視

行動の特徴を明らかにした（36）。馬場（2018）は

保育所に勤務している保育士を対象として、午睡

環境を再現した中で午睡時の呼吸・体位、睡眠状

態の点検を行い、その実態を明らかにした（37）。

表6　客観的データに基づく実態の把握
番
号 タイトル 筆頭著者

（出版年） 研究手法 研究目的

36 ウェアラブルセンサを用いた教育・保育
施設における固定遊具のリスクマネジメ
ント-4歳児の遊具使用状況及び担任教
師の巡視行動の分析を通して-

花井忠征
（2018）

フィールド
ワーク

幼児の園内生活における固定遊具の使用状況を測定するこ
とで、固定遊具等の経時的使用実態と使用の特徴を把握す
るとともに、担任教師の固定遊具巡視行動の把握もする。

37 保育施設における午睡中の安全確認に
ついて

馬場耕一郎
（2018）

フィールド
ワーク

研究は保育所に勤務している保育士を対象として、午睡環境を
再現した中で午睡時の呼吸・体位、睡眠状態の点検を行い、実
態を明らかにする。
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これらの研究はどちらも2018年に実施されて

いるため、時系列的な変化を観察することはでき

ないものの、新技術を活用した客観的データ収集

の試みや、特定場面における実態把握の重要性が

認識され始めたことが示唆される。また、両研究

とも定量的なデータ収集とその分析に重点を置

いており、保育現場における危機管理の実態把握

がより科学的なアプローチで行われ始めたこと

が確認できた。新技術の導入による詳細なデー

タ収集が可能となり、より精緻な実態把握が行わ

れるようになってきていることが示唆される。

Ⅳ．考察

本研究は、保育者の危機管理意識に関する文献

を体系的に分析し、その研究動向を明らかにする

ことを目的とした。分析の結果から、以下の点に

ついて考察する。

第一に、研究目的の変遷について考察する。

跡見ら（1973）によって行われた保育者の安全意

識調査から、2020年代の具体的な保育場面にお

ける危機管理の分析まで、約50年間で、研究の焦

点が「意識調査」から「実践的な課題解決」へと移

行している。2000年以降、大岡（2005）のSHELL

モデルを用いた分析や、前田ら（2006）のリスク

写真によるインシデント報告書の開発など、より

具体的な改善策の提案を目指す研究が増加して

いる。この変化は、保育者の専門性向上への社会

的要請を反映していると考えられる。さらに、

2010年以降は組織的な視点からの研究が増加し、

範（2012）による危機管理体制の研究や、松田

（2019，2020）によるヒヤリハット経験の教育課

程への反映に関する研究など、個々の保育者の意

識から組織全体での取り組みへと研究の視野が

拡大している。この傾向は、保育の質向上が保育

者個人の努力だけでなく、組織的な取り組みとし

て認識されるようになってきたことを示唆して

いる。

第二に、研究方法の発展について考察する。

初期の研究ではアンケート調査が中心であった

が、近年では質的研究を用いた研究が増加してい

る。特に「危機管理意識の形成要因」カテゴリー

では、インタビュー調査やフィールドワークが主

な研究手法となっており、より深い実践知の把握

が試みられている。また、「客観的データに基づ

く実態の把握」カテゴリーにおける花井ら（2018）

のウェアラブルセンサを用いた研究は、新技術の

導入による客観的データ収集の可能性を示して

いる。これらの研究方法の多様化は、保育現場に

おける危機管理の複雑さへの認識の深まりを反

映していると考えられる。

第三に、研究内容の変化について考察する。

2018年以降、国際比較の研究や特定の保育形態

に焦点を当てた研究が増加している点は注目さ

れる。柴田ら（2019）のデンマークの森の保育園

に関する研究や、大道ら（2022）のドイツの森の

幼稚園の研究は、文化的背景が危機管理意識に与

える影響を明らかにしている。例えば、ドイツで

は自然の中でのリスクを子どもの成長に必要な

経験として積極的に捉える傾向があり、保育者は

子どもの自主性を重視しながら見守る姿勢を重

視している。一方、日本では安全確保を優先する

傾向が強く、より予防的なアプローチが取られて

いる。また、七木田（2021）の乳児保育における

担当制とヒヤリハットの関連性の研究など、特定

の保育形態に即した分析も行われ保育の多様化

に対応した研究の必要性が認識されてきたこと

を示している。さらに、実践的ツールの開発と評

価は2019年以降に集中しており、横田ら（2019）

のデータベース化や、櫻井ら（2020）の安全チェッ

クリストの開発など、研究成果の実践への還元を

意識した研究が増加している。これは、研究と実

践をつなぐという重要な役割を担っている。

これらの知見を総合すると、保育者の危機管理

意識に関する研究は、実態の把握から、より実践

的で具体的な課題解決を目指す方向へと発展し
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てきたことが示唆されている。特に、保育者個人

の意識向上から、組織的な安全管理体制の構築

へ、一般的な安全管理から特定の保育形態に応じ

た分析へと研究の焦点が移行していることが明

らかになった。この変化は、保育者の専門性の向

上と、保育現場の多様化への対応を反映したもの

と考えられる。同時に、文化的背景や経験年数に

よる違いにも注目が集まっており、より個別化さ

れた安全教育や研修プログラムが必要である。

この個別への働きかけと組織での取り組み体制

の確立との両立が、今後の保育現場における危機

管理の最大の課題であると考える。研究方法の

多様化や新技術の導入は、より精緻な実態把握の

可能性を示す一方で、倫理的配慮やデータの適切

な解釈など、新たな課題も散見された。

Ⅴ．結論

本研究の分析を通して、1970年代から2024年

までの保育者の危機管理意識に関する研究の動

向が明らかとなった。保育現場における保育者

の危機管理意識に関する研究は、保育者個人の意

識調査から、組織的な安全管理体制の構築へと発

展し、さらに特定の保育形態や文化的背景を考慮

した多角的な研究へと深化してきた。

特に注目すべき点は、研究の焦点が保育現場の

課題に焦点を絞り、その解決に向かう研究目的が

設定されていることである。これは、2000年以

降の具体的な改善策の提案や、2010年以降の組

織的な危機管理への取り組みの増加、さらに

2019年以降の実践的ツールの開発という形で表

れている。このような変化は、保育現場における

危機管理の重要性の認識の高まりと、より実用性

のある対策を求める現場のニーズを反映したも

のといえる。しかしながら、本研究を通して、い

くつかの今後検討するべき研究課題も明確に

なった。第一に、保育現場の実態と保育者の意識

の間に存在するギャップを捉える研究の必要性

である。特に、日常的な保育実践の中で形成され

ていく、子どもの発達段階に応じたリスク許容の

判断、保育者の経験に基づく危険予知、組織的な

安全管理と個人の裁量のバランスなどの危機管

理意識については、さらなる解明が求められる。

第二に、新技術を活用したより客観的かつ詳細な

実態調査の実施である。花井ら（2018）の研究が

示すように、新たな研究手法の導入は、これまで

把握が困難であった保育者の視線の動き、子ども

の遊具使用パターン、保育者の動線、事故発生リ

スクの高い時間帯や場所の特定などの解明を可

能にする。第三に、国際比較研究のさらなる充実

である。柴田ら（2019）や大道ら（2022）の研究が

示唆するように、文化的背景の違いが危機管理意

識に与える影響の解明は、日本の保育における危

機管理の特徴をより明確にするとともに、他国の

実践から学ぶべき視点を提供し、より包括的な危

機管理に必要な観点に示唆が得られる。

これらの課題に対して、今後特に重要となるの

は、フィールドワークを中心とした実証的研究の

推進である。保育現場に根ざした研究を通じて、

保育者の危機管理意識の形成プロセスや、その意

識が実際の行動にどのように反映されているか

を客観的に明らかにすることが可能となる。ま

た、そこで得られた知見を実践に還元するための

方法論の開発も重要な課題となる。

最後に、本研究の結果は、今後の保育現場にお

ける危機管理意識の研究の方向性として、以下の

三点の提案を示唆している。第一に、理論と実践

の推進である。研究成果が実践の改善につなが

るよう、現場に即した研究目的や研究方法の確立

が求められる。第二に、個々の保育者の専門性向

上と組織的な安全管理体制の構築を両立させる

研究の必要性である。第三に、子どもの主体的な

活動や成長を支えながら、適切な安全管理を実現

するための実践的知見の蓄積である。

これらを踏まえ、今後の研究として特に重要な

のは、保育者の危機管理意識を実際のフィールド
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ワークを通して明らかにしていくことである。

本研究の文献調査を通じて、保育現場の実態と保

育者の意識の間に存在するギャップや、日常的な

保育実践の中で形成される危機管理意識の複雑

な側面が十分に捉えきれていない可能性が示唆さ

れた。フィールドワークを通じた研究は、保育者の

危機管理意識の形成プロセスや、その意識が実際

の行動にどのように反映されているかを直接観察

することを可能にし、より深い洞察を得ることがで

きる。さらに、新技術を活用したより客観的かつ詳

細な実態調査の実施、保育者の危機管理意識の形

成過程に関する縦断的研究、国際比較研究による

文化的背景の影響の解明、そして研究知見を実践

に還元するための効果的な方法論の開発も重要な

課題である。特に、危機管理と子どもの主体的な

学びや成長をいかに両立させるかという点に着目し

た研究が重要であると考えられる。過度に安全性

を追求することで、子どもの冒険心や探究心を抑制

してしまう危険性についても、今後の研究で深く掘

り下げる必要があるであろう。これらの課題に

取り組むことで、保育施設における危機管理研究は

さらに発展し、より安全で質の高い保育環境の

実現に寄与することが期待される。今後は、これ

らの多角的な知見を統合し、保育現場の実態に則

したより包括的な危機管理の展開が望まれる。

注
注1） SHELLモデルとは、「ソフトウェア」「ハー

ドウェア」「環境」「当事者」「当事者以外」の

5つの要因から事故を分析する手法のこと

を指す。
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子どもと近距離における保育者の見守りと対応
̶保育所1歳児クラスに注目して̶

The “Mimamori” Approach and Response of Childcare Workers  
Towards Children in Close Proximity

– Focusing on a Daycare Class of One-year-olds –

平澤順子
（横浜女子短期大学）

本研究は、保育所1歳クラス児の保育者及び他児注1）との相互作用場面での保育者の見守る対応の特徴

と、その際の保育者の意図を明示するため、カテゴリ分析及び質的分析を行った。結果、子‐保育者間で

は「教示」を含む2場面、子同士では「いざこざ」を含む3場面で保育者の見守る対応が見られた。見守る

位置はいずれも子どもと近距離で、保育者は子どもの自律性の形成・獲得を促すために見守る対応を

図っていたが、基本的な生活の多くは保育者に依存しているため、保育者は必要があれば介入できる位

置にいた。また、介入の目的は、子ども－保育者間では「状況・状態の説明」、子同士では「望ましい行動・

解決策の提示」などが見られ、見守る中にも指導があることを明示した。保育者の思いは、子どもの

「表現意欲を促す」「規範意識を育む」を含む5つが挙げられた。さらに、この時期の子どもと関わる保育

者に必要な資質として、根気強く待つことが見出せた。

キーワード :  1歳児、保育者、他児、相互作用、見守り

1．問題と目的

現在施行されている保育所保育指針の「2.1歳

以上3歳未満児の保育に関わるねらい及び内容」

には「（1）基本的事項」アの中で、「自分でできるこ

とが増えてくる時期であることから、保育士等

は、子どもの生活の安定を図りながら、自分でし

ようとする気持ちを尊重し、温かく見守るととも

に、愛情豊かに、応答的に関わることが必要であ

る」（保育所保育指針解説，平成30年3月）という

記述があり、「1.乳児に関するねらい及び内容」の

対応箇所と比較すると、「温かく見守る」という言

葉が付加されている。

確かにこの時期は、運動機能や指先の機能が次

第に発達し、食事や着脱などの面において保育者

の手を借りずに子ども自身でできることが少し

ずつ増えてくるだけでなく、自我の芽生えから何

でも自分でやろうとする姿も見られるようにな

る。こうしたことから保育者が先回りをして手を

貸さずに、その気持ちを尊重し、今子どもにとっ

て必要な援助は何かを見極め、子どもの様子を見

守ることも子どもの発達を支えるという観点から

必要・大切な対応と言えるだろう。では、実際保

育者は、どのような活動場面において見守る対応

を行っているのであろうか。それは、生活習慣の

自立に向けた活動場面だけなのであろうか。

平澤・佐藤（2024）は、保育所1歳クラス児の

保育者および他児との相互作用場面での保育者

援助の特徴について明らかにした際、保育者は

子ども同士で攻撃などの問題が起こってもすぐ

には介入せず、成り行きを見守り、介入のタイミ

ングを見計らうなど一部始終を傍観後に援助す

pp.31-45
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る姿や、他児の遊びに入りたいけれども入れずに

いる子どもの様子を黙って見ているなどの姿を

明示した。つまり、この時期の子どもへの保育者

の見守りは生活場面に限らず、他児とのやりとり

や他児との遊びへの参加を躊躇する場面などで

見られた。保育者とのやりとりを基盤に他児と

のやりとりへと移行していく時期であることも

鑑みるなら（平澤，2019；平澤・佐藤，2024；平澤，

2024）、生活場面だけでなく他児との遊び場面に

おける保育者の見守る対応について把握してお

くことは必要であろう。平澤・佐藤では一部始終

を見ていた保育者の姿、即ち「見守る」（以下、見

守る）保育者の対応が子どもに与えた影響につい

ては示唆したものの、それはいくつかの事例を

挙げての論の展開であり、保育者の見守る対応は

どのような場面で、どのように行われているのか

など、この時期に見られる保育者の見守る対応の

特徴について焦点を絞った分析にまでは至らな

かった。

2023年以降の1～2歳児の保育利用率の推移を

みると57.8％と約5割強を占め、前年度に比べ

1.8％増加しており、1歳児クラスからの入所児が

増加傾向にある（実方，2024）。こうした中で、

1歳児クラスに注目し、子ども同士のやりとりや

それに対する保育者の見守りについて明らかに

していくことは、見守ることの子どもたちの育ち

への影響を知る手掛かりになり、実践の場におけ

る保育者の対応の在り方についても一定の知見

を提供できると考える。そこで本研究では、保育

所1歳児の保育者および他児との遊びや生活場面

での相互作用に焦点を絞り、保育者の見守る対応

の特徴について分析していきたいと考える。場面

を限定することでそこに特化した保育者対応の

様態・特性を炙り出しやすくなると考えるからで

ある。

そこで、保育者の見守る対応に関する先行研

究・文献を概観すると、理論的なものとして遠藤

（2022）の「情緒的利用可能性」の考え方や、実践

で見られた見守る場面の映像を当事者が視聴し、

どのような思いや判断で行われたのかを語りを

通して分析したもの（上田・中坪・吉田・土谷，

2017；林，2019）、日本で行われている見守る

保育場面の映像視聴をもとに日米の保育者にイ

ンタビューを行い、その語りから分析を行ったも

の（Nakatsubo, et al., 2022）、日本とノルウェー

それぞれのデータを使って分析を行ったもの

（Greve＆Okamoto, 2023）など国内外において

見られる。

こうした中で林（2019）は、観察した保育園の

女児たちがぬいぐるみを巡る喧嘩を始めた際の

保育者の見守りについて明示している。その時

保育者は濡れた水着などを片付けるのに忙しく、

子どもたちとは距離を置いて様子を見守ってい

た。だが、押し合いをしてその中の一人が床に

転がり、子どもたちの制御が効かなくなると、

「こら、こら」と声をかけ、注目していることを態

度で知らせたが近づいていくことはなく、問題の

解決は子どもたちに委ねる姿が見られたという

ものである。

田中（2015）は、幼稚園の3、4歳児を対象に、

子どもの「つまづき」場面での教師のかかわりに

ついて、子どもと保育者のやりとりの観察記録と

教師へのインタビューから分析を行っている。

結果、子どもの感情に対人関係・人間関係に起因

する感情の生起が見られるようになる4歳児に

なると、教師は子どもの感情の発達的変化に配慮

した「敢えて関らない行動」が見られ、そこには

「幼児の感情に配慮する」「幼児の主体的な行動を

引き出す」「幼児同士の関係を繋げる」働きかけ

と、幼児の自律的な情動調性を促す教師の行動の

しくみがあったことを明らかにしている。さら

に、「見守るアプローチは、子どもたちが自律的

に対人関係のスキルを学ぶ機会を提供する」

（Nakatsubo, et al., 2022, p.627）との言及も見ら

れる。しかし、本研究が対象とする1歳クラス児

は言葉による他者への意図伝達も未習熟なうえ、
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他児との関わりに移行し始めた時期でもあるこ

とから、3歳以上児とは異なったこの時期特有の

保育者による見守る対応が見られる可能性が考

えられる。

以上のように、これまで保育者の見守る対応に

関する知見の蓄積が確認できるものの、1歳クラ

ス児を対象にした観察記録をもとに、そこで見ら

れる保育者の見守る対応について検討したもの

はほとんど見出すことができなかった。そこで、

保育所1歳児クラスにおける実際の観察記録から

のエピソード分析により保育者の見守る対応を

可視化していきたいと考える。

ここで改めて、保育の場で見られる保育者の見

守る働きかけとはどういうものかを確認してお

きたい。中坪（2016）は、保育者のアプローチを

大雑把に「関与する」、「関与しない」に分けた時、

「関与する」の中に「介入する」と「あえて介入しな

い」があり、保育者の見守る「待つ」アプローチは

「あえて介入しない」部分で、「傍観」や「放任」とは

異質の、その場の即興的で即自的な保育者の意図

と状況判断がその背後にはあると述べている。

つまり、保育者は、「手や口を出すことでもないし、

ほうっておくことでもない。子どもとの程よい距

離を保ちながら気に掛けること」（菅野・米山，

2016）、つまり「仲裁することから距離を置くこ

とだけを意味するわけではなく、導きが必要な人

に「目を配る」ことも意味する」（林，2019）、「保育

者の周囲を見るまなざしは『かかわりの目』（もし

必要があらばかかわらんとするまなざし）」（小川，

2010）、「見ないふりをしてちゃんと見ているよう

なまなざし」（鷲田，2010）を持つことであるとも

いえる。例えば4～5歳児のいざこざ場面におい

て保育者は、各々が自己主張しながらも相手に分

かるように伝える中で、相手の気持ちに気づける

ようになって欲しいとか、できる限り自分たちで

問題を解決して欲しいと願えば介入せずに見てい

るだろう。しかし、制御が効かなくなり、どちらか

に危害が及ぶ可能性が見られた時には状況に応じ

た適切な介入が求められることから、Mimamori

の「“Mi”は見ることを意味し、“mamoru”は保護

を意味する」（Hayashi, 2011, p.109）と二つの意味

を持っているとの指摘も見られる。こうしたこと

から、保育者の見守るとは「子どもの力を信じ、

自分は手を出さないアピールをしつつも、保育者

の思いや期待があらわれる場としての非介入的

関与である。したがって、まったくかかわらない

のではなく、子どもの状態によっては、その活動

を触発する一時介入をおこなう」（上田ら，2017；

林，2019）とされ、「保育者の指示を最小限にとど

め幼児1人ひとりの成長のようすをとらえる援助

のあり方」（後藤，2017）と考えられている。

以上の論点を踏まえ、本研究では、保育所の1歳

児クラスを対象に、自然発生的な活動場面におけ

る保育者および他児との相互作用における保育者

の見守る対応の特徴について明らかにすることを

目的に据える。具体的には、①保育者が見守る援

助が行われた場面、保育者の見守る位置、介入の

目的、②見守る援助を行った保育者の意図、以上

を整理・分析することによって、保育者の見守る

対応の特徴を明らかにする。

その際、本研究では保育者の見守る対応を

「子どもの成長・発達に期待を寄せながら、子ど

も自身で解決できる状況か否かを見極め、必要が

あれば介入する準備を持つ働きかけ」と定義す

る。 また、自然発生的な場面については、保育者

の意図や願いにもとづき計画的に行われている

保育の中にあっても保育者の企図の影響が小さ

くなると考えられ、「子どもが自分の意志で意図

的に行動を開始した場面」と定義する（平澤，

2024）。子どもが自分の意志で意図的に行動を

開始すれば、それに対する思いも強く、成し遂げ

るまで諦めずに取り組むことが考えられ、1歳児

クラスの子どもに対しても保育者の見守る対応

が発生しやすいであろうと想定し、本研究で保育

者の見守りを観察・分析する場面として選択する

こととした。
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2．方法

2-1．倫理的配慮

保育園での観察の際、園長には研究の趣旨・デー

タの使用目的を説明し了承を得た。1歳児クラス

の保護者には、園長が保護者会で説明後、文書に

て承諾を得た。また、全保育者には園長を介して

説明を頂き、同意を得た。本論文化に際し園名は

記号化、事例中の個人名は全て仮名とした。また、

本研究は、横浜女子短期大学倫理審査会の承認を

得ている（審査番号：2023-001）。

2-2．対象児：A市の私立保育園1歳児クラスの12

名（男児、女児各 6名）。対象児の平均年齢（観

察開始時）は、男児2.0歳（範囲：2.5歳～1.7歳）、

女児 2.2歳（範囲：2.6歳～1.7歳）である。対象

児は第二子が多いため、例年になくクラス全体と

して言葉の発達が進んでいるという園長の説明が

あった。登降園時の0、1歳児クラスは合同保育で

あった。

2-3．観察期間：2019年11月～翌年3月迄（予備

観察：11月の第1.2週）の毎週水曜日（全17回）、

9時～11時頃迄の平均2時間、室内外の保育時間

における行動を観察した。

2-4．観察方法と観察者の位置：園の保育者使用の

エプロン注2）を借用して筆者自身が参与観察を

行ったため、子どもたちからは度々手繋ぎや抱っ

こなど保育者同様の関わりを求められたことか

ら、子どもと観察者との相互作用についても

観察者を保育者とみなして分析データに含めた。

また、前述したように子どもの瞬時の動きへの対

応や身体接触等の関わりが求められたため、ビデ

オやボイスレコーダーなどの機器の使用は困難で

あると判断した。そこで、参与観察の中で、不明

な点や疑問点は担当保育者にその都度質問して解

決を図り、その内容をフィールドノーツにまとめた。

2-5．分析手続き

本研究では、平澤・佐藤（2024）、平澤（2024）と

同じ研究データを用いた。ここでは、1歳クラス

児の相互作用場面における保育者の見守る対応の

特徴を明らかにするため、以下の手続きを行った。

まず、相互作用場面における保育者の見守る対応

に焦点を当てることから、観察データから190エ

ピソードを抽出した。そのうち子どもが対象を

指示するなどして相手に働きかけても気づかず

相互作用に至らなかったエピソードや、保育者か

らの働きかけで始まったエピソードを除き142

エピソード（うち、子ども－保育者間：125；子ども

同士：17）に絞り込んだ注3）。次に、それらを本研

究における目的および定義に照らし、保育者の見

守る対応の有無に分類した後、平澤・佐藤（2024）

で行った、相互作用場面での保育者援助の分類カ

テゴリ注4）とのクロス集計を行った（表1）。その際、

子どもが保育者に働きかけて保育者が即答したエ

ピソードは除外した。本研究におけるエピソード

の分類は、カテゴリ分析の指導を受けている大学

院生に依頼し、ランダムに83/190（43.7％）のデー

タを独立に分析した。その結果、94％の一致率が

得られたので、残りは筆者が分析を行った。全体

表1　保育者の見守りの種類と頻度注5）注6）

カテゴリ カテゴリの定義
子ども－保育者 子同士

保育者援助 見守る対応 保育者援助 見守る対応

気持ちの受容 子どもたちの気持ちや要求を受け止める 60（48.0） 1（33.3） 2（11.8） 0（0.0）

状況・状態の明確化 子どもたちの意図や状況などを問いかけるなどして確認する 49（39.2） 2（66.7） 0（0.0） 2（22.2）

遊び・活動の促進 子どもの遊びや活動が発展するように提案などをする 8（6.4） 0（0.0） 2（11.8） 0（0.0）

相互作用方略の提示 自分や相手の意図を代弁してやりとりの方法を伝える 2（1.6） 0（0.0） 13（76.5） 7（77.8）

その他 いずれにも該当しない 6（4.8） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0）

合計 125（100） 3（100） 17（100.1 9（100）
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を通して不一致箇所は判定を確定させた。なお、

各エピソードの記述開始は、子どもが対象に注意

が向いた時点あるいは子どもの注意が向いた対

象に相手の注意を向けようとした時点とした。

エピソードの記述終了は保育者が介入後対象児

及び他児の反応が見られた時点、あるいは介入後

も対象児らの行動変容が見られず活動内容が移

行した時には、その時点を終了とした。

さらに、野澤（2010）を参考に保育者介入の目的

による分類を行った（表2）。それらを基に、保育

者の見守る対応が見られたエピソードの質的分析

を実施した。

エピソードは相互作用の過程および保育者の

介入のタイミングが可視化できるように、段落ご

とに区分した（子どもが起こした行動を受けて相

手が応答し、次に相手が行動を起こす前までを

1段落。例：1段落⇒［1］。以下、子ども：C、保育者：

T。［1］C：「あっ、でんしゃ」⇒T：「〇〇線ね」⇒［2］

C：「うん、せん」）。以下、エピソード中の子ども

は仮名、保育者は保、筆者は筆、保育者の位置は

HGPゴシックE表記、保育者の介入および援助内

容は波線で表記した。なお、ここまでのエピソー

ドの質的分析手段は、平澤・佐藤（2024）、平澤

（2024）と共通部分となる。そして、今回本研究の

2つ目の目的である見守る対応を行った保育者の

意図を明らかにするため、保育者の発話や位置な

どを手掛かりにエピソードの文脈から読み取り、

各エピソードの【考察】内に《　》で示した。また、

カテゴリは【　】で明示した。

このエピソード分析に際し、遠藤（2022）が挙げ

ている「情緒的利用可能性」を支える以下の4つの

要素に視点を置いて分析を行っていく。①「敏感

性」（子どものシグナルを適切に読み取り、素早く

応答）、②「非侵害性」（シグナルを送ってこない時

には敢えて活動に踏み込まない）、③「環境の構造

化」（「黒子」になって子どもの楽しい遊びや安全

な生活を下支えする）、④「情緒的な温かさ」（「応

援団」として子どもの自発的な活動にエールを送

る）。また、エピソードの中には、筆者自身が保育

者と観察者双方の立場から関わったものも含ま

れる。

3．結果と考察

3-1．保育者の見守る対応に関するカテゴリ分析

142エピソードの保育者の見守る対応か否か

と、相互作用場面での保育者援助の種類とのクロ

ス集計結果について表1に示した。今回分析を

行った1歳クラス児への保育者の見守る対応は、

142エピソード中12エピソード（子ども－保育者

間：3/125；子ども同士：9/17）と限定的であった。

エピソードが少ない理由として、以下の3点が

考えられる。前述したように、この時期の子ども

たちは自分で出来そうなことはやろうとする意欲

が見られるが、自分の思い通りにいかないことも

多く、生活の基本的なことの多くは保育者に依存

していることが1つ目として挙げられる。2つ目

は、言葉が未習熟なため、保育者は言葉にならな

表2　保育者介入目的のカテゴリ
カテゴリ カテゴリの内容 子－保 子同士

•気持の受容 子どもの気持ちを受け止めたり、要求に応じたりする 例）○○で遊びたかったの 1 0

•注意の転換 子どもの気持ちを他に向けるための行動  例）これを上げるから，○○は返して 0 1

•状況・状態の説明 その場の状況や理由を説明する 例）○○なので○○を使い始めたんです 2 1

•状況・意図の確認 その場の状況や関わる子どもの意図を確認する 例）自分で○○したかったの？ 0 1

•相手の意図を説明 相手の意図をもう一方に代弁する 例）○○君は○○を使いたかったんだって 0 1

•行動の指示・提案 膠着した状況などを改善する指示や提案をする  例）○○君は外に行ってもいいよ 0 1

•望ましい行動・解決策の提示 状況に適した言葉を促し言わせようとする  例）「かして」や「ごめんね」だね 0 4

合計 3 9
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い思いを汲み取り、応答的な関わりを心がけてい

る。3つ目は、子どもは保育者との関わりから子

ども同士の関わりへと移行していくが、自他の気

持ちの区別がつきにくく、自己主張やいざこざも

起こりやすい。そして、その際「自分の行動を抑

えることが難しい場合も多く、エスカレートする

と危険を伴う」（野澤，2010）ことから、保育者は

見守るよりも仲介し、いざこざを止める可能性が

考えられる。このように、少ないエピソードでは

あるが、子ども‐保育者間での相互作用場面では、

【状況・状態の明確化】前の段階が66.7％（2/3）、

子ども同士では【相互作用方略の提示】前の段階

が77.8％（7/9）見られた。また、保育者による見

守る対応のあった12エピソードからは、【気持ち

の受容】【状況・状態の明確化】【相互作用方略の

提示】の援助介入に入る前段階で見守る対応が

あったことが読み取れる。

次に、対象となったエピソードの介入目的につ

いて分析を行った（表2）。子ども－保育者間では

【状況・状態の説明】が2/3であったが、子ども同士

の場面では、【望ましい行動・解決策の提示】が4/9

データと約半数を占めていた。保育者は、子ども

同士のやりとりの中で問題と思われる行動が見ら

れた際には介入し、状況に応じた適切な行動や言

葉遣いなどを促す教育的な介入を行っていること

が読み取れるのではないだろうか。

3-2．保育者の見守る対応に関するエピソード分析

ここでは、保育者の見守る対応を行った12エピ

ソードを丹念に読み込み、その結果として、エピ

ソードを「教示」「保育者援助の要請」「勧誘」「返還」

「いざこざ」の5つの場面に分類した。それらの中

からエピソードを1つずつ選択し（「いざこざ」場

面のみ2エピソード：理由は以下に明示）、質的分

析を行った。

なお、エピソード分類に際し、子ども－保育者

間における【気持ちの受容】に関する分類は、

平澤・佐藤（2024）の分析結果を参照されたい。

また、ここでの分析対象としたエピソードは、

表1に灰色で明示した。保育者の見守る位置は

HGPゴシックEで表記した。

（1） 子ども－保育者間のやりとりにおける保育者

の見守りと対応

①状況・状態の明確化－「教示」場面

エピソード1 　2019.11.27　対象児：ケン

保育者（1名）は、午睡のための着替えの援助をす

るため着替えコーナーで着座して待っている （保

育者の背後には1m程離れた場所に登降園時の荷

物を置く棚が設置）。 そこへ食事が終わったケンが

やってくる。ケンは保育者の所に行き、向かい合

わせに立つ。

［1］ ケン： 保育者にズボンを脱ぐように声をかけ

られた時、目の前の棚（保育者の背後に

ある棚）に目を向けると、ヘルメットを

指さし、「アンパンマン」という

　　筆： ヘルメットにアンパンマンの絵が描いて

あるのかと思い、ヘルメットを見ると

アンパンマンの絵は描いてないので、

「アンパンマン、いないよ」と答える①

［2］ケン： 着替えの途中で棚に近づき、ヘルメッ

トの脇の方を指さし、再度「アンパン

マン」という

　　筆： 「う～ん、どこにも描いてないんだけど

なあ」と言って、ヘルメットを見回す②

［3］保： （棚の方に向きを変えてケンの動きを見

ている）「ケンちゃん、教えてくれたの

ね。」とケンに声をかけた後③、筆者に向

けて、「今日は置いてないんですけど、い

つもはそこに（ヘルメットの脇）置いてあ

るエコバックの図柄がアンパンマンなん

です」④

　　ケン： ヘルメットの脇を指さし、「アンパンマ

ン」ときっぱりと言う

［4］保： 「確かにいつもその位置に（エコバックが）

置いてありました。よく見ているんです

ね」と、感心したように笑いながら言う
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【考察】この時筆者は、ケンの指示対象を共有し

ようとした。ケンの指さしに随伴した発話から、

指示対象と思われるヘルメットに「アンパンマ

ン」の図柄が描かれていると筆者は解釈したので

ある（①）。しかし、実際はケンが不在対象（アン

パンマンの図柄のエコバック）を頭の中でイメー

ジして筆者に伝えたため、筆者は対象を探しても

見つからずに困惑した（②）。こうした両者のや

りとりを保育者は傍らで介入せずに見ており、こ

れ以上現段階では伝達不可能だというギリギリ

のところで【状況・状態の説明】をするために介

入を図ったのだと見て取れる。つまり、保育者が

敢えて介入しないで見守っていたのは、保育者の

力を借りずに、子どもの伝えたい《表現意欲を促

す》思いが背後にはあったと考える。その根拠と

して、（④）に目を向けると、保育者はケンの意図

を把握し、その行為を認める言葉がけを行ってい

るからである（③）。

②  状況・状態の明確化－「保育者援助の要請」

場面

エピソード2　2019.12.4　対象児：サエ

公園から帰り入室すると、サエは手を洗うため

に洗面所に行く。筆者と並んで手を洗い始める。

筆者のすぐ脇には保育者が他児の手洗いの援助を

している①。

［1］サエ： 手を洗って紙タオルで手を拭くと、後

ろを振り返り、後方にある棚の上の方

を「うん」と指さす

　　筆： 棚の上にある口拭きタオルを指さしてい

ると推察し、「あのタオル？あれは食事が

終わってから使うのかな？」②

［2］サエ： 「あれ」③と、きっぱり言うと自分が伝

えたい対象の近くまで移動し、見上げ

るようにして、再度「うん」とペットボ

トルを指さす

　　筆： 「えっ、こっちのこと？」と言ってペット

ボトルに触れ、「わあ、あったかい。お湯

かな？」

［3］サエ： 「うん」と頷く

　　保： サエと筆者のやりとりを一部始終傍観

後、「このボトルにはぬるま湯が入って

いて、水が冷たいので、手を洗った後に

お湯をかけているんです。」④「サエちゃ

ん、教えてくれたのね」⑤と、サエの意図

を代弁すると、ボトルを手にしてサエを

洗面所に促す

［4］サエ： 満足そうに頷くと、手にお湯をかけて

もらう

【考察】［1］でサエが指示した対象を筆者が文脈か

ら誤った解釈をして答えたのを（②）、保育者はす

ぐ脇で聞いていた（①）。しかし、保育者は敢えて

介入をせずにサエの様子を見守り、言語的説明が

必要な段階までギリギリ待って【状況・状態の説

明】のために介入を図っている（④）。つまり保育

者は、ep1同様、保育者の力を借りずに、サエが自

分の意図をどこまでどのように相手に伝えられる

かを期待して見守っており、《表現意欲を促す》思

いがあったと推察する。その根拠として（④）に

目を向けると、保育者はサエが何を伝えようとし

ていたかを熟知し、サエが筆者に伝えたことを認

める言葉がけをしているからである（⑤）。

こうした保育者の姿はep1、2共に見られ、子ども

が自発的に自分の思いを他者に伝えようとする姿

に「応援団」としてエールを送る「情緒的な温かさ」

によって子どもの活動を支えていた（遠藤，2022）

と言えるだろう。それにより、子どもたちは安心

して自己を発揮することができたのではないかと

考える。

（2） 子ども同士のやりとりにおける保育者の見守

りと対応

③状況・状態の明確化‐「勧誘」場面

エピソード3　2019・12・25　対象児：ヨウ、リク

園庭で遊んでいると給食の時間になり、保育者が

入室を促し始める。筆者は、1m程離れた場所から

二人のやりとりを見ている①。

［1］リク： 入室しようと保育室に足を向けるが、
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途中でボール入れのかごの前に佇んで

いるヨウに気づく

　　ヨウ： ボール入れの籠の前で、「うん、うん」

と籠の中を指さしている

［2］リク： ヨウの所に行くと顔を覗き込むように

して、「ごはんだから、お部屋だよ」と

いう

　　ヨウ： 頑なに動こうとはせず、ボールの籠の

中を「うん」と指さす②

［3］リク： 諦めたように上目遣いにヨウを見た後、

困ったように首を傾げ、「お部屋だよ」

と呟く

　　ヨウ： 黙ったままボール入れの籠を指さして

いる③

［4］筆： （一部始終を傍観後）二人の所に近づいて

いき、「リクくんありがとう。」「ヨウくん、

もしかして、あのボール（ヨウが指さして

いる）を自分でお片付けしたかったの？」

とヨウの意図を確認する

　　ヨウ： 「うん」と、表情が明るくなる

［5］リク： ヨウが入室しない理由が分かると、部

屋に向かって走っていく

　　筆： 籠からボール（ヨウが指さしている）を取

り出し、ヨウに手渡す

　　ヨウ： 「にこっ」と笑うと、ボールを籠に投げ

入れ、入室する

【考察】この時筆者は1ｍ程離れた場所から二人の

やりとりを見守っていたが（①）、［3］でリクの諦

めたような表情や困ったような様子、それでも行

動変容が見られないヨウの姿が見られたので

（③）、［4］で筆者は介入を図ったのである。これ

は、先述した遠藤（2022）の「敏感性」に該当する

と言えるだろう。また、その時筆者が介入を図っ

たのは、【相手の意図を説明】をするためであり、

その背後には、リクに対し《相手の思いに気づか

せる》筆者の思いがあった。結果、リクはヨウが

入室しない理由が分かったので納得し、その場か

ら去って行ったのだと考える［5］。

④相互作用方略の提示－「返還」場面

エピソード4　 2020・3・18 

対象児：タク、ヒロ、ユリ

保育者はタクとヒロと一緒にテーブルで粘土遊びを

している。そこへユリが人形を抱えてやってくる。

［1］ユリ： テーブルの傍らに立ち止まると、人形

に向かって、「あら、おなかがすい

ちゃったの？」と声をかける

　　タク： 作っていた団子を皿いっぱいに乗せる

と、椅子から立ち上がり、ユリの所に行

く。ユリが抱えていた人形の口元に団

子を1つ差し出し、「あむあむ」という

［2］ユリ： 「お腹いっぱいになったね」と、人形に

向かって声をかける

　　タク： 満足げに自分の席に戻ろうとすると、

途中で団子1つ落とすが気付かない

　　保： タクが落としたことに気づくが何も言わ

ない。①

［3］ヒロ：「落ちたよ」と、タクに声をかける

　　タク： 気づかずに自分の席に戻る②

　　保： 両者をちらっと見るが、何も言わずに見

ている。③

［4］ヒロ： 自分の席から立ち上がると、団子を拾

い「落ちたよ」とタクに手渡す

　　タク： タク：団子を手にしたまま黙っている④

［5］保： （一部始終傍観）「タクちゃん、ヒロくんに

『ありがとう』だね」と、ヒロに礼を言うよ

うに促す

　　タク：「あがと（ありがとうの意）」という

【考察】この時保育者が状況を理解しながらも介入

しなかったのは（①、③）、ヒロが［4］で見せたよう

なタクへの思いやり行動を期待して見守っていた

のではないかと推察する。保育者に促されて行う

のではなく、自分でタクのことを考えて行動して

欲しいと願い、他者への《思いやりの気持ちを育

む》という保育者の思いが背後にあったからこそ、

両者の様子を窺いながら何も言わずに見ていたの

だと考える（③）。



乳幼児教育・保育者養成研究　第5号

– 38 – – 39 –

また、［5］で保育者が介入を図ったのは、団子を

拾って届けたヒロの誠意に応えようとしない

タクに対し（④）、【望ましい行動・解決策の提示】

のためであると見て取れる。後半部に目を向け

ると、対人場面での適切な言葉遣いを知らせてい

るからである［5］。このことからは、保育者はや

りとりにおける《他者との関わり方を知らせる》

という思いから介入を図ったのではないかと考

える。

⑤相互作用方略の提示‐「いざこざ」場面

エピソード5　 2019・11・27 

対象児：ケン、レン（0歳児クラス）

レンが50cmほどの高さのある棚の上を玩具のバ

ス（緑色と黄色）を2台走らせている。保育者はレ

ンの傍らに座り、その様子を見ていた。少し離れ

た所から、ケンがレンの様子をじっと見ていた。

［1］ケン： 近づいて行ったと思ったら、レンの緑

色のバスを奪い取る

　　レン： 泣き出すと、取られたバスを指さして

いる①

［2］ケン： バスを取られまいとして自分の背後に

隠し、レンの傍らで様子を見ている

　　レン： 泣きながら助けを求めるように保育者

の目を見る②

［3］保：「いやだったのね」といって微笑み返す

　　レン： 泣き止むと、手出しできずにケンの方

を訴えるようにじっと見ている③

［4］ケン： バスを背後に隠したまま、レンの傍ら

で様子を窺っている

　　保： （一部始終を傍観）近くにあった同じ緑色

の車（異なる車種）を手に取ると、「（これ

を挙げるから）レンくんに（奪ったバス

を）返してね」と言って、ケンに車を差し

出す④

［5］ケン： 車をちらっと見ると同じ色でも自分が

欲しいバスではなかったので、にやっと

笑みを浮かべると、レンから離れた場所

へと走り去る。1m以上離れた場所に行

くと、そこから保育者の表情をちらっ

と見て苦笑いを浮かべるも、そこから

両者の様子を窺っている⑤

　　保： （それはいけないことだというように）し

ばらく無言でケンを注視している⑥

［6］ ケン： 保育者の表情から意図を探るかのよう

に、相手の目をじっと見ている

　　別の保育者から「お片付け」の声がかかる

【考察】（④）で保育者は、レンの玩具を奪ったケン

に、「レンくんに返してね」と代替品の提示と共に

返却を促している。代わりの物を与えることで気

持ちを別の物にそらそうとした（山本、2003）、つ

まり、【注意の転換】を図るために介入を行ったこ

とが見て取れる。しかし、この時保育者は、人の

物を奪うことはいけないという決まりを伝えて、

それを守らせるための行動を取ることもできたが

敢えて行わずに見守っていた。また、（④）で保育

者が提示した代替品が自分の欲求に合わないと、

ケンがレンから離れた場所に逃げ去るなど［5］、

相手の出方に応じて、自分に有利になるような駆

け引きが見られた。それに対し保育者は、それは

いけないことだというように視線のみで注意を促

している（⑥）。このことからも、保育者は自分の

指示や命令に従わせてケンの行動を規定するので

はなく、ケン自身が意図の調整を図ることを願い、

《規範意識を育む》という保育者の思いが背後に

あったのではないかと考える。

さらに、（⑤）でケンが保育者の意図を読もう

と表情を窺い、その表情から苦笑いを浮かべてい

るのは、自分の意図とは異なることを察知したか

らだと見て取れる。しかし、その後も玩具を返す

ことなく両者の様子を見ているのは、保育者の意

図に従うこともできないが、逆らうこともできず

に心が動いていると考えられ、興味深い。

ep5は異年齢による玩具の奪取・保持のいざこ

ざであったが、次には同年齢による所有意識が不

確かゆえに起こった争いを提示し、保育者の見守

る対応の質の違いを明示したい。
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⑥相互作用方略の提示‐「いざこざ」場面

エピソード6　2020.3.18　　対象児：マオ、ユリ

園庭に出るとマオは、遊んでいたままごと用の

コップとスプーンを持って巧技台のコーナー（跳

び箱とマットが設置）に移動する。保育者は跳び

箱の傍らに立ち、子どもたちがそこに上る援助を

している。マオは、「マオちゃんも（やりたいの、

の意）」と保育者に声をかけると、持っていたコッ

プとスプーンをマットの端に置き、保育者に援助

されながら跳び箱に上がる。

［1］ユリ： そこを偶然通りかかると、マットの端

に置かれたコップとスプーンに目が留

まり、「うん」と指さした後保育者を見

るが気づかないと、スプーンを手に取

る

　　マオ： 跳び箱からジャンプしてマットに着地

した瞬間、自分が置いたコップとス

プーンの方を振り返ると、ユリがス

プーンを取ったことに気づき、その場

に立ったまま、「マオちゃんの（スプー

ンの意）」と、ユリを指さし泣き叫ぶ①

［2］ユリ： すぐさまマオから2～3ｍ離れた場所ま

で逃げ去る

　　マオ： 「マオちゃんのスプ（スプーンの意）」と、

ユリを指さし泣き続ける②

［3］ユリ： 2～3ｍ離れた所からマオの様子を窺い

ながら、手にしているスプーンを取ら

れまいとして背後に隠す

　　保： （一部始終を傍観）跳び箱の反対側にいる

マオに近づいて行くと、「マオちゃんが

一度手を離したんだから仕方ないね」と、

諦めるように言葉がけをする③

［4］マオ： 俯くと諦めたように泣き止む

【考察】当園ではマットの上には玩具を持ってこな

いことが決まりになっていることから、［1］でユリ

がスプーンを手に取ったのは片付けようとしたの

ではないかと推察する。［1］でユリがマットの上

に玩具があることを保育者に伝えようとしたが気

づかなかったので、スプーンを手に取っているか

らである。しかし、所有者意識が芽生えるこの時

期、自分の玩具を奪われたと思ったマオが泣き叫

んだので（①）、驚いたユリは反射的にその場から

逃げ去った可能性も考えられる［2］。それによっ

てマオの感情は高ぶり（②）、ユリの方もマオの様

子につられて自衛手段に出たのではないかと考え

る〔3〕。この時保育者は決まりを伝えて、それを

守らせることもできたが敢えて介入せず、両者の

繰り返しのやりとりを見守っていた。つまり、保

育者は双方が自己主張することで《相手の思いに

気づかせる》意図が背後にあったのではないかと

推察する。また、（③）で保育者が、自分が所有して

いた物も一度手を離したら自分の所有物ではなく

なることを伝えたのは、ep5同様《規範意識を育む》

意図が考えられる。［4］でマオが諦めて泣き止ん

だのは、野澤（2010）が述べているように、言葉に

よって子どもが納得し、自分で気持ちを収めるこ

とができたのではないかと考える。

ep5はやりとりの相手が0歳クラス児であり、対

等なやりとりが難しいことから、早急の対応とし

て代替品を提示する介入を図ったのに対し、同年

齢の場合、やりとりをする双方の自己主張を十分

に行ったうえでの保育者の介入であった。このよ

うに、子どもの月齢による保育者の違いが見られ

たのは野澤（2010）の示唆と同じであった。

4．総合考察

本研究は、保育所1歳クラス児の子ども‐保育

者間および他児との相互作用場面における保育者

の見守る対応の特徴とその際の保育者の意図を明

らかにするため、カテゴリ分析及び質的分析を

行った。その結果を保育者の見守る位置、介入の

目的、見守る意図の観点から整理し、可能な範囲

で考察を加えてみた。

保育者の見守る対応が見られた場面と介入の目的

表1から、子ども‐保育者間で見られた保育者
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の見守る対応は、【状況・状態の明確化】カテゴリ

で2データ、【気持ちの受容】カテゴリが1データ

で、全体的に見ると2.4％（3/125全データ）であっ

た。一方、子ども同士では【状況・状態の明確化】

カテゴリで2データ、【相互作用方略の提示】が7

データで、全体的に見ると52.9％（9/17全データ）

と約半数以上見守る対応が見られたが、両者を合

わせると8.5％（12/142全データ）と少なかった。

その理由として、以下のことが考えられる。例え

ば子ども同士のいざこざ場面を見ると、3歳以上

児の場合保育者は、子どもたちから一定の距離を

置いてその様子を見守り、子どもたちの制御が効

かなくなると保育者が見ていることを態度で知ら

せるが、問題の解決は子ども同士に委ねていた

（林，2019）。つまり、3歳以上児においては保育者

の助力を借りずに、自分たちで判断して自主的な

問題解決を促すための見守りであったと言えるだ

ろう。それに対し1歳クラス児同士では、他児の

玩具の奪取（ep5）や所有者意識が不確かゆえに起

こったいざこざ場面において（ep6）、保育者は決

まりを伝えてそれを守らせることもできたが、敢

えて介入せずに見守っていた。それにより子ども

の行動を規定せず、子ども自身が意図の調整を図

り、《規範意識を育む》という思いで対応したり

（ep5）、お互いが自己主張し合うことで《相手の思

いに気づかせる》対応を図ったりしていた。こう

したことからも1歳クラス児では、可能な限り保

育者の力を借りずに自分で行動できるように自律

性の形成・獲得を促すための見守りであったとい

えるだろう。しかし、この時期は、前述したよう

に、自分で出来ることが増えてくるが思い通りに

いかないことも多く、生活の基本的なことの多く

は保育者に依存している。また、自分の行動を制

御することが難しいために、危険を伴ういざこざ

場面ではエスカレートする前に保育者が制止して

しまうことなどが考えられる。こうしたことか

ら、この時期は保育者の見守りもそれに対する先

行研究も少ない可能性が考えられ、自律性の形成・

獲得を促しながらも受容的・応答的援助が中核を

なしていると言えるだろう（平澤・佐藤，2024）。

場面ごとで見ると、子ども‐保育者間では、子ど

もが同空間にない不在対象をイメージして筆者に

伝える「教示」の場面（ep1）や、自分に必要な物を

取って欲しいと要求する「保育者援助の要請」場

面（ep2）が見られた。両者とも筆者が観察を開始

したばかりで ,生活状況・状態などを十分把握し

ていないために子どもたちは行動調整を図りなが

ら意図伝達を図っていたが（ep1，［2］、ep2，［2］）、

保育者は傍らで見ていても敢えて介入せずに見

守っていた。ep1、2共に保育者は、子どもたちが

自分の力でどこまで、どのように伝えることがで

きるかを期待して待ち、言語化による【状況・状態

の説明】を図る必要性が生じたと考えた段階で介

入を図っていた（ep1，④、ep2，④）。遠藤（2022）

が述べているように、子どもが自発的に自分の思

いを他者に伝えようとする姿に「応援団」として

エールを送る「情緒的な温かさ」によって子ども

の自律性の形成・獲得を支えていたと考える。

一方子ども同士においては、園庭遊び後の入

室を拒む他児に入室を促す「勧誘」場面や（ep3）、

他児が落とした粘土で作った団子の「返還」場面

（ep4）などの親和的なやりとりだけでなく、0歳

クラス児が遊んでいた玩具の奪取・保持や（ep5）、

所有の意識の不確かさによる争いなど（ep6）の

「いざこざ」場面など多様な場面で見守る対応が

見られた。保育者との関りから他児との関りへ

と徐々に移行していくこの時期ゆえに、保育者は

子ども同士の関わりにおいても自分で考え、行動

していくことを場面に応じて働きかけているこ

とが示唆された。

また、保育者介入の目的を見ると、子ども－保育

者間では、通常棚に置いてあるエコバックの図柄

や（ep1）ペットボトルの存在理由など（ep2）、保育

者が筆者に【状況・状態の説明】をするために介入

を図っていた。前言語獲得期の子どもたちが、

片言や身ぶりを使って（ep1［2］，ep2［1］［2］）他者
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に説明するには限界があるが、それを敏感に感じ

とりながらも、可能な限り保育者の力に頼らず、

自分で行動しようとする姿を支える保育者の先を

見通した深い思いが見られた。

一方、子ども同士で保育者は、リクに入室を拒

む【相手の意図の説明】（ep3）や対人場面での適切

な言葉遣いを知らせる【望ましい行動・解決策の

提示】（ep4）、また、異年齢児の玩具を奪取・保持

するケンには代替品を提示することによる【注意

の転換】（ep5）、さらに所有の意識が不確かなマオ

には【状況・状態の説明】（ep6）など、「保育者の瞬

間的な省察と適切な判断との間に『見守る』の中

の『指導』がある」（浜口，2014）ことが示唆された。

保育者の見守る対応の位置

子ども－保育者間で保育者は、1 m程離れた位置

にある棚の方に向きを換え、ケンと筆者のやりと

りを見ていたり（ep1［3］）、筆者とサエのすぐ

脇で、他児の手洗いの援助をしながら耳をそばだ

てるなどしてやりとりを見守ったりしていた

（ep2，①）。一方子ども同士を見ると、保育者は子

どもの傍らで見守っていたり（ep4、5、6）、1ｍ程

離れた場所から両者のやりとりを一部始終傍観

したりする姿が見られた（ep3）。こうしたことか

らも保育者が見守る際の「ポジショニングという

のは、状況に依存する」（中坪、2016）と言える。

だが、いずれの保育者も非常に近距離からの見守

りであった。この時期は、3歳以上児の自主的な

問題解決を促すための見守りとは異なり、可能な

限り保育者に頼らず、自分で行動するよう自律性

の形成・獲得を促しているが、基本的な生活の多

くは保育者に依存しているため、保育者は必要が

あれば介入できる位置から見守っていた可能性

が考えられる。具体的には、自ら周囲の人と関わ

り自分の意図を伝えようとするが、言語やコミュ

ニケーションスキルが未習熟であるため他者に

十分伝わり難く（ep1①，②、ep2②）、保育者は子

どもの意図を汲み取り、言語化して他者に伝え

（ep1，③、ep2，④、ep3，［4］）【状況・状態の明確化】

を図ったり、対人場面での適切な言葉の使い方を

知らせたり（ep4，［5］）、「いざこざ」場面での他者

との関り方を気づかせる【相互作用方略の提示】

など（ep5，④、ep6，③）が見られた。

保育者の見守る意図

子ども‐保育者間で保育者は、子どもが行動調

整を図りながら自分の意図を相手に伝えるまで

介入せず、保育者の言語的な説明が必要になるギ

リギリまで見守るなど（ep1，④、ep2，④）、子ども

の《表現意欲を促す》保育者の意図が明らかに

なった。

一方子ども同士では、タクが団子を落としたこ

とに保育者が気づいた時や（①）、他児からの注意

警告にも気づかずにタクが席に戻ったことに保

育者が気付いても（②）、保育者が敢えて介入しな

いで見守っていたことから、他者への《思いやり

の気持ちを育む》という保育者の思いが見られ

た。一方ヒロの誠意に応えずにいるタクに対し

は（④）、お礼を言うように促すなど（ep4，［5］）対

人場面での適切な言葉の使い方を知らせる介入

が見られ、《他者との関わり方を知らせる》保育者

の意図が背後にあった。このように保育者は、人

と関わりながら生活していく上で必要な関わり

方や言葉遣いを場面に応じて援助していくこと

で、やがては自分の力で状況に応じた適切な他者

との関わり方や言葉遣いができ、円滑なコミュニ

ケーションが図れるように働きかけていること

が示唆された。また、保育者は、入室を拒むヨウ

の思いの代弁や（ep3,［4］）、所有者意識が不確か

ゆえに起こったいざこざ場面での両者の自己主

張により（ep6，［2］，［3］）《相手の思いに気づかせ

る》という保育者の意図も明らかになった。

さらに、いざこざ場面では、人の物を奪ったら

返すことや（ep5，④）、一度手を離したものは自分

の所有物では無くなることを伝えるなど（ep6，

③）、《規範意識を育む》という保育者の意図も示
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唆された。その際、保育者が決まりを伝えてそれ

を守らせるのではなく、まずはやりとりをしてい

る双方が自分の思いや感情を出し合う様子を見

守っていた。それは、保育者の指示や命令によっ

て子どもの行動を規定するのではなく、子どもた

ちが自分の行動に気づき、意図の調整を図る様対

応しているのではないかと考える。以上のこと

から、保育所1歳児クラスの保育者の見守る意図

は、《表現意欲を促す》、《思いやりの気持ちを育

む》、《他者との関わり方を知らせる》、《相手の思

いに気づかせる》、《規範意識を育む》という5つが

見出せた。

5．まとめと今後の課題

本研究では、保育所1歳クラスの子どもと保育

者間および子ども同士の相互作用場面における

保育者の見守る対応の特徴を明らかにするため、

観察データのカテゴリ分析を基に質的分析を行

なった。その結果、この時期の保育者の見守りは、

3歳以上児に見られた子どもの自主的な問題解決

を促す見守りとは異なり、子どもの自律性の形

成・獲得を促すための見守りであったことが明ら

かになった。そのため保育者は、子どもが他児を

思いやる行動に自ら気づくまで待ったり（ep4①，

③）、他児とのいざこざ場面では、保育者の意図を

探りながら駆け引きをする子どもの姿を黙って

見守ったり（ep5⑥）、さらには、子ども同士が自

己主張し合うのを見守る姿など（ep6④）、「情緒的

な温かさ」（遠藤，2022）を基盤に、保育者の力に

頼らず子ども自ら行動する姿を根気強く待つ保

育者の姿が見られた。この「情緒的温かさ」に基

づく根気強さこそ、子どもの自律性の形成・獲得

を促す際に求められる事であり、この時期の子ど

もに関わる保育者の資質として重要であろう。

また、本研究では見守る際の保育者の意図にも

言及し、子ども‐保育者間では《表現意欲を促す》、

子ども同士では《思いやりを育む》《他者との関わ

り方を知らせる》を含む4つ、全体では5つの保育

者の意図を明示した。これらはいずれも人と関

わるうえで求められる要素と言えるだろう。こ

の時期は保育者だけでなく子ども同士へと関り

が広がっていくことからも、保育者はそれを鑑

み、意識した見守りを行っていたのではないかと

考える。さらに、ここでの言及した保育者の意図

は、それぞれのエピソードに関わった保育者から

直接聞き取りを行ったものではなく、筆者がそれ

ぞれのエピソードの文脈から推察したもので

あった。そのため前述したような、エピソードに

関わった当事者からの聞き取りにより明示した

保育者の意図とは異なり（上田ら，2017；林，

2019）、その時に保育者が考えた詳細で深い思い

までは示すことはできなかった。今後は、エピ

ソードに関わった各々の保育者からの聞き取り

も合わせて行うことで、当事者の思いも併せて明

らかにしていく必要があると考える。

さらに、この時期は受容的・応答的関わりが保

育者による援助の中核にある中で（平澤・佐藤，

2024）、子どもの自律性の形成・獲得を促すため

の保育者の見守る姿や介入の仕方、それによる子

どもの反応を幾分かでも可視化することができ

たことは、保育実践にも寄与できるものと考え

る。しかし、前述したように、本研究の1歳児ク

ラスにおける保育者の見守りは量的にも少ない。

そのため、今後はさらにこの点に焦点を絞って

データを収集・分析することでこの時期特有の保

育者の見守る特徴をより明確にすることが可能

になるのではないかと考える。また2歳児クラス

における保育者の見守りについても検討し、1歳

児クラスの見守りとの関連についても詳らかに

したいと考える。

注
注1） 平澤（2024）、平澤・佐藤（2024）での執筆論

文では「仲間」と表現してきたため、本論文

中のこれらの論文の引用箇所については
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「仲間」を「他児」と読み替えて表記した。

注2） 園の園長から、園使用のエプロンの着用に

より子どもたちが信頼を置くと言われ身

に付けた。

注3） 平澤・佐藤（2024）では相互作用場面にお

ける保育者の援助について検討を行い、子

ども‐保育者間における保育者からの遊び

の提案などによる言葉の投げかけなどで

始まったやりとり（23データ）も含まれて

いるため、「保育者援助」の合計は148デー

タであった。しかし、本研究では保育者の

見守りとその対応について検討したため、

保育者からの働きかけで始まったエピ

ソードは除外した。その結果、【状況・状態

の明確化】で4データ、【遊び・活動の促進】

で19データは分析対象から除外したため、

子ども‐保育者間の合計は 125データと

なった。

注4） 平澤・佐藤（2024）では、相互作用場面での

保育者援助の種類として、「気持ちの受容」

「状況・状態の明確化」「遊び・活動の促進」

「相互作用方略の提示」の5つカテゴリに分

類し、いずれにも該当しないものは「その

他」にまとめた。

注5） 表1の割合は小数点第2で四捨五入したた

め、合計が100％にならないものもある。

注6） 平澤・佐藤（2024）では、エピソードのカテ

ゴリ分類の際に岡本（2014）の代弁を1つ

の視点に置いたことから、本研究で扱った

ep3は【相互作用方略の提示】カテゴリの

「受容・共感」サブカテゴリに分類した。し

かし、本研究で再分析した結果、表2の「保

育者介入の目的カテゴリ」分類では【状況・

意図の確認】カテゴリに該当するとして、

表1では【状況・状態の明確化】カテゴリに

分類した。
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保育者は特別な配慮を必要とするミズキを含む幼児間の関係を 
どのように捉えながら保育展開したのか

̶幼児間の関係性が包摂に向かう実践における保育者の視点と実践上の配慮や援助̶

How did the Teacher Understand the Relationships among the Children, Including Mizuki, 
who has Special Needs, and Develop Early Childhood Education?

– The Perspectives, Considerations, and Support of Teachers in Practices  
that Make Children’ s Relationships Inclusive –

広瀨由紀 岩田美保
（共立女子大学） （千葉大学）

本研究は、特別な配慮を必要とするミズキを含むクラスの担任だったワクイ先生へのインタビューを

通して、幼児間の関係性が包摂に向かう保育において保育者がどのようにミズキや彼に対する周囲の幼

児のまなざしを捉え実践したのかを明らかにすることを目的とする。半構造化面接で得られた省察を

複線径路・等至性モデリングで分析した結果、ワクイ先生のミズキを含むクラスの幼児へのまなざしは、

「ミズキも周囲の幼児も否定されないよう配慮している期（Ⅰ期）」「周囲の幼児のミズキへの興味関心の

高さを実感する期（Ⅱ期）」「周囲の幼児に受け止められる中でミズキなりの成長を感じる期（Ⅲ期）」に

分けて捉えることができた。ワクイ先生はクラスで3年間過ごす中で、ミズキに対し否定的な感情を抱

く周囲の幼児が「自分と共通するもの」を発見したときに認識が変化し関係性も変容していったと捉え

ていた。その変容の過程でワクイ先生は、どの子の話も受け止めつつも同時にミズキの言動の背景等を

考えることで、周囲の幼児が自分の枠組みだけでミズキを捉えにくいように配慮していた。また、クラ

スの規範を敢えて可視化しにくくすることでミズキが排除につながりにくい状況を生み出していた。

そして、ミズキがネガティブに映り得る場面では保育者の言動に気を付けたり園全体で支援体制を作っ

たりするなどそれが強調されないようにする一方で、彼の得意な遊びを通して互いにつながり合う機会

や行事等を通して強みを知る機会を意図的に設けていた。

キーワード :  仲間関係、包摂、保育者の視点、実践上の配慮や援助、差別や偏見

問題と目的

特別な配慮を必要とする子どもが在籍してい

る幼稚園、保育所、認定こども園（以下、幼児教育

施設）は、経営母体によらず9割前後とされる

（ベネッセ教育総合研究所，2024）。このことは、

特別な配慮を必要とする子どもをはじめ多様な

子どもが「いる」ことを前提に保育を進める必要

性を示唆している。それは、幼稚園教育要領前文

に「一人一人の幼児が、将来、自分のよさや可能

性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のあ

る存在として尊重し、多様な人々と協働しながら

様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り

拓き、持続可能な社会の創り手となることができ

るようにするための基礎を培うことが求められ

る」と記されていることにも表れている。また、

上記の前文は、「誰もが相互に人格と個性を尊重

し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合

える全員参加型の社会（文部科学省，2012）」であ

る共生社会の考え方とも重なる部分が大きい。

久保山（2023）は、共生社会の担い手を育むために

「障害のある子どもが障害のない子どもとともに

pp.47-61

原著論文
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クラスの集団の中で生活し、学ぶことを追求する

と同時に、その子のまわりにいる障害のない子ど

もたちにとっての意義も確認し、共通理解をつく

りながら、障害のある子どもが、その子らしくク

ラスの集団の中で生活し、学ぶことも追求してい

くことが重要となる」ことを指摘している。すな

わち、障害等、特別な配慮を必要とする子どもを

含めた保育展開を通して、周囲の幼児が多様な他

者をどのように捉え理解し関わるのかを検討する

ことは、これからの保育を検討するにあたり必要

な視座の一つと考えられる。

幼児集団の仲間関係に関しては、すでに3・4歳

児から優勢順位が存在することが指摘されてい

る（謝・山崎，2001）。集団内の地位の存在は、仲

間とうまく関係を結ぶことができず、地位が低く

仲間から排除される幼児が現れる可能性がある

（及川，2016）ことを意味する。仲間関係の形成が

困難な幼児の特徴として、攻撃や引っ込み思案

といった特徴的な行動や相手の働きかけに対し

て強い要求や命令を示すといった社会的能力

の遅れが挙げられる（Newcomb, Bukowski, & 

Pattee, 1993；姜，1999）。これらの特徴は、保育

者が気になる子どもの保育上の課題として挙げ

た内容（久保山ら，2009）と重なる点が多くみられ

る。また、障害のある子どもを取り巻く仲間関係

に関しても、健常な子どもよりも仲間から拒絶

や無視、叱責といった否定的なものが多いこと

（Guralnick & Neville, 1997；野田・田中，1993）や、

障害のない幼児は他の定型発達の子どもとの関

わりを好む傾向があること（Guralnick, Gottman 

& Hammond, 1996）が示されている。一方で、

障害のある子どもを含めた仲間関係の形成や発

展は、他者との相互作用の複雑な関係の網目の中

での力動的でダイナミックな変化の中で生じて

おり、関係論からアプローチする可能性も示唆さ

れている（細川，2022）。関係論から障害のある

子どもの仲間関係を描いたものとして、保育者の

当該幼児に対するまなざしや意識、実践上の配慮

から迫ったもの（宇田川，2004，2005）、身体の動

きの役割や意義を検討したもの（池田、2014）、

園生活や遊びにおける規範が作用しているこ

とを示したもの（中坪・上田，2000；辻谷，2014）、

活動を媒介とした周囲の友達関係のゆさぶりに

よる変容過程を示したもの（浜谷，2013a）が挙げ

られる。すなわち、実践のあり方によっては、

障害等、特別な配慮を必要とする子どもを含む仲

間関係は排除の方向ではなく包摂に向かうとい

える。包摂という言葉は、限定されない個人が社

会に受け入れられることを想定している文脈に

おいて使用されることが多く（文部科学省，

2016）、近年は包摂を意味するインクルージョン

やインクルーシブの言葉を用いその保育のあり

方や実際等が論じられることも多い。インクルー

シブ保育に関しては、厚生労働省が「保育所等に

おけるインクルーシブ保育に関する留意事項等

について」（令和4年12月26日付事務連絡）で、保

育所と児童発達支援事業等の一体的な支援を指

して用いているが、保育研究においては2010年

代より徐々に積み重ねられ、近年の中心的な課題

の一つとなっている（高橋，2016）。インクルーシ

ブ保育に関して堀（2017）は、本人主義の立場で、

他者と共に、多様性を尊重する社会を創り出して

いくことを目指す保育であるとしている。その

ためには、定型化した保育へ支援児が適応するこ

とを要求する統合の考え方ではなく、多様な子ど

もたちそれぞれの意見が対等、平等に尊重される

中で保育が展開されること（浜谷，2013a）や幼児

それぞれに学びがあり、お互いに関心を向け合っ

ている状態を目指すこと（松井，2018）が求められ

る。これらの先行研究を踏まえて本研究では、

全ての幼児がクラスに受け入れられている実感

を土台として、異なる他者に対して相互に関心を

向け合う中で、それぞれの意見が対等、平等に

尊重される仲間関係を包摂と捉えるものとする。

では、特別な配慮を必要とする子どもを含む仲

間関係が包摂に向かうとき、保育者はどのように



乳幼児教育・保育者養成研究　第5号

– 48 – – 49 –

個々の子どもや子ども同士の関係性を捉え、実践

しているのだろうか。津守（1989）は、「省察する

という保育者の精神作業なくして、保育実践はな

い」とし、保育実践そのものと、自身の実践を再

帰的に問い直す内面の作業とが一体化された営

みは不可分であるとしている。省察は、保育行為

の判断の根拠を検討する（戸田，1994）ものである

とともに、子どもの姿に映し出される自分の在り

ようを自覚することをも意味する（守随，2014）。

そうであるならば、包摂に向かう保育実践を省察

することは、その過程での自覚的な援助や配慮の

背景とともに子どもたちの姿を通して自身の保育

やそこに至る保育者自身の保育観や子ども観も可

視化することにつながるのではないだろうか。

そこで本研究では、他児から幼稚園に入園した

当初は異質な存在として認識されていたミズキを

含む幼児間の関係性が3年間の保育を通して包摂

に向かう過程に着目した。ミズキは、広汎性発達

障害の診断を受け、私学助成金の対象児であり、

環境の変化に著しく敏感でクラスが上がった際

「部屋が違う」「担任が1名減った」ことが原因で部

屋に入れない日々が続いたこともあった。また、

不安などから、砂や紙など手に取ったものを口に

入れる様子も多く見られた。さらに、相手を思い

やることが難しく、気持ちなど見えないことを想

像することが難しかった。他児は当初、ミズキに

対して「なんかやなことする」「先生の言うことを

きかない」「何でも口に入れちゃうし、ミズキって

汚くない？」といった言葉で表現しており、否定

的に捉えたり関わりを拒否したりする状態だっ

た。しかし、5歳児の終わりのころには、例えば、

4歳児クラスの集まりの場でピアノを触っている

ミズキに注目している4歳児クラスの幼児に対し

て、彼を呼びに来たクラスの幼児が「ミズキは悪

いやつじゃないんだよ。ただ、ちょっと興味があ

るとやりたくなっちゃうんだよ」と伝えた上で、

彼を連れて一緒にクラスに戻るなど、ミズキを

クラスの一員として特性も含めて受け止め関わる

様子が見られた。またミズキ自身も自分がクラス

の中で認められる中で、クラスにいる他児に関心

を向けたり、共に遊ぼうとする姿が見られたりす

るようになった。本研究では、ミズキを含めた

クラスを3年間担任したワクイ先生の省察を通し

て、どのように子どもやその関係性を捉え、実践

上の配慮や援助へつなげたかを明らかにする。

本研究の方法

1．調査対象および補足資料について
首都圏内にある私立Z幼稚園のY組を200X年

4月～200（X+3）年3月まで3年間担任したワク

イ先生を対象に、Y組が卒園した後となる200

（X+3）年4月、表1に示す①～⑥の内容に基づく

半構造化面接を実施した。インタビュー時間は

2時間程度とし、語られた内容はすべて逐語録化

した。ワクイ先生は、初任の1年間は別の園で勤

務し、その後はZ幼稚園で20年以上のキャリア

を積んでいる。Y組は、3歳児クラスから5歳児

クラスまで持ち上がりで担任した。

なお、Y組は、カキヌマ先生も3年間担任して

おり、ワクイ先生と同様のインタビューを実施し

ている。しかし、カキヌマ先生は、保育者として

2年目で3歳児クラスを担任しており、高濱（2000）

や足立・柴崎（2010）でいう保育者としてのアイ

デンティティが確立されていない可能性を含む

「初心者」「初任期」を含むことから、本研究では

より複雑な問題や状況に対処できるようになる

「経験者」「熟達期」に相当するワクイ先生のイン

タビュー内容を主に取り扱い、カキヌマ先生の内

容は補足的に使用した。また、ワクイ先生がミズ

表1　インタビュー内容
① ミズキの姿や行動
② ①に対する思いや考え
③ ミズキに対する周囲の幼児の言動や関わり
④ ③に対する思いや考え
⑤ ミズキを含むクラスを運営するにあたっての援助や配慮
⑥ ⑤に対する思いや考え
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キを中心に日々の保育実践や保護者とのやりと

りなどについて園で書く保育計画や個別の指導

計画等とは別に自主的に付けていたノートも補

足資料として使用した。

2．Y組について
Y組は、3歳児クラスの4月当初、男児が15名、

女児が 5名の計 20名でスタートした。3歳児、

4歳児クラスは、ワクイ先生、カキヌマ先生に加

えてパートタイム勤務の保育者を入れた3名が担

任をしていた。5歳児クラスのときには男子19名、

女子10名の計29名が在籍し、担任はワクイ先生

とカキヌマ先生の2名で、必要に応じて主任教諭

が入ることもあった。なお、5歳児クラス開始時

に私学助成金の対象となる子どもは6名いたが、

途中で1名が申請を取り下げた。

3．分析方法
本研究では、ワクイ先生がミズキを含めたY組

での保育展開に関する省察を意味内容が一つの

命題に言及しているまとまり（文）ごとに切片化

し、「ワクイ先生がミズキを含む幼児間の関係性

を包摂されてきたと実感する過程」に着目して複

線径路・等至性モデリング（以下、TEM）を採用し

て分析した。TEMでは非可逆的時間、分岐点

（BFP）、等至点（EFP）、経路という4つの基礎概

念に必須通過点（OPP）、社会的方向付け（SD）、

社会的助勢（SG）を用いて分析を行う。この際、

両極化した等至点（P-EFP）も置く。なお、本研究

では、子ども間の関係性が包摂に向かう過程にお

ける保育者の生の歴史性を詳細に描き出すこと

に焦点を当てるため、サトウ（2011）が提唱する

「1/4/9の法則」の中でもワクイ先生一人のインタ

ビュー記録を主たる分析対象とした。

4．倫理的配慮
インタビューを実施するにあたり、インタビュ

アーならびに園長には、個人情報の遵守を含めて

計画全体の概要を説明し、書面にて許可を得た。

なお、本論文に出てくる名前はすべて本人とは関

係のない仮名で表記している。

結果

ワクイ先生の省察を切片化した結果、全部で

223の記述が得られた。そのうちクラスの概要や

他児のみに関する語り、園組織や保護者会など

ミズキやクラス運営に直接は関与しない話題を

除き、ミズキを含む幼児間の関係性に係る子ども

たちの姿や実践上の配慮、それらに対するワクイ

先生の思いや考えについて述べられたものを抽

出した結果、分析対象となる記述は147となった。

得られた記述の時期や内容により分類したもの

が表2になる。Z幼稚園では年長進級から年末に

かけて、遊びを中心とした日々の生活に加えて、

合宿や運動会、クリスマス会といった行事を意識

した活動が含まれる。これらの時期の記述は、

自分のやりたい遊びに加えてクラスを意識して

過ごす時間も多い中での、ミズキや周囲の幼児に

関するエピソード、それに対するワクイ先生の思

い等の内容が多く見られた。一方、年少・年長や

年明けから卒園の時期は、遊びを中心とした日々

の生活の中でのミズキや周囲の幼児に関する内

容が多く語られた。

表2　ワクイ先生の省察内容

年少・年中 年長進級 
～夏休み前

年長夏休み後
～年末

年明け 
～卒園 時期不明 クラス運営 保護者

ミズキの姿  2 12 14  8 3
周囲の幼児の姿  7  1  9  4 2
保育展開や配慮等  5 12 17  1 2
保育者としての思いや考え  3 8 19  7 0
計 17 33 59 20 7 3 8
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ミズキを含めたクラスの幼児や彼らの関係性

に対するワクイ先生の理解やまなざしについて、

【ミズキも周囲の幼児も否定されないよう配慮し

ている期】【周囲の幼児のミズキへの興味関心の

高さを実感する期】【周囲の幼児に受け止められ

る中でミズキなりの成長を感じる期】の3つの時

間区分で推移していると考えられた。以下、作成

したTEM図（図1）に基づき、期ごとに構成概念

を示しつつ考察する。
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1． Ⅰ期：ミズキも周囲の幼児も否定されない
よう配慮している期 

Ⅰ期では、ミズキ自身が環境の変化に落ちつか

ずにいる様子から＜ミズキの不安の高さを感じ＞

て＜ミズキが見通しの持てるような配慮や働き

かけをする（BFP1）＞ことでミズキが安定して過

ごせるように配慮している（語り1）。同時にワク

イ先生は、＜ミズキの行動が気になる周囲の子ど

もの存在を感じ＞ているが、その「気になり方」に

は＜中立的に捉えている子ども＞と＜否定的に

捉えている子ども＞の双方がいると感じている

（語り2）。＜否定的に捉えている子ども＞に対し

ては、＜その子を否定せずにミズキの行動背景を

代弁する（BFP2-1）＞ようにしつつ（語り 3）、

一方で＜中立的に捉えている子ども＞と＜ミズ

キの行動背景を一緒に考える（BFP2-2）＞ことも

していた（語り4）。Ⅰ期におけるワクイ先生の援

助や配慮は、ミズキに対して周囲の幼児やクラス

に合わせる行動を求めるのではなく、ミズキのあ

りのままの状態を受け止めた上でより過ごしや

すさを希求しつつ周囲の幼児が彼の内面を知る

きっかけにつなげようとしていると捉えられる。

一方で、周囲の幼児がどのような言動をした場合

でもそのこと自体は否定せずに受け止めている

ことから、周囲の幼児自身も否定されずに過ごせ

るよう配慮している。 

年長クラスの6月頃からの語りは、ミズキの話

題が中心となった。それは6月に保護者がミズキ

に地域の療育機関を体験させたところ、その経験

が強い不安につながったようで、その後の園生活

で母子分離の際に＜ミズキが落ち着かず泣く・

喚く姿が増える＞ようになったからである（語り

5）。ミズキの状態が悪くなる一方、クラスにはミ

ズキ以外にもやりとりの難しい子どもが複数い

る中で＜ミズキを挑発する様子を見せる子ども

に憂慮する＞（語り6）。ワクイ先生は、クラス全

体を見ながら幼児たちと保育を進めていくこと

が多く、一緒に組んでいるカキヌマ先生の頑張り

を認めつつも個と全体のバランスに苦慮しなが

ら必要に応じてトラブルへの対応を代わること

もあった。しかしこの時期の年長クラスは、7月

に実施される合宿に向けて遊びが盛り上がって

いる上、寝る場所や役割、食べ物等の相談事が増

えており、担任は2名ともそれらに向き合うこと

が多く、「常に」ミズキに付いていることが難しい

状況でもあった。そのため、＜ミズキが不安をす

ぐに訴えられる体制を園全体で作る（BFP3）＞こ

とにし、主任がクラスに入りミズキと1対1で過

（語り1）「（年長クラスに移行する際に）今度は

部屋が変わるっていうのを、もうあらかじめ、こ

この部屋になってこうなるよっていうのを最初

から言ってたんだけど…」

（語り2）「『もうミズキ君は』って感じでした、

その時には。もう、すぐ作ったのに壊しちゃう

とか。困ったやつだなっていうような感じは

あったと思います。でも何か、その中に、ちょっ

と優しい子とかいるから、『ミズキ君、こうだっ

たんじゃない？』みたいな。」

（語り3）「でも、男の子は、なかなかそうなら

なかったですね。『何とかしなきゃ』とか『悪い

やつだ』とか。『ミズキ、口の中に物入れるから、

きたねえよな』みたいなことは言ってはいまし

たね。『ドキドキしてるから入れるんじゃん』『俺

はやらねえ』みたいな。」

（語り4）「当初のミズキ君の、うーん…子ども

から見て、不可解な動きはちょっと考えてもら

うようにしていくようにはしてたかな。」

（語り5）「6月に入って療育に通うんですけど，

（略）お母さんと離れたことが，ある種トラウマみ

たいになっちゃって。で，幼稚園でお母さんと離

れられなくなっちゃって。（略）6月入ってから

大変になりました。」

（語り6）「やりとりが難しい子っていうのは，

大変ですよね。またこの子が，ミズキ君が暴れる

と『やれー，やれー』とか言うんですよ。」
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ごすようにした（語り7）。このことは、気持ちの

落ち着かないミズキに対して、彼の状態を変えて

クラスに合わせようとするのではなく、そのまま

の状態をクラスの枠を超えて園としてどのよう

に受け止められるかに力点を置いたものと捉え

られる。その後合宿に向かう生活の中で、ワクイ

先生は＜ミズキが少しずつ落ち着き始めたと感

じる＞ようになる（語り8）。

ミズキが落ち着いてきたことや療育機関と話し

合う機会を持ったことを契機に、今まではミズキ

が騒いだときに保育者が部屋から出られるように

声をかけていた対応を見直して＜ミズキに対し、

苦しいときは保育者へ交渉に来るように促す＞よ

うにした（語り9）。ワクイ先生は、ミズキが言葉で

交渉することが難しい場合に備えてカードを用意

したり、室内にミズキの好きなトランポリンを交

渉に活用したり、交渉そのものを通して部屋にい

る時間を引き延ばそうとしたりするなど、さまざ

まな手段を講じながらミズキが部屋に留まること

ができるように工夫していた（語り10）。一方で、

周囲の影響を受けやすい子どものことを考慮し

て交渉は小声でするようミズキに声をかけていた

（語り11）。このやりとりの変化は、ミズキが外に

出る理由を「喚いたから」といったミズキの状態

や状況の外的要因ではなく、「（本人が）苦しいと

訴えたから」という内的要因に起因したものに切

り替えることにつながっていると捉えられる。

また、ワクイ先生はミズキに状態に応じてとはな

るが、常に＜ミズキの得意な活動を中心に他児と

の関わりが生まれるように配慮する（BFP4）＞

ことを意識しながら過ごしていることもうかが

える（語り12）。Ｚ幼稚園は年長クラスの合宿が

終わると夏休みとなるが、休み明けにワクイ先生

は＜どの子にも伝わりやすいように環境構成を

見直す（BFP5）＞（語り13）。見直した環境構成

には、集まりの位置そのもののも含まれており、

年長クラスの開始時にはドア横で開かれていた

が、夏休み明けに子どもたちがドアを背にする形

（語り7）「主任にちょっと手伝ってもらって。

彼が困った時に，これに困ってるっていうのを

すぐそばで言える人が必要だっていうことで。

1対1で過ごしてもらいましたね。」

（語り8）「お泊まりに行くって決まって，準備

が始まった頃から，ちょっと落ち着いて」「泊ま

る，寝るってなった時にはじたばたしたけど，で

も結局，泊まれたら，けろっとしていたし。その後

も（略）大きく乱れることはなかったと思います。」

（語り9）「『つらくなったら言いにきて』みた

いな。だから、つらいっていうのをまず言いに

こさせて。」

（語り10）「口で言うのも大変だったみたいで、

カード作ったんですけど、黄色とか。」「交渉し

て、うまくいったら褒めるし、うまくいかなかっ

たら『うん、つらいんだね。じゃあちょっとだ

け出ようか』とか。トランポリンが彼は好きだっ

たので、じゃ、トランポリンのとこに置いとく

から、10回跳んだら戻ってきてとか。」

（語り11）「そこはやっぱ小声でやんないと、

いろんな子いるから、気になっちゃって。特に、

△△君も、それやってると自分もやってほしくな

るから。『つらい』とかって。『ああ、終わったな』

とか思いながら。つらいのはこっちだよとか。」

（語り12）「何だろう。特別にこれを、あの、意

図的にしたっていうのはないけど、何かちょっ

とミズキ君が得意なことを何か子どもたちが遊

んでたら『何かミズキ君やってたから、聞いてみ

たら』とかちょっとそういうように」

（語り13）「（集まりの）位置を変えたのは、ま

ず（ミズキが部屋に）入ってきて何が行われてる

のか、すぐに分かるようにっていうことで位置

を変えて。（略）ボードで絵とか描きながら、こ

のことについて話をするね、みたいな。割と視

覚に訴えるっていうことが多かったかな。（略）

夏、2学期からかな、掲示板みたいなの作って、

朝、必ず貼っとく。今日のことを貼っとくから、

必ずみんながだんだんチェックするようになっ

て…。」
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で保育者の話を聞くように変えている。場所を

変えたことにより、部屋から出たミズキが再び

戻ったときに一目で何をしているのかが読み取

りやすくなると同時に、他児にとってはミズキの

出入りを直視しない状況となり集まりへの影響

が低くなったと捉えられる。以上から年少から

年長の夏休み明けまでは、ミズキを含めたクラス

の幼児の誰もが否定されないことを意識した働

きかけや言葉かけを行いつつ、安心して過ごせる

ような保育展開を必要に応じてクラスの枠を超

えて園全体で行っていたと捉えられる。

2． Ⅱ期：周囲の幼児のミズキへの興味関心の
高さを実感する期
Ⅱ期の始まりは、運動会のチーム対抗リレーに

向けた練習での出来事である。ワクイ先生は、

ミズキの特性を踏まえてバトンの順番や各チー

ムのメンバーおよび前後の子どもを熟慮した

上で決めていた。しかしある日の練習時にすで

にミズキのチームが負けている状況でバトンを

もらうこととなり、ミズキの足の速さで抜かせる

差だったものの、本人が途中でバトンを投げてそ

の場から立ち去ってしまう。ワクイ先生がミズ

キを追いかけて話をし、その後も練習を続けてい

たチームの元に謝りに行ったところ、チームの子

どもたちから「ミズキ君がいないとダメなんだ

よ」などと彼を認める発言が相次いだ（語り14）。

この事件を通してワクイ先生は＜周囲の幼児が、

行事や彼の好きな遊びを通して、ミズキに対して

「自分と同じ」部分を発見したと感じる＞ことと

なり、クラスの幼児間の関係性の変化において大

きな意味を持っていたと実感し繰り返し語られて

いたことから必須通過点（OPP）とした（語り15）。

ミズキは、他児から認められる発言を受けた後の

リレーの練習で走ることができており、ワクイ先

生は＜周囲の子どもに認められたことが、ミズキ

の行動に影響を与えたと感じ＞ている（語り14・

16）。また、運動会後にミズキの得意とするコマ

などの遊びが展開されていたこともあり、＜周囲

の子どものミズキへの興味が増し、一緒に遊ぶ機

会が増える＞ことを実感している（語り15・17）。

（語り14）「みんなのとこ行ったら、みんな『ミ

ズキ君がいないとダメなんだよ』って言ってく

れたんですよ。そんなこと言ってくれるなん

てって、ミズキ君幸せだなと思って。『ミズキ君

がいないと、僕たち勝てないんだよ』って言っ

て、で、あの後で、その時○○君っていう『ミズ

キはバカだな』ってすぐ怒っちゃう子も、何か

『勝てるかもしれないじゃん、ミズキ』とかって

言ってくれて。それでミズキ君が、次、走れたん

ですよ。」

（語り15）「みんなも視野が広くなって、ダメ

ダメな姿のミズキ君じゃなく『すごいな、ミズ

キ』っていうのを目に留まるようになったって

いうのも、大きいですよね。」「何か…認められ

たっていうのが。やっぱ共通点なんですかね。

『何かすげー』と思った、同じなんだっていうこ

とが分かって、何かミズキ君っていう人が、み

んなに興味を持たれて…。その興味にミズキ君

は、追いついてないんですけどね。」

（語り16）「子どもたちも、こいつはちょっと

あれだけど、人数的にもいないと駄目っていう

のはもちろんあったけど、君がいないと駄目な

んだっていうようなことは、ちょっとミズキ君

にとってはすごく大きくって。『僕、頑張るね』

みたいな気持ちになったみたいで。」

（語り17）「何か、あんまり近しくなるものが

今までなかったから。口の中に物は入れるわ、

うん、駄目って言われることはしちゃうし、ど

こで接点を持ったらいいか、分かんなかった。

でも、このこま回し通して、何か、同じものが好

きだったっていうの、接点が見つけられたこと

で、すごく近くなったっていうのはあります

ね。」
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一方で、周囲の幼児の中にはミズキの行動等を

予測しつつ状況や他の幼児との関係性等で葛藤

を抱えながら＜ミズキへの『特別な対応』を図る

子どもが現れる＞姿を認識している（語り18）。

そのような場面でワクイ先生は、周囲の幼児自身

が考えて決めた言動なので尊重したいという思

いと、「自分は特別」だとミズキ自身が思ってしま

わないかという思いとの間のバランスを考えなが

ら、＜ミズキに対して「特別にしたくない」保育者

の思いを伝え＞つつ、＜ミズキに対する周囲の子

どもの行動を『優しい』などと表現して伝える＞

ようにしている（語り19）。ワクイ先生の対応は、

周囲の幼児のミズキだけを特別扱いしようとする

ことに対する葛藤や、行動の善悪ではなく優しさ

という個人の内面が表現されており、＜周囲の子

どもの気持ちを代弁している（BFP6）につながっ

ていると捉えられる。Ⅱ期では、周囲の幼児が

ミズキの特性を含めて理解しようとしながら関わ

りを持ち、関わりの中で子どもたちもワクイ先生

自身も試行錯誤しながら保育を展開している様子

がうかがえる。

3． Ⅲ期：周囲の幼児に受け止められる中でミ
ズキなりの成長を感じる期
Ⅲ期になると、保育者や周囲の幼児との肯定的

な関わりが増える中で、ミズキが自分自身につい

て見つめたり他児への興味や遊びへの参加が広

がったりする様子が語られる。Z幼稚園はキリス

ト教保育をしており、12月のクリスマス会では降

誕劇を子どもたちが行っている。会に向けた練

習で、ワクイ先生はミズキの様子に応じつつ可能

な限り参加できるように考えていた一方で、園で

練習全体を進行する役割だったため、全体に向け

て話をする機会も多くあった。全体に「劇にはみ

んながいて、みんなで作っている劇である」と伝

えた内容に対して、ミズキが家に帰ってからその

言葉を気にする発言があったと保護者から報告

を受けて＜ミズキが自分のできなささや配慮さ

れている自分に気付き始めたと感じる＞（語り

20）。一方、ミズキに対する周囲の幼児の反応や

関わりでは、ミズキが参加の難しいときはそれに

言及しない一方で、参加できたときに＜ミズキの

頑張りを認める周囲の幼児の発言を耳にする＞

（語り21）。このような周囲の幼児の姿は、自分と

（語り18）「（本来とは異なるルールでプレゼン

トをミズキにあげた場面で）女の子同士で『あげ

ちゃったの？』みたいな。『ミズキ君だからさ』

『ああ』みたいな。」

（語り19）「そのバランスは難しかったです。

特別に彼を気持ち良くさせちゃうことは、特別

我慢しないってことにもつながる。だからまあ

気を付けつつ…。でも子どもたちのそういう配

慮も全部駄目とは言えないから。だから時々、

先生が代弁者になって『ミズキ君だけ特別ない

よ』とかって言ってみたりするって感じ。で、

みんなが頑張って彼に良くすることには『優し

いじゃん』って言ってみたりっていうようなこ

とはありますね。ちょっとそこは難しいところ

で。」

（語り20）「ミズキ君、それ（＝ワクイ先生の話）

聞いてて、『僕はそのみんなの中に入ってないの

かなって。大切じゃないのかなって思った』っ

ていうのを家でしゃべって。『ワクイ先生は僕

のこと大切と思ってないのかな』ってお母さん

に言ったらしいんですよ。それで、お母さんは

『そうだと思ってないよって。きっとワクイ先

生はミズキの精いっぱいが今の参加の仕方だと

思って。でもミズキ君が戻ってくるのがいいと、

友達も先生も思ってると思うよ』って言った。」

（語り21）「全部参加できて、練習から。する

と女の子とかも、「ミズキ君。今日のミズキ君、

いい感じじゃない」とかって言って。そしたら、

男の子とかも何か調子に乗るから、「確かに」と

か、何か、「うん、いい調子だったよ、ミズキ」と

かって、言ったりとかしてました。」
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同じ行動ができないことに疑問等を持っていた

頃に比べ、共にできた喜びは共有しつつありのま

まの姿も受け止めていると捉えられる。ミズキ

の家での発言を聞いたあと、ワクイ先生は＜ミズ

キの様子を見つつ、できると信じていることを言

葉にしながら活動参加を促す＞ように意識して

いる（語り22）。そして、一つひとつの行事の経

験が積み重なり、ミズキが高い緊張を抱えながら

もやらなくてはと腹をくくる姿を見る中で、ワク

イ先生は＜ミズキに対して練習してきたことで

あれば乗り切れることを強く実感する＞（語り

23）。また、5歳児クラスの後半は、例えば担任が

2人とも何らかで手を取られているときに、声を

かける必要が生じた子どものところへ進んで

寄って行き声をかける子どもがいたり、ミズキの

ために用意した椅子に疑問を持つ子どもへの釈

明を他児が行ったりするなど、＜クラスの仲間の

難しさをフォローする周囲の幼児の言動に助け

られていることを実感する＞（語り24）。さらに

卒園近くの頃は、＜ミズキが集団での遊びに参加

したり他児へ興味を持ったりする姿が見られる＞

（語り25）ようになったことが語られている。

考察

本研究では、他者と関わることへの難しさが見

られるミズキを含むクラスが包摂に向かう過程に

おいて、3年間担任として関わったワクイ先生が、

彼を含む幼児間の関係をどのように捉えながら保

育展開をしたのかに焦点を当てて分析してきた。

ワクイ先生は、クラスを担任し始めた当初、ミズ

キに対する周囲の幼児のまなざしや関わりに関し

て、中立的な子どももいた一方で、多くの子ども

は否定的で非友好的であったと捉えている。しか

し、5歳児クラスの終わりの頃には「子どもたちっ

て（略）足りないところもあるけど、補えばいいみ

たいな、そういう気持ちがあるのは助けられまし

た。」の語りの通り、子どもたちのミズキに向ける

まなざしやそれに伴う言動にワクイ先生自身が助

けられたことを実感している。また、ミズキも

自身を肯定的に捉える周囲の子どもの中で一緒に

鬼ごっこをしたり特定の他者を意識したりする姿

が見られ、クラスに居場所を持ちながら周囲の幼

児とミズキなりに関わりを持とうとする様子がう

かがえる。すなわち、周囲の幼児がミズキを受け

入れるようになり、さらにミズキ自身も周囲との

（語り22）「あの、時々ミズキ君には『それはで

きるんじゃない？』とか『ミズキ君だけ特別に、

先生したくないんだけど』ってちょっと言って

みたりとかっていうのは、調子のいい時には、

やってました。」

（語り23）「練習もしてきたこと、突然やれっ

て言われたことは彼は苦手だけど、こういうふ

うにするんだって分かったことに関しては、た

ぶん大丈夫だろうっていう思いが、私はあった

んだけど（略）」

（語り24）「子どもたちって『こういう子なん

だ』って…足りないところもあるけど、補えばい

いみたいな、そういう気持ちがあるのは助けら

れました。先生たちはいっぱいいっぱいでやっ

てる中、そういった言葉に助けられたかなって

いうのがあります。」

（語り25）「鬼ごっこにも参加できるように

なったんですよ、ミズキ君が。鬼ごっこできる

ようになって。でも、あー、ミズキ君だなと思っ

たのが、最初の頃に、私のところに来て、『あの

さ、これはどうやって楽しむものなの？』って。

みんな分かるじゃないですか。『タッチしたら、

固まって氷になるんだよ』って言って。『タッチ

されたら、氷になって、その後はどうなるの』

みたいな。『そしたらまた仲間にタッチされて、

また動いて逃げる』ってことって言って。『ああ、

そういう楽しみ方ね』みたいな。やっと分かっ

て楽しめて。それまでは速いから誰にもタッチ

してもらえないんですよ。だから、延々に走っ

てなきゃいけなくって。」
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関係を自ら調整しようとするようになったと捉え

られる。このクラスのすべての幼児が互いに歩み

寄る状態は、「包摂」に向かう幼児間の関係性を

示していると捉えられる。以下は、ワクイ先生が

ミズキという特別な配慮を要する子どもを含む

幼児間の関係をどのように捉えながら保育展開

したのかについて、「周囲の幼児のまなざしや関

わりの変容をどのように捉えたか」「周囲の幼児

のミズキへのまなざしの変容を踏まえた保育展

開」に分けて考察する。

1． 周囲の幼児のまなざしや関わりの変容をど
のように捉えたか
ミズキは、入園当初より変化に著しく弱く、また

日によって調子に波があり、それが保育中の過ご

し方に影響を及ぼしていた。そのミズキに対して

クラスの幼児たちは、広瀬・岩田（2020）の示唆と

同様に、最初は非友好的で一方的な関わりが見ら

れたが、5歳児クラスの後半になると友好的で双

方向的なものへと変容していったことがワクイ先

生の語りから示された。そして、クラスの幼児の

ミズキに対するまなざしについても、ミズキの存

在を周囲の幼児が意識し始めた当初は、ミズキの

行動に疑問を持つといった中立的なものも見受け

られたが、何でも口に入れる姿などへの生理的不

快さなどが伴い男児を中心として否定的なもの

もあったとワクイ先生は認識している。しかし、

幼児が当初抱いていた否定的なまなざしに対し、

ワクイ先生はミズキの行動の背景を代弁はするも

のの、発言や態度に対しては修正を求めることな

くそのまま受け止めている。すなわち、「ミズキを

否定的に見る周囲の幼児」もありのままに受け止

める、という姿勢を持っていると捉えられる。そ

して、このワクイ先生の姿勢はクラスの幼児に

とって、自分の考えを否定されない実感につな

がったと考えられるが同時に、クラスの幼児の

ミズキに対する否定には同調はしていないため、

クラスの幼児にとっては、自分の考えを強めるこ

とにはつながりにくくなったと考えられる。ま

た、ミズキが集まりの最中に部屋から出ることや

行事に向けた活動展開において参加が難しいこ

とに対して、ワクイ先生はそれを「いけないこと」

としては捉えず、まずは本人の状態を受け止めた

上で可能な限り参加できるような方策や環境を

検討していた。辻谷（2014)は、クラスの規範が

可視化されることによって、幼児間で共有がなさ

れると同時にそこから逸脱する子どもに対して

規範を守れない子どもという特定の見方の生成

が生じ、そこから排除につながる構図を示唆して

いる。ワクイ先生の集団で行う活動への参加に

対する柔軟な考えは、辻谷が指摘する構図の逆で

あったと捉えられ、例えば「クラスの集まり中に

外に出ることはいけないこと」等のクラス内の規

範が可視化しにくい状況を生み出し、Y組でミズ

キに対する排除の生じにくさにつながったと考

えられる。その後ワクイ先生は、排除が生じにく

い状況を維持しつつ、ミズキに対して中立的に捉

えていた幼児に対して、その行動背景をともに考

え、時に周囲の幼児自らがミズキの行動背景を推

測できた実感が持てるような配慮も行っている。

Biglerら（2007）は発達的集団間理論の中で、子ど

もは社会集団を自身の知覚的な識別により潜在的

にカテゴリー化する可能性があるものの、それが

内在化される過程には周囲の大人をはじめとした

環境の影響を受けることを指摘しており、差別や

偏見は社会がコントロールできる部分が大きいこ

とを示唆している。ワクイ先生が実践の中で、

見えない内面も含めてミズキを捉えようとする

機会を多く持ったことは、周囲の幼児が潜在的に

カテゴリー化したものを不分明にさせる方向で

働き、内在化に向かいにくい状態を作り出したと

考えられる。

また、ミズキを否定的に捉えていた幼児にとっ

ては、日常の遊びとは異なる行事に向かう活動に

おいて、ミズキと必然的に関わる状況が生まれ、

そこでミズキの「足が速い」という今まで見てき
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たミズキとは異なる姿を知ることとなった。この

ことは、否定的に捉えていた周囲の幼児にとって

ミズキの姿の新たな一面を知る機会につながった

と考えられる。戸野塚（2001）は、人と人との心理

的な距離を近くにするためには、「共通する部分」

を知り身近な存在としてとらえることができると

示唆している。ワクイ先生はインタビューの中で

も同様に「なんか『同じものが好きなんだ』ってい

う接点が見つけられたことで、近くなったってい

うことはありますね。」など自分と同じ部分を発

見し、自己の延長線上にミズキと共通できるもの

や接点を見いだせたことにより、彼の存在が少し

身近に感じられた様相を捉えている。このことは

周囲の幼児にとって、自分と同じ面を発見できた

ことにより、今まで共感が難しいもしくは嫌悪感

を抱いていた姿に対してミズキの「すべて」では

なく「一部」であると捉え直す機会へつながった

と考えられる。

Ⅲ期になると、ワクイ先生は、ミズキ自身に興

味関心を抱いてより多面的に理解しようとする

幼児がいる一方で、ミズキだからと特別待遇を図

る様相も捉えている。これらの様相に対しても、

保育者は一貫して受け止める姿勢を持ち、ミズキ

の育ちを加味しつつ、周囲の幼児側にも立った配

慮を行うことで、幼児自らの捉え直しの機会を

探っている様子がうかがえる。水内（2006）は、

幼児期の障害理解の様相として、当初は低い地位

に位置づけるような様子も見られるが、やがて

障害児とさまざまな形での触れ合いや保育者の

かかわりから、障害によるできないことよりも、

自分と同じことやそれ以上のことができること

などに気が付き、クラスの一員として認識するよ

うになり、代弁的な態度も形成されるとする仮説

モデルを示している。本研究は、水内の仮説モデ

ルを支持する形でワクイ先生がクラスの幼児間

の関係性を認識しているといえる。またⅢ期で

は、周囲の幼児のまなざしの変容と併せてミズキ

が自ら他児や周囲の遊びに目を向ける様子が語

られている。Ⅲ期のミズキの姿に対してワクイ

先生は、「少しずつそうやって、先生や家族以外の

人と、うん、ちょっと興味を持って付き合えるよ

うになったっていうのは、大きな成果かなと思い

ます」と捉えている。この語りから、ワクイ先生

のまなざしの中にミズキが周囲の幼児へ関心を

抱くことに期待を持ち続けていたこと、一方でそ

の姿への期待は長期的なスパンで捉えていたこ

とが垣間見られる。

2． 周囲の幼児のミズキへのまなざしの変容を
踏まえた保育展開
では、周囲の幼児のまなざしの変容に際して、

ワクイ先生はどのような援助、配慮を含む保育展

開を行っていたのだろうか。

Ⅰ期およびⅡ期で保育者は、ミズキが園生活に

おいて少しでも見通しをもって生活ができるよう

に配慮や働きかけを行いつつ、周囲の幼児の言動

を受け止めた上でミズキの行動背景を代弁したり

一緒に考えたりしている。このことは、周囲の

幼児にとって理解できない行動を、説明する言葉

を知ったり考えるきっかけにつながったりして

いると考えられる。また、ミズキが朝の集まりで

頻繁に部屋を出入りするために他の幼児の集中

が切れる事態になったときは、ミズキに対して部

屋にいることを求める働きかけをするのではな

く、部屋の環境を変えることでその解決を図って

いた。すなわち、ワクイ先生は「周囲の幼児から

見えるミズキの姿」を意識して保育展開を行って

いると考えられる。これは、カキヌマ先生への

インタビューにおいても、「（部屋でワッとなった

ミズキに対して）ちょっと外に出てって言われる

のではなく、ちょっと気持ちを変えるためにお散

歩してきたらと声をかけるようにした」と周囲の

幼児から見えるミズキの姿を意識した発言が見ら

れた。クラスの幼児たちは、ミズキと共に生活を

送っている中で、例えば気持ちが落ち着かず泣い

ていたり、口にいろいろなものを入れてしまった
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りする姿を自然に目にしており、その姿だけで

ミズキを捉えようとするならば、自分はやらない

行動をするといった否定的な姿のみ印象づけられ

てしまうと考えられる。そこで、保育者が調整可

能な部分については、意図的に関わったり環境構

成を整えたりして、周囲の幼児がミズキに対して

より否定的な印象を持たないよう配慮していると

考えられる。また、ミズキの行動背景について、

保育者が代弁する様子を元に、女児を中心とした

一部のクラスの幼児が自身でも考えを表現し始め

るようになった際には、敢えて保育者自身の予測

する理由は言わずにクラスの幼児が予測する内容

に共感するなどして、ミズキに関心を持ち続ける

姿を支えている様子がうかがえる。また、Ⅰ期の

中盤ごろからは、環境の変化によりミズキの状態

が悪くなったものの、担任だけでは彼を受け止め

きれない状況が生じた。その際に、ワクイ先生か

ら園に対してクラスを支える体制づくりを要請し

それが受け入れられ、主任が1対1でミズキに付

くようになった。このように状況に応じて園全体

でクラスを支える土壌やシステムが整っているこ

とは、ミズキにとって自分の欲求を出しやすい環

境が整っただけでなく、担任がクラスの幼児と向

き合う時間を十分確保できることにもつながった

と捉えられる。

また、Ⅲ期になると、ミズキに興味関心を持っ

た他児が関わりを持とうと近づいてくるものの、

ミズキにとっては他児に合わせて遊んだり要求に

応じて行動したりすることが難しいことから、保

育者はミズキの得意なコマを媒介として互いに無

理なく関わることができるようにしている。浜谷

（2013b）は、幼児間の関わりに関して当事者間だ

けでなく活動も加えた3項関係で捉えることが基

本であるとしているが、本研究においてもコマを

媒介にミズキと周囲の幼児とがつながりを広げて

おりこの考えを支持するものである。一方、自分

の価値観や周囲との兼ね合いとミズキの特性との

間で迷いながら関わった幼児に関しては、迷いを

含めて受け止めたうえで、敢えてミズキの側には

立たない発言をすることにより、周囲の幼児との

バランスを取っていたと考えられる。ミズキの状

態や状況によっては特別を作る必要性が高い場面

がある一方で、そればかりでは周囲の幼児が

「いつもミズキくんの味方ばかり」と彼を特別な

存在として認識する可能性も生じる。ワクイ先生

はどの子にも「私の味方でもある」ことが実感で

きるよう、双方のバランスを考え試行錯誤しなが

ら進めていたと捉えられる。こうしたワクイ先生

の思いや関わりが周囲の幼児に伝わり、ミズキを

含めた多様な他者を受け止める土壌として働き、

結果としてクラス全体の関係性が包摂に向かった

のではないかと考えられる。

3．本研究の成果と課題
共生社会の形成は、現代社会が抱える喫緊の課

題の一つである。保育を通じて、幼児が多様な他

者を理解し、その存在を受け入れながら共に過ご

す経験を積み上げられている事実は、その課題解

決に向けた示唆をもたらしているであろう。本研

究を通して、「どの子も肯定的に受け止める」保育

者のまなざしとそれに基づく保育上の配慮や実践

展開を可視化したことで、差別や排除ではなく包

摂に向かう保育展開の一端を示すことができた。

一方で、経験や雇用など保育者個々の違いを踏ま

えつつ、クラスや園としてどのように情報や意見

を共有しながら保育を展開したのかについては、

今後の検討課題であると考える。

注
本論文は令和4年度東京学芸大学大学院連合教

育学研究科に提出した博士論文の一部を加筆・

修正したものである。また、本論文はその一部を

日本保育学会第74回大会にてポスター発表をし

ている。
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認定こども園の2歳児から3歳児への移行・接続に伴う課題
̶質問紙調査からみえる園長と保育教諭が捉える困難さ̶

Issues Associated with the Transition and Continuity from 2-year-old to 3-year-old Classes 
in Certified Integrated Preschool and Childcare Centers

– Focusing on the Issues Faced by Principals and Caregivers  
as Revealed by a Questionnaire Survey –

大方美香 中田範子 神長美津子 石丸るみ
（大阪総合保育大学） （東京家政学院大学） （大阪総合保育大学） （大阪総合保育大学）

本稿は、認定こども園独自の課題に着目したカリキュラムを検討するにあたり、2歳児から3歳児の育

ちと学びを支えるカリキュラム作成の課題を探るため、調査を実施し、園長と3歳児クラス保育教諭の

感じる困難さについて焦点を当てて、分析・考察した。第一に、保育教諭の感じる困難さに関する回答

から、高困難群と低困難群に分けて、認定こども園に移行・新設してからの経過年数を算出したところ、

高困難群のほうが低困難群よりも、有意に長かった。第二に、保育教諭と園長ともに困難な場面として

回答数の多かった場面は、「排せつ」「各活動から活動への移行」であり、新年度が始まる時期の他、長期

休暇が明けた時期にも困難さを感じることが明らかになった。今後は、保育教諭を取り巻く状況を複合

的に捉えることが必要であるが、保育教諭の現状に対する認知の在り方や志向性が、困難さの度合いを

左右する要因として見いだされた。

キーワード :  認定こども園、カリキュラム、幼保一体化、幼保一元化、困難さ 

Ⅰ　問題と目的

1． 認定こども園の2歳児から3歳児の移行・
接続

2歳から3歳への移行期には、精神面や身体面

など様々な側面から成長過程を再確認する必要が

ある。特に認定こども園では、精神面や身体面な

どの月齢による違いだけではなく、家庭における

体験の違い、小規模保育所からの移行、家庭保育

からの移行、進級児としての移行など様々な環境

の子どもが3歳児として同じクラスになる。この

ことによりどのような課題が生じるのだろうか。

集団生活の有無などの異なる環境で育ってきた子

どもたちが同じクラスで生活する場合、3歳児ク

ラスの保育への配慮が必要になることは必然であ

る。保育教諭の配置人数や、担当者の変更、連絡

帳の有無など、保護者の不安や戸惑いへの対応等、

ハード面ソフト面の様々な事柄が課題になる。

幼保連携型認定こども園教育・保育要領では、

第1章総則の「第3　幼保連携型認定こども園と

して特に配慮すべき事項」で、集団生活の経験年

数が異なることや、保護者の生活形態を反映した

園児の在園時間の長短、入園時期や登園日数の違

いを踏まえて、園児一人一人の状況に応じ、教育

及び保育の内容やその展開について工夫すること

を挙げている。特に満3歳以上については入園す

る園児が多いことや同一学年の園児で編制される

学級の中で生活することなどを踏まえ、家庭との

連携を図るとともに、環境の工夫をすることを指

摘している。すなわち、集団生活の経験が異なる

pp.63-74

原著論文
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園児に配慮した0歳から小学校就学前までの一貫

した教育及び保育をどのように展開するかが、

幼保連携型認定こども園のカリキュラムの課題

であり、各園の取組みに期待している。

以上のことを踏まえ、本稿は、認定こども園に

おける2歳児から3歳児の移行・接続について、

取り上げた。

2．認定こども園に関する先行研究
本稿の先行研究として、認定こども園注1）注2）の

カリキュラムに関する動向をシステマティック・

レビューでは、2005年から2023年に発表された

学術論文98件を抽出し、どのような側面からカ

リキュラム研究を行っているかにを明らかにし

ている。ただし、ここで対象とした学術論文では、

認定こども園独自の課題の指摘や解決の方向性

を示すという、認定こども園のカリキュラム研究

の概要を把握することに止まっている。園児の

在園時間や生活経験、午睡時間と場所の確保と

いった課題については問題を指摘しつつも、カリ

キュラムとしてどう考えていくかについては十

分に論じていない。

集団生活の経験が異なる園児に配慮した0歳か

ら小学校就学前までの一貫した教育及び保育を

どのように展開するかが、幼保連携型認定こども

園のカリキュラムの課題であることから、認定こ

ども園における2歳児から3歳児の移行・接続に

ついて、取り上げる。特に満3歳以上については

入園する園児が多いことや同一学年の園児で編

制される学級の中で生活することなどを踏まえ、

家庭との連携を図るとともに、環境の工夫をする

ことについて検討する。

認定こども園固有の課題を解決するカリキュラ

ムに関して、中塚ら（2017）は、実践を通して課題

の解決を図ってきた当事者からの報告をまとめて

いる。その中で0.1.2歳児のカリキュラム編成、

3歳以上児（2号認定）のカリキュラム編成の課題

をそれぞれ述べており、各カリキュラムの構造と

して検討すべき課題を示している。また、杉山

（2022）は、認定こども園の教育課程に係る教育時

間終了後の保育に焦点を当て、夕方の時間帯にお

ける保育教諭の在り方として、教育を意識するとい

うよりも、それぞれの過ごし方、それぞれの暮らし

を支えることを意識することが求められていると

述べている。このように、カリキュラムを実践する

保育教諭の意識に焦点をあてて、認定こども園固

有の問題を解決につながる視点を指摘している。

なお、一般社団法人日本保育学会、課題研究委

員会（大方ら）は、第70回大会課題研究委員会企

画シンポジウム報告において「幼保一体化の課題

と展望」（2017）について、国際的動向やマネジメ

ントの視点、実践現場視点から見えた希望などを

含めて議論し、認定こども園の様々な課題が指摘

した。その中でも特に、認定こども園における構

造の質による課題及び2歳児から3歳児の移行・

接続に伴う課題について議論を重ねている。特に、

構造の質による課題、たとえば、認定こども園制

度や組織・体制の変化・改革への関心は高いが、

カリキュラムは移行前のものを使用している園

が多い等、認定こども園の特色や課題を踏まえた

カリキュラムについての関心が薄いことも指摘

している。2歳児から3歳児の移行・接続では、

保育教諭は場面ごとのニーズへの対応に追われ、

園生活の多様性を包括的にとらえられず、困難さ

の原因や克服の手立てを見いだせていないこと

が指摘されていた。

これらを踏まえ、認定こども園固有の課題の解

決していくためには、構造的な要因と絡めながら

カリキュラムの在り方を論じていくことが必要

ではないかと考えた。

認定こども園3歳児クラス保育教諭には、3歳

児の生活の多様性を見出し、3歳児の教育・保育

の課題にどのように創意工夫していくのか、その

為には、困難さを生み出す関連要因を明らかに

し、子どもに今何が育ちつつあるのかをいつも意

識した保育実践が求められる。このようなこと
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を踏まえ、本稿では、認定こども園における2歳

児から3歳児の育ちと学びを支えるカリキュラム

作成の課題を探るため、質問紙調査を実施した。

3．本研究の目的
質問紙調査（以下「調査」と表記）では、認定こ

ども園の2歳児から3歳児クラスへの接続期の保

育の多様さや困難さの実態を明らかにするとと

もに、この時期に求められるカリキュラムを考察

することをねらいとしている。

調査は、認定こども園の園長を対象としたもの

と、3歳児クラス担当保育教諭を対象としたもの

の2種類である。園長対象では、園の概要、認定

こども園の移行の状況、開所時間などの構造的な

側面と、2歳児から3歳児への育ちや学びをつな

ぐカリキュラムのイメージなどを質問した。3歳

児クラス担当保育教諭対象では、2歳児から3歳

児への接続期の捉え方、困難さについての受け止

め、接続期のカリキュラムに関する考え等、実際

に担当して感じていることや考えていることを

質問した。なお、2種類の質問紙調査結果の概要

については、「認定こども園の2歳児から3歳児の

育ちと学びを支えるカリキュラムの調査報告（1）

－園長を対象として－」、「認定こども園の2歳児

から3歳児の育ちと学びを支えるカリキュラムの

調査報告（1）－3歳児クラス担当保育教諭を対象

として－」にて、その概要を報告している注3）。

Ⅱ　研究の方法

1． 調査対象と調査方法
（1）調査対象

幼保連携型認定こども園1819園の園長と3歳

児担当保育教諭。

（2）調査項目

調査項目は、以下のとおりであり、自由記述の

他、選択式の質問項目については、主に4件法回

答、質問項目により複数回答等とした。

①園長対象の調査

ア．園の基本情報　12項目

園の所在、園の所在する市区町村の人口と待機

児童数、運営主体、認定こども園のタイプ、認定

こども園に移行した年、認定こども園開設の経

緯、開所時間と教育時間、1号認定の子どもを

対象とした教育時間と「預かり保育」の実施状況、

定員及び在籍園児数、クラス編制の状況、園庭

（野外遊技場）の状況、給食の対応などの園運営の

基本情報。

イ．認定こども園への移行　2項目

認定こども園に移行した時期や理由、認定こど

も園に移行したことへの受け止めなど。

ウ．子どもの保育　9項目

保育の計画の作成状況、2歳児クラスから3歳

児クラスへ移行する時期の保育についての考え、

登園日数の違いや長期休業の有無などのへの配慮

や工夫、小規模保育施設から入園する子どもへの

配慮、家庭的保育から入園する子どもへの配慮、

バス登降園の有無、2歳児から3歳児への接続期

の受け止め、3歳児クラスの保育の困難さの受け

止め、3歳児クラスの保育の困難さを感じる時期。

エ． 2歳児から3歳児の育ちと学びを支えるカ

リキュラム　12項目

2歳児から3歳児の育ちと学びを支えるカリ

キュラム（自由記述）

②3歳児クラス保育教諭対象の調査

ア． 2歳児から3歳児クラスへの接続期の受け

止め　1項目

イ．困難さの受け止め　6項目

1号認定と2号認定の3歳児クラスの子どもの

様子、基本的な生活習慣の違いによる困難さ、

保育の困難さと関連する事項、2歳児から3歳児

クラスへの接続期の子どもの戸惑い、1日と1年

間の園生活で3歳児クラス保育の困難さを感じる

場面など。

ウ． 2歳児から3歳児の育ちと学びを支えるカ

リキュラム　2項目
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3歳児クラスへの進級及び入園の時期のカリ

キュラムの実施の有無を調査。また、2歳児から

3歳児の育ちと学びを支えるカリキュラムについ

て（自由記述）

（3）調査実施期間

調査実施期間　2024年7月16日（火）～2024年

8月8日（木）

（4）調査手続き

調査は、Web（Googleフォーム）で実施した。

認定こども園1819園にメールにて依頼し、同意

が得られた場合にGoogleフォームにて回答し、

回収率は、8.30％（園長対象）、5.72％（3歳児保育

教諭対象）であった。

（5）倫理的配慮

質問紙調査は、大阪総合保育大学倫理審査委員

会の承認を得た（承認番号：児保研 -094）。なお、

質問紙調査の実施にあたり、園長と3歳児クラス

担当保育教諭宛それぞれに、質問紙は倫理的配慮

の下で作成し実施していること、無記名であり、

結果は統計的に処理され、記述内容が個人情報と

して公表されることがない等を伝え、同意したも

のだけが回答した。

Ⅲ　調査結果の考察

1．分析方法　
（1）分析1

園長対象と3歳児クラス担当保育教諭対象の

全回答（園長対象150件、保育教諭対象103件）の

うち、園長、保育教諭ともに回答されていた認定

こども園の回答を組み合わせたところ、69組あっ

た。その69組のうち、表1に示す保育教諭対象の

質問項目Q2（1）,（2）,（3）,（4）とQ3について、

「当てはまらない」と回答したものを1点、「あま

り当てはまらない」を2点、「やや当てはまる」を

3点、「とても当てはまる」を4点付与し、合計点の

表1　1号認定と2号認定の3歳児クラスの子どもの困難さに関する質問事項
調査対象 質問の内容と回答方法

3歳児クラス
担当保育教諭

イ．困難さの受けとめ
Q2　 担当した、1号認定と2号認定の3歳児クラスの子どもの様子について、どのような点にどの

くらい困難さを感じましたか。
（1）園生活への適応度の度合いによる保育の困難さ
（2）子どもの登園時間と降園時間の違いによる困難さ
（3）保護者対応の困難さ
（4）集団経験の多少から生まれる子ども同士の関係づくりの困難さ

Q3　 園生活での基本的な生活習慣（食事、排泄、着脱衣、睡眠）での様子の違いによる困難さはあり
ますか。

Q6　 一日の保育時間のうち、3歳児クラスの保育で、どのような場面で困難さを感じますか。
（登園時、バスの乗車、自由遊び、片付け、集まりの時間、おやつ・食事、排せつ、散歩、午睡、
降園時、各活動から活動への移行、から選択）

Q7　 一年間の園生活のうち、3歳児クラスの保育で、どの時期に困難さを感じますか。（4月、5月、
6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月から選択）

園長 ア．園の基本情報
Q6  認定こども園に移行した時期
Q7  平成27年新制度施行以降における貴園での認定こども園開設の経緯
Q9  園の定員及び在籍園児数
ウ．子どもの保育

Q22　 一日の保育時間のうち、3歳児クラスの保育で、どのような場面で困難さを感じますか。
（登園時、バスの乗車、自由遊び、片付け、集まりの時間、おやつ・食事、排せつ、散歩、午睡、
降園時、各活動から活動への移行、から選択）

Q23　 一年間の園生活のうち、3歳児クラスの保育で、どの時期に困難さを感じますか。（4月、5月、
6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月から選択）
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平均が2.5以上のものを「高困難群」（N＝33, AV

＝1.87, SD＝0.53）、2.5未満のものを「低困難群」

（N＝36, AV＝3.08, SD＝0.44）とした。それを園長

の回答する、秋田・淀川（2016）による解説を参考

に作成した構造の質を問いのうち、表1に示す認

定こども園に移行してからの年数の平均（Q6の

回答から算出）、平成27年新制度施行以降におけ

る認定こども園開設の経緯（Q7）、そして2歳児

在籍人数に対する3歳児在籍人数の割合（Q9の

回答から算出）を抽出して分析の対象とした。

（2）分析2

園長、保育教諭ともに回答していただいた園69

組を対象に、次の2つの問いに対する回答を比較

した。

①  一日の保育時間のうち、3歳児クラスの保育

で、どのような場面で困難さを感じますか

（表1に示す、保育教諭対象Q6、園長対象

Q22）。

②  一年間の園生活のうち、3歳児クラスの保育

で、どの時期に困難さを感じますか（表1に

示す、保育教諭対象Q7、園長対象Q23 ）。

（3）分析3

保育教諭の回答から、子どもの生活習慣の多様

性に対する保育教諭の困難さの理由を分析した。

園生活で生活習慣での様子の違いによる困難さ

について、表1に示す、保育教諭（N＝103）への質

問「Q3.園生活での基本的習慣（食事、排泄、着脱

衣、睡眠）での様子の違いによる困難さは、ありま

すか。その困難さの度合いについて、当てはまる

ものに〇をつけてください。また、そう回答した

理由について、記述してください。」に対して、

「a.困難さを感じる」または「b.やや困難さを感じ

る」と回答した生活習慣低困難群（N＝40）と「c.あ

まり困難さを感じない」または「d.困難さを感じ

ない」と回答した生活習慣高困難群（N＝63）に分

けた。なお、回答の理由については、必答としな

かったため、回答数と各群の母数は一致しない。

分析の手続きとしては、各群の理由を記述した

回答のすべてを言語データとし、「質的テキスト分

析法」（Kuckartz，2018）を用いて分析した。まず、

分析対象である言語データを精読し、記述内容を

示すラベルを付与し、似たものを集めてコーディ

ングし、その分類から概念（concepts）を抽出して

一覧にまとめた。

2．分析結果・考察　
（1）分析1　結果・考察

保育教諭の回答に基づいて分別した「低困難

群」と「高困難群」に分類された認定こども園の

園長の回答から、認定こども園に移行・新設して

からの経過年数の平均を算出し、クロス集計し

た。その結果を表2に示す。また、両側検定の

T検定を行ったところ、高困難群のほうが低困難

群よりも、認定こども園に移行・新設してからの

経過年数が、有意水準 5％で有意に長かった

（t（67）＝2.24, p＝.014）。

認定こども園に移行した年数が長いと困難さが

高まるのか、または困難さが見えてくると解釈す

るのか、保育教諭の感じる困難さは、園全体の体

制が新しくなってからの経過年数よりも、何か他

の要因が関連していることが推察される。例え

ば、保育教諭自身の経験年数や保育教諭を取り巻

く状況との関連の方が強いという可能性につい

て検討の余地がある。つまり、保育教諭自身がど

のように園の体制を捉えているのか、また、自身

の感じる困難さを勤務園の特性とどのように関

連させ、理由付けながら捉えているのかをより深

く探る必要があると考察する。

表2　認定こども園に移行・新設してからの 
経過年数（単位：年）

移行・新設してからの 
平均経過年数（単位：年）

低困難群 7.81 
（N＝33） SD＝3.24
高困難群 9.78
（N＝36）  SD＝2.9
全体（N＝69） 8.79
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次に、平成27年新制度施行以降における認定

こども園開設の経緯と保育教諭の感じる困難さ

のクロス集計を行った。その結果を表3に示す。

各群の割合の数値が、全体の割合の数値よりも

高い箇所を網掛けしている。低困難群には、保育

所より移行した園と新設の園が多く、高困難群に

は幼稚園より移行した園と認定こども園から以

降した園が多い。

次に、3歳児クラスの在籍人数の2歳児クラス

の人数に対する割合とクロス集計をした。数値

が高いほど、2歳児から3歳児クラスに移行する

際にクラス規模が大きくなることを示している

が、結果として、2歳児クラスの人数に対する3歳

児クラスの人数の割合は、低困難群が1.46、高困

難群が 1.60であった。その結果を表4に示す。

また、両側検定のT検定を行ったところ、有意差

は見られなかった（t（67）＝0.26, p＝.60）。

なお、今回の調査では、子どもの人数に対する

保育教諭の配置人数については、回答を求めてい

ないことから、1号認定の子どもの入園や、2号認

定の子どもの2歳から3歳児クラスへの移行に伴

う、2歳から3歳児クラスへの移行・接続に伴う、

1号認定の子どもの入園や、2号認定の子どもの

クラスの移行に伴う、クラス規模の変化の差のみ

ならず、保育教諭の配置人数や、正規職員・パート

職員の割合、担当保育教諭の経験年数など、クラ

ス構成について複合的な捉えていく必要があり、

保育教諭の感じる困難さは、単にクラス規模の変

化だけではなく、他の要因が関連している可能性

が考えられる。

（2）分析2　結果・考察

次に、 園長、保育教諭ともに回答していただい

た園69組を対象に問うた、3歳児の保育に困難さ

を感じる場面と時期に対する回答を比較した。

なお、下記①、②ともに、「3つ挙げてください」と

回答数に制限を設けたが、実際には回答数にばら

つきがあった。しかしながら、ここでは、それら

のすべてを対象に分析したことを付記する。そし

て、保育教諭と園長の回答数には差があったため、

表5，6では、対象別に回答数と回答全体に対する

割合を示し、図1，2では、各回答の回答全体に対す

る割合をグラフに描いて比較した。

①  一日の保育時間の中で、3歳児クラスの保育

で困難さを感じる場面

一日の保育の中で、保育教諭と園長ともに困難

な場面として回答数の多かった場面は、「排せつ」

「各活動から活動への移行」であるが、順位が逆転

しているうえに保育教諭と園長の回答の差につ

いても他と比べて大きい（図5の太字部分）。この

結果をどのように解釈するのか、その糸口を分析

3の結果と照らし合わせて導きたいが、「排せつ」

は、子どもの様子には多様性があるものの、保育

教諭は乳幼児の自立に向けた育ちのプロセスをあ

表3　認定こども園開設の経緯　上段の単位は「件」、下段の割合は各群の全回答に対する割合

保育所より移行 
（もとは保育所だった）

幼稚園より移行 
（もとは幼稚園だった） 認定こども園から移行 新設 計

低困難群 23
（69.7%）

 5
（15.2%）

1
（3.0%）

4
（12.1%） 33

高困難群 18
（50.0%）

 9
（25.0%）

6
（16.7%）

3
 （8.3%） 36

全体 41
（59.4%）

14
（20.3%）

7
（10.1%）

7
（10.1%） 69

表4　3歳児クラスの人数の2歳児クラスの人数に
対する割合（単位：倍）

3歳児人数/2歳児人数
の平均

低困難群 1.46
（N＝33）  SD＝0.80

高困難群 1.60
（N＝36） SD＝0.67
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る程度認識しやすいが、「各活動から活動への移

行」の場面では、各活動の内容や場所、保育教諭の

配置人数やクラス規模等により、子どもの動きも

保育教諭の動きや配慮事項も状況に応じて常に変

化させることが求められ、という保育の展開上に

生じる保育者の援助や配慮の多様性の度合いに相

違があることが考えられる。

②  1年間の園生活のうち、3歳児クラスの保育で

困難さを感じる時期

1年間の中で困難さを感じる時期に対する、

保育教諭と園長の回答は、同様に、順に「4月」

「5月」「6月」となっている。しかし、前月からの

差を算出すると特徴が見いだされた。4月から

8月にかけて急激に困難さが減り、8月から9月に

は増加するという傾向が双方の回答から見出さ

れ、3歳児クラスで感じる困難さは4月から6月、

そして、8月から9月に増加することが分かった。

また、園長の回答では、1月に困難さが増加する

結果も見られ、新年度が始まる時期に加え、1号

認定の子どもが夏休みや冬休みを経験して、園生

活が再スタートする時期に困難さを感じる傾向

が見出された。

表5　回答者別一日の保育の中で3歳児の保育に困難さを感じる場面

回答 保育教諭の回答（割合） 園長の回答（割合）
登園時 24（11.48）  29（14.43）
バスの乗車 1（0.48） 0（0.00）
自由遊び 15（7.18） 12（5.97）
片付け 17（8.13）  15（7.46）
集まりの時間 16（7.66） 13（6.47）
おやつ・食事 26（12.44） 24（11.94）
排せつ 41（19.62） 42（41.79）
散歩 9（4.31） 13（6.47）
午睡 10（4.31） 12（5.97）
降園時 3（1.44） 3（1.49）
各活動から活動への移行 47（22.49）  38（18.91）

計 207（100.00） 201（100.00）

図1.　「一日の保育の中で困難さを感じる場面」の回答全体の対する各場面の割合の比較
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（3）分析3　結果・考察

次に、子どもの生活習慣の多様性に対する保育

教諭の困難さの理由について分析を行った。生活

習慣低困難群が「なぜ子どもの生活習慣の違いに

よる困難さを感じないのか」という理由（回答数

27、無回答13）、そして、生活習慣高困難群が

表6　回答者別一年間の園生活の中で3歳児の保育で困難さを感じる時期

回答 保育教諭の回答（割合）
前月との差（%）

園長の回答（割合）
前月との差（%）

4月 67（34.36）  61（34.86）
5月 54（27.69）

-6.67
48（27.43）

-7.43
6月 30（15.31

-12.38）
25（14.29）

-13.14
7月 10（5.13）

-10.18
8（4.57）

-9.72
8月 3（1.54）

-3.59
7（4.00）

-0.57
9月 11（5.64）

+4.1
9（5.14）

+1.14
10月 4（2.05）

-3.59
0（0.00）

-5.14
11月 4（2.05）

0
2（1.14）

+1.14
12月 2（1.03）

-1.02
1（0.57）

-0.57
1月 2（1.03）

0
7（4.00）

+3.43
2月 5（2.56）

-2.53
3（1.71）

-2.29
3月 3（1.54）

-1.02
4（2.29）

+0.58
計 195（100.00） 175（100.00）

図2.　「一年間の園生活の中で3歳児の保育に困難さを感じる場面」の回答全体の対する 
各時期の割合の比較
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「なぜ生活習慣の違いによる困難さを感じるのか」

という理由（回答数47、無回答16）を回答した言

語データをもとに、それぞれ分類し、考察した。

その結果を表7・表8に示す。

表7　なぜ子どもの生活習慣の多様性による困難さを感じないのか
理由として抽出された概念 回答例（抜粋） 回答数
保育教諭自身が幼児の現状
を受け止め、見通しが見い
だせている

• 1号の子どもたちは、生活習慣を身につける段階にあると認識している。
•  ルーティーン化して日々を積み重ねていくことで見通しが持てるようになり、
そうなると違いは感じられないため。
•  園生活の経験がある子どもが慣れていることがあることと、経験のない子ど
もがわからなかったり、できなかったりすることが多いことはあらかじめ予想
できることであり、様子が違うことで困難だと感じることはなかった。

7

保育教諭と他者との連携が
できている

•  1号認定、2号認定の枠にとらわれず遊んでいるし、保護者対応も早出、
遅出が密に連携し行うことが出来ているため。

2

子ども同士の関わりが支え
になっている

•  実生活での生活習慣が身についている子の姿をみて知る、学ぶことができ
るので。

2

構造的な条件 •  1号認定の子どもがいない。
•  2号認定から1号認定に支給認定区分を変更するパターンしか受入れがな
いため、生活に困難さを感じることがない。

10

子ども自身の育ちが土台に
なっている

•  2歳児クラスでの経験を土台とし、安心して身の回りのことを自分で行う力
が育っていたため、大きく不安定になる子はいなかった。

1

差異を感じない •生活習慣の差異を感じないため 5

表8　なぜ子どもの生活習慣の多様性による困難さを感じるのか
理由として抽出された概念 回答例（抜粋） 回答数
保育教諭自身の子どもの
ペースに合わせたいという
気持ちと現状とのジレンマ
がある

•  子どもの気持ちが向かない場合、時間での集団移動が決まっていると、子ど
もが遅れた活動になってしまうことや、無理強いはしたくないので環境に慣
れるまでは時間がかかる。
•  個人差が大きく、個々に合わせて必要な援助をしてあげたいが、発達の差や
家庭での経験等により伝わる方法や環境も違うため、異年齢保育を基本とし
て生活している園なので、丁寧に関われない場面もあり、なかなか身につか
ない、進まない子もいる。関わり方や環境作りに困難は感じている。

5

それぞれの子どもに見られ
るこれまでの集団生活の経
験の差

•  特に新入園児は集団になじむのに時間がかかった。また基本的な生活習慣
も個別で配慮がいる子が多く、その点に困難さを感じた。
•  2号認定の幼児は、園生活での基本的生活習慣がついているが、1号認定の
幼児は初めての環境で不安を感じたり嫌がったりすることがあるので、身に
つくのに時間がかかることがある。

6

家庭環境や保護者の状況 •  家庭での保育では、なかなか規則的に進めるのは難しいと感じるため。
•  生活環境、生活リズムが違うため保護者に余裕がない。
•  家庭での生理的欲求が満たされてなく情緒が安定しない子が増えている。
給食、午睡後から元気になる。

12

子どもにより生活習慣の自
立に差がある

•  生活習慣の自立に個人差があること。
•  2号認定の子どもは、乳児クラスからの積み重ねがあるが、3歳の1号認定
の生活習慣についてはかなり低い。

4

自我の育ちによる子ども同
士のトラブル

•  自我が確立していく時期のため、自己主張が強い子同士でトラブルが増える
ように感じるから。

2

他の子どもへの影響 •  好き嫌いが多く、給食を一口も食べられない時期が数カ月続くなどのことも
あり、頭を悩ませたこともあった。その様子を見て、今まで食べていた在園
児が真似をして食べていたものを嫌がって食べなくなるなど、他の園児に影
響が及び、2歳児で確立していたものが壊れてしまうことで悩むこともあった。

2

個人差の大きさ •  月齢、理解度の個人差が大きい為。
•  個人差が大きくなってきたように思う。
•  入眠の時間が異なり、対応するのが大変だった。

11

その他 •  家庭での様子が最初は見えづらい。 5
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保育教諭が困難を感じない理由として、勤務園

の構造的な要因や「差異を感じない」という理由

の他に、「子どもの現状を受け止め、かつ育ってい

こうとする見通しが持てていること」や、「子ども

同士の関係や他者との連携が支えとなり、困難さ

を強く感じない」という回答が挙げられた。また、

困難さを感じる理由として、家庭の状況や個人差

を理由する他、子どもの個々のペースに合わせら

れないというジレンマを挙げていた。このよう

に、本稿では、現状に対する保育教諭の意向との

相違を理由として挙げられていることが見いだ

された。今後は、現状に対する担当保育教諭の感

じる困難さとの関連性や、そこに潜む関連要因に

ついて明らかにすることが望まれる。

どちらの回答からも、現状を保育教諭がどのよ

うに受け止めてどのように援助しようとしてい

るのか、また、現状がその後どのように変化して

いくのかを見通せているのか、という保育教諭の

現状に対する認知の在り方や志向性が、困難さの

度合いを左右する要因として見いだされた。こ

の点に着目することが、2歳児から3歳児への接

続に関するカリキュラム開発に活路を見出して

いく可能性が期待できる。

Ⅳ　総合考察

本稿は、既に実施した中田他の論文「認定こど

も園のカリキュラムに関するシステマティック・

レビュー」で、どのような側面からカリキュラム

研究を行っているかについて明らかにした結果見

出された様々な課題、その中でも特に、認定こど

も園における構造の質による課題及び2歳児から

3歳児の移行・接続に伴う課題が見いだされた。

また、教育・保育の質の向上を目指して、認定こど

も園独自の課題に着目した固有のカリキュラムに

ついて検討することが示唆されている。園長と

3歳児担当保育教諭の困難さの課題を見出し、解決

に向けた方策を講じる際には、各園の状況を考慮

する必要がある。その解決方法は一様ではない

（中田他，2020）ことにも留意しながら、認定こど

も園独自の特性や課題を踏まえた、固有のカリ

キュラムに関する研究が求められる。

このようなことを背景として、本稿では、認定

こども園の2歳児から3歳児の移行・接続に伴う

保育の多様さや困難さの実態を明らかにした。

本稿の質問紙調査は、認定こども園の園長及び

3歳児クラス担当保育教諭を対象とし、クロス集

計を行い、分析の結果、次のようなことが新たに

見出された。

第一に、保育教諭の感じる困難さと認定こども

園に移行・新設してからの経過年数の関係である。

結果として、高困難群のほうが低困難群よりも、

認定こども園に移行・新設してからの経過年数が、

有意に長かった。また、低困難群には、保育所よ

り移行した園と新設の園が多く、高困難群には

幼稚園より移行した園と認定こども園から以降し

た園が多い。また、2歳児クラスの人数に対する

3歳児クラスの人数の割合は、低困難群が1.46、

高困難群が1.60であったが、有意差は見られな

かった。これらの結果から、保育教諭の感じる困

難さは、園全体の体制が新しくなってからの経過

年数や、クラス規模の変化だけではなく、様々な

要因（保育教諭の配置人数や、正規職員・パート

職員の割合、担当保育教諭の経験年数など、）が関

連し、クラス構成について複合的に捉えていく必

要がある。

第二に、一日の保育の中で、保育教諭と園長と

もに困難な場面として回答数の多かった場面は、

「排せつ」「各活動から活動への移行」であるが、

順位が逆転しているうえに保育教諭と園長の回答

の差についても他と比べて大きい、ということが

見い出せた。本稿では、その解釈の糸口を分析3

の結果と照らし合わせて導きたいが、保育の展開

上に生じる保育教諭の援助や配慮の多様性の度合

いに相違があることが考えられる。つまり、分析

3で見出された、保育教諭の回答からは、現状を保



乳幼児教育・保育者養成研究　第5号

– 72 – – 73 –

育教諭がどのように受け止めてどのように援助し

ようとしているのか、また、現状がその後どのよ

うに変化していくのかを見通せているのか、とい

う保育教諭の現状に対する認知の在り方や志向性

が、困難さの度合いを左右する要因として見いだ

された。

今後は、保育教諭の感じる困難さについては、

関連する要因を見出し、保育教諭を取り巻く状況

を複合的に捉えること、そして、保育教諭が捉え

る、今目の前にある子ども一人ひとりの現状と、

その一人ひとりの子どもが、どのようなプロセス

を経て成長していくのかを描けているのかとい

う点に着目し、認定こども園の特性を踏まえた

2歳児から3歳児への接続に関するカリキュラム

開発へとつなげたい。

付記
1） 本質問紙調査は、令和5年度～7年度科学研究

費助成事業基礎研究（C）「認定こども園の

2歳児から3歳児の育ちと学びを支えるカリ

キュラム開発研究」（研究代表大方美香：科研

番号；23K02298）の助成を受けて実施して

いる。

2） Webアンケートの配布及び回収、集計に当

たっては、特定非営利活動法人全国認定こど

も園協会、公益社団法人全国認定こども園研

修研究機構全国認定こども園協会事務局中田

貴士氏に協力を得た。このことに深く感謝し

ている。

注
注1） 幼稚園と保育所の施設数と3歳児～5歳児

人口の在籍子ども数割合は、幼稚園は

12,685園、在籍子ども数は3歳児～5歳児人

口39％、保育所は17,343所、在籍子ども数

3歳児～5歳児人口21.5％である（1974年）。

（行政管理庁（1975）「幼児の保育及び教育に

関する行政監察結果に基づく勧告」による）

注2） 幼保連携型認定こども園数は、2015年4月

1,930園、2022年4月6,475園（内閣府調べ）

である。

注3） 日本乳幼児教育・保育者養成学会、第5回大

会ポスター発表、2024年12月15日
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保育者養成課程におけるカリキュラム・マネジメント教材の効果
̶学生の意欲向上に与える影響̶

The Effects of a Learning Material of “Curriculum Management” in  
Teacher Preparation Program for Early Childhood Education and Care  

on Student Teachers’ Motivation for “Curriculum Management”

若山育代 入江良英 後田紀子 小尾麻希子 桐川敦子
（富山大学） （中九州短期大学）（高知学園短期大学）（武庫川女子大学短期大学部） （聖徳大学）

佐藤有香 新家智子 目良秋子 若尾良徳
（和洋女子大学） （共立女子大学） （白百合女子大学） （日本体育大学）

本研究では、カリキュラム・マネジメントに対する学生の意欲を向上させる教材の効果を検証した。

本研究で使用する教材は、メタ分析に基づく効果的な指導技術やカリキュラム・マネジメントの学習状

況に関する学生の実態、カリキュラム・マネジメントに関する研究や学習意欲研究の知見、『幼稚園教育

要領』等や中央教育審議会の行政文書を踏まえて作成されたものであった。教材で学ぶ実験群と学ばな

い対照群を設定して、教材がカリキュラム・マネジメントへの意欲に及ぼす効果を検証した。その結果、

意欲の程度については教材の効果が認められず、実験群の意欲の程度は向上しなかった。一方で、教材

で学ぶことで学生のカリキュラム・マネジメントへのエンゲージメントは維持され、教材で学ばないと

低下する傾向があること、また、教材で学ぶことでカリキュラム・マネジメントの保育実践上の意義を

説明しようとするようになることがわかった。

キーワード :  保育者養成課程、カリキュラム・マネジメント、教材、効果検証、学生の意欲

Ⅰ．問題

平成29（2017）年11月に教職課程コアカリキュ

ラム（教職課程コアカリキュラムの在り方に関す

る検討会，2017）が発表された。そこには、学習指

導要領等に規定されるカリキュラム・マネジメン

ト（以下、CM）の意義や重要性の理解、カリキュ

ラム評価の基礎的な考え方の理解の教育目標が

設定された。この背景には、平成28（2016）年の

答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別

支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策

等について」において、学校教育が資質・能力を

育成するようになったことに合わせて、特にカリ

キュラムの分野に焦点化するようになったこと

がある（中央教育審議会，2016）。これは、カリキュ

ラムというものが、教師が権利を持って扱う、

学校教育全体にわたる資質・能力を育むための肝

要なシステムだからである（中留，2003）。従って、

教師はカリキュラムを資質・能力を育むために扱わ

なければならないが、これまでカリキュラムは学校

教育において形骸化してしまうことが課題とされて

きた（中留，2003）。そこでコアカリキュラムは、

カリキュラムが資質・能力を育む重要なシステム

であること、またそれを扱えるようになることを

学生に教育するよう求めるようになった。こうし

た動向を受けて、現在、幼稚園教諭等の教員養成

課程においては、CMの意義や重要性、カリキュラ

ム評価の基礎的な考え方を学生に教授している。

Darling-Hammond, Chung, & Frelow（2002）によ

ると、教員養成課程で教育を受けた教員は、オル

pp.75-86

原著論文
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タナティブプログラム（alternative programs）を

経て教員になった教員や教育を受けずに教員に

なった教員に比べ、教職のほとんどの側面におい

てしっかりと準備が整っていると感じていること

が示された。なお、オルタナティブプログラムと

は、教員養成課程の修了以外の者が、公立学校ま

たは教育省認定校で教員または管理職として在職

しながら、教員または管理職認証の要件を満たす

代替方法とされている（South Dakota Department 

of Education, 2021）。これを踏まえれば、学生が

養成課程においてCMについて学び専門的な知

識や技術を得ることで、「保育者になる準備がで

きている」という自信をもってCMを実施できる

と考えられる。しかし、若山・後田・小尾・桐川・

佐藤・新家・目良・若尾（2023）は、保育者養成課

程の学生は、CMを行う自信がないため意欲的で

ないと回答する者が多いことを報告している。

Ⅱ．研究の目的

このように、保育者養成課程の学生は課程にお

いてCMを学ぶ。しかし一方で、CMに対して意

欲が低いという現状がある。上淵（2008）によれ

ば、人は欲求によって、行動を解発させる（例え

ば、「空腹を満たしたい」という欲求が、「三杯飯を

喰う」という行動を解発する）。従って、CMの専

門的知識や技術を身に付けるという実際の行動を

解発するには、それについて学びたい・取り組み

たいという意欲が必要である。「保育者になる準

備ができている」という自信をもって保育者にな

るためには、CMに対する専門的知識や技術の獲

得が必要であり、そのためにはCMへの意欲的態

度をもつことが必要ということになる。言い換え

れば、養成課程でCMの意義や重要性、カリキュラ

ム評価の基礎的な考え方を身に付けるベースは、

「CMを行ってみたい」という意欲である。

CMに対して学生や保育者が意欲的な態度を

もっていることが望ましいとするならば、それを

初めて学ぶ養成段階の学生が、CMを行うことに

対してどの程度の意欲を身に付けているかを把

握することは重要である。しかし、若山・若尾・

入江・後田・小尾・ 桐川・佐藤・新家・目良（2020）

のレビューからは、学生のCMに対する意欲の評

価はこれまでに行われていないことが明らかに

なった。

上述したDarling-Hammond, Chung, & Frelow

（2002）の研究では、オルタナティブプログラムの

ように働きながら学ぶスタイルよりも、学生は大

学等でレクチャーを受けることで「保育者になる

ための準備がしっかりと整った」と感じている。

つまり、CMについて机上で学修することで、十分

にCMに対する意欲を涵養できることを意味して

いる。一方、これまでは教職課程コアカリキュラ

ムのように、CMに関する授業の達成目標が提示

されるのみで、それをどう教えるかは明らかでは

なかった。また、若山ら（2020）は、保育者養成課

程におけるCMについての教授法は、科学的実証

研究の枠組みで効果検証されていない実態があ

ると指摘した。

以上から、本研究では、CMに対する保育者養

成課程学生の意欲を向上させる教材の効果を実

証することを目的とする。本研究で使用する教

材は、若山・入江・後田・小尾・桐川・佐藤・新家・

目良・若尾（2024）が開発したものを使用する

（図1）。この教材は、Hattie（2018）のメタ分析に

基づく効果的な指導技術を盛り込んだCMの教材

であり、学修の目当てや学修者へのフィードバッ

ク、解法付き例題、概念の図式化を含んでいた。

また、CMの内容について、カリキュラムとCMを

混同して理解している者がいる実態（若山ら，

2023）を踏まえた事項や、『幼稚園教育要領（文部

科学省，2018）』及び『幼保連携型認定こども園教

育・保育要領（内閣府・文部科学省・厚生労働省、

2018）』の規定、カリキュラムの点検（中留，2003）

に関する事項を含んでいた。また、学び方を教授

されれば学習課題への意欲が高まるという意欲



乳幼児教育・保育者養成研究　第5号

– 76 – – 77 –

講義：幼児教育・保育におけるカリキュラム・マネジメント 
１．今日の学修の目当て 
○カリキュラム・マネジメントとは何かを理解し，取組への意欲をもつ。

２．カリキュラムとは何か？カリキュラム・マネジメントとは何か？ 
【知識１】カリキュラムとは教育課程や全体的な計画とも呼ばれる。養護・教育の「ねらい」と「内容」を，

年齢ごとに設定したもの（資料参照）。 

【知識２】カリキュラム・マネジメントとは？ 
記録に基づく子どもの実態や『幼稚園教育要領』や『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』などに基づ

いてカリキュラムの「ねらい」と「内容」の改善点を見付けて，見直すこと。 
例）１歳児「健康」【旧】〇体を動かすことを楽しむ。→【修正】〇自分なりに体を動かすことを喜ぶ。 

３．なぜカリキュラム・マネジメントを行うか？ 
【知識３】『幼稚園教育要領』や『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』によれば，年齢や時期にふさわ

しい教育活動を行えるようになるため。 
問い：なぜ行うの？ 

４．どうカリキュラム・マネジメントを行うか？ 
【知識４】カリキュラム・マネジメントは，Plan（計画），Do（実施），Check（評価），Action（改善）の４

段階ですすむ。 

 

５．ノートのまとめ 
 誤字脱字がないか，書き写し忘れているところがないかをチェックしましょう。また，自分なりに書き足し

ておきたいことがあればノートに書き足しておきましょう。 

「ねらい」と「内容」はこれまでもいろいろな授業や実習で扱ってきたのでなじみがありますね！ 

これまで実習や体験学習等で行ってきた「指導案の見直し」と同じです。難しいと遠ざけず，前向きに取り組んでみるとよいですね。 

「計画し，実践して，子どもの姿等をもとに振返り，計画を書き改める」。思い返すと経験したことがありますね！ 

カリキュラム・マネジメントで

年齢ごとに「ねらい」と「内容」を見直す。 
それぞれの年齢にふさわしい教育活動を行うことができる すると 

Plan（計画）

各園のカリキュラムの「ねら
い」と「内容」に基づいて指

導計画を作成する。

Do（実施）

作成した指導計画を用いて保育
を実践し，記録を作成する。

Check （評価）

記録に基づく子どもの実態や『幼稚
園教育要領』などに基づいてカリキ
ュラムの「ねらい」と「内容」が自園
の子どもたちにとってよいものか

チェックする。

Action（改善）

カリキュラムの「ねらい」と
「内容」を書き改める。

図1.　本研究で使用する教材（1/2）
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図1.　本研究で使用する教材（2/2）
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研究の知見（岡田，2007）に基づいて、教材には中

央教育審議会（2016）による教育課程の改善に関

するPDCAサイクルの図が含まれていた。

Ⅲ．研究の方法

1．対象者
保育者養成課程を有する短期大学及び4年制大

学8校で調査を行った。このうち、短期大学は2校、

4年制大学は6校であった。対象者は、これらの

養成校に在籍する学生であった。対象となった学

生の総数は163名であり、学年別では短期大学

1年生が 10名（6.2％）、短期大学 2年生が 36名

（22.4％）、4年制1年は0名（0％）、4年制2年は19

名（11.8％）、4年制 3年は 80名（49.7％）、4年制

4年は16名（9.9％）であった（163名のうち、2名

は学年が無回答であったため、学年別の人数の総

数は161名となっている）。

このように幅広い学年の学生を対象とした理

由は、CMに関する事項の既習および未修に関わ

らず、教材の効果を検証するためである。若山ら

（2020）の研究では、システマティック・レビュー

によって保育者養成課程のカリキュラム論の内

容を分析したが、カリキュラム論の授業は短期大

学においては2年次に配置されるケースが少数見

られたものの、4年制の養成課程ではどの学年に

配置されているかは定かではなかった。つまり、

日本の保育者養成課程においてカリキュラム論

がどの学年で実施されているか、現時点ではシラ

バスの分析などがなく、確かなデータがほとんど

存在しない。そこで、どの学年でも教材が実施さ

れる可能性があると考え（注）、全学年の学生を対

象とし、教材の効果を検証した。

2．手続き
（1）群分け

163名の対象学生を対照群と実験群の2群に分

けて、教材の効果を検証した。対照群は、短期大

学1年生10名、短期大学2年生13名、4年制3年

39名、4年制4年8名に加えて、学年が不明の2名

を足した計72名を配置した。実験群は短期大学

2年生 23名、4年制 2年 19名、4年制 3年 41名、

4年制4年8名の計91名を配置した。8校それぞ

れの調査者が、それぞれの学校の事情に応じて、

1つの学年を対照群、もう1つの学年を実験群と

して任意に決定して調査を実施、または1つの学

年を対象として、どちらかの群のみ選択してデー

タを収集した。なお、短期大学1年生が対照群の

みに属していること、4年制2年が実験群のみに

属していることについては、これらの学年の学生

がそれぞれ1校の1学年であり、対照群と実験群

の2グループに分けることが困難であったことが

理由としてある。なかでも1年生を対照群に配置

した理由は、入学した学年であること、また、この

1年生の現在の姿から対照群としたほうがよいだ

ろうということなど、協議の上で決定した。また

4年制2年が実験群に配置されたのは、カリキュ

ラムや授業の進度から見て、ちょうどこの調査実

施期間にこの2年生がCMの教材で学ぶことが時

宜にかなっているという判断からであった。

（2）データ収集の時期及び期間

データ収集は202x年10月～12月の間に行っ

た。実施期間はそれぞれの養成校で3週間のうち

に2回の調査を実施した（表1）。まず両群とも、

1週目のある時点でベースラインとなるアンケー

ト調査への回答を求めた。回答にかかった時間

は概ね15分ほどであった。2週目は、実験群のみ

教材を用いた学修を実施した。3週目については、

両群に対して再び、1週目と同一のアンケート調

査における回答を求めた。

対照群の学生には、3回目のアンケートのあと

で、実験群に提示したものと同じ音声付き動画

ファイルを視聴できるURLと、PDFファイルが

ダウンロードできるURLを、それぞれ紙に印刷

するなどして配布した。また、これらは各学校の

研究倫理方針に基づき、授業以外の時間に学生に
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協力を依頼して同意を得られた学生に実施した

り、乳幼児教育・保育のカリキュラムを取り扱う

2単位科目のうち2回の授業、もしくは3回の授

業の数十分間で実施したりなどした。

3．アンケートの内容
アンケートの項目は、対象となった学生の属性

を尋ねる項目とCMの学修経験について尋ねる

項目から構成された。

（1）属性

①学校種と学年 全て選択式とし、学校種と学

年を選択肢から選んでもらった。②CMの学修

経験 「これまでにCMについて学んだか〇×で

教えてください。」とし、回答を求めた。

（2）CMへの意欲

①意欲の程度 「あなたが保育職に就いたとし

ます。あなたは、CMを実施し、報告する園内の代

表者の一人になりました。そのような事態になっ

たとき、CMに対するあなたの意欲の程度を以下

から選んで〇をつけてください」とした。この設

問に、「1　全く取り組みたくない」「2　やや取り

組みたくない」「3　どちらともいえない」「4　や

や取り組んでみたい」「5　とても取り組んでみた

い」の5件から選択してもらった。

②意欲の程度の理由 「①意欲の程度」の質問

に対する5件法での選択について、「なぜその意欲

の程度を選んだのか、理由を書いてください」と

した。これには自由記述で回答してもらった。

4． 対照群と実験群へのアンケートもしくは教
材の実施方法
表1の通り、1週目から3週目にかけて対照群

と実験群にアンケートもしくは教材を実施した。

実験群の 2週目では、図 1の資料を提示した。

この教材は、音声付き動画ファイルとPDFファ

イルの2種類からなるものだった。実験群の学生

に対し、調査実施者は音声付き動画ファイルを

パソコン上で再生し、プロジェクターで学生が視

聴できるように環境設定した。さらに、調査実施

者は、実験群の学生の手元に図1の紙資料を配布

するか、もしくはパソコンなどのデバイスで表示

されるようにした。

実験群の学生に配布された紙、もしくはデジタ

ル教材の内容は、全て実験群の学生がノートに手

書き、もしくはパソコンで書き写した。そのため

に、まずは調査実施者が音声付き動画ファイルを

再生し、音声読み上げをクラスに流した。図1の

教材の1事項（例えば「1．今日の学修の目当て」

○カリキュラム・マネジメントとは何かを理解

し、取組への意欲をもつ。）の読み上げが終わった

時点で、調査実施者は教材の再生を一時停止し、

実験群の学生がその事項をノート等に書き写す

時間を確保した。その後、しばらくして、実験群

の学生がその事項をノートに書き写し終えたか

を確認した。確認できたうえで、再び、教材の次

の事項を再生した。これらの再生と書き写しの

所用時間は、どの学校の実験群においても45分

ほどであった。

表1　対照群と実験群へのアンケートもしくは教材実施の流れ

対照群 実験群

1週目 アンケートの実施（ベースライン）

2週目 図1の資料を用いた授業の実施

3週目

アンケートの実施

図1の音声付き動画ファイルとPDFファイル
がダウンロードできるURLを配布
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Ⅳ．結果及び考察

1．CMの学修経験
本研究の 1週目と 3週目のアンケートでは、

学生に「これまでにCMについて学んだか〇×で

教えてください。」と尋ねていた。1週目アンケー

トにおけるこの設問への回答を見てみると、対照

群では41名（59.4％）、実験群では69名（75.8％）

が「〇」を選んでおり、既修であると回答していた。

この回答についてχ2検定を行ったところ、群間で

「〇」と「×」の回答率に偏りがあり（χ2（1）＝4.92, 

p < .05）、対照群の既修者は有意に少なく、実験群

の既修者は有意に多いことがわかった。

2．CMへの意欲の程度
対照群と実験群の学生が、CMへの意欲の程度

を5件法で選択したものについて、1週目アンケー

トと3週目アンケートのデータを分散分析により

群間比較した（表2）。その結果、時期（1週目アン

ケートと3週目アンケート）と群（対照群と実験

群）の交互作用は有意ではなかった（F（1, 157）＝ 

1.21，p＝ .273）。このことから、対照群と実験群

のCMへの意欲の程度に1週目と3週目で違いは

ないことがわかる。つまり、教材によってCMへ

の学生の意欲が向上するとはいえないことが明

らかになった。

なぜ学生の意欲が向上しなかったかを考察す

るために、ここで若山ら（2024）の教材の特性を

とらえる。この教材には、課題の重要度の認識が、

学習者の課題への意欲を高めるという学習意欲

に関する先行研究の知見（蓑内，1993）を踏まえ、

『幼稚園教育要領』等の規定に基づくCMの目標を

記載していた。具体的な記載内容は、「『幼稚園教

育要領』や『幼保連携型認定こども園教育・保育要

領』によれば、年齢や時期にふさわしい教育活動

を行えるようになるため」であった。このように、

『幼稚園教育要領』等の規定を踏まえた内容であ

るとして、学生に『幼稚園教育要領』等の法令を

遵守する態度を示すようにした。このような法

令遵守の態度を、学生に教材を通して示すこと

で、学生にCMが重要であることを認識させよう

とした。そのため、今回使用した教材の特性は、

法令遵守の態度を学生が教材から受取り、学生は

CMの重要性を認識し、その結果、それへの意欲

が高まるように構成されたものといえる。しか

し、今回の結果では、CMの意欲を高めようとす

る場面において、法令遵守の態度は有効ではな

かった。

上淵（2008）は、目標の質が個人の動機づけに

影響を及ぼすと述べている。上淵によれば、目標

の質とは、目標の内容の明晰性や具体性、強度の

ことである。この指摘を踏まえると、これらの質

の程度や組み合わせで目標を操作することがで

き、意欲を高める目標を見出すことができるよう

になると考えられる。今回の教材では、『幼稚園

教育要領』等の規定を踏まえ、年齢や時期にふさ

わしい教育活動を行えるようになるためにCM

を行うという目標を設定した。この目標にある

「ふさわしさ」は抽象的であり、ふさわしいかどう

かをどう判断するのかなどが不明確であること

から、CMを行おうとする意欲を学生に抱かせる

ための目標としては、明晰性と具体性を欠いてい

たと考えられる。一方、強度については、法令遵

守という点で専門職を志す学生にとっては強い

ものになっていたと思われる。従って、今回の教

材でCMへの学生の意欲を高められなかったの

は、CMをなぜ行うかという目標の明晰性と具体

性が欠けていたことが原因であると考えられる。

3．CMへのエンゲージメント
CMの意欲に対する5件法（「1全く取り組みた

表2　CMへの意欲の程度

対照群 実験群
時期 M SD M SD

１週目 3.22 0.92 3.36 0.80
3週目 3.38 0.91 3.67 0.76
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くない」～「5とても取り組んでみたい」）の回答に

ついて、「なぜその意欲の程度を選んだのか、理由

を書いてください」と自由記述で書くように両群

の学生に求めた。人は意欲的な場面では何かの行

為を始めたり、ものごとの細部まで丁寧に取り組

んだりなどエンゲージメントが高まることがわ

かっている（鹿毛，2013）。梅本・伊藤・田中（2016）

は、行動的エンゲージメントについて、授業をは

じめ、特定の具体的な学習場面や学習課題におけ

る関与、努力や持続性、忍耐を含む概念と説明し

ている。これを踏まえれば、行動エンゲージメン

トが発揮されていれば、学生は自身の意欲の程度

を説明する文章を書き始め、その説明も細部まで

丁寧になり、結果、多くの文字を書くと予想され

る。そこで、この自由記述の文字数を分散分析

により群間比較した。文字数のカウントについて

は、単語ではなく一文字ごとにカウントした。

例えば「カリキュラム・マネジメントは大切だと

思うから」という自由記述は22文字とカウントし

た。なお、この分析には、「1　全く取り組みたく

ない」や「2　やや取り組みたくない」、「3　どちら

ともいえない」と回答した学生、つまり、CMに対

して意欲が低いと自己評価した学生の文字数も含

んだ。これは、本項で行うエンゲージメントのた

めの文字数分析が直接評価であり、先の5件法に

よる意欲の自己評価の分析が間接評価にそれぞれ

当たるためである。Banta & Palomba （2015）に

よれば、直接評価とは、学習者が知っていること

やできることを学習者自身にやってみさせるこ

とで直接的に評価するものである。一方、間接評

価とは、興味や関心、成長の実感など、学生自身

に自己の状態をとらえさせて報告を求めるもの

である。

斎藤（2019）は、これらの直接評価と間接評価の

間に相関はほぼないことを報告している。例え

ば、本研究で、ある学生がCMに「1全く取り組み

たくない」と回答したとする。間接評価からみる

とこの学生のCMへの意欲は低いとされる。一方

で、同じ学生が、CMに取り組みたくない理由を、

CMについて知っていることや知らないこと、

CMに関して自分ができることやできないことを

挙げながら意欲の程度の理由を詳しく記述するこ

ともある。間接評価と直接評価の間に相関がほぼ

ないことから、意欲の間接評価が低くても、行動

エンゲージメントの直接評価は高い場合がある。

従って、学生の行動エンゲージメントを分析する

ことは、CMの学修への関与、努力や持続性、忍耐

といった能力や態度を直接評価することを意味

する。

以上を踏まえ、教材の有無によって学生の行動

エンゲージメントの高まりが導かれるかを検証し

たところ、時期（1週目アンケートと3週目アン

ケート）と群（対照群と実験群）の交互作用に有意

な差がある傾向がみられた（F（1, 161）＝3.49，

p＝.074）。単純主効果検定を行ったところ、3週

目において、対照群の学生が意欲の程度の理由を

説明する文字数よりも、実験群の学生の文字数の

ほうが多いことがわかった（p < .05）。また、対照

群において、1週目と比べて3週目のほうで文字

数が少ない傾向にあることがわかった（p < .10）。

これらの結果をまとめると、3週目に対象群の学

生が説明する意欲の程度の理由の文字数が少な

いといえる。

この結果は、図1によるCMに関する学修が行

われることで、学修が行われない場合と比較し

て、学生の行動エンゲージメントは高まることを

意味している。上述した表2のリッカート法では、

教材によってCMへの学生の意欲が向上すると

はいえないことが明らかになっていた。しかし、

行為の開始や細部までの丁寧な取組といった行

動エンゲージメントに着目すると、実験群の学生

は、対照群の学生よりも、文字を書くという行為

を多く行い、自らの考えをより丁寧に説明しよう

としたことがわかった。もしも、学生の思考にお

いて、意欲の程度を数値で表すことと、意欲を行

動で表すことが整合したり関連したりするもの
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であれば、表2と表3は同じ結果となるはずであ

る。しかし、表2と表3は異なる結果であったため、

上述した斎藤（2019）の結果と同様に、学生にとっ

て意欲の程度を数値で表すことと、意欲を行動で

表すことは、整合性や関連性は弱いことが考えら

れる。

4．CMへの意欲の程度の理由カテゴリー
対照群と実験群の学生のCMへの意欲に対す

る程度についての理由を尋ねた自由記述回答を

カテゴリーに分類し、時期（1週目アンケートと

3週目アンケート）と群（対照群と実験群）でカテ

ゴリー出現の仕方にどのような違いがあるかを

明らかにした。まず、幼児教育・保育を専門とす

る研究者8名で、自由記述を単一の意味内容の文

章に分けた。例えば「CMの意味が分からないか

ら」など、一つの意味内容を含む文章とするなど

である。自由記述欄に複数の文章が書かれてい

る場合は、一つの意味内容を含む文章となるよう

に、記載されていた文章を分割した。このような

文章が、対照群は103、実験群は125となった。

次に、これらの単一の意味内容の文章を、調査

実施者全員でKJ法によって分類した。KJ法とは、

資料の一つ一つを使って図解を行い、資料に対す

る総合的認識や全体構造を明確にする手法であ

る（川喜多，2017）。その結果、対照群と実験群で

共通する4つのカテゴリーが見出された。分類さ

れたカテゴリーには、表4に示す通り、それぞれ

命名した（表4）。

これらのカテゴリーに関して、対照群と実験群

間で出現率に偏りがみられるか検討するため、χ2

検定を行った。その結果、群間のカテゴリー出現

率に偏りがあることがわかった（χ2（9）＝35.02, 

p < .01）。そのため、残差分析を行った結果、表5

に示す通り、対照群は1週目に「CMに関する知

識の無さ」に関する記述が多く、「保育の質保障・

向上におけるCMの重要性の認識」に関する記述

が少ないことがわかった。一方、実験群は3週目

に「カリキュラム・マネジメントに関する知識の

無さ」に関する記述が少なく、3週目に「保育の質

保障・向上におけるカリキュラム・マネジメント

の重要性の認識」に関する記述が多いことが明ら

かになった。

対照群による1週目アンケートの意欲の程度の

説明に「カリキュラム・マネジメントに関する知

識の無さ」に関する記述が多かったこと、「保育の

質保障・向上におけるカリキュラム・マネジメン

表3　CM への意欲の程度の理由（文字数）

対照群 実験群
時期 M SD M SD

１週目 16.72 15.88 15.92 16.04
３週目 12.76 12.89 17.19 20.03

表4　CM への意欲の程度の理由カテゴリーと回答例

カテゴリー 回答例
1 カリキュラム・マネジメントに関する知識の無さ カリキュラム・マネジメントについて詳しく知らないから

カリキュラム・マネジメントという言葉は聞いたことはあるが、中身はよ
くわからない

2 カリキュラム・マネジメント実施への不安・困難・
責任回避

様々なことを知識として持っていると応用できるとは思うが、それを実
践する力が自分にあるか分からないから
とても取り組んでみたいと思っているが、自分にうまくできる自信がない

3 職責としてのカリキュラム・マネジメントへの前向
きな意識

カリキュラム・マネジメントについて学んだからには、保育者として最善
を尽くしたいから
一応大切だと思うので取り組みたい

4 保育の質保障・向上におけるカリキュラム・マネジ
メントの重要性の認識

カリキュラム・マネジメントは，園の保育方針に大きく関わってくるため，
取り組むべきだと感じたから
その園の教育・保育目標をしっかりと意識できそうなため
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トの重要性の認識」に関する記述が少なかったの

は、対照群におけるCMの既修者が実験群に比べ

て少なかったことが原因として考えられる。対照

群の学生は未修者が多く、用語自体に馴染みがな

かったことから、「カリキュラム・マネジメントに

関する知識の無さ」を記述する者が多かったのだ

と考えられる。

一方、実験群の学生は、3週目に「カリキュラム・

マネジメントに関する知識の無さ」に関する記述

が少なかった。先ほど述べたように、実験群の学

生は対照群の学生と比べてCMの既修者が多かっ

た。そのため、実験群では1週目も3週目と同様に、

「カリキュラム・マネジメントに関する知識の無

さ」の記述が統計的に少なくなると考えられる

が、そうではなかった。これらから、1週目の時

点で、実験群の学生は、「自分はCMに関する知識

がない、というほどではない」という控えめな学

修の自己評価の状態にあることがうかがえる。

1週目の「保育の質保障・向上におけるカリキュ

ラム・マネジメントの重要性の認識」の記述が実

験群で有意に多いとはいえないことも、このこと

を支持していると考えられる。一方の対照群の

学生は既修の者が少なかったことから、「自分に

はCMに関する知識がない」と明確に自己評価す

る学生が多かったようである。

このように、「自分はCMに関する知識がない、

というほどではない」という控えめな自己評価の

状態の実験群の学生は、3週目アンケートで「カリ

キュラム・マネジメントに関する知識の無さ」が

有意に少なくなる結果となった。これは、その

ような自己評価の学生が教材で学んだことで、

「自分は知識がある」と自信を得ることになった

と考えられ、教材のポジティブな効果が認められ

る。これと関連して、実験群の3週目に「保育の

質保障・向上におけるカリキュラム・マネジメン

トの重要性の認識」に関する記述が多かったこと

は、教材が有効に働き、CMの保育実践上の必要

性の気付きを学生に導いたと考えられる。

Ⅴ．総合考察

本研究では、若山ら（2024）が開発した教材が、

CMに対する学生の意欲を高めるか検証した。

その結果、5件のリッカート法で回答する意欲の

程度については、教材の効果が認められず、実験

群の意欲の程度は向上しなかった。一方で、自分

のCMに対する意欲が、例えば、なぜ「5とても取

り組んでみたい」なのか、自身の考えを説明する

アンケートの設問で、教材で学んだ学生は、教材

で学ばない学生と比べて、積極的に自分の意欲の

程度の理由を表現することがわかった。これは教

材がCMに対する学生の行動エンゲージメントを

発揮させるものである可能性がある。さらには、

それらの説明の内容をカテゴリー化して特徴を

表 5　CM への意欲の程度の理由カテゴリー出現率

カテゴリー １週目 ３週目
対照群 実験群 対照群 実験群

カリキュラム・マネジメントに関する 
知識の無さ

出現数 34 30 22 9
％ （65.4％） （46.9％） （43.1％） （14.8％）

調整済み残差 3.9* 1.0 0.2 -5.0*

カリキュラム・マネジメント実施への 
不安・困難・責任回避

出現数 7 9 11 15
％ （13.5％） （14.1％） （21.6％） （24.6％）

調整済み残差 -1.1 -1.1 0.7 1.5

職責としてのカリキュラム・マネジメントへ
の前向きな意識

出現数 5 14 9 14
％ （9.6％） （21.9％） （17.6％） (23％）

調整済み残差 -1.9 0.8 -0.2 1.1

保育の質保障・向上におけるカリキュラム・
マネジメントの重要性の認識

出現数 6 11 9 23
％ （11.5％） (17.2％ ) （17.6％） （37.7％）

調整済み残差 -2.0* -1.0 -0.8 3.6*
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抽出したところ、教材で学んだ学生は、CMに関し

て自分は知識がないということよりも、CMの保

育実践上の意義を説明するようになることがわ

かった。

本研究の意義として、5件のリッカート法で意

欲を評価する以外に、行動エンゲージメントの概

念によって教材の効果を直接評価した点が挙げ

られる。CMに取り組んでみたいと強く思うとい

う選択肢をリッカートで選ばなくても、学生は教

材で学ぶことで、CMについて自分の言葉でしっ

かりと説明しようとするようになった。このこ

とから、教材で学んだ学生のCMの学修への関与、

努力や持続性、忍耐といった側面をとらえること

ができたといえる。なお、同様の指摘として、

保育の指導計画に関する先行研究でも、計画を立

案することに意欲は感じられなくても、計画立案

や計画そのものの重要性を認識して取り組もう

とする学生の姿があることは指摘されてきた

（大滝，2005）。しかし、今後は、リッカート法で

も数値が上がり、CMに対して学生が明確な意欲

を持つようになること、「自分は意欲がある」と自

覚できる学生を養成していくことは引き続きの

検討課題である。そのため、上述した通り、教材

に記載するCMの目標の明晰性と具体性を向上

させ、意欲の程度を再検討することが必要であ

る。また、CMをどの学年で実施するかが各養成

校によって異なる現状においては、今回の対照群

のように、未修の者が多い状況で本教材が実施さ

れる可能性もある。そのような学生への本教材

の効果がどの程度であるかも、合わせて検討して

いきたい。

注
本研究では学年が上がるにつれて、すなわち、

実習量が増えるにつれて、CMへの意欲が増すと

仮説を立てデータ分析を行ったが、学年と教材の

有無の関係において、意欲の変化に有意な違いは

みられなかった。

付記
本研究は JSPS科研費 JP19K02580の助成を受

けた。また、本研究は、「富山大学人を対象とし医

療を目的としない研究倫理審査委員会」の審査を

受け、承認を受けた。
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子どもの造形表現と保育者のジェンダー意識
Children’ s Plastic Expression and  

Caregivers’ Gender Awareness

島田由紀子
（國學院大學）

近年、性的指向やジェンダーアイデンティティの多様性に関する人々の意識が大きく変化し、法律の

整備や社会的な体制、学校教育が整い始めている。それよりも以前の幼稚園等では、保育者がどのよう

に子どもの造形表現をとらえ指導を行ってきたのか、日本の保育者14名、チェコの保育者６名を対象に

質問紙調査を行った。子どもの造形表現には性差があると考え、性別に応じた指導を行っていた保育者

が一定数いることが示唆された。保育者によっては行事に関する造形活動は、性別によって用意する素

材の色や形等を変える傾向が伺えた。子どもの表現を拡げるために、子どもの性別と行事や文化につい

て、どのように扱うことが適切なのか検討する必要がある。子ども自身が主体的に表現し、自身の表現

を認めるともに、他者の表現を尊重する保育が実践されることが求められることから、保育者が性の多

様性について理解しようとすることが大切だと考える。

キーワード :  子ども、保育者、造形表現、ジェンダー、チェコ

１．はじめに

これまで子どもの遊びや表現には性差が認め

られ、それは生物学的な性、性自認、保育者や環

境などが複雑に影響していると考えられてきた。

子どもの好きな色とジェンダー発達に関する調

査研究（清水，2002）では、女児は特に ピンク色を

「女の子の色」として選好する傾向があり、一方で

女児より男児の方がジェンダータイプ化された

色彩選好をより多く示し、特に男児がピンク色を

「女の子の色」として避ける傾向があることが報

告されている。仁科・斎藤（2017）は色彩について、

男児は青などの寒色系、女児は赤やピンクなど

の暖色を好むといったステレオタイプの存在と、

形について女児は菱形や円形を好む傾向を指摘

している。また、皆本（2017）は子どもの自由画

の特徴として、モチーフ、構図、色彩、その他の

表現特性に、男女で表現が異なる傾向がみられ

ると述べている。それらの報告よりも以前に、

宇佐美（1999）は子どもを対象に好きな枝を拾う

調査から、道具（武器）への関心や愛着、道具の

種類、扱い等について性差の検討を行っている。

その結果、男児は女児よりも枝が長く太いものを

好み、拾った枝の利用方法として、男児は戦う仕

草さが見られたが女児には見られないとしてい

る。さらに、「棒をふりまわす男児を乱暴、協調性

がないなどのマイナスのイメージで対応する

性質を女性保育者（母親を含む）にみることが

多いが、自分の好みとは違ったところで男児の充

実した達成感が得られることも多いと考えるべ

きである」と述べている。宇佐美の指摘は、子ど

もの性別によって、好きなモノの形態や遊び方が

異なること、保育者が女性の場合、男児の好みや

遊びを理解することが難しい場合があることを

示唆していると考えられる。また、小児内分泌の

研究者であり小児科医でもある有阪（2018）は、

pp.87-95

原著論文



– 88 –

非おてんば女児、おてんば女児、先天性副腎過形

成症という男性ホルモンが過剰に産生される内分

泌疾患をもつ女児（以下、CAH）を対象に、性役割

にどのような差異がみられるかを調査した結果、

CAH女児は青色を好み、一般女児が選ぶピンク

色や肌色を選ばないということ、おてんば女児は

乳児への関心が高く世話をしたがるが、CAH女児

は乳児への関心が低かったことを報告している。

つまり、一般的な女児はピンクを好み乳児への関

心が高いがCAHの女児は異なる傾向がみられる

こと、さらに性自認の形成には養育環境や思春期

に増加して脳に作用する性ステロイドなどの

出生後の因子の影響も考えられることを指摘し、

脳を男女に二分できるかどうか問題を投げかけ

ている。

2015年に採択された国連の持続可能な開発

目標（SDGs）は、17の目標を設定し2030年まで

に、その目標の達成を目指している。その中でも、

「多様性」や「ジェンダー」については、特に注目

されている。ジェンダー平等（SDG 5）は、特に重

要な目標の一つであり、女性や女児の権利を保障

し、すべての分野で性別による不平等を解消する

ことを目指している。また、小学校から高等学校

までを対象とした2022年（令和4年）の生徒指導

提要（改訂版）では、性的マイノリティに関する

課題と対応について新たに追記し、教職員向けの

研修動画の配信、教職員向け資料の作成・周知、

教育委員会等への通知の発出など、適切な対応の

ための取り組みを始めた。2023年には「性的指

向及びジェンダーアイデンティティの多様に関す

る国民の理解に関する法律」が公布・施行された。

性同一性障害者の性別適合手術の保険適用が認め

られ、被保険者証の性別や氏名の表記方法の柔軟

な対応、性的マイノリティの専用電話相談の窓口

の設置や専門機関との連携体制も整えられるよう

になった。そして2023年4月にこども家庭庁が

創設、12月に「こども大綱」が策定され、すべての

こども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な

状態で生活を送ることができる「こどもまんなか

社会」の実現を目指すことが示された。

しかし、2021年大津市の市立保育園でいじめ

を受け、不登園になる問題には、保育者のジェン

ダーに関する理解が充分ではなく保育者間で

支援する体制が整っていなかったことが要因の

ひとつとして挙げられている（日本経済新聞，

2021）。また、幼児期のジェンダーガイドブック

制作プロジェクト（2019）による保育者を対象と

した調査では、「園での男女分けや先生などからの

声がけが気になる人は5人に1人程度。コメント

からは、男の子には「強さ」を、女の子には「かわ

いさ」「やさしさ」を求めている傾向が見える」こ

とが記されている。

このように性的指向やジェンダーアイデン

ティティの多様性に関する意識が大きく変化し、

法律の整備や社会的なシステムが構築され、学校

教育における子どもを取り巻く環境も変化して

いる。しかし、保育の場において性の多様性に関

する理解と認識、該当する子どもへの支援体制は

充分とはいえない。こうしたから幼稚園や保育

所、認定こども園等（以下、幼稚園等）における子

どもの性の多様性に関する指導について検討す

ることは急務である。

2．目的

幼稚園等で着るスモックを特集したYOTSUBA

のホームページ（2024）では、男女別に人気の

スモックとして男児は青系のシンプルなスモッ

ク、女児にはピンク系で装飾性のあるスモック

が紹介されている。スモックの着用は園の指定

による場合が多いことから、子どもの性別によっ

て色が指定されていることが推測される。こう

した色の性による使い分けは、造形活動でもみら

れる。たとえばある園のホームページに紹介さ

れている七夕の製作では、男児は青い絵の具で

彦星を、女児は赤い絵の具で織姫を製作している
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様子を見ることができるが、このような性別によ

る色の使い分けはこの園に限ったことではない

だろう。幼稚園等、あるいは保育者はどのような

意図をもって、子どもの性別から着用する色を

決めたり、造形活動を設定したりしているのだろ

うか。

そこで保育者は子どもの性別によって造形表

現が異なると考えているのか、また子どもの性別

によって指導を変えているのかどうかについて、

質問紙調査を実施することにした。本研究では、

生徒指導提要（改訂版）が示され、「性的指向及び

ジェンダーアイデンティティの多様に関する国民の

理解に関する法律」が施行されるよりも前の保育

者の視点に着目することとした。この研究によっ

て、法や社会的な体制が整備される以前の幼稚園

等における保育者の子どもの造形表現への考えの

一端や実態を把握することを目的とする。

また、異なる文化的背景をもつ日本とチェコの

保育者がジェンダーの観点で子どもの造形表現

をそれぞれどのようにとらえているのか明らか

にすることで、文化的な背景の違いが幼稚園等で

の子どもの造形表現や保育者の指導に影響する

要因となっているのか明らかにしたいと考えた。

チェコは日本と比べると性による色の使い分け

がなされていない（島田，2002）。幼稚園は基本的

に公立であり、小規模な園が多く縦割り保育が

行われている。開園時間は午前6時30分からで

延長保育や一時預かりなどは行われていない。

共働きが一般的であるが、勤務時間が短く残業は

ほとんどない。公立園であっても園長の裁量が

大きく、英語のみで保育を行うクラスを持つ園

や、地域の大学と連携しスポーツに力を入れる園

など各園が地域のニーズや実態に応じた特色を

もっている。造形活動は好きな遊びの時間にそ

れぞれが行ったり、クラスで同じテーマで取り組

んだりするなど日本の幼稚園等と共通している。

一方で、すべての子どもが等しく線を書く（描く）

力を身に付けられるようにワークブックを用い

た練習をすることを日常的に行っている。保育

者は高校卒業後、保育者養成の専門学校で資格を

得る。大学で幼児教育や保育を学び、保育者とな

る者は少ない。

3．方法

（1）手続き

無記名、自記式による質問紙調査を行った。園長

を通じて、研究目的と方法について文書にて保育

者に説明し、質問紙の配布を行った。調査用紙の

回収は、各園の園長を通じて行った。

（2）調査対象者

日本は幼稚園4園と保育所6園の14名、チェコ

は幼稚園3園の6名の主担任を調査対象者とした。

チェコの調査開始直前に新型コロナウイルス感

染症（COVID-19）拡大の影響により、幼稚園等が

休園となったため調査対象数が6名となった。

（3）調査項目

調査対象者の情報として性別、年代、保育者と

しての経験年数、担当クラス、自身の好きな色に

関すること4項目を設定した。子どもの描画や造

形活動に関すること8項目、造形指導に関するこ

と20項目、保育の物的環境に関すること7項目、

保育者のジェンダー観に関すること5項目につい

て設定した。なお、本研究では、保育者から見た

自由画の性差、子どもの性別による好きな色・形、

造形活動と子どもの性差、保育者からみた「男児

が好きな色」「女児の好きな色」、造形活動で子ど

も自身が選ぶ色の性差、造形活動で用意している

色と子どもの性別、作品の見本と子どもの性別、

指導と子ども性別、について取り上げる。質問は

以下のとおりである。

• 保育者に子どもの自由画に見られる「描く内

容」「線の動き」「使われる色」について、「男女で

異なる」ことについて「非常にそう思う」「やや
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そう思う」「どちらともいえない」「あまりそう

思わない」「全くそう思わない」の当てはまるも

のを1つ選ぶよう回答を求めた。

• 保育者からみて、「子どもの好きな色・形が男女

で異なる」か「非常にそう思う」「ややそう思う」

「どちらともいえない」「あまりそう思わない」

「全くそう思わない」からあてはまるもの1つを

選ぶよう回答を求めた。

• 保育者に「男児が好きな色」「女児が好きな色」

について自由記述で回答を求めた。

• 保育者に「男児が好きな形」「女児が好きな形」

について自由記述で回答を求めた。

• 保育者に造形活動で「子ども自身が選ぶ色に男

女で違う色を選ぶ」か「いつも違う」「時々違う」

「どちらともいえない」「全く同じ」であてはま

るものを1つ選ぶよう回答を求めた。保育者に

造形活動で「子ども自身が選ぶ色に男女で違う

色を選ぶ」と回答した保育者に、さらに「どのよ

うな題材で男女によって選ぶ色が異なるの

か」、自由記述により尋ねた。

• 造形活動の「設定保育時、男女分けて色を用意

しているか」について「いつも男女で分けてい

る」「課題に応じて分けている」「男女で分けな

い」のうちあてはるもの1つ選ぶよう回答を求

めた。「設定保育時、男女分けて色を用意して

いる」と回答した保育者に「どのような課題で、

男女で色分けしているか」自由記述で尋ねた。

• 製作する際、「作品見本を男女で分けて用意」し

ているか「いつも男女で分けて用意する」「課題

に応じて分けて用意」「男女で分けない」から

あてはまるものを1つ選ぶよう回答を求めた。

「作品見本を男女で分けて用意」していると回

答している保育者に「どのような作品の見本を

男女で分けて用意しているのか」自由記述で

尋ねた。

• 造形活動の「設定保育時、男女で教え方（伝え

方）を変える」か「いつも変えている」「時々変え

ている」「どちらともいえない」「ほとんど変え

ていない」「全くかえていない」からあてはまる

ものを1つ選ぶよう回答を求めた。

• 

（4）調査時期

日本での調査は2014年12月日から2015年3

月に、チェコでは2020年6月～8月に実施した。

（5）倫理的配慮

両国とも園長を通じて、研究目的と方法について

文書にて保育者に説明し、質問紙の配布を行った。

調査は無記名であることから園名や個人が特定さ

れることはないこと、調査協力をしないことにより

不利益が生じないこと、調査への協力は調査用紙

の提出によって同意が得られたとすること、調査用

紙は研究者のみが管理することを伝えた。

4．結果

回答率は100％であった。回答者は日本の保育

者14名（男性2名、女性12名）、チェコの保育者は

6名（女性）、年齢は日本の保育者は20代6名、30代

3名、40代4名、50代1名、チェコの保育者の年齢

は20代1名、30代2名、40代1名、50代1名、無回

答1名であった。保育者としての経験年数は、

日本の保育者は1年以上～5年未満が2名、5年以

上～10年未満が6名、10年以上が6名、チェコの

保育者は1年以上～5年未満が2名、10年以上が4

名であった。担当クラスは、日本は4歳児クラス

5名、5歳児クラス9名、チェコは4歳児クラス1名、

3～5歳クラス1名、3～6歳クラス2名、3～7歳児

クラス2名であった。チェコでは一律に小学校に

進学するのではなく、本人の学力や生活面等から

小学校生活が難しいと保育者、保護者が判断した

場合、さらに1年間幼稚園に在籍する子どもがい

ることから7歳児がクラスにいる場合もある。

（1）子どもの自由画の表現と性差

保育者に子どもの自由画に見られる「描く内容」

「線の動き」「使われる色」について、「男女で異な
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る」ことについて「非常にそう思う」「ややそう思

う」「どちらともいえない」「あまりそう思わない」

「全くそう思わない」のあてはまるものを1つ選ぶ

よう回答を求め、その結果を表1に示した。

「描く内容が男女で異なる」について、日本の保

育者は「非常にそう思う」が6名、「ややそう思う」

が7名、チェコの保育者は「非常にそう思う」5名、

「ややそう思う」が1名と、ほとんどの保育者が描

く内容について性別による違いを感じていた。

「線の動きが男女で異なる」について、日本の保育

者は「ややそう思う」が8名、「非常にそう思う」が

4名、チェコの保育者では「ややそう思う」が3名、

「非常にそう思う」「どちらともいえない」「あまり

そう思わない」がそれぞれ1名であった。「使用色

が男女で異なる」については、日本の保育者は

「ややそう思う」が10名、「あまりそう思わない」が

3名、チェコの保育者では「ややそう思う」が3名、

「非常にそう思う」が2名、「あまりそう思わない」

が1名であった。

（2）保育者からみた子どもの好きな色・形

保育者からみて、「子どもの好きな色・形が男女

で異なる」か「非常にそう思う」「ややそう思う」「ど

ちらともいえない」「あまりそう思わない」「全く

そう思わない」からあてはまるもの1つを選ぶよ

う回答を求め、その結果を表2に示した。

「好きな色が男女で異なる」と「思う」日本の保

育者は7名、チェコの保育者は6名、「好きな色が

男女で異なる」と「思わない」日本の保育者は4名、

チェコは0名、「好きな形が男女で異なる」と思う

日本の保育者は7名、チェコは5名、「好きな形が

男女で異なる」と「思わない」日本の保育者は4名、

チェコの保育者は1名であった。

（3） 保育者からみた「男児が好きな色」「女児の好

きな色」

保育者に「男児が好きな色」「女児が好きな色」

について自由記述で回答を求めた。

その結果、日本とチェコの保育者からみた「男児

の好きな色」は「青（日本6名、チェコ5名）」が最

表1　保育者から見た子どもの自由画に見られる性差

設問 描く内容が男女で異なる 線の動きが男女で異なる 使用色が男女で異なる
国 日本 チェコ 日本 チェコ 日本 チェコ
非常にそう思う 6 5 4 1 1 2
ややそう思う 7 1 8 3 10 3
どちらともいえない 0 0 1 1 0 0
あまりそう思わない 1 0 1 1 3 1
全くそう思わない 0 0 0 0 0 0

（人）
（ｎ ＝ 日本 14、チェコ 6）

表2　保育者からみた子どもの好きな色・形にみられる性差

設問 好きな色が男女で異なる 好きな形が男女で異なる
国 日本 チェコ 日本 チェコ
非常にそう思う 1 0 2 0
ややそう思う 6 6 5 5
どちらともいえない 3 0 3 0
あまりそう思わない 3 0 3 1
全くそう思わない 1 0 1 0

（人）
（ｎ ＝ 日本 14、チェコ 6）
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も多く、次いで「赤（日本4名）」、「女児の好きな色」

は「ピンク（日本11名、チェコ4名）」「赤（日本1名、

チェコ1名）」と両国で共通していた。なお、無回

答の保育者もみられた（表3）。

（4） 保育者からみた「男児の好きな形」「女児の好

きな形」

保育者に「男児が好きな形」「女児が好きな形」

について自由記述で回答を求めた結果を表4に

示した。

日本とチェコの保育者からみた「男児の好きな

形」は「星（日本5名）」、「丸（日本2名、チェコ2名）」

「女児の好きな形」は日本、チェコともに「ハート

（日本10名、チェコ2名）」であった。無回答の保

育者もみられた。

（5）造形活動と子どもの性差

保育者に造形活動で「子ども自身が選ぶ色に男

女で違う色を選ぶ」か「いつも違う」「時々違う」

「どちらともいえない」「ほとんど同じ」「全く同じ」

であてはまるものを1つ選ぶよう回答を求めた。

その結果、「いつも違う（日本1名、チェコ1名）」、

「時々違う（日本4名、チェコ4名）」、「どちらともい

えない（日本4名）」、「ほとんど同じ（日本3、チェコ

1名）」、「全く同じ」は皆無であった。無回答（日本

2名）もみられた。

造形活動で「子ども自身が選ぶ色に男女で違う

色を選ぶ」と回答した保育者に、さらに「どのよ

うな題材で男女によって選ぶ色が異なるのか」、

自由記述により尋ねた。日本の保育者は、「プレ

ゼント製作」「折り紙」等で男児は「青」「緑」、女児

は「ピンク」を複数の回答者が挙げていた。チェ

コの保育者では「クリスマス等の飾り」「ピエロ」

「プレゼントの袋」等で、男児は「青」、女児は「ピン

ク」「黄色」「カラフルな色」等が挙げられていた。

（6）造形活動で用意している色と子どもの性別

造形活動の「設定保育時、男女分けて色を用意

しているか」について「いつも男女で分けている」

「課題に応じて分けている」「男女で分けない」の

うちあてはるもの1つ選ぶよう回答を求めた。

日本の保育者は「課題に応じて分けている」が

表3　保育者からみた子どもの好きな色

　
日本 チェコ 日本 チェコ

男児 人数 男児 人数 女児 人数 女児 人数
1位 青 6 青 5 ピンク 11 ピンク 4

2位 赤 4 黄 1 赤 1 赤 1

3位 黒 1 ― ― ― ― ― ―
無記名 3 0 2 1

（人）
（ｎ ＝ 日本 14、チェコ 6）

表4　保育者からみた子どもの好きな形

　
日本 チェコ 日本 チェコ

男児 人数 男児 人数 女児 人数 女児 人数
1位 星 5 丸 2 ハート 10 ハート 2

2位 丸 2 四角 1 ― ― ― ―
3位 三角 1 ― ― ― ― ― ―
その他 2 1
無記名 4 2 4 4

（人）
（ｎ ＝ 日本 14、チェコ 6）
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7名、チェコの保育者は1名、「男女で分けない」は

日本の保育者7名、チェコの保育者4名、「いつも

男女で分けている」はどちらの国とも皆無であっ

た。無回答（チェコ1名）もみられた。

「設定保育時、男女分けて色を用意している」と

回答した保育者に「どのような課題で、男女で色

分けしているか」自由記述で尋ねたところ、日本

では「プレゼント制作（男児：青、女児：ピンク）」、

「クリスマスプレゼント製作（男児：青、女児：ピ

ンク）」、「こいのぼり（男児：水色、女児：ピンク）」、

「鬼の工作（男児：青、女児：赤）」、「七夕（男児：青、

女児：ピンク」、「お当番表（男児：水色、青、女児：

ピンク、赤」等であった。チェコでは「クリスマ

スやイースターの飾り（男児：青・緑、女児：赤・

ピンク）という回答であった。

（7）作品の見本と子どもの性別

製作する際、「作品見本を男女で分けて用意」し

ているか「いつも男女で分けて用意する」「課題に

応じて分けて用意」「男女で分けない」からあては

まるものを1つ選ぶよう回答を求めた。日本の保

育者は「課題に応じて分けて用意」が3名、「男女

で分けない」が11名、チェコの保育者は「課題に

応じて分けて用意」が1名、「男女で分けない」が

5名であった。「作品見本を男女で分けて用意」し

ていると回答した保育者に「どのような作品の見

本を男女で分けて用意しているのか」自由記述で

尋ねたところ、日本では「七夕」「おひなさま」で、

チェコでは「ちょうちょ」「鳥」という回答であっ

た。

（8）指導と子どもの性別

「造形活動の設定保育時、男女で教え方（伝え

方）を変える」かどうか「いつも変えている」「時々

変えている」「どちらともいえない」「ほとんど変

えていない」「全くかえていない」からあてはまる

ものを1つ選ぶよう回答を求めた。日本の保育者

は「全く変えていない」が10名、「ほとんど変えて

いない」2名、「時々変えている」1名、「ほとんど変

えていない」1名であった。チェコの保育者は、

「ときどき変えている」3名、「全く変えていない」

2名、「ほとんど変えていない」が1名であった。

5．考察

本研究の調査対象者である保育者の多くは、

子どもの造形表現は性別により異なると考えて

いることが伺えた。自由画の場合、「描く内容」「描

かれる線」「使われる色」に男女で異なることがあ

ると感じていた。皆本（2017）は子どもの自由画

の特徴として、モチーフ、構図、色彩、その他の表

現特性に、男女で表現が異なる傾向がみられると

述べている。

仁科・斎藤（2017）は、色彩について男児は青

などの寒色系、女児は赤やピンクなどの暖色を

好むといったステレオタイプの存在を指摘して

いるが、形については嗜好の程度に明確な差が

確認できないとしていることから、形による好み

を把握することの難しさが伺える。

幼稚園等における造形活動では、保育者が子ど

もの性別によって用意する素材の色を変えてい

たり、見本を男女で分けていたりしている場合が

あることが明らかとなった。作品展に特色をもた

せている幼稚園では男女別の造形活動を実践し、

展示することが毎年行事として行われている

（島田，2013）こともあることから、園の教育、保育

方針として、あるいは園の特色のひとつとして

男女別を意識的に行っていた場合も考えられる。

また、男女によって製作が異なると挙げられた

「七夕」「おひなさま」などについては、他の造形活

動と同列に考えることは難しい。行事や文化に親

しむための造形活動として「七夕」「おひなさま」

を作ったり、描いたりすることは一般的である。

そのとき、男児が彦星やお内裏様（おびな）、女児

が織姫・お雛様（めびな）と、子どもの性別によっ

て作るものが分けられたり（男児が男の子を、
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女児が女の子を作る等）、ひとりで両方を作る場

合も着物の色を「男の子色、女の子色」で用意し、

彦星・お内裏様（おびな）、織姫・お雛様（めびな）

を製作していたりすることも考えられる。好き

な色を選んで製作することと、行事や文化につい

て製作を通じて親しむことをどのようにつなげ

ていくことが、幼稚園等での造形活動としてふさ

わしいのか検討する必要がある。このように

日本の文化的な背景が、幼稚園等の造形活動にお

ける性差につながっていることも考えられる。

同様にチェコでもクリスマスやイースターの行

事と関連づけた造形活動では子どもの性別に

よって異なる色を用意している保育者もみられ

たが、その理由が文化的背景によるものかどうか

については、調査対象者数が少ないため言及する

ことは難しい。

厚生労働省は性の多様性に対する国民の理解

について大規模調査と先行研究の整理を実施し

ている（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング，

2024）。そこでは性の多様性に対する国民の理解

が充分とはいえないこと、小学校教職員の97.9％

が小学校までに「LGBTQについて教え始めると

よい」と回答しているが、教えた経験がある小学

校教員は31.0％と大きな乖離が報告されている。

その調査では、幼児期の子どもや保育者について

の調査等は扱われていない。小学校以降では、

性的マイノリティの子どもへの支援や性の多様

性を認める教育が導入されているが、幼稚園等の

就学前施設では実施されていない。性別に違和

感をもつ子どもの支援は対象の子どもだけでな

く周囲の子どもたちを包含しながら理解を深め

ていくことが重要である（天野・佐々木・松本・

大守，2019）と指摘されているが、小学校では包括

的な対応に言及せず個別的な支援に留める（島袋，

2020）とし、さらに低年齢児である幼児期の子ど

もは、自己認識や他者理解について発展途上にあ

ることから、指導の難しさを指摘している（金子・

青野，2004）。さらに、医学の観点から脳には男女

差があり行動的にも神経内分泌的学的にも性差

が認められる（新井，2016）ことが報告されてお

り、性分化疾患のある女児は男児のような行動

や造形表現がみられることが報告されている

（有阪，2018）。松田・名取・破田野（2020）による

色彩嗜好調査などや多くの市場調査では、年齢

別・性別の検討を行っていることから、性別に

よって嗜好や表現が異なることが示されている。

現代社会において、性的指向やジェンダーアイ

デンティティの多様性に関する意識や関心が急速

に高まり、平等であることを目指すことは大切な

ことである。一方で、生物学的な性別と社会的文

化的な性別を整理する必要がある。また、保育者

主導によるジェンダーを過度に意識した、例えば

女児にピンクの使用を禁じるような指導や表現を

子どもに求めることなく、子ども自身が主体的に

表現し、自身の表現を認めるともに、他者の表現

を尊重する保育が実践されることが求められる。

そして何よりも保育者が性の多様性について理

解しようとすることが大切だと考える。

本研究では調査対象者数が少なく、結論付ける

には至らなかった。今後、本研究の結果を踏まえ、

改めて日本の保育者を対象に調査を実施し、法の

整備等後の造形活動の実践と子どものジェン

ダーについて検討すること、社会的背景やジェン

ダー観が異なる国の保育者との比較検討をする

ことを課題としたい。

本研究は三菱財団人文科学研究助成によるも

のです。
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職務に関する満足度と保育者効力感およびバーンアウト傾向の関連
̶ OECD国際幼児教育・保育従事者調査2018の項目を用いた検討から̶

The Relationship between Job Satisfaction, Teacher Self-Efficacy, and  
Burnout Tendencies among Early Childhood Educators

– An Analysis Using Items from the OECD Starting Strong Teaching and  
Learning International Survey 2018 –

立石力斗 原口喜充 垂見直樹 堀田　亮
（近畿大学九州短期大学）（近畿大学九州短期大学）（近畿大学九州短期大学）（近畿大学九州短期大学）

本研究は、保育者の職務に関する満足度と保育者効力感およびバーンアウト傾向との関連を検討する

ことを目的とした調査を行った。保育者の職務に関する満足度の把握は、OECD国際幼児教育・保育従

事者調査2018の質問項目を用いた。調査は、P県Q地区の就学前施設に勤務する保育者を対象とした。

分析の結果、保育者効力感は子どもや保護者からの評価に対する満足度と正の相関を示し、職務満足度

はバーンアウト傾向と負の相関を示した。さらに、保護者からの協力・支援に対する満足度は、バーン

アウトの各因子と相関すること等が明らかとなった。これらの結果から、保育者という職業への肯定的

な認知や、保護者との具体的なやり取りに対する満足度が、保育者の精神的健康に影響を与える可能性

が示唆された。

キーワード :  保育者、職務に関する満足度、保育者効力感、バーンアウト、調査 

問題と目的

1．保育者の職務満足
近年、保育需要の高まりとともに保育者の確保・

定着が喫緊の課題となっており、保育者の職務満

足度の維持・向上は保育現場における重要な課題

である。職務満足とは、「組織の成員が自分の職務

に対して持つ、好意的・肯定的あるいは非好意的・

否定的な感情反応であり、職務満足の形成には

従事者の所属する職場環境と個人の心理的要因が

深いかかわりを持っている」（篠崎・徳田・松本・

桐原・高見・横山，1995）とされる。

保育者の職務満足に関する調査として、「国際幼

児教育・保育従事者調査」（TALIS Starting Strong; 

以下、TALIS・SS2018）が挙げられる。この調査

は、OECD（経済協力開発機構）による、日本を含

む世界9カ国で幼児教育の保育者（幼稚園教諭、

保育士などに相当）を対象にした国際調査である

（国立教育政策研究所，2020；国立教育政策研究

所，2021）。日本における調査対象者は、幼稚園教

諭・保育士・保育教諭等、幼稚園・認可保育所・

認定こども園において通常業務として3歳児から

5歳児の保育を担当する保育者であった（国立教

育政策研究所，2020）。

TALIS・SS2018の職務満足に関する質問項目で

は、保育者の給与や職場における人間関係に関する

項目に加えて、子どもや保護者との関係に関する項目

等が含まれており、保育職に特化している（表1）。

2．保育者の職務満足に関する先行研究
これまで、保育者の職務満足に関する研究から、

保育者は一般職に比べて「職務内容」に関する満

足度が高いこと（大村，2012）が指摘されている。

また、保育者の職務満足に、労働条件や上司や同

pp.97-106

研究ノート
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僚との人間関係や、同僚との保育観の相違等が関

係すること（蘇，2009；小澤・小川，2023）、主任保

育士によるソーシャルサポートが、職場環境に関

する満足度や人間関係に関する満足度を介して、

職務内容の満足度と関連すること（新井・戸次，

2023）、保育者効力感と社会的スキルが職務内容

への満足感に影響し、職務内容への満足感が精神

的健康に影響すること（前田ほか，2009）などが

明らかにされてきた。このように、保育者の労働

条件等の環境条件ならびに保育者効力感や精神

的健康などの心理的側面と、職務満足との関連が

検討されてきた。

上野（2021）は、保育者の職務満足度に関する

研究レビューにおいて、保育者の職務満足と子ど

もとの関わりとが関連する可能性について示唆

している。保育者の職務内容に子どもの保育と

保護者支援が含まれることを鑑みれば、給与や職

場内の人間関係といった多職種と共通する条件

に加え、子どもや保護者との関わりが職務満足に

影響すると推察される。小・中学校の教師を対象

とし、バーンアウトを規定するストレッサーの分

析した先行研究によれば、「職場環境のストレッ

サー」は、「職務自体のストレッサー」ほど直接的

にバーンアウトを規定しなかったとされている

（高木・田中，2003）。しかし、保育者の職務満足

と子ども・保護者との関連については先行研究で

十分に明らかにされていない。

3．本研究の目的
上記の問題意識を踏まえ、本研究は、TALIS・

SS2018の質問項目を用いた職務満足度に関する

調査を行うことにより、先行研究と類似する内容

（給与や人間関係等）に加えて、これまで十分に検

討されてこなかった子どもや保護者との関わりに

関する満足度を含んだ知見を得ることを目指す。

TALIS・SS2018は保育者及び園長・所長に対し、

園での保育実践の内容や、勤務環境、仕事への満

足度、養成・研修、園でのリーダーシップなどにつ

いて調査されている。したがって、保育職の特性

を踏まえた職務満足度を把握するのに有用な指標

であると考えられる。しかし主として国際比較を

目的として用いられており、より詳細な分析を通

して、保育職の職務満足の構造を把握することが

できると考えられる。また、調査内容には、子ど

もや保護者との関係についての項目も含まれてい

る。そこで本研究では、TALIS・SS2018の質問項

目を用いた職務満足度と、保育者効力感および

バーンアウト傾向との関連を探索的に調査した。

方法

1．対象と調査方法
調査対象は、人口約16万人で1960年代まで炭

鉱で栄えたP県Q地区（非都市部）にある就学前施

設（保育所、幼稚園、認定こども園）に勤務する保

育者とした。Google Formを用いたweb調査を行っ

た。研究の概要とweb調査用のURL（QRコード）、

ID、パスワードを記載した用紙を、就学前施設の

担当者経由で調査協力者に配布し、調査に協力す

る意思がある場合に調査画面にアクセスするよう

依頼した。質問紙は、142の就学前施設に対して

配布した。調査用紙の送付および回答の受付は、

2023年2月から3月にかけて行い、43施設（回収

率30.3％）の保育者211名から有効回答が得られ

た。本研究において、園長や所長からの支援に関

する満足度に関する質問項目の分析を行ってい

るため、後述する基本的属性に関する質問項目④

立場において、園長と回答した9名は分析対象か

ら除外するとともに、不備がなく有効回答と判断

した202名分の回答を分析対象とした。

2．質問項目
2-1．基本的属性

調査協力者の属性を把握するために、①年齢、

②職場（幼稚園・保育所・幼保連携型認定こども

園・幼稚園型認定こども園・保育所型認定こども
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園）、③雇用形態（フルタイム正規職員・時短勤務

正規職員・フルタイム契約職員・パートタイム

契約職員）、④立場（園長・主任・担任・副担任・

フリー・その他）、⑤保育者としての勤務年数、

⑥現所属での経験年数について尋ねた。

2-2．職務満足度

保育者の職務満足度を捉える項目として、

TALIS・SS2018の調査における、「あなたが仕事

全般についてどのように感じているかをお尋ね

します。」という質問項目に含まれた11項目を

用いた（表1）。TALIS・SS2018と同じく、回答は

「非常によく当てはまる」「当てはまる」「当てはま

らない」「全く当てはまらない」の4件法で求めた。

2-3．保育者効力感尺度

三木・桜井（1998）による改訂保育者効力感尺度

の10項目を用いた。回答は、三木・桜井（1998）と

同じく「ほとんどそうは思わない」「あまりそうは

思わない」「どちらともいえない」「ややそう思う」

「非常にそう思う」の5件法で求め、「ほとんどそう

は思わない」を1点、「非常にそう思う」を5点とし

て、得点化した。従って、得点が高いほど、その項

目における保育者効力感が高いことを示す。因子

を構成する項目の平均点を下位尺度得点とした。

2-4．バーンアウト尺度

伊藤（2000）によるバーンアウト尺度を用いた。

この尺度は、Maslach & Jackson（1981）による

MBI（Maslach Burnout Inventory）を田尾・久保

（1996）が翻訳・修正したもので、「脱人格化」

「情緒的消耗」「個人的達成」の3因子、17項目から

なる。もともと看護師を対象とした尺度であり、

田尾・久保（1996）では「患者」と記されていた

項目を伊藤（2000）は教師用に「児童生徒」と修正

して用いたが、本研究では保育者用に「児童生徒」

を「園児」に修正して用いた。回答は、「まったく

ない」「あまりない」「どちらともいえない」「たま

にある」「いつもある」の5件法で求め、「まったく

ない」を1点、「いつもある」を5点として得点化

した。

3．分析方法
3-1．職務満足度の分析

表1に示した職務満足の質問項目の分析は、

国立教育政策研究所（2020，2021）に準じて、各項

目につき、「非常によく当てはまる」と「当てはま

る」と回答した保育者の割合を算出した。

3-2． 保育者効力感尺度とバーンアウト尺度の因子

分析

保育者効力感尺度およびバーンアウト尺度に

ついて因子分析（最尤法、プロマックス回転）を行

い、因子構造を把握したのちに、Cronbachのα係

数を求めて信頼性の確認を行った。次に、各因子

の平均得点を求めた。

表1　TALIS・SS2018における職務満足度の質問項目と本研究における表記

本研究での表記 TALISS SS 2018における質問項目
職務満足1 問43（1）保育者は社会的に高く評価されていると思う
職務満足2 問43（2）職務に対して支払われる給与に満足している
職務満足3 問43（3）給与以外の雇用条件に満足している（例：福利厚生、勤務時間）
職務満足4 問43（4）現在の園での仕事を楽しんでいる
職務満足5 問43（5）園の保護者からの協力・支援に満足している
職務満足6 問43（6）園長・所長からもっと支援が欲しい
職務満足7 問43（7）もう一度仕事を選べるとしたら、また保育者になりたい
職務満足8 問43（8）自分の園を良い職場だと人に勧めることができる
職務満足9 問43（9）子供たちは私を保育者として高く評価している
職務満足10 問43（10）保護者は私を保育者として高く評価している
職務満足11 問43（11）全体としてみれば、この仕事に満足している
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3-3． 職務満足度と保育者効力感尺度およびバー

ンアウト尺度の相関分析

職務に関する満足度と保育者効力感尺度およ

びバーンアウト尺度との相関関係を検討した。

分析として、Spearmanの順位相関係数を求めた。

有意水準をp < 0.05とした。相関の程度についての

判断は、0.0≦| r |≦0.2の領域では「ほとんど相関

なし」、0.2＜| r |≦0.4の領域では「弱い相関あり」、

0.4＜| r |≦0.7の領域では「比較的強い相関あり」、

0.7<| r |≦1.0の領域では「強い相関あり」とした。

なお、この分析を行うにあたって、表1における

職務満足6の質問項目は、得点を反転する処理を

行うことで、点数が高いほど満足度が高いと判断

することができるようにした。

3-4．分析環境

分析は、SPSS Statistics for Windows ver. 28

（IBM社製）を用いた。

3-5．倫理的配慮

調査への協力は任意であり、協力しないことで

不利益を被ることはないこと、調査への回答を

もって同意を得ると判断する旨を依頼文にて

説明した。なお本研究は、近畿大学九州短期大学

研究倫理委員会の審査・承認を得て実施した（承認

番号：2022-1）。

結果

1．調査協力者の概要
表 2に、調査協力者の基本的属性を示した。

本研究の調査協力者は202名であった。

対象者の年齢は、世代による大きな偏りはな

かった。勤務園は保育所が最も多かった。雇用

形態は、正規職員（フルタイム）が最も多かった。

立場は、担任が最も多かった。保育者歴は、5年

以上が半数以上を占めており、現所属での経験年

数は、大きな偏りが見られなかった。

 

2．職務満足度の分析結果
表3に職務満足に関する質問項目の分析結果を

示した。また、TALIS・SS2018における分析結

果を国立教育政策研究所（2020，2021）から引用

した。

表2　調査協力者の基本的属性

年齢 N（％） 勤務園 N（％） 雇用形態 N（％）
20-24歳 20（9.9） 幼稚園 19（9.4） 正規職員（フルタイム） 134（66.3）
25-29歳 29（14.3） 保育所 149（73.7） 正規職員（時短勤務） 2（0.9）
30-34歳 25（12.3） 幼保連携型こども園 28（13.8） 契約職員（フルタイム） 27（13.3）
35-39歳 26（12.8） 幼稚園型こども園 3（1.4） 契約職員（パートタイム） 30（14.8）
40-44歳 26（12.8） 保育所型こども園 3（1.4） その他 9（4.4）
45-49歳 23（11.3） 公立 25（12.3）
50-54歳 26（12.8） 私立 177（87.6）
55-59歳 10（4.9）
60歳以上 17（8.4）
立場 N（％） 保育者歴 N（％） 現所属での経験年数 N（％）
主任 24（11.8） 1年未満 9（4.4） 1年未満 37（18.3）
担任 96（47.5） １年以上3年未満 9（4.4） １年以上3年未満 34（16.8）
副担任 31（15.3） 3年以上5年未満 16（7.9） 3年以上5年未満 35（17.3）
フリー 38（18.8） 5年以上10年未満 52（25.4） 5年以上10年未満 50（24.7）
その他 13（6.4） 10年以上20年未満 61（30.1） 10年以上20年未満 27（13.3）

20年以上30年未満 42（20.7） 20年以上30年未満 14（6.9）
30年以上 13（6.4） 30年以上 5（2.4）
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本研究の調査協力者は、職務満足6の質問項目

を除いて、全ての項目でTALIS・SS2018に比べ

て「非常によく当てはまる」または「当てはまる」

と回答した保育者の割合は小さかった。職務満

足6は、「園長・所長からもっと支援が欲しい」に

対する回答であり、本研究の調査協力者は、

TALIS・SS2018の調査協力者よりも、支援を要

求している保育者の割合が大きかった。

3． 保育者効力感尺度とバーンアウト尺度の因子
構造と信頼性の検討

3-1．保育者効力感尺度の因子構造と信頼性の検討

保育者効力感尺度10項目の回答について因子

分析（最尤法、プロマックス回転）を行った。

Kaiser-Meyer-Olkinの標本妥当性の測度は .91で

あり、当該データを用いた因子分析を行うことが

適切であると判断した。分析の結果、1因子構造

が妥当であると判断された（表4）。この因子構造

は、三木・桜井（1998）と同様であった。α係数は.91

表4　保育者効力感の因子分析の結果

保育者効力感尺度項目 F1 共通性 平均（SD） α係数

9. 私は、一人ひとりの子どもに適切な遊びの指導や援助を行えると思う .84 .71 3.18（.73）

8. 私は、クラス全体に目をむけ、集団への配慮も十分できると思う .81 .65 3.24（.575）

2. 私は、子どもの能力に応じた課題を出すことができると思う .76 .53 3.17（.76）

6. 私は、保護者の信頼を得ることができると思う .73 .53 3.23（.76）

10.  私は、子どもの活動を考慮し、 
適切な保育環境（人的、物的）に整えることが十分努力できると思う .73 .58 3.26（.76） .91

4. 私は、どの年齢の担任になっても、うまくやっていけると思う .72 .52 2.80（1.033）

1. 私は、子どもにわかりやすく指導することができると思う .69 .47 3.22（.76）

7. 私は、子どもの状態が不安定なときにも、適切な対応ができると思う .68 .48 3.36（.77）

5. 私のクラスにいじめがあったとしても、うまく対処できると思う 66 .44 2.96（.87）

3.  保育プログラムが急に変更された場合でも、私はそれにうまく対処で
きると思う .66 .44 3.10（.86）

最尤法、プロマックス回転

表3　職務満足度の分析結果

質問項目 本調査 TALIS・SS2018

職務満足1 25.2 31.4

職務満足2 19.8 22.6

職務満足3 44.5 47.1

職務満足4 77.2 83.3

職務満足5 63.3 77.5

職務満足6 45.5 41.2

職務満足7 50.0 66.0

職務満足8 61.3 65.3

職務満足9 64.3 75.8

職務満足10 54.4 63.0

職務満足11 64.8 80.7

※数値は「非常によく当てはまる」または「当てはまる」と回答した保育者の割合
※TALIS・SS2018の結果は国立教育政策研究所（2020；2021）による
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であり、妥当な水準であると判断した。以下の分

析では、保育者効力感尺度の合計得点を項目数

（10）で割った値を保育者効力感尺度得点（以下、

〈効力感〉得点）として扱った。

3-2．バーンアウト尺度の因子構造

バーンアウト尺度17項目の回答について因子

分析（最尤法、プロマックス回転）を行った。

Kaiser-Meyer-Olkinの標本妥当性の測度は .85で

あり、当該データを用いた因子分析を行うことが

適切であると判断した。因子負荷量の絶対値が

0.35未満になった4項目（2. 4. 5. 16）を除外した

最終的な因子分析結果を表5に示した。なお、

各因子の命名はMaslach & Jackson（1981）を参

考にした。

第1因子は、「1.同僚や園児の顔を見るのもいや

になることがある」などの5項目から構成されて

おり、〈脱人格化〉と命名した。第2因子は、「7.身

体も気持ちも疲れ果てたと思うことがある」など

の4項目から構成されており、〈情緒的消耗感〉と

命名した。第3因子は、「10.今の仕事に、心から

喜びを感じることがある」といった肯定的な内容

の4項目から構成されており、〈個人的達成感〉と

命名した。

各因子の内的整合性を確認するため、因子ごと

にα係数を算出したところ、0.78、0.68、0.72で

あった。「情緒的消耗感」については、α係数がや

や低い値を示した。しかし、先行研究で3因子構

造が示されていることを踏まえ、α係数が「概ね

妥当な範囲である」と判断した。

3因子構造は、Maslach & Jackson（1981）によ

るバーンアウト尺度に関する研究によって析出

された因子構造と同様であった。バーンアウト

尺度については、『情緒的消耗感』『達成感の後退』

の 2因子構造で説明されることもある（伊藤，

2000など）。

本研究で3因子構造を採用した理由は以下の通

りである。第1に、保育者の職務の特性に合わせ

た判断からである。わが国におけるバーンアウ

トに関する研究では、上述のMaslach & Jackson

（1981）のMBIを元にした研究が多く行われてき

た。しかし、MBIは元々看護師を対象とした質問

紙であり、看護師以外の対人援助職にそのまま

適用できるか検討する必要が指摘されている

（久保，2007）。森ほか（2013）は、中学校教師を対

象とした調査から、情緒的消耗感と脱人格化は

異なる概念であると捉えることが妥当であり、

バーンアウトが3因子構造であることを示した。

保育者と中学校教師には、子どもを教育・保育す

るという共通性があると考えられるため、本研究

では、3因子構造を採用した。第2に、バーンアウ

表5　バーンアウト尺度の因子分析の結果
バーンアウト尺度項目 F1 F2 F3 共通性 平均（SD） α係数 因子名

1. 同僚や園児の顔を見るのもいやになることがある .73 .28 .31 .72 2.10（1.10）

.78 脱人格化
3. 同僚や園児と、何も話したくなくなることがある .67 -.20 -.16 .57 1.92（1.00）
9. 自分の仕事がつまらなく思えて仕方のないことがある .65 .23 .19 .43 2.24（.99）
13. 今の仕事は、私にとってあまり意味がないと思うことがある .61 -.06 -.24 .51 1.90（.85）
14. 仕事の結果はどうでもよいと思うことがある .58 -.12 -.03 .29 1.93（.91）
7. 身体も気持ちも疲れ果てたと思うことがある -.17 .74 -.06 .44 3.82（.84）

.68
情緒的消
耗感

15.１日の仕事が終わると「やっと終わった」と感じることがある -.11 .60 -.11 .32 3.74（1.01）
17. 出勤前、職場に出るのが嫌になって家にいたいと思うことがある .20 .48 .00 .38 2.94（1.29）
11. 仕事のために心にゆとりがなくなったと感じることがある .01 .47 -.12 .28 3.52（.95）
10. 今の仕事に、心から喜びを感じることがある -.08 -.25 .64 .70 3.72（.85）

.72
個人的達
成感

12. 仕事が楽しくて、知らないうちに時間が過ぎることがある -.08 -.25 .64 .63 3.08（1.00）
6. 仕事を終えて、今日は気持ちのよい日だったと思うことがある -.00 -.30 .47 .44 3.29（.96）
8.我を忘れるほど仕事に熱中することがある .11 .00 .45 .17 3.05（.98）
最尤法、プロマックス回転
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ト傾向の多角的な把握が可能になるためである。

2因子構造を採用した伊藤（2000）と異なる結果

になった理由について述べるだけのデータを持

ち合わせていないが、保育者のバーンアウト

傾向を複数の観点から捉えることができるため、

3因子構造によって分析した。なお、以下の分析

では、各因子を構成する項目の合計得点を項目数

で割った値をそれぞれの尺度得点（以下、〈脱人格

化〉得点；〈情緒的消耗感〉得点；〈個人的達成感〉

得点）として扱った。

3-3． 職務満足度・保育者効力感・バーンアウト尺

度の相関分析の結果

表6に職務満足度と保育者効力感およびバーン

アウト尺度の相関分析の結果を示した。以下、

「比較的強い相関」と判断した関係のみ示した。

職務に関する満足度と保育者効力感との関係

をみると、「職務満足9」と「職務満足10」で有意な

正の相関がみられた（r＝0.48, r＝0.51）。職務

満足度とバーンアウト尺度との関係をみると、

「職務満足4」と〈脱人格化〉得点、〈情緒的消耗感〉

得点との間に負の相関がみられた（r＝-0.49, r＝

-0.43）。また、「職務満足7」と〈情緒的消耗感〉得

点との間に負の相関がみられた（r＝-0.42）。さら

に、「職務満足11」と〈脱人格化〉得点との間に負

の相関がみられた（r＝-0.45）。

考察

本研究の目的は、TALIS・SS2018の職務満足

に関する質問項目を用いて、保育者効力感および

バーンアウト傾向との関係を明らかにすること

であった。以下の考察では、先行研究でも検討さ

れてきた給与や職務環境等の満足度と、先行研究

では十分検討されてこなかった子どもや保護者

との関係に関する満足度に分けて、保育者効力感

およびバーンアウト傾向との関連を考察する。

1． 給与や職場環境等に関する満足度と保育者
効力感尺度およびバーンアウト尺度との関係

「職務満足4（現在の園での仕事を楽しんでい

る）」「職務満足7（もう一度仕事を選べるとしたら、

また保育者になりたい）」が〈脱人格化〉得点およ

び〈情緒的消耗感〉得点と負の相関にあること、

「職務満足11（全体としてみれば、この仕事に満足

している）」が〈脱人格化〉得点と負の相関があるこ

とが明らかになった。前田ほか（2009）は、職務内

容に関する満足度が高いほど、保育者の抑うつの

重症度が低くなることを示した。本研究における、

「職務満足4」とバーンアウト尺度との関係から、

同様の結果が得られたといえる。加えて、保育者

という職業自体に対する満足度（「職務満足7」）や、

給与や人間関係等を含む職務全体に対する満足度

表6　職務満足度と保育者効力感およびバーンアウト尺度の相関係数

職務満足1 職務満足2 職務満足3 職務満足4 職務満足5 職務満足6

〈効力感〉得点 .17* .01 .01 .19** .27** -.01

〈脱人格化〉得点 -.18** -.18** -.26** -.49** -.37** .17*

〈情緒的消耗感〉得点 -.21** -.21** -.20** -.43** -.23** .24**

〈個人的達成感〉得点 .06 .09 .13 .38** .32** -.14*

職務満足7 職務満足8 職務満足9 職務満足10 職務満足11

〈効力感〉得点 .16* .18** .48** .51** .17*

〈脱人格化〉得点 -.40** -.35** -.12 -.14* -.45**

〈情緒的消耗感〉得点 -.42** -.28** -.07 -.14* -.31**

〈個人的達成感〉得点 .30** .29** .17** .18** .38**

** p < 0.01 * p < 0.05
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（「職務満足11」）が高いほど、バーンアウト傾向が

低いことが示された。このことから、「職務とし

てどのようなことをしているか」ということに対

する満足度と同様に、「職務満足7（もう一度仕事

を選べるとしたら、また保育者になりたい）」や

「職務満足11（全体としてみれば、この仕事に満足

している）」のように、保育者という職業に対する

肯定的な見方をもっていることが、保育者のバー

ンアウト傾向の低さと関係することが示唆され

た。西山ほか（2007）は、保育者養成校に通う学生

を対象とした調査から、学生のアイデンティティ

と職業認知の構造を分析し、「保育職の適正感」等

の職業認知に焦点をあてた支援の必要性を指摘し

た。保育現場において、様々な課題に直面しなが

らも、保育者としての自身の適性を認識すること

ができるような支援が、バーンアウト傾向の低減

に影響する可能性がある。

2． 子ども・保護者との関わりに関する満足度と
保育者効力感尺度およびバーンアウト尺度
との関係
保育者効力感尺度との関係をみると、「職務満足

5（園の保護者からの協力・支援に満足している）」

「職務満足9（子供たちは私を保育者として高く

評価している）」「職務満足10（保護者は私を保育

者として高く評価している）」の全てにおいて、

〈効力感〉得点と正の相関がみられた。このこと

から、保育者効力感と関連する要素として、新た

に子どもや保護者との関わりに関する満足度も

含まれることを示した。特に、「職務満足9（子供

たちは私を保育者として高く評価している）」と

「職務満足10（保護者は私を保育者として高く評

価している）」が比較的強い相関関係にあった。

この結果は、池田・大川（2012）による、「「保護者・

子どもとの信頼関係」が保育者効力感を規定する

ポジティブな効果をもたらす変数である」という

結果と類似したものであった。保育者効力感は、

「保育場面において子どもの発達に望ましい変化

をもたらすことができるであろう保育的行為をと

ることができる信念」（三木・桜井，1998）である。

保育者の子どもに対する保育的行為の望ましさに

関する信念は、子どもからの評価に対する満足度

だけでなく、保護者からの評価に対する満足度と

も関連することが明らかになった。

次に、バーンアウト尺度との関係をみると、

「職務満足5（園の保護者からの協力・支援に満足

している）」が高いほど、〈脱人格化〉得点および

〈情緒的消耗感〉得点が低い傾向にあり、〈個人的

達成感〉得点が高い傾向にあることが明らかに

なった。すなわち、保護者との関わりに関する満

足度が高い場合、精神的健康が高くなる可能性が

示唆された。池田・大川（2012）は、「保護者・子ど

もとの信頼関係」は、バーンアウトに有意な負の

影響を与えていることを明らかにしており、本研

究の結果はこれを支持しているといえる。

一方、本研究では「職務満足10（保護者は私を

保育者として高く評価している）」とバーンアウ

トの各因子得点との間の相関の程度は強くなかっ

た。しかし、「職務満足5（園の保護者からの協力・

支援に満足している）」については、弱いながらも

相関関係が確認された。「職務満足10（保護者は

私を保育者として高く評価している）」は、保育者

が保護者からどのように評価されているかといっ

た主観的な認識に関する項目であるといえる。

「職務満足5（園の保護者からの協力・支援に満足

している）」は、保護者からの協力・支援に対する

満足度である。この場合、例えば保育者が家庭に

対するお願いをしたことに対する応答が適切に行

われたかといったことが、回答に影響すると考え

られる。このように考えると、「職務満足5（園の

保護者からの協力・支援に満足している）」は、

保育者と保護者との関係性に対する満足度と捉え

ることができる。塩崎（2023）は、認定こども園に

おける幼児クラス担当者にとっての保護者対応の

難しさが「情緒的消耗感」の要因となるが、園にお

けるサポートにより調整されるとしている。保育
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者と保護者との関係性を、園全体で支援すること

の有効性が示唆されているといえる。

ただし、「職務満足5（園の保護者からの協力・

支援に満足している）」と「職務満足10（保護者は

私を保育者として高く評価している）」に何かし

らの相関関係あるいは因果関係がある可能性も

排除できない。両満足度の関係性について検討

することは、今後の課題である。

結語―保育者養成への示唆

本論冒頭で述べた通り、保育者の職業満足を

構成する要素を多面的に把握することは、保育者

の確保・定着にとって重要であると考えられる。

離職の要因として広く知られる「人間関係」や、

給与等待遇面以外にも、職務満足度を左右する

要因が明確になれば、養成教育において活かすこ

とが可能となる。本論が示唆した保護者との

関係とバーンアウトとの関連についての知見は、

就学前施設と保護者との関係性に着眼すること

の有用性を示唆している。たとえば、各就学前施

設による保護者の保育参加のための実践は、当該

施設に勤務した際の満足度に影響し、学生の定着

の度合いに関連する可能性もある。研究知見の

養成教育への還元という視点からも、後続の研究

を待ちたい。

また、これまで保育者の職務に関する満足度

は、保育所か幼稚園かなど、施設の違いによって

も変わる可能性があることが示唆されてきた

（高見・桐原・徳田・横山・横山，1994など）。また、

各施設の特性（規模、運営形態、保育方針など）

が保育者の職務満足度等と関係することも想定

される。本研究では、十分検討することができな

かったが、施設によって職務に関する満足度など

がどのように変わるのかについても、今後の検討

が必要である。

最後に、本調査の実施時期は、新型コロナウイ

ルス感染症の「5類感染症」移行前に実施されて

いる。古村（2023）は、新型コロナウイルス感染

症下における研究動向のレビューの中で、保育者

の多忙感、疲労感、ストレスの高まりについて調

査報告がなされていることを指摘している。本

研究がこうしたマクロな環境の影響を受けてい

る可能性は否定できないが、十分に分析すること

ができていないため、今後の課題としたい。

付記
本研究は JSPS科研費 JP20K02672（研究代表

者：堀田亮）の助成を受け実施されたものです。

謝辞
ご多忙な中、調査にご協力いただきました保育

者の皆さんに、記して感謝申し上げます。
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幼児期における感情制御方略の有効性の認知の発達
Development of Emotion Regulation Strategy and Effectiveness  

in Early Childhood

田代琴美
（小田原短期大学）

本研究では、幼児期の子どもがどのような感情制御方略を有効であると考えているかを明らかにす

る。こども園に通う53名を対象に、4場面を提示した。その結果、参加者の自発的な回答から感情制御

方略について6カテゴリが抽出された。この中に含まれる問題解決・気晴らし・抑制はGrossのプロセ

スモデルに基づく感情制御方略であり、これらを幼児が使用していることが確認された。また、あらか

じめ設定した4方略（慰め・感情を吐き出す・気晴らし・問題解決）を提示し、感情制御方略の有効性の認

知について4件法で尋ねた。その結果、年少児においても感情を吐き出す方略よりそれ以外の3方略の

方が有効であるとし、ネガティブな感情を表出することは良くないと理解している様子が窺えた。また、

慰め方略においては年少児より年齢の高い子どもにおいて効果的な方略だと考えられているという発

達的な示唆が得られた。

キーワード :  感情制御、感情制御方略、幼児期、対人関係、有効性

1．問題と目的

幼稚園教育要領や保育所保育指針では、幼児の

情緒の安定を図ることが重要視されており、安定

した情緒の下で自己発揮し、様々な体験を積みか

さね、発達していくと考えられている。とりわけ、

領域「人間関係」の内容には、（1）先生や友達と共

に過ごすことの喜びを味わうや、（5）友達と積極

的に関わりながら喜びや悲しみを共感し合うな

ど、他者との関わりを通して様々な感情の交流を

することが大切であると述べられている（文部科

学省，2018；厚生労働省，2018；内閣府・文部科

学省・厚生労働省，2018）。喜び、悲しみ、怒りと

いった他者の表情に対する基本的な意味理解は

3歳の時点で獲得している（菊池，2004）という

発達的な背景を交えても、幼児期の子どもにとっ

て多くの感情体験を味わい、他者の感情理解を

進めていくことは大切である。しかし、他者が存

在する場面においては自分と他者の感情がぶつ

かった時、自分の感情だけではなく、他者の感情

も同時に考えなくてはいけなくなる。そのため、

幼児期に入ると適切にふるまえるように自分で

感情を制御できることを目指して、周囲の大人に

よって適切な方向へ進めことを注意深く後押し

するといった働きかけがなされるようになる

（久保，2010）。

この分野においては、感情制御（emotion regu-

lation）として1980年頃から研究が進められてい

る。感情制御とは「感情経験・感情表出を変化さ

せる一連のプロセス」（Gross, 1998）である。その

中でも、個人が感情を制御できる5つのポイント

を強調した感情生起プロセスモデルは、（1）状況

選択：感情を生起させる原因となる状況を避けた

り選択したりすること、（2）状況修正：感情を生起

させる状況を変化させること、（3）注意の方向づ

け：感情を生起させる状況から注意をそらすこ

pp.107-120
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と、（4） 認知的変化：状況に対する捉え方を変化

させること、（5）反応調整：感情表出を制御するこ

とといった 5つに分けられている（Gross & 

Thompson，2007）。この 5つにおいて、最初の

4つの概念は評価が本格的な感情反応傾向を生起

させる前に生じるという点で先行焦点型と考えら

れ、反応が生じた後に生じる反応焦点型と区別さ

れている。特に、先行焦点型の（4）認知的変化の

下位概念である再評価と、反応焦点型の（5）反応

調整の下位概念である抑制は比較されることが多

い。その結果、認知的な方略である再評価は行動

的な方略である抑制より精神的健康にポジティブ

な影響を与えることがわかっており、一般的に抑

制は適応的でない方略、再評価は適応的な方略と

考えられている（e.g., Gross, 1998；榊原，2014）。

しかし、これらの研究は大人を想定したモデルで

あり、子どもを対象とする場合は様相が異なると

考えられる。

唯一、Grossのプロセスモデルを軸にした子ど

もの研究として、親の感情制御方略が子ども

の適応に与える影響をみた則近（2022）がある。

この研究は感情制御の発達過程にある幼少期の

子どもは自らの感情を制御しきれない状況が多

く、親が子どもの感情制御をサポートすることに

よって適応的な状態に制御されていることから

（Thompson, 1993）、親がどのような感情制御方

略を子どもに使っているのかといった点について

測定することを目的としている。3歳から7歳の

子どもを持つ親に調査した結果、親が子どもに

対して使用する状況修正（e.g., どうしたらよいか，

一緒に考える）と再評価（e.g., 物事の良い側面に

目を向けさせようとする）の2方略と子どもの向

社会的行動・自己制御との間に正の相関が示され、

子どもに適応的な感情制御方略を使う親ほど、

子どもの適応が高いことが示された。また、再評

価を親自身が自分の感情を制御する際に使用しや

すい場合、子どもに対しても再評価を促すことが

わかった。その一方で、恐れ /不安場面において

認知的な能力を必要とする再評価は3歳の子ども

が効果的に使うには難しく、子どもの発達段階に

合わせたサポートをした結果、親の使用傾向と

子どもへ促す傾向には関連が見られなかった。

このように認知的な発達段階は加味されてるもの

の、基本的には親が使用している方略が子どもの

感情制御をサポートする際にも影響していること

がわかった。しかし、この研究が扱っているのは

あくまでも親が子どもの感情を制御するために使

用する方略であり、子ども自身がどのように感情

制御方略を用いるかといった内容は含まれていな

い。そのため、子ども自身の感情制御がどのよう

に発達していくのかについて概観していく。

生まれて間もない乳児は泣くという行為から

不快を伝え、養育者はその感情的ニーズを特定

し、ストレス状態を和らげることで安定した生活

を維持する（Sabatier, Restrepo, Torres, Hoyos, & 

Palacio, 2017）。そのような日々の中、生後3～6

か月になると神経生物学的変化が進むため、養育

者は乳児に対して視覚的な気晴らしを戦略的に使

用することがわかっている（Thompson, 1994）。

このように、生後1年ほどは養育者との相互的な

やりとりを通じた外的な働きかけによって感情

制御が行われる。また、2歳頃には言語発達と

ともに、感情を言葉で表し、他者の表情から感情

を理解できるようになる（渡辺，2011）。それに

伴って、自ら養育者に助けを求めたり、他者の心

について考え始める（Raikes & Thompson, 2008; 

Waters, Virmani, Thompson, Meyer, Raikes, & 

Jochem, 2010）といった、自分自身で感情を制御

しようとする動きがみられる。続いて、3歳頃で

は自己調整の枠組みが出現する。この年齢以降の

子ども達は他者に共感的に反応し、それに応じて

行動を調整するようになっていく（Pons, Harris, 

& de Rosnay, 2004; Thompson, 2011）。ここか

ら、3歳児以降の幼児期において感情を制御する

方略が存在しており、さらに状況に応じた方略を

選び、実行できるようになると考えられる。
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しかしながら、感情制御方略に関する研究で扱

われている方略の種類はそれぞれ異なる。3，4歳

児を対象としたCole, Dennis, Smith-Simon, & 

Cohen（2008）の研究では、感情を制御するために

どのような方略があるか、自由回答によって検討

した。その結果、内的な自己焦点化方略：内面を

変化させる発想を用いる（e.g., 何か他のモノ・コ

トについて考える）、外的な自己焦点化方略：内面

を変化させるため行動を用いる（e.g., 不機嫌な時

は昼寝をする）、内的な問題解決方略：状況を変

化させるための行動をする（e.g., 子犬がいなく

なったことを誰かに知らせる）の3つのカテゴリ

に分けられた。同じ3,4歳児を対象としたDennis 

& Kelemen（2009）はColeらの3つの方略を細分

化したような分類を提唱している。これらは6つ

に分かれており、自己の内面に焦点を当てた分類

として認知的気晴らし方略（楽しいことを考え

る）、反芻方略（どんなに気分が悪いかを考える）

が挙げられている。次に、行動を通して感情を変

化させることに焦点を当てた行動的気晴らし方

略（他のことをする）、感情を吐き出す方略（感情

を表出する）があり、さらに問題に焦点を当てた

分類として、状況を修復する方略（ネガティブな

状況を改善するために行動する）や、母親に助け

を求める（ソーシャルサポートを求めるかのよう

に呼びかける）、といった方略の6種類であった。

これらの方略をGrossのプロセスモデルに当ては

めて考えると、3,4歳では（2）状況修正、（3）注意の

方向づけ、（5）反応調整の下位方略として扱われ

る方略が使用できると考えられるが、これら研究

では（4） 認知的変化に関する方略の検討がなさ

れていなかった。

そこで、より年齢の高い5，6歳児を対象とした

Davis, Levine, Lench & Quas（2010）の研究では、

目標が達成できないといった欲求不満場面

（e.g., 足が痛くて野球ができない場面や、外出す

る代わりに家に居なければならない場面等）を

提示した際に引き出された回答から方略を抽出し

ている。ここから、最初の目標達成に向けた行動

として目標の回復方略（再び野球ができるように

トレーニングする）、別の目標を達成するための

行動として目標の代用方略（野球についてテレビ

で見たり読んだりする）、目標に向けた行動をや

めることを指す目標の没収方略（何もできない）、

他者から助けを募ることに言及した一次的な

ソーシャルサポート方略（家に居なければならな

いが、母親に外で遊ばせてもらう）、感情的な探求

に言及した二次的なソーシャルサポート方略

（気分を良くするために母親に話す）、自分以外の

「誰か」に焦点を当てた方略（復讐として、他の

少年の足を傷つける）、メタ認知方略（家に居なけ

ればならないので自分で外に出て遊びたくないと

決める等）の7方略に分けられた。メタ認知方略

については、そのなかでさらに「思考」を変化させ

る4方略と「目標」を変化させる3方略に細かく分

けられるが、これらの内容はColeらの内的な自己

焦点化方略やDennis & Kelemenの認知的気晴ら

し方略と類似していた。また、この研究の5歳児

のうち、半数の子どもは思考によって感情を制御

するといったメタ認知的な方略を用いることが可

能であり、この年齢において発達途中であるとい

うことがわかった。ここから、幼児期の子どもは

自分の内面に焦点を当てた方略が現れ始める段

階であり、再評価といった大人と同様の認知的変

化を用いるような方略の使用は困難であること

がわかる。

大人において適応的な方略だと考えられてい

る再評価を理解することが難しいとなると、幼児

期の感情制御方略として効果的な方略は何であ

ると考えられるのだろうか。Cole et al.（2009）は

3，4歳児に悲しみと怒りの場面において、どちら

の方略を用いる方が適切かと二者択一式の質問

を用いて検討している。悲しみ場面では飼って

いた子犬がいなくなる、怒りの場面は2人の兄弟

（姉妹）がおもちゃを取り合うといった文脈が設

定された。その結果、悲しみの場面で感情を制御
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する最善の方法として、最も選ばれたのは内的な

問題解決方略において3歳では適切な選択をする

子どもが86%、外的な自己焦点化方略において

4歳では適切な選択をする子どもが94%であっ

た。どちらの年齢でも内的な自己焦点化方略に

おいて適切な選択する子は全体の60%程度と

一番少なかった。また、怒りの場面では、内的な

自己焦点化方略は3歳において79%、内的な問題

解決方略は4歳において91%と最も多くの子ど

もが適切な選択をしていた。いずれも、外的な

自己焦点化方略において3歳児が69%、4歳児が

82%と適切な選択肢を選ぶ子どもが一番少な

かった。この一対比較法を用いた限りでは、3歳

児よりも4歳児の方が感情を制御するために不適

切な選択肢を選ぶ割合が少ないことが示唆され

た。しかしながら、3つの感情制御方略は方略同

士を比べた上で適切だと考えられているのでは

なく、子犬がいなくなったことを誰かに知らせる

といった方略に対して、あなたは座って泣くべき

だなどの不適切だと思わせるような選択肢との

比較であった。そのため、方略間でどちらの方略

が有効なのかを明らかにする結果は見出されな

かった。

また、Dennis & Kelemen（2009）では、子ども

自身がどの感情制御方略を有効な方略と認識し

ているかを明らかにするため、3歳児と4歳児、

成人といった3つの年齡群に対して、人形劇の

主人公が先述した6つの感情制御方略を行った後

にそれぞれどのような変化を感じているかと

いった感情の変化について4件法（例えば、恐れ

の場合は0:とても怖い～3:幸せ）で尋ね、どの方

略が効果的な方略だと考えているのかを検討し

た。ここでは、怒りの場面としておもちゃの取り

合い、悲しみの場面として子犬がいなくなる、

恐れの場面としてモンスターが出てくる映画を

見るといったものが用いられた。その結果、3歳

児においても、感情制御方略を使用することは

効果的であると判断している様子が見られた。

他にも、3,4歳を合わせた幼児群と成人群のどち

らにおいても認知的気晴らし方略、行動的気晴ら

し方略、状況を修復する方略といった3つの方略

がネガティブな感情を減少させるために有効

だと認識していることが示唆された。すなわち、

残りの反芻方略、感情を吐き出す方略、母親に助

けを求める方略は、効果的でないという判断が下

されたことになるが、この3方略に限ってさらに

3歳、4歳、成人の3つの年齢群で分析したところ、

年齢による差がみられた。そのなかで興味深い

ことは、3歳児と、4歳児・成人の間で違いが認め

られ、4歳児以降になって初めて、母親に助けを

求めるという方略に効果を認識していることが

明らかとなったことである。ただし、ここでは4

歳児以降の年齢群は成人のみを対象としている

ため、5，6歳の幼児においても同様の発達的傾向

を示すとは断定できない。

この点を解明するために、5，6歳児を対象とし

たDavis et al.（2010）の結果を確認したところ、

感情による違いがみられた。ここでは、悲しみよ

り怒りを緩和するために目標の回復方略を用い

ていた。また、「誰か」に焦点を当てた方略は恐怖

より怒りを緩和し、対照的に二次的なソーシャル

サポート方略は悲しみよりも恐怖、怒りより悲し

みを緩和した。ここから、怒りは「誰か」といっ

た代理人に責任を集中させることで和らげるこ

とが可能となるが、悲しみや恐怖については二次

的なソーシャルサポートを通して他者からの感

情的な安心感を得ることによって和らげること

ができるといった可能性が示唆された。すなわ

ち、5，6歳児では感情ごとに有効な感情制御方略

を使い分けていると考えられる。

このように幼児期の感情制御に関する研究を

概観してみると、大人と同様の認知的な方略を用

いることは困難であるが、感情ごとにいくつかの

方略を有効的に使い分けていることが窺える。

しかしながら、子どもが自分自身で感情を制御し

ようとする点において、幼児期全体を体系的に検
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討した研究はない。また、扱われている方略だけ

でなく、それぞれの感情における文脈も異なる。

例えば、Cole et al.（2009）やDennis & Keleman

（2009）は、怒りの場面においておもちゃを取り合

うといった他者とのやりとりの文脈を用いてい

たが、それ以外の悲しみや怖れの場面において、

「相手」は子犬やホラー映画であり、直接的に人と

関わるような文脈ではなかった。Devis et al. 

（2010）においても、怪我で野球ができないや外出

できないといった対人関係の葛藤場面ではない、

目標を損なうような場面を文脈として設定して

いたため、他者との関わりを持つ方略については

重視されていなかった。しかしながら、幼児期に

おいて養育者との関係も重要であるが、周囲の大

人や、友達とのやりとりが始まり、他者が存在す

る社会的な文脈を理解した上でどのように感情

を制御していくかといったことが重要な課題と

なる。そのため、他者との関わりのなかで生じた

感情をどのように制御するかを検討していく必

要がある。

以上より、幼児期の感情制御方略の研究は2つ

の課題が残されていた。まず、感情の種類につい

てである。先行研究では怒り、悲しみ、怖れの

3つの感情が扱われていたが、怖れの感情につい

ては、場面設定がお化けや大きな動物が登場する

文脈となり、他者を想起させる場面ではなかっ

た。これは、幼児期に体験する怖れの感情は他者

が関わる場面よりもお化けなどの想像的なもの

に対する恐怖や、「一人になる・親と離れる」と

いった他者が関わらない場面において増加する

傾向にあるため（富田，2017）、他者と関わる状況

における怒りと悲しみの感情を詳細に検討して

いく必要がある。次に、年齢の幅を広げていくこ

とである。これまでの研究では3，4歳児の研究と

5，6歳児対象の研究が分かれており、一つの研究

で、幼児期全体を対象に検討されていなかった。

幼児期の子どもの年齢差を段階的に捉えるため、

3歳から6歳までを同じ方法を用いて調査する必

要があると考える。こうした課題を改善するた

めに、本研究では、対人関係の文脈における怒り

と悲しみの感情制御に焦点を合わせ、幼児期に用

いられる感情制御方略と、それがどれくらい有効

だと考えられているのかについて検討する。

2．方法

参加児
S県のこども園に通う年少児15名（レンジ：

3歳 8ヶ月～ 4歳 6ヶ月、平均年齢：4歳 2ヶ月、

男児7名、女児8名）、年中児18名（レンジ：4歳6ヶ

月～5歳5ヶ月、平均年齢：5歳1ヶ月、男児9名、

女児9名）、年長児20名（レンジ：5歳7ヶ月～6歳

6ヶ月、平均年齢：6歳0ヶ月、男児11名、女児9名）

を対象に個別調査を行った。保護者から実験

参加の同意が得られたのは年少児16名、年中児

19名、年長児21名であったが、うち3名はこども

園の教員から参加は困難であると判断された為、

本研究には参加していない。調査時期は2020年

10月であった。

場面設定
お話は、発達心理学を専門とする教授と元幼稚

園教諭、調査参加を依頼したこども園の教員らと

相談をして、日本の幼児が日常生活のなかで怒り

や悲しみを感じるような場面を作成した。怒り

と悲しみの感情ごとに、他者が感情を生起させる

要因となる対人場面と物にまつわるエピソード

が感情を生起させる要因となる非対人場面の2種

類から計4場面で構成された。内容は、悲しみ・

対人場面では「お母さんのお迎えを待ってい

ます。お迎えの時間になってもお母さんは迎え

に来ませんでした。」、悲しみ・非対人場面では

「お菓子をもらうために列に並んでいます。途中

で、お菓子がなくなってしまいお菓子がもらえま

せんでした。」、怒り・対人場面ではCole et al. 

（2009）のおもちゃの取り合いという文脈を参考
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に「お友達とどっちがおもちゃを使うか、じゃん

けんで決めようとしています。お友達はじゃん

けんで負けたのに、おもちゃを貸してくれません

でした。」、怒り・非対人場面では「積み木で遊ん

でいます。あと少しのところでいきなり崩れて

しまい、積み木が完成しませんでした。」であっ

た。これらの提示順序は参加児によってカウン

ターバランスを行った。なお、お話の主人公の名

前は「たろうくん」の男児用と、「はなこちゃん」の

女児用を作成し、参加児の性別と一致するものを

用いた。

感情制御方略
本研究では、先行研究（Davis et al., 2010；

Dennis & Keleman, 2009；Cole et al., 2009）で使

用されていた方略の中から4つの方略を設定し

た。具体的には、母親に助けを求める方略や二次

的なソーシャルサポート方略のように誰かに話

をして感情的なサポートを求めるといった

「慰め」方略、Dennis & Keleman（2009）で用いら

れていた生起した感情を直接的に表出すると

いった「感情を吐き出す」方略、行動的気晴らし

方略やメタ認知方略にも含まれていた他のおも

ちゃを見つけて遊ぶといった「気晴らし」方略、

3つの先行研究全てに含まれていた友達や先生と

いった誰かに助けてもらい、状況を修正すること

によって感情を制御する「問題解決」方略とした

（図1）。なお、問題解決方略は文脈に合わせてそ

れぞれイラストを変更している。

表情カード
場面を提示した後、想定した感情を正しく認識

できているかを確認するために渡辺・瀧口（1986）

で使用された 4つの表情カードのうち、喜び、

悲しみ、怒りを使用した。ここでは、それぞれ

図2の左側に記載されている表情のみを使用し

た。さらに、その表情カードを元に、Dennis & 

Kelman（2009）と平川（2013）を参考に感情の

変化を示した2段階の表情をそれぞれ作成した。

場面ごとに、悲しみあるいは怒りの2段階の表情

と喜びの2段階の表情を順に並べ、感情制御方略

を使用したときにどのように感情が変化するかを

検討する際に使用した。なお、この質問を行う際

には既に場面の中でネガティブな感情を抱いてい

ると仮定しているため、変化しないことを示す

ネガティブ表情とより強い感情を示すネガティブ

表情、さらにポジティブな感情に変化したことを

示す喜びの表情が2段階で計4表情を設定した。

慰め 感情を吐き出す 気晴らし 問題解決

図1.　設定した感情制御方略の種類（男児用）

喜び 悲しみ 怒り

図2.　表情カード
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評定図版
感情制御方略の有効性について参加者に評定

を求める際に4件法（とても良い～とても悪い）

の言葉とともに記号が記された3枚の図版を用い

た。具体的には、越中（2007）を参考に〇×が記

された図版、大小2つの〇が記された図版、大小2

つの×が記された図版の3枚を用意した。

手続き
こども園の一室で、実験者と参加児の一対一で

実施された。最初にラポールを形成するために

お互いに自己紹介をした後、場面について説明し

た。場面はパーソナルコンピューターの画面に

て提示し、同じ画面を見ながら質問を行なった。

お話を見せた後、表情カードを用いて主人公の感

情を確認した。設定した感情とは異なる感情を回

答した場合、設定した感情が表出されている主人

公の顔を指差し、再度主人公の感情について尋ね

た。次に、「このとき、たろうくん［はなこちゃん］

はどうしますか。」と主人公がネガティブな感情

を抱いた時にどのような感情制御方略を行うか、

自由回答で尋ねた。それとともに、「このとき、

あなたがたろうくん［はなこちゃん］だったら、

どうしますか。」と参加児自身がネガティブな感

情を抱いた時にどのような感情制御方略を行う

かについても尋ねた。その後、お話の中で生起さ

れた感情を制御するための4つの感情制御方略

カードを見せ、それぞれに「この方法を使ったら、

気持ちはどう変わるか」といった感情の変化を尋

ねた。その方法は、主人公が抱いている感情より

もネガティブな表情を2つ、ポジティブな表情を

2つの計4つの表情図から選択させるといったも

のであった。そして、4つの感情制御方略について、

一つずつ「この方法は良い方法ですか？悪い方法

ですか？」と二択で尋ねてから、「少し良い（悪い）

方法ですか？とても良い（悪い）方法ですか？」と

尋ねることによって4件法で感情制御方略の有効

性について回答させた。最後に、参加児がネガ

ティブな感情を抱いたまま実験を終了させないた

め、子どもの好きなものや仲良しのお友達につい

て話をした。所要時間は一人につき、 15～30分程

度であった。参加者の回答は記録用紙に記録する

とともに、スマートフォンのアプケーションを使

用して音声を録音した。また、本研究は所属大学

の倫理委員会の承認を得て実施された。

3． 結果

内容確認の質問
それぞれの場面をPC上で再生した後に、実験

者が「たろうくん［はなこちゃん］はこの時、どん

な気持ちだと思う？」と直接的に問いかけ、主人

公の気持ちを正しく理解しているかどうかを確

認した。その結果、53名の園児のうち、悲しみ対

人場面では3名（5.7%）、悲しみ非対人場面では

1名（1.9%）が悲しみではなく怒りを選択した。

一方、怒り対人場面では30名（56.6%）、怒り非対

人場面では22名（41.5%）が怒りではなく悲しみ

を選択した。しかし、この回答をした子どものほ

とんどは実験者から問いかけに対してPC画面で

はなく実験者に視線を向けていた。そのため、

PC画面を見るように主人公の顔を指差し、同じ

質問を一度だけ繰り返したところ、全ての園児が

設定した感情を正しく選択したのでそのまま実

験を続けることとした。

自発的な感情制御方略の分類
どのような感情制御方略を取るかについて、

主人公はどうするか、自分が主人公だったらどう

するかといった2つの視点から得られた回答を分

類した。分類については、実験者と心理学を専攻

する大学院生で行い、カテゴリ名をつけた。分類

が異なった場合は二者間で協議し、決定した。

最終的に全ての場面における一致率は90%以上

となった。その結果、2つの視点ともに感情制

御方略が考えられないといった「わからない」
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（e.g., わからない等）、自分以外の他者に助けても

らうといった「他者に頼る」（e.g.,  先生に言う、

ママに買ってもらう等）、自分の力で解決すると

いった「自分で解決」（e.g.,  返してって言う、自分

で直す等）、他の行動をして感情を制御する「気晴

らし」（e.g., 他のおもちゃで遊ぶ、お散歩行く等）、

自分の感情を抑えることによって制御する「抑制」

（e.g., 我慢する、諦める、大丈夫等）、それ以外の

回答を「分類不能」（e.g., もう一回もらいに行く、

友達に謝る等）とし、6カテゴリに分けられた

（表1）。ここでは主人公（他者）が取る方略と実際

に自分が取る方略の2つの視点ともに同様のカテ

ゴリが見出されたものの、その割合は視点によっ

て異なる部分があった。特に、悲しみ対人場面の

年長児では主人公であったら「他者に頼る」カテ

ゴリを回答するが、自分視点ではこの方略を回答

するという子どもが減っていた。また、「抑制」

カテゴリはどの場面においても主人公より自分

が取る方略で全体的な割合が増えていた。

感情変化の確認
感情制御方略の有効性を確認するために、場面

によって生起された感情（悲しみ・怒り）が、感情

制御方略を使用することで変化するかについて

検討した。よりネガティブな方向に感情が変化

するか、あるいはポジティブな方向に感情が変化

するかについて確認した結果を感情制御方略

（慰め方略・感情を吐き出す方略・気晴らし方略・

問題解決方略）ごとに示す（表2）。ここから、ど

の場面においてもほとんどの子どもは慰め方略、

気晴らし方略、問題解決方略を使用することで、

生起されたネガティブな感情がポジティブな感

情に変化したと回答した。その一方で、慰め方略

においては9-15％、感情を吐き出す方略におい

ては64-81％の子どもが方略を使用することに

よってネガティブな感情を抱いたままであるこ

とが確認された。

表1　自発的な感情制御方略の分類
主人公の方略 わからない % 他者に頼る % 自分で解決 % 気晴らし % 抑制 % 分類不能 % 一致率（%）

悲しみ 対人 19（8,7,4） 35.8 13（0,1,12）24.5 10（1,7,2） 18.9 5（4,0,1）  9.4  5（2,2,1） 9.4  1（0,1,0）  1.9 99.52

非対人 12（4,7,1） 22.6  6（0,0,6） 11.3 16（4,7,5） 30.2 1（1,0,0）  1.9  3（0,2,1） 5.7 15（3,5,7） 28.3 92.45

怒り 対人 10（7,2,1） 18.9  8（0,1,7） 15.1 16（4,6,6） 30.2 1（0,0,1）  1.9  8（5,0,3）15.1 10（2,6,2） 18.8 93.87

非対人 12（8,2,2） 22.6  3（2,0,1）  5.7 26（3,11,12）49.1 2（0,1,1）  3.8  5（2,2,1） 9.4  5（0,2,3）  9.4 96.23

主人公の方略 わからない % 他者に頼る % 自分で解決 % 気晴らし % 抑制 % 分類不能 % 一致率（%）

悲しみ 対人 12（6,4,2） 22.6  4（0,1,3）  7.5 9（2,4,3） 16.9 7（3,2,2） 13.2  9（3,7,3） 16.9  6（1,1,4） 11.3 95.75

非対人  9（7,2,0） 16.9 11（1,1,9） 20.7 13（3,4,6） 24.5 0 11（2,6,5） 20.7  6（2,1,4） 11.3 91.98

怒り 対人 10（6,3,1） 18.8 8 （1,1,6） 15.0 18（5,8,5） 33.9 1（0,0,1）  1.8 11（2,6,4） 20.7  3（1,0,2）  5.6 95.75

非対人 10（7,3,0） 18.8  5（1,1,3）  9.4 29（4,10,15）54.7 2（1,0,1）  3.7  2（1,3,0）  3.7  2（1,0,2）  3.7 97.64

※括弧の中には年齢別（年少、年中、年長）の人数を記載

表2　感情制御方略の使用による場面ごとの感情変化
場面

感情制御方略 悲しみ・対人 悲しみ・非対人 怒り・対人 怒り・非対人

N % P % N % P % N % P % N % P %

慰め 5 9.4 48 90.6 6 11.3 47 88.7 5 9.4 48 90.6 8 15.1 45 84.9

感情を吐き出す 34 64.2 19 35.8 43 81.1 10 18.9 41 77.4 12 22.6 42 79.2 11 20.8

気晴らし 2 3.8 51 96.2 1 1.9 52 98.1 0 53 100 0 53 100

問題解決 0 53 100 0 53 100 0 53 100 0 53 100

※Nはネガティブ，Pはポジティブを表す
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感情制御方略の有効性
年齢（年少・年中・年長）と場面（悲しみ対人場

面・悲しみ非対人場面・怒り対人場面・怒り非対

人場面）、そして感情制御方略（慰め方略・感情を

吐き出す方略・気晴らし方略・問題解決方略）を

独立変数とした3要因分散分析を行なった。従属

変数として用いた感情制御方略の有効性得点は

4点：とても良い、3点：少し良い、2点：少し悪い、

1点：とても悪いであった。分析の結果、場面の

主効果（F(3,150)＝2.22, p < .10, partial η2＝.04）

に有意傾向、感情制御方略に有意な主効果

（F(3,50)＝216.28, p < .001, partial η2＝.04）がみ

られた。また、年齢と場面の交互作用（F(6,150)

＝2.785, p < .05, partial η2＝.1）、年齢と感情制御

方略の交互作用（F(6,150)＝2.296, p < .05, partial 

η2＝.08）が有意であったため、それぞれ単純主効

果検定を行なった。

年齢と場面に関して、悲しみ非対人場面におけ

る年齢差（F(2,200)＝5.345, p < .01）と年少児に

おける場面差（F(3,150)＝4.755, p < .05）で有意

だった。Ryan法における多重比較を行った結果、

悲しみ非対人場面では年少児よりも年中児に

おいて有意に高かった（p < .05）。また、年少児に

おいては、悲しみ非対人場面よりも悲しみ対人場

面が有意に高かった（p < .005）。つまり、お菓子

がもらえないという悲しみが生起された時は

年少児よりも年中児で感情制御方略を使用する

ことが有効であると考えている。年少の子ども

においては、非対人場面よりも対人場面において

悲しみの制御に方略が有効であると捉えている

と考えられる。

年齢と方略に関しては、慰め方略における年齢

差が有意であった（F(2,200)＝5.68, p < .005）。

Ryan法における多重比較を行った結果、慰め方

略において年少児よりも年中児と年長児で有意

に高かった（p < .05）。つまり、慰め方略は年少の

子どもでは有効だと考えられていないが、年中、

年長と年齢が進むにつれて感情を制御するため

に有効な方略だと捉えるようになることが示唆

された。また、各年齢群における感情制御方略は

全て有意であったため（年少児：F（3,150）＝7.386, 

p < .001，年中児：F（3,150）＝21.60,p<.001，年長

児：F（3,150）＝18.37, p < .001）、それぞれ多重比

較を行った。その結果を図3に示す。どの年齢に

おいても感情を吐き出す方略よりも問題解決方略

と気晴らし方略が有意に高く（p < .05）、年中児と

年少 年中 年長

有
効
性

点

慰め 感情を吐き出す 気晴らし 問題解決

＊

＊ ＊ ＊
＊

＊ ＊

＊

図3.　年齢別の有効性得点
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年長児では慰め方略も有意に高かった（p < .05）。

また、年少児では慰め方略よりも問題解決方略と

気晴らし方略が有意に高かった（p < .05）。これ

らから、感情を吐き出す方略は年少児においても

効果的でないと考えられており、慰め方略は年少

児よりも年中児と年長児といったより年齢の高

い子どもにおいて効果的な方略である考えてい

るという発達的な示唆が得られた。

これらの結果に対して、場面と感情制御方略の

交互作用はみられなかった。ここから、幼児は場

面に応じて感情制御方略を使い分けているわけ

ではないという可能性が示された。

4．考察

本研究では、対人関係が含まれる文脈において

どのような感情制御方略を用いることが効果的だ

と考えているのかを明らかにするために、幼児期

における感情制御方略の発達について検討した。

まず、自発的な回答から感情制御方略を抽出し

たところ、6カテゴリに分けられた。とりわけ、

「他者に頼る」「自分で解決」「気晴らし」「抑制」の

4カテゴリは幼児が自ら考えられる感情制御方略

であるといえるだろう。これらをGrossのプロセ

スモデルに照らし合わせると、「自分で解決」

「他者に頼る」のカテゴリは問題解決に含まれる

と考えられ、幼児期のうちから問題解決、気晴ら

し、抑制といった感情制御方略を用いていること

がわかった。この結果は、先行研究（Dennis & 

Keleman, 2009; Cole et al.,2009）とも一致する。

「自分で解決」と「他者に頼る」カテゴリは、コー

ピング方略として考えると自分の力で解決する

ことを手段的行為、他者の力を借りて解決するこ

とを手段的援助の要請と言い、抽出された回答か

らも幼児期において使用されるようになると考

えられる（中道，2021）。また、気晴らしは乳児期

のうちから養育者によって使用されてきた方略

であるため（Thompson，1994）、幼児期の子ども

にとっては他の方略よりも馴染みの深い方略だ

と考えられる。しかし、実際の回答数を見てみる

と他の方略に比べて得られた回答が少なかった。

これは、今回使用した葛藤場面において、他のこ

とをして注意をそらすよりも問題を解決するた

めに向き合う方が良いと考え、それを実行できる

力が身についていると考えられる。他にも、4カ

テゴリのうち、「自分で解決」「気晴らし」「抑制」の

3カテゴリは他者からの力を借りず、自分自身で

感情を制御しようとする内容であり、他者をリ

ソースとして感情を制御しようとするカテゴリ

は「他者に頼る」のみであると分けられた。場面

のなかには、友達や先生の存在をほのめかす内容

が含まれていたので、他者に依存した回答が多く

なると期待されたが、その予想に反して幼児期の

子どもは自分自身で感情を制御しようとするこ

とがわかった。これについては、主人公が取る方

略より自分が取る方略として、悲しみ対人場面の

年長児においては「他者に頼る」カテゴリを回答

する子どもが減り、「抑制」カテゴリを回答する

子どもは全体的に増えることからも示される。

ここから、幼児期の子どもにおいては既に自分の

力で感情を制御しようとする意識が芽生えてい

ることが窺える。

次に、感情制御方略を使用することによって、

ネガティブな感情がどのように変化するかを検

討した。その結果、あらかじめ設定した気晴らし

方略・問題解決方略・慰め方略の3方略では、感

情制御方略を使用することによって、8割以上の

子どもが場面によって生起したネガティブな感

情からポジティブな感情に変化すると考えてお

り、方略としての有効性が窺える。その一方で、

各場面において、慰め方略の使用では1割程度、

感情を吐き出す方略の使用では6割から8割程度

の子どもが、よりネガティブな感情を抱いたまま

であることが新たに確認された。他の方略とは

異なり、この2方略は出来事を反芻させる要素を

含んでいる。そのため、方略を使用することに
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よってネガティブな感情を生起させた出来事を

再び思い返し、より悲しくなってしまう、より怒っ

てしまうといったことに繋がったのであろう。

とりわけ、感情を吐き出す方略においては、

感情制御方略の有効性を尋ねたところ、どの年齢

でも他の方略より有効だと示されないことが

Dennis & Kelemen（2009）の結果と一致してい

た。幼児期は社会的表示規則が使用可能となり

（Cole, 1986）、そこから他者のことを考えた上で

感情を隠したり、抑制したりといったことを学ん

でいく。それと同時に、本研究では年少児におい

ては感情を吐き出すことが自分自身にとっても

良くないことであると考え、ネガティブな感情を

軽減しない方略だと捉えている可能性が示唆さ

れた。一方で、感情を吐き出す方略の有効性得点

を一人ずつ確認すると、良い方略（4点）として

捉える子どもが複数いたという点は大変興味深

い。この点について、調査後に良い方略だと答え

た子どもにのみ理由を尋ねた。ここから、「おも

ちゃを貸してくれない相手に対して、あえて怒り

を表すことによって、おもちゃを貸してもらえる

ようになる」といった自身の経験から怒りを示す

ことによって自己主張する子どもや、ネガティブ

な感情は溜め込むよりも発散させた方が良いと

いった独自の考えを持っている子どもがいるこ

とがわかった。これらの回答は、あくまでも調査

後の会話のなかで該当する子どもに確認した内

容であったため、本研究の結果には含まれていな

い。しかし、相手がじゃんけんで負けたにもかか

わらず、おもちゃを貸してくれないといった場面

において、Dennis & Kelemen（2009）や今回の

分析結果によって統計的には不適応な方略であ

るとみなされた感情を吐き出す方略が、幼児期の

うちから自分の正当性を示すために使用すると

いった観点を持ち合わせていることは新たな知見

であろう。今後の研究において、経験によって方

略の有効性が変化するのかといった点や、同じ方

略においても場面によって有効性が異なるのかと

いった点についてさらなる検討が必要となる。

また、本研究では慰め方略が年少児よりも年中

児、年長児において効果的な方略であると示唆さ

れていた。これはDennis & Kelemen（2009）の

年少児にはみられないが、年中以降になって初め

て母親に話す方略において効果があると示され

た結果とも一致した。年齢が上がることで慰め

方略がより効果的であるとされる背景には、言語

能力の問題が考えられる。慰め方略は問題解決

方略と同じ他者が関わる方略であったが、この

二つの性質は全く異なる。本研究で設定した問

題解決方略は手段的援助の要請として先生や友

達といった「誰か」が手伝ってくれることが前提

とし、自発的な回答から得られたカテゴリでは

「他者に頼る」カテゴリにのみ当たる。そのため、

子どもは受動的な立場でこの方略を使用すること

ができることとした。しかし、慰め方略は自分か

ら他者に話かけ、能動的にサポートを求める必要

があった。それゆえに、他者と関わる方略が有効

だと理解していたとしても、言語能力が未熟な年

少児にとっては自らが働きかけるような方略を使

用することへの難しさが窺える。これは自発的な

回答から得られた6カテゴリにおいて割合として

年少児から年長児にかけて「わからない」カテゴ

リが減っていくことや、年少児から年長児にかけ

て「他者に頼る」カテゴリが増えていくことから

も裏付けられるだろう。そして、この結果はCole 

et al.（2009）においても、言語能力が高い子どもほ

ど、感情制御の方略について知識を示すことがで

きると述べられている。また、幼児が怒った場面

では感情が高ぶっているために手が出たりなどの

攻撃行動が多いが（山本，1995a；1995b）、言葉で

表現できるようになると、その感情を抑えること

ができると説明されている。そのため、幼児期の

子どもにおいて他者が関わる方略は一概に有効な

方法だとは考えられておらず、言語能力の発達を

背景とした年齢差がみられたといえよう。すなわ

ち、例え年少のうちから年長と同等の感情制御方
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略の知識は持っていたとしても、それを有効かど

うか認識するためには自分がその方略を上手に

使えるかどうかが関わってくると考えられる。

これらの方略の違いが、場面にも、特に対人場

面か非対人場面かによっても差がみられると予想

していた。しかしながら、本研究における場面の

効果は限定されていた。年少児においてお菓子が

もらえないといった非対人場面よりもお母さんが

迎えに来ないといった対人場面において悲しみを

制御するために感情制御方略を使用することが有

効であると考えていた。また、お菓子がもらえな

いといった悲しみが生起された時は年少児よりも

年中児において感情制御方略を使用することが有

効であった。この年少児の悲しみ対人場面に関し

ては、調査期間中にも園生活のなかでふとした瞬

間に年少児が母親のことを思い出して会いたくな

り、悲しんでいる姿を見かけた。その様子は多く

の年少児に見られ、日頃から母親が原因で悲しむ

という経験が多いために悲しみ場面にのみ感情制

御方略を使用して有効であることを理解していた

のではないかと推測される。また年中になると、

年少の時よりも他の原因で悲しみを経験する機会

が増えていき、非対人場面においても感情制御方

略の有効性に気がつくといった発達的変化がみら

れたと考える。その一方で、怒りの場面において

年齢による有意差がみられなかったことから、

今後は対人・非対人に関係なく怒りの感情が生起

する場面においてどのような発達的変化を辿る

かについて詳しく検討していく必要がある。

本研究の限界と今後の展望
本研究では、幼児期に使用されている感情制御

方略は先行研究と一致した結果であり、悲しみ場

面にのみ限定的に対人関係の文脈の影響がある

ことが明らかとなった。その一方で、幼児期の

子どもにおいても、既に自分の力で感情を制御し

ようとする方略を用いることが多く、また年齢が

上がるにつれて他者が関わる方略を使用するこ

とも有効であると理解していた。しかしながら、

3つの課題が残された。

1つ目は場面設定についてである。本研究では

悲しみと怒りの2つの感情に絞り、場面において

あらかじめ設定した感情を理解できているのか

を確認した。その結果、最初の段階では怒りの場

面においては約半数の子どもが悲しみを選択し

ていた。今回は参加児の行動から実験環境の不

備が指摘されるが、菊池（2006）では5歳児におい

ても怒りと悲しみを混同してしまうと述べられ

ている。そうした感情理解に関する発達的変化

を鑑み、今後は予備研究を行ったうえで感情制御

方略を測るための場面設定を慎重に検討してい

く必要がある。

2つ目は、感情制御方略の設定についてである。

本研究では幼児期の感情制御方略について自発

的な回答から抽出したカテゴリと、幼児を対象と

した3つの先行研究 （Davis et al., 2010; Dennis 

& Keleman, 2009; Cole et al.,2009）から設定し

た方略を用いた。これらに共通していた感情制

御方略は問題解決方略・気晴らし方略・抑制方略

であった。ここからGrossのプロセスモデルにあ

る大人が使用する感情制御方略が幼児期でもみ

られることがわかったものの、これらの感情制御

方略をどのように獲得していくのかといった発

達プロセスまでは言及できていない。また、方略

として大人と同じ分類がなされるからといって、

その中身も大人と同質であるのかといった点に

ついては考えていく必要があるだろう。さらに

本研究では参加園の規模から参加児の人数が限

られていた。発達プロセスを検討するためには、

より多くの参加児から回答を得る必要があると

考える。

最後に、感情制御方略に対する有効性の認知の

個人差についてである。多くの子ども達が感情

を制御するために良くない方略だと示した感情

を吐き出す方略に対して、それを良い方略だと捉

え、上手に活用する子どもも見られた。しかし、
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本研究ではなぜ有効だと考えているのかといっ

た理由については尋ねておらず、その子自身の経

験からの学びと結びつけて考察した。少なから

ず子どもの今までの経験や、保護者・保育者と

いった周囲の大人の影響を受けていると考えら

れるものの、その独自性をいつから身につけてい

るのかは明らかにできていない。加藤・近藤

（2019）では、保育者は園児の年齢が高いほど、不

快感情を表出した際に関わりにくさを感じてお

り、保育者などの周囲の大人自身が子どもに対し

て感情のコントロールを促すためにどのように

援助すべきかを考える必要がでてきているとい

う。今後はこれらの課題を明らかにし、他者との

円滑な関わりができるよう、幼児期の子どもに対

してどのように感情制御の発達をサポートして

いくべきかについて考える理論的な土台となる

ことが期待される。
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特集　「保育者の資質向上」

特集テーマ設定の趣旨

幼稚園や保育所、認定こども園において、質の高い幼児教育・保育を保証していくためには、

その中核をなす保育者の資質向上は欠かせません。保育者は、日々の子どもたちとのやりと

りを通して、子どもたちの健やかな育ちや学び、ウェルビーイングに深く影響をもたらして

いきます。本学会は、このような乳幼児教育に関わる保育者の役割の重要性を踏まえ、保育

者の養成及び研修、資質向上に焦点を当て、これらに関する研究の意見交換や発表の場とし

て設立しました。

これらのことを踏まえ、『乳幼児教育・保育者養成研究』第5号においても、特集テーマと

して「保育者の資質向上」を設定し、これに関連する論文を積極的に掲載することとしました。

本テーマでは、保育者に求められる資質や研修、保育の仕事に就く準備としての養成教育の

在り方、保育者として成長していくプロセス等、保育者の資質向上に関わる内容を考えてい

ます。第5号では、特集論文を原著論文3本と研究資料1本を掲載しております。会員の方々

の今後の研究活動に活用して戴ければ幸いです。

なお、第6号においての特集テーマは、「保育と記録」となります。会員の方々が、第6号

特集テーマ「保育と記録」に関心をもち、特集投稿されることを期待しています。

（学会誌編集委員会）
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乳児保育の質の向上にむけた学び合いの展望
̶乳児保育フォーラムの構造と参加者の実態̶

Prospects for Collaborative Learning to Improve the Quality of Infant Care and Education
– A Study Based on the Structure and Reality of Infant Care and Education Forums –

矢野景子 浅川茂実 石丸るみ 上垣内伸子 寺田清美
（十文字学園女子大学）（群馬医療福祉大学）（大阪総合保育大学）（お茶の水女子大学）（東京成徳短期大学）

野尻裕子 細井　香 本田由衣 宮里暁美
（道灌山学園保育福祉専門学校） （東京家政大学） （武蔵野短期大学） （お茶の水女子大学）

森永路子 八代陽子 山梨有子 大方美香
（株式会社保育のデザイン研究所） （和泉短期大学） （彰栄保育福祉専門学校） （大阪総合保育大学）

本研究は、2期にわたり開催された「乳児保育フォーラム」の構造から、実践構造における学びの在り

方及び参加者の実践における実態の課題を質問紙調査およびテキストマイニング分析から明らかとし、

乳児保育の質の向上に求められる視点と課題の検討を行うことを目的とした。その結果、フォーラムの

構造は、多重構造（全体会から分科会へ）による構造へ変化したことの具体を示した。また、参加理由や

分科会に関連する悩みや課題より、実践における保育者注1）の実態を捉えた。「乳児保育フォーラム」は

（1）乳児保育関係者として各々が抱える課題の解決の場としてあること、（2）乳児保育のリーダーシップ

として、共通研修とは異なる教育学的リーダーシップの知識を習得する場としてあること、（3）現職者研

修の在り方において、保育・教育の実践者と研究者、また学生等が「対話を通した実践構造の課題の可視

化」の過程において新たな知の共同体となり、乳児保育の質の向上の展望となることが示唆された。

キーワード :  乳児保育の質、研修構造、現職者研修、協働、OJT

Ⅰ．問題と目的

保育所保育指針および幼保連携型認定こども

園教育・保育要領（2017）より、乳児保育は、発達

の特徴を踏まえ、0歳児における「ねらい」及び

「内容」について、身体的発達に関する視点「健や

かに伸び伸びと育つ」、社会的発達に関する視点

「身近な人と気持ちが通じ合う」及び精神的発達

に関する視点「身近なものと関わり感性が育つ」

として示され、また1歳以上3歳未満児における

5領域が示された。一方、乳児保育の実践構造は、

「『何を育てる時期なのか』、『保育者はどのような

働きかけが必要であるか』という課題意識に基づ

いて『どのような視点（ねらい）から乳児保育を行

えばよいのか』を整理する必要」（大方，2023）の課

題を残している。また、何をどう理解し、子ども

のどのような育ちにつながるかの見通しは、乳児

保育担当者と幼児教育担当者では、質的違いがあ

り（矢野他，2020）、乳児保育では、発達の個別性へ

の援助に課題をもつことが示唆されている。

さらに、保育者間の連携・協働について、乳児

保育は子どもと保育士の数比が低く、複数担任制

の必要性が高く、保育の質の向上や乳児保育にお

ける保育者間の連携・協働の重要性もあげられ

（永井，2021）、保育士間における保育観の違いな

どに関する保育士間の連携の難しさは3歳未満児

pp.123-137

原著論文
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クラスの新人保育士が感じる保育の難しさの要因

の一つとなっている（入江，2013）。保育者間の連

携・協働は、保育者の資質・能力の向上における

キャリアパスを見据えた研修体系も重要とされ、研

修の構造において乳児保育のキャリアアップ研修

では、「安全な環境」「全体的な計画に基づく指導

計画」が教授内容に加えられている（開，2020）。

一方で、キャリアアップ研修の参加者の分析から、

乳児保育の課題を分析した（漁田ら，2020）は、

「困った・勉強不足感」として20項目が抽出され、

課題として「保護者への対応」「1，2歳児の発達と

対応」「環境設定」「担当制」「複数担任と正副のあり

方」が上位5つであったことを明らかにしている。

研修内容については、OECD Starting StrongⅥ

において、共通の研修内容と保育者が求めている

内容との差異が示され、差異が大きく、保育者が

求めている内容の上位は「教育学的リーダーシッ

プ」「リーダーシップの研究と理論」「保護者や養

育者との協働」であることが示されている。乳児

保育のリーダーシップ研修としてのキャリア

アップ研修（共通研修）はミニマムスタンダード

としての質の向上が目的とされる一方、保育者の

求めている課題との差異が生じることが否めな

い。保育は子どもとの人間的な営みの中にあり、

保育者の悩みは多岐にわたり、実践の構造におけ

る課題を具現化し、変容させていくためには支え

る理論や省察の根拠を必要とする。

筆者らは、図1に示すとおり、2018年より乳児

保育における教科書およびカリキュラムの文献

研究 （浅川他，2019；大方他，2020；梶他，2020；

矢野他，2020）を始発とし、乳児保育の環境におけ

る量的調査（細井他，2022；野尻他，2023）、乳児

保育における1年間の育ちの姿と記録の質的調査

（本田他，2019；上垣内他，2019；石丸他，2019；

宮里他：2019；山梨他：2019；八代他：2019；

宮里他，2022；大方他，2022；上垣内他，2023；

山梨他，2023）を継続し、実践における乳児保育の

向上に寄与する機会として、学術的成果を研究発

表、論文投稿に留めず書籍化を行った。出版記念

として「乳児保育フォーラム」を2023年7月に開

催し、2024年に2期目を迎えた。参加者は乳児保

育関係者から行政関係者まで多岐にわたり、乳児

保育関係者の関心と課題を集約し、対話の中で新

しい知を生成する機会となった。「乳児保育

図1.　研究全体の構造と書籍化・乳児保育フォーラムの関係図
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フォーラム」は学術的な研究の知見を融合させ、 

OJT（On-the-Job Training）における主体的な学び

合いの中に乳児保育に関わる共同体を構築した。

本研究は、2期にわたり開催された「乳児保育

フォーラム」の構造を分析し、実践構造における

フォーラムの意義から学びの在り方を検討する。

また、参加者の実践における実態の課題を明らか

とし、乳児保育の質の向上に求められる視点と課

題の検討を行うことを目的とする。

Ⅱ．研究方法

1．調査期間：2024年7月6日

2．研究対象：第2回乳児保育フォーラム参加者

を対象とし、研究同意書を配布回収し、参加者

（198名）のうち研究同意の得られた108名を分析

対象とした。フォーラム参加の全体属性を示すた

め、属性の数量分析のみ、198名を対象とした。

3．方法及び倫理的配慮

参加申し込み時に研究内容を提示し、フォーラ

ム開催当日に研究説明を行った。承諾の得られた

対象者に質問紙を二次元コードにより配布し、

Microsoft Formsにて回答を収集した（回答率

54.5％）。分析対象とする回答および記述は個人

が特定されることのないよう研究倫理に配慮した上

で分析およびデータの処理を行った。（十文字学園

女子大学研究倫理審査　承認番号 JEC 2024012）

4．分析の手続き

（1）2023年7月および2024年7月に開催された

乳児保育フォーラムの内容と構造を可視化し、

フォーラムの構造の特徴の分析を行った。

（2）質問紙の設問（表1）の結果はSPSS Staitistics26

による数量分析、自由記述回答はアフターコーディ

ングによる数量と分類の分析を行い、特徴を明ら

かにした。また、分科会に関連する「離乳食」「玩

具」「記録」において実践の中で課題としている自

由記述はテキストマイニング分析（KH Coder3.0）

（樋口，2020）にて、特徴を明らかにした。

Ⅲ．結果・考察

結果1． 乳児保育フォーラムの実際―第1回・第2

回のプログラムと内容にみる学びの構造

の要素と特徴－

第1回乳児保育フォーラム（2023年7月）およ

び第2回乳児保育フォーラム（2024年7月）は表2

のプログラムにて実施された。

表1　質問項目一覧

設問1 乳児保育フォーラムの参加について教えてください。
初めて参加
する

昨年も参加
した

設問2 本日のフォーラムに参加された理由を教えてください。 自由記述

設問3 離乳食について悩んでいることはありますか ある
どちらでも
ない

ない

設問4 離乳食についてどのようなことに悩んでいますか 自由記述

設問5 おもちゃについて悩んでいることはありますか ある
どちらでも
ない

ない

設問6 おもちゃについて、どのようなことに悩んでいますか 自由記述

設問7 保育の記録ついて悩んでいることはありますか ある
どちらでも
ない

ない

設問8 保育の記録についてどのようなことに悩んでいますか 自由記述

設問9

SDGsのターゲット 4.2では、【2030年までに、すべ
ての子どもが男女の区別なく、質の高い乳幼児の発
達・ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、
初等教育を受ける準備が整うようにする。】とありま
すが、乳児保育の現状についてどう思いますか

大変質が 
高いと思う

まあ質が 
高いと思う

どちらでも
ない

やや質が 
低いと思う

大変質が 
低いと思う
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第1回乳児保育フォーラムでは、5部構成（見学

→ワークショップ→基調講演→シンポジウム→語

り合い）であったが、第2回乳児保育フォーラムは

4部構成（基調講演→シンポジウム→語り合い→

分科会）へ変更された。第1回乳児保育フォーラ

ムから、参加者の語り合いの時間の様子をフォー

ラム運営関係者が振り返り、フォーラム内で参加

者が実践の構造における課題を具現化する過程に

おいて、構成全体において「語り合い」としての「対

話」を軸におくことにしたことが理由である。

第1回乳児保育フォーラムの構造は図2に示す

通り、「語る」「知る」「見る」「体験する」構造をもち、

構成する関係者が多様であることで学術―実践

－養成が「乳児保育」でつながる構成となった。

学術と実践のつながりの中で、子どもの育ちの時

間性と保育者の理念・信念を共通のテーマとし、

表2　乳児保育フォーラムプログラム

図2.　第1回乳児保育フォーラムの構造



乳幼児教育・保育者養成研究　第5号

– 126 – – 127 –

乳児保育に携わる者の現状と未来（将来の展望）

を考える内容であることが特徴であった。また、

関係者間が所属や役割を超えて乳児保育を考え、

語る場になっていることも乳児保育フォーラムの

特徴となった。多様な関係者が集まることによ

り、各関係者の果たす役割も照射することになり、

互いがその役割を考えることにもつながった。

学生、研究者、実践者等を超えて乳児保育を語り

合う同僚性と語り合いを通した、各関係者の役割

が確認される場となっていることが特徴である。

さらに、ツール（教材）と場の多様性と工夫を生か

すことで、新しい知識を得ながら、実践への課題

を考える機会になっていることがあげられる。

開発されたボール（新商品）をプレイルームで体験

する、離乳食の体験と誤飲の事故の検証を離乳食

ルームで体験する、出版された書籍を執筆者や編

集者を含む関係者で読み合う、当時と現在の保育

者から話を聞くなどの構成は実践を軸に置きつつ

も新しい知にむかう関係性を構築する構造になっ

ている。つまり、「見る」「感じる」「体験する」

「語る」を通して、学び合う仕組みになっており、

自身の関心の明確化と省察の場となっていくこ

と、さらに、同じ書籍「今、この子は何を感じてい

る？」を手にし、共通の体験を通しているため、

語りの共通言語がもちやすいことも特徴である。

第2回乳児保育フォーラムの構造は図3に示す

通り、第 1回乳児保育フォーラムの構造から、

縦型二重構成へ変更し、「知る」・「語る」は全体会、

分科会ともに多重構造、「知る」「見る」「体験する」

「語る」の要素は各分科会でさらに応用的かつ

実践の深化の展開へと変更した。第1回の構造の

4つの特徴である（1）構成する関係者が多様であ

ることで学術―実践―養成が乳児保育でつな

がっていること（2）関係者間が所属や役割を超え

て乳児保育を考える、語し合うことができる場に

なっている一方で、各関係者の果たす役割も意識

すること（3）ツール（教材）と場の多様性と工夫を

生かすことで、新しい知識を得ながら、実践への

課題を考える機会になっていること （4）見る・感

じる・体験する・語る、を通して学び合う仕組み

が展開されていること、を維持し縦型二重構成と

したことで、分科会ではより興味の近い関係者が

対話を通して参加者が実践の構造における課題

を具現化し考える過程を共有することを構築す

図3.　第2回乳児保育フォーラムの構造
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ることができるよう工夫されたことが第2回乳児

保育フォーラムの特徴である。

結果2．第2回参加者の属性と特徴

「乳児保育フォーラムの参加について教えてく

ださい。」の質問紙設問結果の数量分析より、2回

乳児保育フォーラムの参加者は 198名であり、

第1回の参加者146名から増加した。参加者属性

の割合は保育者75％、研究者・養成校教員16％、

学生・大学院生6％、その他であり、保育に携わっ

ている保育者の参加割合が高い傾向にあった。

初めての参加者が78.5％であるものの、昨年も参

加した参加者も21.5%みられた（表3）。

結果3． 第2回乳児保育フォーラム参加理由にみ

る乳児保育関係者の現状と課題

質問紙設問「本日のフォーラムに参加された

理由を教えてください」より、参加理由の自由記述

のアフターコーディング作業から、7カテゴリー

「保育者の専門性の向上」「登壇内容・分科会への関

心」「身近な人からの勧めと内容の勧め」「第1回参

加との関連」「自身の立場における独自の役割を理

由とした学びの必要性」「出会いの場として」「書籍

購入を通して」が抽出された。「保育者の専門性の

向上」として、参加者の多くは、乳児保育に関する

知識や技術を習得することを目的としていること

が明らかになった。また、職種変更や、特定の保育

分野への関心など、個人によって具体的な目標は

それぞれ異なっており、園や上司、同僚など、身近

な人からの勧めをきっかけに、参加を決めた人も

一定数いることが明らかとなった。特に、昨年の

参加者に勧められたという意見が多く、参加者の

満足度が高いことがうかがえる。自身の立場にお

ける独自の役割を理由とした学びの必要性として、

認定こども園や病児保育など、自身の勤務先や

担当業務に合わせた学びを求めている人もいる。

保護者との関わりや、実習生への指導など、具体的

な場面で学んだことを活かしたいと考えている参

加者もおり、特に登壇内容・分科会への関心具体

的なテーマや講師に興味を持って参加した人もお

り、参加者のニーズは多様である。さらに、第1回

参加との関連では、昨年に修正の参加経験が、

今回の参加に繋がっているケースもみられ、継続

的に学びたいという意欲を持っていることがわか

る。その他、出会いの場として恩師に会いたいと

いうように、出会いを目的として参加した人もいる。

表3　参加者属性
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参加者のニーズとして、乳児保育に関する専門

性の向上を求め、自身の業務に直結した学びを期

待しており、最新の知識や情報を求めていること

が明らかとなった。また、他の保育者との交流や

ネットワーク構築を望んでいることからも、今後

の研修企画への示唆として、乳児保育に関する

テーマを継続的に提供することや認定こども園

や病児保育など、特定の分野に特化した研修を企

画すること等があげられる。また、講師の選定に

は、参加者の乳児保育における実践課題や社会的

背景について専門知識や経験を持つ人を招き、

交流を促進するようなプログラムを取り入れ、

過去の参加者の声を参考に、継続的な学びの機会

を提供することが求められていることが明らか

となった（表4）。

結果4． 分科会との連関－参加者の抱える悩みと

課題－

第2回乳児保育フォーラムの特徴は、縦型二重

構成による分科会における「対話を通した実践課

題の可視化」であり、分科会のテーマのうち「玩

具」「記録」は乳児保育部会がこれまで取り組んで

きた研究による学術的な裏付けをもつものであ

る。また、「離乳食」は昨今の誤飲事故を踏まえ、

正しい知識を得ることの必要性の理由もあるが、

食を通した人とのかかわりの観点からも乳児保

表4　フォーラムに参加した理由（N＝108）
（人）

保育者の専門性の向上 0歳児クラス担任として知識と技術の習得 13
乳児保育について学びを深めたい 12
0歳児保育の理解を深めたい 3
子ども理解の視点を学びたい 3
職種変更による技術向上 1
乳児期の発達理解、その子理解を深めたい 1
乳児期の保育、発達に関心があるため 1
乳児保育の現状を学びたいため 1
乳児保育の理解を深め、他者へ発信できる力を身につけたい 1
乳児の世界をさらに豊かにしたい 1

登壇内容・分科会への関心 内容に関心があったため 22
乳児保育の環境に興味があるため 1
離乳食のワークショップに興味があるため 1
記録の仕方に興味があったから 1
登壇者や講師に興味をもったから 1
講師が魅力的だから 1

身近な人からの勧めと内容の勧め 良い研修と勧められて 6
園からの勧め 4
企画者からの勧めで 2
昨年の参加者に勧められたから 1
申し込みしている人に勧められて 1
講師に勧められて 1
上司からの勧め 1

第1回参加との関連 昨年も大変勉強になったから 5
昨年参加できず心残りだった 4

自身の立場における独自の役割を理由とした学びの必
要性

小規模園として、乳児保育の学びを深めたい 1
認定こども園への理解を深めるため 1
病児保育担当者として、今後にいかすため 1
保護者と関わる中で0歳児について学びたいから 1
実習生に乳児の面白さや関わりの楽しさを伝えたい 1
研究や実践に役立てたいから 1
知識を深め、他職員に共有するため 1
子育て支援担当として、おもちゃ作りを学びたいから 1

出会いの場として 恩師に会いたい 1
書籍購入を通して 書籍購入をきっかけに関連の講演があることを知ったため 1
その他 大学からの案内をみて 1

企画者のため 8
計 108
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育部会にてテーマとしてきた「モノ」とのかかわ

りと一致するテーマであった。乳児保育フォー

ラムの参加者は「離乳食」「玩具」「記録」にどのよ

うな悩みや課題を感じているのかを質問紙にて

収集した。その結果、乳児保育フォーラム参加者

が離乳食、玩具、記録においてどのような悩みや

課題をもっているのか、内実が明らかとなった。

（1）離乳食の悩み

質問紙設問「離乳食について悩んでいることは

ありますか」の回答結果の数量分析より、図4に

示すように、離乳食に関する悩みは、悩みが多い

属性は「保育者」であった。

「離乳食についてどのようなことに悩んでいま

すか」の質問紙設問結果のテキストマイニング

分析（KH Coder3.0）から、悩み・課題の内容は、

①月齢に合わせること②嚥下の対応③手づかみ

食べと援助④子どもの興味や苦手なものの時期、

噛むことの時期に合わせた進め方⑤子どもの進

み具合を感じること⑥家庭との連携と進行の支

援⑦離乳食の知識が乏しく悩む⑧人数と進め方

⑨好き嫌いやレパートリーを知ること、の7カテ

ゴリーに分けられ、特に「離乳食と悩み」「家庭と

進行」「子どもと噛む」「子どもと興味」の語句に

強い共起がみられた（図5）。

図4.　属性別離乳食の悩み

①
②

③

④

⑥

⑦

⑨  

⑧
⑤

図5.　離乳食の悩み・課題の内容共起ネットワーク注2）
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（2）玩具の悩み

質問紙設問「おもちゃについて悩んでいること

はありますか」の回答結果の数量分析では、図6

に示す通り、「玩具」の悩み・課題について、全属

性が「ある」と回答している。また、「保育者」は、

他の属性と比較して、玩具に関して悩みを抱えて

いると回答した人数が多い傾向が示された。

質問紙設問「おもちゃについて、どのようなこ

とに悩んでいますか」の回答結果のテキストマイ

ニング分析（KH Coder3.0）から「玩具」の悩み・

課題の内容は6カテゴリーに分類された。①月齢

を知る、発達に応じる②手作りのレパートリーの

少なさ③子どもの選び、口に入れること、遊び方

や種類、作る時間、環境に出会うこと④興味を

もって遊ぶ、安全と興味と環境に悩む⑤良いも

の、購入、用意を考える。適切な人数や量⑥大人

の偏りの語句に共起がみられた。月齢、発達の用

語が多く抽出されたことからも個別性が悩みの

要因であることがわかる（図7）。

図6.　属性別玩具の悩み

①

②

③

④

⑤

⑥

図7.　玩具の悩み・課題の内容共起ネットワーク



– 132 –

（3）記録の悩み

質問紙設問「保育の記録ついて悩んでいること

はありますか」の回答結果の数量分析では、「どち

らでもない」の割合が高いものの、保育者の記録

についての悩みの割合が高い属性は保育者で

あった（図8）。

質問紙設問「保育の記録についてどのようなこ

とに悩んでいますか」の回答結果のテキストマイ

ニング分析（KH Coder3.0）から「記録」の悩み・

課題の内容は抽出語句の共起より、8カテゴリー

に分類された。①見えることと書くこと②保育

記録③子どもが感じていること、活動の指導の難

しさ④文章で伝えること⑤育ちの内容、活かすこ

とに悩む⑥個人の姿や関係を振り返る、理解⑦書

類が多い、意味⑧時間、残す、限り、について共起

がみられた。育ちの捉えから記録時間の管理ま

で多岐にわたる悩みがあることが特徴である。

保育の現場において記録作成は日常的な業務で

ある一方、より質の高い記録作成方法や記録の活

用方法など、常に改善を求めている状況を反映し

ていると考えられる。「目に見えないことが見え

てくるような記録を書きたい」や「いい場面は目

で見てしまうので、その瞬間の写真が撮れない」

の記述もみられ、より質の高い記録を目指す実践

の課題が示唆された（図9）。

「離乳食」「玩具」「記録」の悩み・課題は実践に

図8.　属性別記録の悩み

① ②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

図9.　記録の悩み・課題の内容共起ネットワーク
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基づくキーワード（語句）が抽出され、日々子ども

との生活の営みの中で悩み、向上させようとする

乳児保育フォーラム参加者の実態を捉えること

ができた。研修プログラムの検討において、参加

者の声は実践の現状そのものであり、質の向上を

目的にする上で参加者の声をモニタリングし、

プログラム構築の要素として入れていくことも

有効といえよう。

結果5.  参加者にみる乳児保育の質の認識につい

ての実態

上述の通り、フォーラム参加者の動機および悩

みの実態より乳児保育の実践課題をもって参加

していることが明らかになったが、乳児保育の質

への認識については、質問紙設問「SDGsのター

ゲット4.2では、【2030年までに、すべての子ども

が男女の区別なく、質の高い乳幼児の発達・ケア

及び就学前教育にアクセスすることにより、初等

教育を受ける準備が整うようにする。】とありま

すが、乳児保育の現状についてどう思いますか」

の回答結果（N＝106 欠損値2）の数量分析より、

どの属性も「大変質が高いと思う」と回答した属

性は見られなかった。一方、属性において研究者・

養成校教員は「大変質が低いと思う」の回答がな

い一方で、保育者や学生・大学院生、その他（行政、

元保育士、栄養士）は質の低さを認識している結

果となった。保育者の属性においては、「まあ質が

高いと思う」は「やや質が低いと思う」を4％下回

る結果となった（図10）。

Ⅳ．総合考察
本研究は、2期にわたり開催された「乳児保育

フォーラム」の構造から、実践構造における学び

の在り方及び参加者の実践における実態の課題

を明らかとし、乳児保育の質の向上に求められる

視点と課題の検討を行うことを目的とした。

その結果、フォーラムの構造は、研修の要素を維

持しつつも多重構造（全体会から分科会へ）によ

る構造へ変化させたことが示され、質問紙の参加

動機や実践課題の具体の結果から、乳児保育の実

践における参加者自身がもつ課題認識の実態の

ニーズに合ったものになっていたことが示唆さ

れた（結果1、結果2、結果3）。分科会との連関

（結果4）において、テキストマイニング分析より、

「離乳食」「玩具」「記録」においては、実践の課題

認識が多岐にわたり山積していることが明らか

になったが、乳児保育の質の現状を「大変質が

高い」とどの属性も回答しなかった結果（結果5）

図10.　参加者にみる乳児保育の質の現状認識
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からも、乳児保育の実践構造は、「『何を育てる時

期なのか』、『保育者はどのような働きかけが必要

であるか』という課題意識に基づいて『どのよう

な視点（ねらい）から乳児保育を行えばよいのか』

を整理する必要」（大方，2023）の課題への解決の

機会と質の向上を高める場の必要性を見出すこ

とができた。

乳児保育に求められる今後の課題と展望とし

て（1）0歳児の子どもの育ちの【今・ここ】への志

向性としての視点（目）、（2）保育内容やカリキュ

ラム・フレームとしての視点（枠組み）（3）乳児保

育の質向上のための研修の在り方の視点（考え

方）が求められることが示唆された。

1． 0歳児の子どもの育ちの【今・ここ】への志向

性と保育者の信念および組織の在り方の実際

から乳児保育の実践構造を再考する機会の重

要性

結果1に示す通り、第2回乳児保育フォーラム

において、「知る」「語る」を柱に置きつつ、全体会

から各分科会へと構成を多重構造へ変更したこ

とにより、分科会ではより関心の近い集団が

「話し合う」ことができる学び合う構造となった。

また、各分科会にて、学びの要素となる「知る、

見る、体験する、語る」の展開が工夫され、乳児保

育部会担当者によるこれまでの学術的知見をも

とに、分科会の構成が工夫されたことも特徴であ

る。さらに、参加者は分科会を選択することによ

り、自身や園の実践構造を再考し、より深い学び

の習得につなげる過程へとつながった。フォー

ラムの構造が乳児保育への志向性に向かうよう

工夫されることの重要性を見出すことができた。

2． 乳児保育におけるカリキュラム・フレームを

問い直す機会の提供の必要性

フォーラム参加者の属性（結果2）からも、乳児

保育に携わる多様な参加者によって構成された

特徴をもつことが明らかとなった。また、保育実

践において、保育のカリキュラムおよび内容の具

現化には、知識と技術と子ども理解の視点への迷

いが多いことも質問紙調査より明らかとなった

（結果3、結果4）。本フォーラムは概念や信念の

捉え直しにとどまらない、学術的な裏付けに基づ

く研修の場であることで、多様な乳児保育関係者

の参加による語りや気づきから、その課題を抽出

し、実践へのフレーム（枠組み）の修正への検討に

つながっていることに意義があるといえる。

3． 乳児保育に携わる者への多様で包括的な学び

（研修）の機会の充実

質問紙調査の結果（結果4）から、参加者の参加

理由の分析より、本フォーラムが「継続」された

ことにより、研修の紹介や勧め、また自身の専門

性向上への意識につながり、学びへの動機づけと

なったことが明らかになった。一方、乳児保育の

質の向上への認識は、「大変質が高い」の回答がみ

られなかったこと（結果5）からも乳児保育の質の

向上に向けた主体的かつ包括的な学びの場の機

会が乳児保育の質の向上にむけた一翼を担う可

能性が示唆された。

本研究は、乳児保育フォーラムの参加者の分析

から乳児保育の実態と学びの在り方を検討した

が、乳児保育フォーラムが（1）乳児保育のステー

クホルダーとして各々が抱える課題の解決場とし

てあること、（2）乳児保育のリーダーシップとし

て、共通研修とは異なる教育学的リーダーシップ

の知識を習得する場としてあること、（3）現職者

研修の在り方において、保育・教育の実践者と研

究者、また学生等が多様な「対話的関係」を持ち

ながら今後の役割を考える機会となっているこ

と、の3点において意義のある場であったことが

明らかとなったことからも実践報告にとどまら

ない本研究の意義があるといえよう。

また、OECD Starting Strong Ⅵが示す共通研修

と保育者が求めていることのずれの観点からも、

柔軟な研修プログラムを構築することができ、
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保育者のニーズに応じた学び合いの機会として

の乳児保育フォーラムの開催意義は大きい。

一方で、乳児保育に関係する参加者の分析結果に

みる「対話を通した実践構造の可視化にむけた

課題」については、集合研修としての一過性の

「共同体」において、乳児保育の質の向上にどのよ

うにつながっていくのか、今後も緻密な、かつ

継続的な研究が望まれる。乳児保育関係者がどの

ように学びの機会を習得していくのかについても

重要な観点であるが、今後の研究課題としたい。

注
注1） 本論では、保育実践において保育・教育に

従事する者について「保育者」と表記し、引

用にて「保育士」となっている場合には保

育士と記す。

注2） 共起ネットワークでは、円は単語を表し、

線は共起関係を表す。円の大きさは単語の

出現頻度を表し、線の太さは共起の強さを

表している。

付記
本論文に関して、開示すべき利益相反関連事項

はない。

謝辞
乳児保育フォーラム参加者および研究協力を

いただきました関係者の皆様、乳児保育部会長 

大方美香先生ならびに乳児保育部会の皆様に感

謝申し上げます。
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Audismの自覚から始まる保育者の質向上
Awareness of Audism Enhancing the Qualities of  

Early Childhood Educators 

伊藤理絵
（常葉大学）

本論の目的は、ろう文化を基盤とした保育・教育の実践や当事者の語りに関する文献を手掛かりに、

保育者の質向上についてAudismの自覚化から考察することである。本邦で主流となっている日本語を

第一言語とした聴者ベースの保育・教育を相対化するため、Audismの観点から「手」「発達」を捉え直す

ことを試みる。手話において、「手」は言語である。保育者養成や保育現場で当たり前のように保育表現

技術の一つとされる「手遊び」は、聴者ベースの保育・教育の考えに基づく遊びである。聴者が無意識に

身振り手振りとして表出する非言語的な“手”の発達は、言語としての「手」の発達とは異なる。この

ことを理解するためには、ろう・難聴当事者と聴者の対話が重要である。今後の展望として、Audismを

自覚し、保育・教育の多様性について対話するための共通言語として「要領・指針」を位置づける意義を

述べる。

キーワード :  Audismの自覚、ろう・難聴児注1）、手話、発達カスケード、共通言語としての「要領・指針」注2）

問題と目的　
－手話の「手」、手遊びの“手”－

本論の目的は、ろう文化を基盤とした保育・

教育の実践や当事者の語りに関する文献を手掛

かりに、Audismに自覚的になることから保育者

の質向上について考察することである。Audism

（オーディズム、聴能主義、聴者 /聴能至上主義）と

は、聴覚能力に基づく差別に関して、これまで

個々に示されてきた事例や経験を統合した一つ

の概念である（Bauman, 2004）。

近年、新生児聴覚スクリーニングの普及や補聴

器・人工内耳の技術の発展により、地域の園で

ろう・難聴児と聴児が共に過ごすインクルーシブ

保育が増えることが予想されることから生じる

課題が指摘されている（e.g., 髙嶋・伊藤，2023）。

ろう・難聴児は周りの聴児の振舞いをよく見てお

り、聴児と同じように振舞うことで、聴者の保育

者等の大人からは問題がないように見えているこ

とがある。しかし、それは、もしかしたら、子ども

自身の心情・意欲が抑圧され、聴者社会に適応的

な態度を習得している姿かもしれない。自らを

表現するのに自然な言語を抑圧しながら聴者社

会へ適応することは、思春期のアイデンティティ

の問題にも関わる。例えば、重度の難聴で口話が

よくできても、周囲が一斉に笑った時に笑ったふ

りをする自分が情けなくなったり、周りの生徒が

挙手をする理由が分からなくても、分かるふりを

して目立たないように半分だけ手を挙げる自分

に嫌気がさしたりすることが積み重なることで、

不登校に至ることもある（cf. 河﨑，2004）。

ろう・難聴児やろう重複障害児にとっても、

その特性に適応的な言語を主としたコミュニケー

ションを通して、子どもが自主的、能動的に活動

を展開できることが重要である（cf. 松﨑，2017）。

ろう者の言語である日本手話を自然に獲得できる

pp.139-146

原著論文
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ための早期支援を拡充するためは、ろう者自身が

高等教育機関で学べる環境の整備も必要である

（前川，2024）。ろう・難聴児一人一人の特性に応

じた言語発達を保障しなければ、子ども同士でや

り取りし、互いの感情や意図を伝え合う経験を豊

かに育むことが困難になるが、環境を通した幼児

教育・保育を実践するための専門職養成は十分で

はないのが現状である（髙嶋・伊藤，2023）。

Audismに自覚的になるということは、音声言

語としての日本語を基準に、「聞こえるのが良い」

「話せるのが良い」という思考に基づいて社会

システムが構築されていることを自覚することで

ある。例えば、ある自治体が幼児向けに作成した

動画には、日本語の字幕と手話通訳がついている。

しかし、登場人物は日本語の音声で話しており、

手話でやり取りしているわけではない。「幼児向

け」とあるが、音声を聞かずに字幕つきの動画を

見て、ストーリーを理解できる幼児はどのくらい

いるだろうか。【手話版】とあるが、手話通訳者は

動画の左上の円で囲まれた枠の中で、動画に出て

くるキャラクターが話す内容を通訳している。

動画を見ながら、左上に同時に視線を移し、動画

のストーリーを解釈することを幼児に求めるこ

とは、そもそも幼児期の発達に応じた配慮といえ

るのだろうか。もしかしたら、この動画は聴者主

導で作成されており、手話を言語とする当事者と

の対話はなされていたのだろうかという疑問が

出てくる。

Audismの観点からみてみると、手話がついて

さえいれば問題ないという考え自体が聴者ベース

であり、ろう・難聴の子どもを含めたろう・難聴

当事者との対話なくしてインクルーシブ保育の

実現はできないことに気付くだろう。そこから、

身近な環境にろう・難聴当事者との対話ができる

場や手段がないことに気付き、どうしたらいいの

かと思い悩み、Audismの内在した社会に生きて

いることへの自覚が、さらに促されることにもな

るだろう。

Audismの観点から保育・教育を捉え直そうと

すれば、音声言語の日本語に基づく聴者主体の隠

れたカリキュラムの影響の大きさにも気付くこと

だろう。例えば、保育実践の場では「手遊び」が盛

んに行われ、保育者養成でも当たり前のように、

子どもの遊びとして、文化として、さらには保育・

教育の専門的スキルの一つとして「手遊び」が

教えられている。しかし、日本語の音声が伴う

「手遊び」は、聴者による保育・教育の考えに基づく

保育表現技術の一つである。Audismの観点から

手遊びを捉え直すと、手話を第一言語としている

者にとっての「手」ではなく、聴者にとっての“手”に

よる遊びであることに気付かされるのである。

手話を言語とするろう者が作者の絵本に『ゆび

のすうじ　へーんしん』（齋藤陽道・作）がある。

手話で同じ数字を両手で示し、手話が意味する

語を連想して遊ぶ“手あそび”である。例えば、

「にと　にで　なーに？」という頁をめくると、

手話と絵で「忍者」が描かれている。

『ゆびのすうじ　へーんしん』を楽しんでいる

と、聴児に対する代表的な「手遊び」の一つで

グー・チョキ・パーの手の形から連想されるもの

をイメージして楽しむ遊びと同じではないかと

思うかもしれない。『ゆびのすうじ　へーんしん』

の「にと　にで」は、手の形だけを見ると「チョキ

と　チョキで」とも解釈できる。しかし、聴者が

チョキとチョキで忍者を連想した場合、それは、

あくまで聴者がイメージする忍者を表現したの

であって、「忍者」という名詞を連想したわけでは

ない。聴者が「忍者」と聞けば、人差し指と人差

し指を立てるかもしれない。だが、絵本『ゆびの

すうじ　へーんしん』に従うと、人差し指を立て

るのは数字の「1」である。「いちと　いち」では

名詞の「忍者」にはならない。「いちと　いち」で

表す手話の名詞は、「おに」である。

絵本『ゆびのすうじ　へーんしん』で興味深い

のは、裏表紙の裏にあたる見返し紙の見開きに、

作者の齋藤氏の家庭での手話が紹介されている
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点である。そこには、「2と2で　トンボ」「2と2

で　あるくひと」など、手話の数字の2の形で「ト

ンボ」という名詞や「歩く」という動詞にできる

ことが紹介されている。つまり、手話の手あそび

は、名詞以外の品詞も連想して遊べるのである。

『ゆびのすうじ　へーんしん』で紹介されている

遊びは、言葉遊びなのである。このことは、聴児

が楽しんでいるグー・チョキ・パーの「手遊び」は、

聴児と同じようにろう・難聴児が楽しめるとは限

らないことを示唆している。つまり、聴者ベース

で手遊びを実践することは、ろう・難聴児が遊び

を通して言語発達が促される可能性を制限して

いるかもしれないのである。

手話の「手」は、聴者にとっての“声”である。

特に、日本手話は日本語対応手話とは異なり、

音声言語の日本語とは根本的に異なる言語であ

る。日本手話の「手」は、日本語や日本語対応手

話の“手”とは根本的に異なるのである。手遊び

からAudismを自覚することは、聴児ベースの遊

びに特化した幼児教育・保育がなされている実態

への気付きに繋がる。音声言語の日本語を第一

言語とした社会は、Audismへの無自覚さを醸成

する隠れたカリキュラム（hidden curriculum）に

より支えられているのである。

Audismの自覚からの発達の捉え直し

Audismは、ろう・難聴児・者に対する抑圧や差

別として機能する。Audismを自覚することは、

マイノリティがマジョリティに近づくことを

「適応」「発達」と捉えてしまう恐れがあることを

自覚することでもある。

ろう・難聴児の独自の認知的傾向の一つに

「ろう児の思考スタイル」がある（バイリンガル・

バイカルチュラルろう教育センター，2022）。

ろう・難聴児は「聴こえない聴児」ではなく、「目

の子」である。視覚情報や視覚言語により育まれ

る能力があるという特性を活かして、乳児期から

自らの体験を通して、実物を見て、触って、身体で

感じられる配慮が必要である。

近年、「発達カスケード（developmental cas-

cades）」というフレームワーク（枠組み）で発達を

捉えることが注目されるようになっている。

2024年 12月に発刊された「発達心理学研究」

（一般社団法人日本発達心理学会発達心理学研究

編集委員会，2024）では、発達カスケードが特集号

のテーマとして取り上げられた。発達カスケード

研究では、発達中のシステムで生じる多くの相互

作用によって累積的に発達に影響を与える要因

や、その影響が同レベルの領域間だけでなく、

異なるレベルの領域間やシステム間、さらには世

代間にわたって広がっていく因果関係を縦断的・

横断的なデータから明らかにすることを目指して

いる（cf. Masten & Cicchetti, 2010）。特に、乳児

期（0～2歳児）の移動運動（ロコモーション）の発

達が、知覚・認知・他者との相互交渉・言語などの

運動領域とは異なる領域に波及的な効果をもたら

すことが明らかにされている（外山・西尾・山本， 

2024；外山，2024）。

発達カスケードについて学んだ聴者は、ろう・

難聴児は乳児期に移動運動の発達に遅れがなくて

も言語や心の理論の発達が遅れるのは、聴覚系に

障害があるために発達のカスケードが促進されな

いからではないか、そうであれば聴覚系の改善を

できる限り試み、音声言語の日本語の習得を早期

から行うのが適切なのではないかと考えるかもし

れない。一方、Audismの観点から発達カスケー

ドを捉え直すと、ろう・難聴児において、移動運動

の発達に遅れがないにもかかわらず言語をはじめ

とした発達のカスケードが妨げられるのは、ろう・

難聴児一人ひとりの聴覚系の発達の特性を考慮せ

ずに、音声言語の日本語ベースで聴者が関わって

いることが阻害要因となっているかもしれないと

も考えられる。

乳児期の運動スキルの獲得を起点とする発達の

カスケードに関する興味深い知見の一つに、「物体
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操作（object handling）」がある。乳児が手に取っ

たモノを転がしたり口に持っていって舐めたり、

養育者とモノを介したやり取りを楽しんだりする

姿は、モノとの相互作用、モノと他者との相互作

用である。前者は二項関係、後者は三項関係とし

て、特に、モノを介したやり取りができるように

なる三項関係の成立は言語発達にとって革命的意

味をもつとされてきた（cf. 外山他，2024）。

松崎・奥（2008）は、聴覚障害を有し手話を用い

る支援者の家庭訪問による家族支援の必要性と

重要性について、実践を通して示している。その

実践報告には、「コミュニケーション形成への

手がかりを得るための支援」「注意深く観察して

コミュニケーションを成立させるための支援」

「係わりを調整してやりとりを展開させるための

支援」へと移行していく過程が記録されている。

様々なモノと関わる子どもの発達を的確にとら

えており、物体操作を伴う遊び場面でのコミュニ

ケーションに注目した実践であるとも解釈でき

る報告になっている。

言語発達を予測する指標は、養育者主導の物体

操作ではなく、乳児自身の物体操作によってつく

りだされた物体の見えの多様性であるとされて

いる（山本，2023）。松崎・奥（2008）による親子

コミュニケーション支援は、手話を主言語とする

支援者が介入することで、聴者の親には気付か

ない指さし行動があることを伝えることができ、

ろう・難聴児の指さしの発達に応じたやり取りが

親子でなされるようになっていった。子どもの発

達に応じた関わりが増えることで、子どももモノ

の名前や動作を表す手話だけでなく、感情を手話

で表すようになったり、補聴器装用効果により、

指さし＋手話単語、手話単語＋指さし、手話単語

＋手話単語、日本語音声の単語＋手話単語のよう

な二語文表現もみられたりするようになった。

新生児聴覚スクリーニングが普及している

現在、乳児期からのろう・難聴児と家族に対する

早期支援の必要性が増している。松崎・奥（2008）

は、自らの実践研究を通して、家族は日々刻々と

変化する子どもの行動を意味あるものとして

捉え、その行動に対してどのように関わっていけ

ば良いかという実践的な知識を必要としており、

支援者の役割として、親自身が子どもとの関わり

合いの楽しさ、奥深さ、可能性を実感できる支援

を行うことに意義があることを強調している。

Audismの自覚におけるろう・難聴当事者 
との対話の重要性

乳幼児期におけるろう・難聴児への幼児教育・

保育においても、言語発達は自己の発達と不可分

であることを理解した上で、子どもが主体的な学

び合いの中で、アイデンティティや文化を形成・

共有し、生きる力を育んでいく過程が充実するこ

とを目指すことに意義がある（cf. 松﨑，2004）。

保育者がAudismを自覚することは、子どもたち

が何を楽しんでいるのか、子どもたちの興味・関

心はどこに向かおうとしているのかを、一人ひと

りの個性や特性に応じて評価する専門性を養う

ことでもあり、いわば、PDCAサイクルの循環を

途切れさせない一つの視点として、Audismの自

覚があるとも言えるだろう。

先述した松﨑・奥（2008）は、手話を言語とする

支援者による親子コミュニケーション支援の3つ

の基本方針として、①子どもの行動を観察し、そ

の行動の意味を考えることを支援する、②子ども

の行動をコミュニケーション形成の糸口としてと

りだすように支援する、③子どもとの関わり合い

の方針や内容を検討することを支援することを挙

げた。これらの支援を実践するためには、子ども

の視線・表情・手指等の動作や対象への関与の仕

方をつぶさに観察し、親自身も観察可能なことか

ら子どもとのより良い関わり合いについて親と

対話しながら共有すること、関わり合いの方針は

親自身も目的をもって子どもと楽しく関われるよ

うに親との共同で検討すること、さらに、家庭に
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ある人・モノを活用するために家庭環境（家庭に

ある玩具や生活用品、居住環境等）を把握するこ

とに留意すべきであることも示している。この

ことは、まさに、環境を通した教育としての幼児

教育・保育で求められる専門性であり、保育士養

成課程や教職課程において保護者や子育ての支

援に関連する科目で習得が目指されている専門

性でもある。現行の要領・指針および保育士養成

課程・教職課程について、Audismの自覚の観点

からろう・難聴保育者と聴保育者が語り合うこと

は、保育者の専門性とは何かを対話することにも

繋がると思われる。

Audismを自覚することで、日本手話というマイ

ノリティ言語をどのように保育士養成課程および

教職課程に位置づけるかは、本邦の保育・教育に

関する政策を考える上で言語・文化の多様性をど

のように考えるかという問題と関連してくるこ

とにも気付かされるだろう。日本に生まれたろ

う・難聴児一人ひとりが、そのよさと可能性に応

じた言語獲得が認められない現状があることに

ついて、ろう・難聴当事者と考え、議論すること

は、言語や文化の多様性を保障する保育・教育に

ついて共に考える機会にもなるだろう。

Audismを差別の交差性（intersectionality）の観

点からみてみると、ろう・難聴児の子どもたちは、

聴覚系に障害があるという身体的属性における

マイノリティであることに加え、音声言語の日本

語ベースの文化への適応を求められる言語・文化

的マイノリティという、少なくとも二重の差別に

晒されやすい社会に生きている存在であること

が浮かび上がる（cf. 埼玉県立特別支援学校大宮

ろう学園，2024）。その対極となる概念として、

デフフッド（Deafhood）がある。聴覚系に障害があ

ることを、欠陥ではなく「可能性（possibilities）」と

捉える概念である（Ladd, 2005）。要領・指針が示

す子ども理解に基づく評価が、子どもを他児との

比較や達成度ではなく、よさや可能性で評価する

としていることに繋がる概念であると思われる。

ろう・難聴保育者と聴保育者が子どもの育ちに

ついて対話することで、例えば、音声言語を第一

言語とする聴者教員が子どもをみて「非言語」と

解釈してしまっていた表情や身振りが、実は手話

であり「言語」の芽生えであることに気付かされ

ることもあるだろう。埼玉県立特別支援学校大

宮ろう学園（2024）では、デフフッドを導入した

教育実践を行っている。「指示待ちのろう者」で

はなく、自発的に問題解決に取り組むろう者の育

成を目標としたデフフッド視点によるカリキュ

ラム（学びの経験）を目指した教育活動の変革を

掲げている。ろう学校の幼児児童生徒の集団生

活では、子ども同士で日本手話の獲得やろう文化

の伝承がされている実態がある（戸田 , 2020）。

大宮ろう学園では、ろう教員・聴者教員とろうの

子どもたちが、互いの聴力の程度に関係なく対等

に言葉による伝え合いができる関係になること

を目指して、子ども理解に基づく遊びを中心とし

た幼児教育・保育の質を高めることに取り組んで

いる。手話を用いてコミュニケーションを行う

ろう・難聴保育者が身近にいることは、子どもに

とって、手話を第一言語とした保育者・教育者に

なる夢を抱かせてくれるロールモデルにもなっ

ていることだろう。

今後の展望
―多様性を対話する共通言語としての 

要領・指針へ―

手話演劇の俳優・演出家で日本ろう者劇団の代

表であったろう者の米内山は、大切なのは「感情

をありのままに持てるということ」（米内山・森， 

1990，p.192）であるという。感情をありのままに

持てることに続いて手話や声がある。そのため、

手話そのものだけを第一義的にするのではなく、

感情の出し方を大事にしているという。このこ

とは、要領・指針において子どもの心情・意欲・

態度を学びに向かう力としていることにも繋が
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る考えであると思われる。保育者が子ども一人

一人について、この子は何を思っているのだろ

う、何に興味・関心を抱いているのだろうと心を

寄せることは、子ども理解の基本である。

歴史的に、聴覚障害児への教育は、ろう・難聴児

が聴者社会に適応し、音声言語の日本語で表現で

きるようになることを“良かれと思って”実践し

てきた。聴者が“良かれと思って”行う保育・教育

の実践は、Audismに無自覚なままになされてき

たことが多かったことは否めない。ろう・難聴当

事者に対してもAudismに基づく社会への無自覚

さを求め、非合理的な配慮により、抑圧した環境

を通して聴者ベースの“役に立つ”スキルの習得

を強いてきたとも言えるだろう。ろう・難聴であ

ることは、社会の一員になるために音声言語の日

本語を第一言語にしなければいけない存在ではな

く、手話を第一言語に社会の一員として存在でき

る権利をもっているということである。

一方で、本邦において、遊びや活動を中心に日

本語や手話を獲得する、いわば、日本語 /手話習得

プログラムのモデルとなる画期的な実践を行っ

ている特別支援学校もあるが、手話や日本語に

限らず、言語を獲得するための手段に遊びが使わ

れていることも危惧される。言語に対する特別

な配慮を重視するあまり、特別支援教育の指導方

針が無意識のうちに言語獲得に力点が置かれ、

「言語獲得のための遊び」になってしまっている

かもしれない。特別支援学校や療育を行う施設

であっても、保育者として自覚的・組織的に日々

の実践を省察しなければ、良かれと思って行って

いる実践が、期せずしてAudismを助長させる隠

れたカリキュラムになってしまっているかもし

れないのである。

本論を締め括るにあたり、Audismを自覚するこ

とから保育の質向上を図る共通言語として、改めて

「要領・指針」の基本に還ることを述べたい。それ

は、領域言葉は領域であって教科ではなく、国語や

英語といった語学科目の置き換えではないという

基本を忘れないということである。

領域言葉は「日本語」「日本手話」「日本語対応

手話」のように、特定の言語を想定しているので

はない。保育内容としての5領域は、子どもにとっ

て身近な環境とつながる5つの世界（健康・人間

関係・環境・言葉・表現）への扉であり、5つの世

界に開かれた指導をしているかを、保育者自身が

自らの実践を省察する視点でもある。子どもが

どのような言語を第一言語としようとも、領域言

葉は、自発的な活動としての遊びを通して育む

領域の一つなのである。遊びを通して5領域が総

合的に養われるという幼児教育・保育の基本は、

全ての子どもの幼児教育・保育に適用でき、全て

の幼児教育・保育の専門家同士が語り合う共通言

語となり得るものと思われる。

Audismを自覚することは、ろう・難聴児への

保育・教育に対して、音声言語の日本語での保育・

教育を否定し、手話を奨励しさえすれば良いとい

うことではない。幼児教育・保育において遊びが

言語獲得の手段になってしまっていないか、特定

の言語に優越性や特権性をもたせる隠れたカリ

キュラムになっていないか、良かれと思って行っ

ている保育・教育・保育者養成教育の実践は本当

に目の前の子どもにとって良いことなのか、保育・

教育の多様性の実現に向けて、特別支援教育や障

害児保育も含めてあらゆる幼児教育・保育を語る

共通言語の役割を要領・指針は果たしているの

か、全ての子どものwell-beingを保障することに

なっているのか、これらを保育者が問い続けるた

めの視座の一つとして「Audismの自覚」があるの

である。

付記
本論は、厚生労働科学研究費補助金（課題番号：

23GC1001，研究代表者：今橋久美子）を受けて実

施した研究の成果である。研究チームの共通言

語は日本手話であり、筆者は手話ができないマイ

ノリティで重度の手話障害者である。筆者に



乳幼児教育・保育者養成研究　第5号

– 144 – – 145 –

Audismの自覚の機会を与えてくれた共同研究

者、研究に協力してくださった皆様に感謝申し上

げる。なお、本論の一部は、第20回日本子ども学

会学術集会にて発表した。

注
注1） 髙嶋・伊藤（2023）の定義では、聴覚障害の

ある子どもたちを「ろう・難聴児」として

いるが、本論の立場は、「ろう・難聴児」を

「聴覚系に障害のある子ども」と定義するこ

とに加え、本邦の聴者ベースの日本文化・

日本語への過度な適応を求められるこ

とで、「ろう者であることを探求する過程」

（cf. 埼玉県立特別支援学校大宮ろう学園， 

2024）が保障されず、ろう文化・日本手話の

学習が脅かされている状況に置かれている

子どもを指す。

注2） 本論では特に明記しない限り「要領・指針」

は、2017年改訂の「幼稚園教育要領」（文部

科学省）、「保育所保育指針」（厚生労働省）

および「幼保連携型認定こども園教育・保

育要領」（内閣府・文部科学省・厚生労働省）

を指す。
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就学前施設における心理的安全性と組織の成長に関する研究
̶保育の質の向上を支える組織要因の分析̶

A Study on Psychological Safety and Organizational Growth in  
Early Childhood Education and Care Facilities

– An Analysis of Organizational Factors Supporting the Improvement of  
Childcare Quality –

井上眞理子 坂田哲人 松井剛太 田澤里喜
（洗足こども短期大学） （大妻女子大学） （香川大学） （玉川大学）

松山洋平 伊藤路香 加藤　翼
（和泉短期大学） （洗足こども短期大学） （洗足こども短期大学）

本研究は、就学前施設における心理的安全性を保障するための組織要因を明らかにすることを目的と

する。昨今、増加傾向にある「若い組織」の特徴等、組織の成長モデルを踏まえ、教育・保育の質を向上さ

せるための組織の質に焦点を当て、量的及び質的分析を用いて検討する。分析の結果、【適度な距離感の

担保】【組織の中心に据えられた学び】【リーダーの肯定的フィードバックに対する信頼】【違いを前提と

する風土】【経験から得られた変容への手応え】【理念・方針の真の共有と浸透】【個人的経験・“人”に

依拠しない判断基準】の7つの概念が抽出された。この７つの概念は、保育者個人の実感や経験、同僚と

の関係性、組織の風土、管理職のリーダーシップなど、多岐にわたる要素と関係している。保育の質の

向上を実現するために心理的安全性を保障する組織は、画一的なアプローチによるマネジメントでは

なく、組織の成長段階や特性に応じた柔軟かつ探求的なアプローチが求められる。

キーワード :  保育の質、心理的安全性、組織の成長、組織要因、リーダーシップ 

Ⅰ　研究の背景

1．就学前施設の動向と教育・保育の質の議論
乳幼児期の教育・保育の質は、生涯にわたる人

間の発達に大きな影響を及ぼすものであり（秋田・

佐川，2011等）、我が国においても、「こどもまんな

か社会」をスローガンに、乳幼児期までの子ども

の健やかな成長のための環境づくりや、家庭にお

ける子育て支援等に関する基本政策や「幼児期ま

でのこどもの育ちの係る基本的なビジョン」を示

し、生涯にわたるウェルビーイングの重要性の議

論が加熱している（こども家庭庁，2023）。0歳児

から5歳児までの小学校就学前の子どもを教育・

保育する施設（以下「就学前施設」と称する注1））に

おいては、これらの方針を実現するための地域の

拠点として、教育・保育の質のさらなる向上に努

める役割を担う。保育者はまさに、教育・保育の

質の根底を支える存在として、専門性の向上に努

めなければならない。

保育者は、在園する子どもに対する保育に加

え、子どもの保護者への支援、地域の子育て家庭

への支援など、地域の実情に応じた様々なニーズ

への対応など、その役割は多岐にわたる。昨今で

は、特別な支援を必要とする子どもや外国籍の子

どもへの支援の増加など、支援の対象の広がりや

より高い専門性が求められるようになっている。

pp.147-163

原著論文
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このように複雑化、多様化する専門性を一人の保

育者で担うことは難しい。複数の保育者がそれ

ぞれの専門性や特性を活かし合う体制、つまり、

チームや組織として保育をすすめることにより、

就学前施設における教育・保育の質は保障される

といえよう。

また、就学前施設は、近年これまで増加傾向に

ある。日本は相当前より少子化の傾向にあるもの

の、就業率の増加による保育の必要性が生じてい

ることから、少子化傾向に反する形で需要が伸び

てきた。特に直近数年の推移を見ると、平成27年

から令和5年までの8年の間で、保育施設（特定地

域型保育事業も含む注2））の数は10,000施設以上

増加している計算となる。特に0歳から2歳を対

象とした保育施設の増加率は高く、保育士等の

配置基準が3歳以上よりも相対的に高く、施設数

の増加率以上に、従事者数の増加率が高い傾向に

もある。また、幼稚園から認定こども園に移行す

る園も多く、この変更に伴い、新たに0～2歳児の

保育の実施、長時間保育への対応、そして、職員の

人員増などが生じている（こども家庭庁，2024）。

長時間化する保育、保育者の人材不足、多様な専

門職や働き方、複雑なシフト等、就学前施設のハー

ド面の運営も複雑化が進み、管理職のマネジメン

トやリーダーシップの力量がより一層求められる

現状といえる。しかし、田澤（2020）が、就学前施

設の管理職の資格要件には課題があると指摘して

いることをはじめ、管理職の資質や適性について

は、今後議論が必要である。

さらに前述した、施設の増加傾向は、保育者の

人材不足のみならず、管理職の人材不足をもた

らす構図を生み出し、保育実践の経験が浅い管理

職や、他業種から起用する管理職も少なくない。

新規施設、あるいは、幼稚園から認定こども園に

移行した施設においては、新たな職員体制、管理

職の経験や力量、そして誕生したての組織の不安

定さや脆弱さなどの課題をはらんでいる。 

Grainer（1972）は、組織の成長プロセスを5段階

に分け、それぞれの段階で直面する課題と乗り越

えるべき危機を示している。第一段階の「創業段

階」においては、管理職のリーダーシップの難し

さをその危機として示しており、このような「若い

組織」においてパフォーマンスの質が保障される

ためには、管理職のリーダーシップの難しさを

踏まえた議論をする必要がある。しかし、組織や

リーダーシップとの関係性で保育の質を捉える

研究は、まだ十分ではない。秋田ら（2016）は、

組織やリーダーシップに関する研究動向をまと

めているが、その中では、保育におけるリーダー

シップの国内外の研究は、学校教育における概念

や理論を導入する経緯で発展してきたが、当然、

保育のそれとは異なる文脈であり、保育現場の独

自性を前提とした実証的なリーダーシップ研究

の必要性を指摘している。

2． チーム・組織における保育者の専門性の発
揮と保育の質：心理的安全性の概念
組織において、保育者の専門性が発揮され、保育

の質を実現するためには、「個」としての保育者の

専門性向上の議論に加え、同僚との人間関係や

職場環境の影響に言及する必要がある。チーム

保育については、恒川（2021）が、「複数担任また

は加配保育者等の担任ではない保育者を含め、

二人以上の保育者が協働で子ども集団を保育し、

計画・実践・振り返り・改善を相互連携して行なっ

ている状況」と定義づけている。保育者の連携や

協働に関する研究については、永井（2021）が、

その研究動向を整理することと共に、連携や共通

理解、話し合いなどが、実際には困難であること、

特に新人保育者にとっては同僚との連携に困難

さを抱えていること、保育者同士の対等で尊重し

合う関係性の構築が困難であることを指摘して

いる。

保育者はリフレクションを通して、その専門性

を向上させ、保育実践の質に貢献するが（村井・

坂田，2023など）、チーム保育においては、個人的
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な学びのプロセス、例えばKorb（2015）による

①具体的経験、②内省的検討、③抽象的思考、

④積極的な行動を協働的に行う必要がある。

筆者らは、そのプロセスを図1のように整理した。

しかし、保育者同士の連携や共通理解、話し合い

などの難しさが指摘されるチーム保育において

は、前述の保育現場における連携や協働の課題を

踏まえると、このプロセスにおける「②気づきを

発信し共有する」ことが、実際には大きな障壁と

なっており、この点を乗り越える実証的な検討が

必要である。

保育分野以外においても、大坪ら（2003）は、

チームで機能する医療現場において、個人レベル

で、課題やミスに気付いたとしてもチームの雰囲

気や風土の影響、また対人関係を悪くしてしまう

のではないかという不安から、なかなか率直に意

見を出すことができないケースがあることを実

証的に指摘している。

このようなチームや組織における問題に対し

て、Edmondson（2019）は心理的安全性という

概念を用いて、研究を進めた。心理的安全性は、

チームや組織において、自分の意見を率直に発言

したり、懸念や疑問やアイディアを話したりする

ことによって生じうる対人関係のリスクを、人々

が安心してとることができる環境のことを指し

ている。心理的安全性は、単に居心地の良い集団、

いわゆる「仲良し集団」とは一線を画す概念であ

る。自分の意見が無条件に支持されたり、常に

メンバーが賛同し合ったりする関係ではない。

むしろ、その反対の状態を示している。心理的

安全性とは、率直であるということ、建設的に

反対したり気兼ねなく意見を交換し合ったりで

きるということを意味している。また、特定の

個人と個人の間に生じるいわゆる「信頼関係」と

いった関係性とは異なる概念であり、職場の

風土、雰囲気を指している。石井（2020）はこれを、

「チームの中の対人関係におけるリスクをとって

も大丈夫だ、というチームメンバーに共有される

信念」と説明する。例えば、内向的な性格の個人

であっても、心理的安全性の高い組織において

は、アイディアを提供したり、懸念を発信したり

することを、比較的、躊躇なくできるようになる

とされている。

心理的安全性が保障されているチームや組織に

おいては、それぞれのメンバーが経験を通して得

られた知識や知見を、全員で学習し共有すること

で、高いパフォーマンスを生み出す可能性が高ま

る。それは、時に、ミスやエラーのような個人に

とっては痛みを伴う経験でも、それを開示し合っ

たり、問題点を指摘し合ったりして、そこからメ

ンバー全員でより適切で効果的な判断や行動のあ

り方を学び、より高いパフォーマンスを目指すこ

とを可能にする集団の状態だからである。

保育分野における心理的安全性の研究は、野澤

ら（2024）によれば、ほとんどなされていない。

青木（2022）は、教育分野における心理的安全性の

研究動向を踏まえ保育分野への拡張領域を探り、

保育者の離職との関係性に言及している。また、

小澤・小川（2023）は、心理的安全性とワーク・

エンゲイジメント、すなわち職務満足感との関係

性を明らかにしている。いずれにしても、心理的

安全性と保育者の専門性、チームや組織における

保育の質との関係についての実証的な研究は行わ

れていない。

図1.　組織における保育の質の向上プロセス 
（筆者ら作図）
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Ⅱ　研究の目的と方法

1．研究の目的
本研究は、各施設における組織の実態、保育者

の専門性の発揮、職員間の人間関係、そして管理職

のマネジメントやリーダーシップなど、教育・保育

の質向上に寄与する組織要因の特性を明らかにす

ることを目的とする。特に、心理的安全性に着目

し、組織要因が保育実践の質および保育者の専門

性向上にどのように関連しているかを検討する。

まず、筆者らが継続して実施している質問紙調査

による定量的データを用いて現状を把握し、論点

を抽出する。さらに、心理的安全性の高低に伴う

組織要因の違い、すなわち保育者の意識を質的に

分析することを通して心理的安全性の高い組織に

見られる特徴を検証する。心理的安全性の高い組

織とは、保育者が自身の「気づき」を自由に発信で

き、組織として保育の質向上を実現するプロセス

が確立されている組織であると考えられる。

2．倫理的配慮
本調査は洗足こども短期大学研究倫理審査委員

会の審査を受審しており、その方針に則り、倫理

的に配慮した上で行った。

3． 研究の方法と概要（1）定量的データを用い
た組織種別による心理的安全性の特徴
筆者らは、2014年より主に、私立保育所を対象

として全国レベルの質問紙調査を実施してきた

が、2021年度に実施した都合3回目の質問紙調査

では、公立保育所や幼稚園、認定こども園、小規模

保育施設等を対象に加えている。本データについ

ては、これまでにも本研究の視座とは異なる観点

において、保育施設におけるマネジメントの実態

を明らかにしてきたところである注3）が、今回は特

に心理的安全性の概念に着目した（尺度を用いた）

分析を行った。今回の質問紙調査の概要と方法は

以下の通りである。

 調査名称：「保育の質をもたらす組織の質・組織

の成長モデルに関する調査」

 調査対象：子ども・子育て支援情報公表システ

ムに公開されている全国の保育施設リストより

1000園を無作為サンプリングで抽出（全国保育

所（公立私立）のうち600園、全国幼稚園（公立

私立）のうち200園、全国認定こども園（幼保連

携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型）のうち

100園、小規模保育事業所A型・同B型・東京都

認証園のうち100園の計1000園）

 調査方法：郵送式質問紙調査（オンラインの回

答を一部併用）

 手続き：上記の園あてに「園長・管理職層用

（以下、「管理職用」という）」ならびに「幼稚園教

諭・保育士・保育教諭・その他専門職・一般職員

用（以下、「職員用」という）」の2種類の質問紙を

配布。管理職用については、郵送による回答ま

たはオンラインによる回答の選択式とし、職員

用はオンラインによる回答となっている。

 調査時期：2022年1月末までに配布、2月22日

締め切りを1か月延長し、3月22日までに回収

された分について分析対象とした。

 回収数（表1）：140園（管理職からの回答）、720

件（職員からの回答）（回収率：園単位で14.0%）。

この数値には、管理職のみ、職員のみの回答も含

まれる。

 質問項目の概要

フェイスシートでは、管理職用は、所属園の属

性として都道府県、施設種別、運営主体、法人規模、

職員体制を回答し、管理職者としては年代、性別、

表1　施設種別ごとの回答数

種別 対象施設
回答 

（管理職）
回答 
（職員）

幼稚園 200  18（9.0%）  62

認定こども園 100  18（18.0%） 139

保育所 600  90（15.0％） 485

小規模保育事業等 100  14（14.0％）  34

全体 1,000 140（14.0％） 720

※新型コロナウィルス感染症の感染拡大（第6波）の最中
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役職（経験年数含む）、資格・免許の有無、経験年数、

他職種での管理職経験等の回答を得た。職員用の

属性としては、年代、性別、役職（経験年数含む）、

保育経験年数の回答を得た。

質問項目は、組織の質の実態を定量的に把握す

るために、管理職側から見る組織の実態やリー

ダーシップの志向と、職員側の実感や管理職や組

織に対する認識を重ねて組織の実態を図ることが

できるよう、管理職側の質問紙と、一般職員側の

質問紙とで同一の分類番号を付し、後にマッチン

グできる工夫が施されている。双方の質問項目の

中には、組織風土や心理的安全性、倫理観、労働環

境・処遇、学習・省察する組織、成長実感等が測定

できるよう設計した。質問数は、管理職用82項目、

職員用86項目からなり、いずれも6件法による回

答を求めたものである（表2）。

定量的調査の結果から得られた示唆は、次のと

おりである。近年の保育施設の動向の特徴とし

て現れるであろう「若い組織」に着目したところ、

先に、保育所等の新規開設数が急速な増加傾向で

あったということに触れたが、その一端を示すよ

うに、設置主体ごとに管理職経験年数の平均に

大きく開きがあることが見て取れる（表3）。この

うち、公立園は4年前後で異動する仕組みを持っ

ている自治体も多いことを鑑みると、2.67年は他

と比較して短いながらもおおむね妥当な数値と

いえる。一方、株式会社立の2.22年という数値に

は注目が集まる。平成27年からの8年の間に新

しい園、すなわち組織が10,000以上誕生してお

り、したがって、その組織の長が同じ数新たに誕

生することを意味する。さらには、その組織での

新たな従事者が求められ、この間でおよそ40%

増、人数にして15万人を超える人数が新たに保

育の職に就いた計算である。これが「保育士不足」

を引き起こした主要な要因である注 4）。近年、

多くの報道で保育士（保育者）の労働環境ととも

に、保育士不足が取りざたされているが、その背

景は、こうした保育施設の増加によるものが大き

いと考えられる。そして、新しい保育施設の設置

に大きな役割を果たしたのが、株式会社等を始め

とする、2000年以降に新たに設置が認められた

法人格を有する園の数々である。

これらの新しい施設では、当然のことながら管

理職をはじめ、すべての職員が「この組織で1年目」

からスタートすることになる。園長のみならず、

一般職員の勤続年数も2.47年を示しており、組織

全体が「3年弱」の成熟度ということとなる（表4）。

なお、公立園にあっても、通算の経験年数こそ異な

るものの、当該園での勤続年数のみと取り上げる

と、園長が2.67年、職員が3.89年という数値であり、

株式会社立と並んで「若い組織」の特徴を示してい

る。では、このような組織の成長段階の違いによっ

て見られる特徴にはどのようなことがあるのか、

心理的安全性の尺度を用いた分析を実施した。

表2　質問紙調査のカテゴリー

管理職用（82項目） 職員用（86項目）
専門性・役割発揮 専門性・倫理観
リーダーシップ 成長意欲・成長実感

職員理解・コミュニケーション 同僚との関係性
人材育成 上司との関係性

学習・省察する組織 学習・省察する組織
組織の文化・風土 心理的安全性
労働環境・処遇 労働環境・処遇

組織の正当性の担保 組織風土
自律型組織 自律型組織

表3　設置主体別の管理職経験年数（園長）
設置主体 園長の平均勤続年数 度数

公立 2.67 12
学校法人立 10.62 29
社会福祉法人立 11.39 72
株式会社立 2.22 18

表4　設置主体別の職員の経験年数（一般職員）

設置主体 本園の平均 
勤続年数

保育職の 
経験年数 度数

公立 3.89 15.74  61
学校法人立 9.61 12.22 155
社会福祉法人立 8.17 12.75 386
株式会社立 2.47  9.42  95

※ 上記の表にないNPO法人立，宗教法人立，個人立等については
回答数が若干数にとどまり表3及び表4には掲載していない
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本調査では 、心理的安全性に関わる質問項目

を7つ用意し、尺度の開発も同時に試みていた。

心理的安全性の測定方法については、Edmondson

（2019）が、心理的安全性に関する意識調査に活用

した7つの項目を参考にし、研究チームにより保

育現場に従事する回答者が具体的にイメージし

やすくなるよう表現に工夫を加えた。表5に示し

た7つの質問項目は、筆者らが作成した保育版心

理的安全性を測ろうとするものである。

すでに、先行研究の整理の箇所でも触れたが、

心理的安全性という概念は、その言葉からは若干

誤解をされている面もある。上述の質問項目にお

いても現れている通り、心理的安全性とは、「仲良

し」であるということではなく、お互いに失敗を

してしまったときにも非難されない、提案しても

それを許容されるなどといった、組織を良くして

いく、改善していくための動きがそのチームの中

で許容されているという内容である。果たして心

理的安全性においてはどのようなものだろうか。

結果を述べると、公立園のみが他の組織種別か

ら見て低い数値を示し、ほかの3つの種別につい

ては大きな差異は見られなかった（表6）。なお、

経験年数や勤続年数との相関も特段には見られ

なかった。

組織が良好な状況であるということを示す一つ

の観点として、本研究では「心理的安全性」に着目

すると述べたが、保育者が日々脅かされることな

く業務にあたれるという意味において、心理的

安全性という概念をこうした数値でもって測るこ

とは、現状では難しいといえるのかもしれない。

「現状では」と付したのは、そもそも心理的安全性

の概念が十分に浸透、咀嚼されているかというこ

とについても議論の余地があるからである。この

分野のみならず、一般企業等においても、心理的

安全性は新しい概念であり、十分に浸透している

概念であるとはいいがたい。そのようなことを背

景に、現在の心理的安全性は、それぞれがあまり

干渉しない人間関係と同義になってしまっている

とも解釈することができる。

一方で、この結果が保育分野においても、こう

した組織の特徴や、考え方が全く存在しないとい

うわけでもないようにも考えられる。

同じ園から複数の回答者があった場合に限っ

て、園ごとの心理的安全性の数値を算出すると、

当然のことながらその数値に高低が表れる。組織

表5　「心理的安全性」に関する質問項目

保育において失敗してしまったとき、リーダーや同僚からとがめられる（間違いを
非難される）ことがない。

自分のミスや失敗を躊躇せず、報告・相談することができる同僚がいる。

挑戦してみたいこと、試してみたいことを躊躇なく提案したり、行動に移すことが
許されている。

自分の努力を軽視したり、故意に踏みにじるような同僚は一人もいない。

自分の経験や技術、考えがクラスの中で評価され、活用されている。

自分らしさや個性を発揮することが認められていないと感じる。

困ったときや助けてほしいとき、同僚に支援を求めにくい。

上記7項目の尺度としての信頼性を表す信頼性係数（クロンバックのα）は .720である。
必ずしも十分な係数を有しているとは言えないが、最低限の数値は有しているものとみなした。

表6　「心理的安全性」尺度による比較

　
公立

学校法人
立

社会福祉
法人立

株式会社
立

心理的安全性
7項目の平均

4.04 4.53 4.35 4.47
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の種別ごとなどの傾向や関連性は見られなかった

が、個別の組織において定性的にその特徴を見る

ことができるのではないだろうか。

4． 研究の方法と概要（2）：質的調査による心理
的安全性の高い組織に見られる特徴
上述までの質問紙調査で得られたデータのう

ち、質問項目の心理的安全性を測定する項目に

着目し、心理的安全性の高い群に属する組織と、

低い群に属する組織を抽出し、心理的安全性の違

いによる組織の特徴を明らかにするため、保育者

等に対するインタビュー調査を実施した。組織

に対する認識は、管理職、リーダー、若手や新人

など、職位や役職、組織に属する年数など、それ

ぞれのバックグラウンドによって、その捉え方が

異なることに配慮し、該当施設の「園長・副園長」

「主任・主幹」「ミドルリーダー」「若手・新人」の

各層を対象に、各園4名に対し、インタビュー調査

を実施し、そのデータを重ねることで、多角的に

組織の実態を明らかにできるようにデザインし

た。本研究では、職員が組織の心理的安全性に対

する意識から、組織の実態を図るため、「主任・主

幹」「ミドルリーダー」「若手・新人」の3層に対す

るインタビューの結果をデータとして使用した。

インタビュー調査は、2023年8月～2025年1月

にかけて、私立幼稚園（A園）、私立認定こども園

（B園）、私立保育所（C園）、合計3園において行っ

た。A園・B園についてはオンライン、C園につ

いては対面による半構造化インタビューを実施

した。インタビューは、各対象者に対して30分

程度、以下のインタビューガイドに基づき実施し

た。インタビューの内容は、ICレコーダー等によ

り録音し、逐語録をデータとし、M-GTAを用い

て質的に分析した。

＜インタビューガイド＞

1． 組織（園・チーム）の中でのあなたの役割をど

のように認識していますか。

2． あなたと同僚や管理職・上司との関係性はい

かがですか。職員同士の関係性をあなたはど

のように認識していますか。

3． 園内外における職員育成の仕組み、それによ

る自身の成長の実感はいかがですか。

4． 法人や園の理念やビジョンはどのようなもの

だと理解していますか。園の魅力や強み、保育

の質の課題をどのように感じていますか。

5． 園の情報は、どのようなシステムで共有され

ていますか。

6． 園の課題や改善すべき点を同僚や管理職に

伝える職員関係やシステムは構築されていま

すか。

7． 働く職場環境や業務の実態はいかがですか。

改善したいことはありますか。

8． この園で長く働き続けたいと思いますか。その

理由はなんですか。

Ⅲ　研究の結果と考察

1． 心理的安全性に影響を与える組織の特徴を
表す7つの概念
心理的安全性に特徴のあるA園、B園、C園

（A園とB園は心理的安全性が高い群、C園は低い

群に該当する）の「主任・主幹」「ミドルリーダー」

「若手・新人」に対するインタビュー調査の結果か

ら、心理的安全性に影響を与える組織の特徴を表

す概念を7つ抽出することができた（表7）。

2．A園の調査の結果と考察
A園は、学校法人立の幼稚園である。管理職は、

教育・保育の質の向上を目指し、より良い保育を

模索、転換している。主任（A-1）は、大学卒業と同

時にA園に就職し、28年目のベテランとして管理

職を務めている。クラスリーダー（A-2）はA園の

卒園児でもあり養成校卒業後、すぐに就職し8年

目で年少組を担当している。若手（A-3）は、職員

の雰囲気の温かさに惹かれ入職し、3年目となり、
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表7　「心理的安全性」と組織の特徴を表す7つの概念
概念 定義・内容 調査園 対象層・者 語りの一部

概念①
適度な距
離感の担
保

過度な感情的人間関係にな
らないよう、職場における程
よい距離感を保ち、一部の職
員だけの心地よさに偏らな
いようにしている。

A園

主任・主幹 A-1
いい距離かなと思います。「なかよしこよし」ではないところも、大事なんじゃないかなというと
ころと、園に来れば切り替えられるというところ。（中略）そこのバランスはみんな上手なんじゃ
ないかな。

ミドル 
リーダー

A-2
女社会の変な怖さとか、そういのはなくて、今の職場で。すごく楽しく働かせてもらっているの
で。それはすごく心地がいいし。

若手・新人 A-3 あまり保育以外だと、そんなにあまりお話ししないかなと思うので。私も性格もあるんですけど。

概念②
組織の中心
に据えられ
た学び

学ぶこと、変化させることが
「楽しい」という感覚をどの
立場の職員も感じることがで
きている。

A園

主任・主幹 A-1
副園長先生は、本当に勉強している先生なので、こちらも勉強になるし、「本あったから、読んで
みな」って普通に渡してくれたりもするので。

ミドル 
リーダー

A-2
淡 と々こなしていた仕事が、すごく楽しくなったという感覚があって。保育のやり方もすごく違う
し、変化はすごく感じていますね。

若手・新人 A-3
いろんな園を副園長先生自身も見に行ったりしてて、他の園の情報というか、提供してくださ
るので、それがとてもありがたいし、勉強になるなと思います。

それぞれの立場において学
びや気づきを発信し合うこと、
双方的で協働的な学びを支
える役割を組織全員が認識
している。

B園

主任・主幹 B-1 園長先生は非常に勉強をしています。勉強したことを分かりやすく私たちに伝えてくださいます。
ミドル 
リーダー

B-2
とても園長先生自身が勉強をしているので、すごいなと思っています。話をすると「なるほど」
と思う回答をくださるし、すごいと思います。

若手・新人 B-3
新しい視点から見ること、私だけにしか感じられない部分、私が気づけた部分なども沢山ある
のでそのようなことをどんどん積極的に発信していく立場だと思っています。

概念③

リーダーの
肯定的
フィードバッ
クへの信頼

職位や立場、経験にこだわら
ずそれぞれの職員の考えや
発信を管理職が受容してくれ
るだろうという期待を持つこ
とができている。

A園

主任・主幹 A-1
否定されているわけじゃないっていうのが、大事だったんですよね、私たちが。今までやってき
たことも、「それは意味ないことだよ」じゃなくて、「今までやってきたこともわかるんだけど」という
ところで。否定されなかったっていうのが、一番大きかったかなとは思います。

ミドル 
リーダー

A-2
面白い、楽しいをやってるだけだけど、評価してもらえることもあるし。今まで評価ってなかっ
たので。「それ楽しそうだね、いいね」とか言ってもらえることがなかった。増えてきて、励みに
なるし。もっとこうしようとか。意欲は上がってます。

若手・新人 A-3 その時に言えなくても、あとから、副園長先生に「こういうのはどうですか」って。

やってみたいこと、わからない
ことを率直に、積極的に発信
してく方が良いという認識を
職員がもっている。

B園

主任・主幹 B-1
それほどピリッとしなくともよい雰囲気です。園長先生ご自身がそのような雰囲気を作ろうと
してくださっているので、園長先生には様々な話がしやすいと感じていると思います。

ミドル 
リーダー B-2

行事のことなども以前なら「ダメだと言われるかもしれない」という気持ちがありましたが、今
ではそれでも良いという気持ちになってきて積極的に話をするようになり「聞いてくるよ」と
言って園長先生に発信していく方が良いと思っています。

若手・新人 B-3
（園長先生は）とても肯定してくださり、良いところを沢山見つけてくれます。相談にも沢山乗っ
てくれます。一番は自信を付けてくださるのでもっと頑張ろうと思います。

概念④
違いを前提
とする風土

職員の個性・特性の違いを
「よさ」とする組織の風土があ
る。

B園

主任・主幹 B-1
それぞれの感じ方の違いであり、気にしているところが少しずれているということです。人間
ですから一人一人異なります。

ミドル 
リーダー

B-2
子どものことをわかっているのは、一番はそのクラスの先生だと思っています。しかし考えが
偏ってしまうことがあり、一方的な見方で見てしまう場合もあるので、その辺りは考えを広げら
れたら良いと思い意識しています。

若手・新人 B-3
とても自由でありながら個性的です。先生もとても個性的です。人数も50人近くいるので
とても多い方だと思います。様々な先生に聞くと様々なアイディアが出てきます。

概念⑤
経験から得
られた変容
の手応え

新しさや変化を肯定的に捉 
え、より良くすることに、大変さ
や葛藤を感じながらも前向き
に取り組もうとする意識を持
つことができている。

B園

主任・主幹 B-1

最初の頃は変化することに非常に抵抗がありました。変わっていくことに「またかわるの？」と
捉えてしまいそうなところもありましたが、やはり変わらないと良くならないということも分かっ
てきました。より良くということを園長先生はよく話してくださるので、より良くするためには変
わっていかなければならないと感じています。

ミドル 
リーダー

B-2
「良いのかな？」と思いながらも他の先生たちとも話合いながら、想いを出し合いながら、話を
しながら進めてきていて、それが徐々に板に付いてくると楽しくなってきたと思います。

若手・新人 B-3
新しい視点から見ること、私だけにしか感じられない部分、私が気づけた部分なども沢山ある
のでそのようなことをどんどん積極的に発信していく立場だと思っています。発信していき
たいとも思っています。

概念⑥
理念・方針
の真の共有
や浸透

法人としての「理念」は据えら
れているが、重要な情報とし
ての認識を職員が持つこと
ができているものの、内容を
理解し腑に落ちた形で共有
や浸透ができていない。

C園

主任・主幹 C-1
法人的に大事にするところ（中略）、まずはそこを浸透させること。うちの思いをすり合わせる
ていうのは、ものすごく時間がかかってます。

ミドル 
リーダー

C-2
理念とかに立ち返って、一人一人を大切にするっていところに立ち返って保育していうのってい
うのは、難しいかなと思っていて。

若手・新人 C-3
私がまだこの園の方針というか、園のやり方に慣れてないのもあって、（中略）リーダーからした
らこういう意図があるから私にこういう指示をするし、意図が見えていない部分があって。

概念⑦

個人的経 
験、”人”に依拠
しない判
断基準

個人的な経験を園の方針や 
ルールにしようとしたり、経験
から理論を作るのではなく、
その経験に他者を適応させ
ようとする。個人的な経験に
縛る。

C園

主任・主幹 C-1
やっぱり悩み、対人関係が多いので。（中略）人としか関わらないので、仕事、悩みはどんな場面
でもあると思うので、そういうのを一緒に、私もそういうことで悩んでたよみたいなものが共
有、私だけじゃないんだって思ってくれると、まだ悩みすぎずにいいのかな。

ミドルリー
ダー

C-2
ここまで作り上げてきてくださった形が少しずつあって。ただ、そこをやっていく中でまだ改良
の余地があるというか、変えて行ったほうが。（中略）ただやっぱり作ってくださったものを無くし
たりとか変えたりすることって、難しいなって、今、感じているんですけど。

若手・新人 C-3

子どもとの関わりがうまくいかなかったり、関わりがわからなくなってしまった時が、あまり教え
てもらう部分がそこまで多くなくて。わからないことに対する不安からもストレスになってしまっ
たり、わからないからこそ時間がかかってしまう部分があって。そいうのが重なったりするとしん
どいなって思います。
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4歳児のクラス担任をしている。A園への調査に

よって得られた組織の特徴を表す概念は、「適度

な距離感の担保」、「組織の中心に据えられた学

び」、「リーダーの肯定的フォードバックに対する

信頼」の3つである。

（1）概念①「適度な距離感の担保」

【主任（A-1）】いい距離かなと思います。「仲良し
こよし」ではないところも。大事なんじゃないか
というところと、園に来れば、切り替えられると
いうところ。そこのバランスはみんな上手なん
じゃないかな。
【クラスリーダー（A-2）】女社会の変な怖さとか、
そういうのはなくて、今の職場で。すごく楽しく
働かせてもらっているので。それはすごく心地が
いいし。
【若手（A-3）】あまり保育以外だと、そんなにあま
りお話ししないかなと思うので。私の性格もある
んですけど。

A園には、いわゆるベテランの職員も多く在籍

しているが、比較的若手のクラスリーダー（A-2）

と若手（A-3）は、職員の関係性がプライベートを

含む個人的、情緒的な深さに至らず、適度な距離

感で保つことを認められている環境に安心感を

持っている。また主任（A-1）は、「仲良しこよし」

になりがちな関係性を、職場では過度にプライ

ベートな関係を持ち込むことがないよう、それぞ

れの職員が配慮していることを評価している。

（2）概念②「組織の中心に据えられた学び」

【主任（A-1）】副園長先生は、本当に勉強している

先生なので、こちらも勉強になるし、「本あったから、

読んでみな」って普通に渡してくれたりもするので。

【クラスリーダー（A-2）】淡々とこなしていた仕事

が、すごく楽しくなったという感覚があって。保

育のやり方もすごく違うし、変化はすごく感じて

いますね。

【若手（A-3）】いろんな園を副園長先生自身も見

に行ったりしてて、他の園の情報というか、提供

してくださるので、それがとてもありがたいし、

勉強になるなと思います。

教育・保育の質の向上を目指し、管理職が外の

世界の情報を園に取り込み、学びを職員と共有す

ることによって、クラスリーダー（A-2）は、保育

が楽しくなったことを実感している。また若手

（A-3）も管理職から得られる情報をもとに学ぶこ

との喜びを感じている。

（3） 概念③「リーダーの肯定的フィードバックへ

の信頼」

【主任（A-1）】否定されているわけじゃないって
いうのが、大事だったんですよね、私たちが。今
までやってきたことも、「それは意味ないことだ
よ」じゃなくて、「今までやってきたこともわかる
んだけど」というところで。否定されなかったっ
ていうのが、一番大きかったかなとは思います。
【クラスリーダー（A-2）】面白い、楽しいをやって
るだけだけど、評価してもらえることもあるし。
今まで評価ってなかったので。「それ楽しそうだ
ね、いいね」とか言ってもらえることがなかった。
増えてきて、励みになるし。もっとこうしようと
か。意欲は上がってます。
【若手（A-3）】その時に言えなくても、あとから、
副園長先生に「こういうのはどうですか」って（自
分の意見を伝えにいくこともある）。

転換前の保育をリードしてきた主任（A-1）にとっ

ては、方針の転換はこれまでの功績を否定するメッ

セージとなる可能性がある。しかし、管理職がそ

れを「意味があること」と肯定的に伝えることで、

転換の前後の両者を評価する姿勢を伝えている。

クラスリーダー（A-2）、若手（A-3）は、躊躇なくやっ

てみたいことを伝えることができている。

3．B園の調査の結果と考察
B園は、複数施設を運営する社会福祉法人に所

属する認定こども園である。10年ほど前は、離職

率の高さが課題になっていたが、園長を中心に業

務改善等に取り組み、調査時には、離職率も1%

未満と安定的な組織運営が実現している。主幹

（B-1）は、他園において保育士として7年勤務し

たが、健康上の理由から退職、他の職業を経験し、
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B園に就職し20年が経過している。副主幹（B-2）

は公立保育士を6年経験したのち、結婚を機に転

居、B園に就職して14年が経過し、5歳児クラス

リーダーを兼任している。若手（B-3）は、B園の

保育環境に魅力を感じ就職した3年目の保育士で

ある。B園への調査によって得られた組織の特徴

を表す概念は、A園の調査から得られた概念と同

様のものを2つ含む、「違いを前提とする風土」、

「組織の中心に据えられた学び」、「リーダーの肯

定的フィードバックに対する信頼」、「経験から得

られた変容の手応え」の4つである。

（1）概念④「違いを前提とする風土」

【主幹（B-1）】職員の性格もさまざまです。その人
の人柄が分かればそれに合わせた対応をすればよ
く、合わせたアドバイスをしてあげられるのです
が、まだそれが分かっていない場合や、「この人は
このような面も持っているのか」ということは、何
年か仕事をしていても新たに気づく点があるの
で、それを見つけると、どのようにしたらよいかと
思います。／正解もなく、これでいい、ということ
もありません。しかし、それをそのままにしてお
くということもできません。どちらが良い悪いと
いうこともありません。それぞれの感じ方の違い
であり、気にしているところが少しずれていると
いうことです。人間ですから一人一人異なります。
【副主幹（B-2）】子どものことを分かっているの
は、一番はそのクラスの先生だと思っています。
しかし、考えが偏ってしまうことがあり、一方的な
見方で見てしまう場合もあるので、その辺りは考
えを広げられたら良いと思い、意識しています。
【若手（B-3）】とても自由でありながら個性的です。
先生もとても個性的です。人数も50人近くいる
のでとても多い方だと思います。様々な先生に聞
くと様々なアイディアが出てきます。子どもたち
も「この先生はこれが得意だからこの先生に聞い
てみよう」というように自然に分かっています。
それぞれの長所を活かしながら働ける場所だと
思っています。子どもたちにとっても自分が好き
なことや楽しいと思えることにどんどん挑戦して
いける場所だと感じています。／やはり自分が保
育に携わった中で学んだことや感じたこと、実際
に行った具体的な言葉がけ、上手くいった方法が
ありますが、それが必ずしも他の先生でも上手く

いくとは限りません。子どもが変わる、先生が変
わることで適した言葉がけは全く変わってくると
思うので、「そこはこうしたらよいと思う」と断言
するのではなく、「私のときはこうした」「子どもは
こんな反応をした」と参考になるように、これが正
しいとはならないように気を付けています。

若手（B-3）は、一人一人の長所や個性を発揮し、

多様な職員のアイディアが、子どもの興味関心にも

つながる手応え、つまり職員の多様性が保育に生

かされることを実感している。主任（B-1）は、その

ような職員の多様性を前提とし、一人一人の職員理

解に基づく助言を心がけていること、また多様な

側面を深く理解するために、新たな気づきを加え、

職員への見方を決めつけるのではなく、理解をバー

ジョンアップし続けようとする姿勢がある。さらに

多様な職員同士のコミュニケーションや関係性の

ずれが生じた際にも、どちらがいいかではなく、そ

れぞれの違いを理解した上で、関係性を築けるよ

う援助している。副主幹（B-2）は、日々の保育につ

いて、担当の保育者に信頼を寄せながらも、限られ

たメンバーの狭い考えに陥ってしまわないよう、子

ども理解や保育への眼差しを「広げる」きっかけを

与える役割を担っており、多様な視点を加え保育を

考える関係性を構築している。

（2）概念②「組織の中心に据えられた学び」

【主幹（B-1）】保育園はわりと閉鎖的な印象があっ
たと思います。他の保育を見に行くことや、他の
園長では保育の中身まで入っていく方は少ないで
す。その中で、園長先生は非常に勉強をしていま
す。勉強したことを分かりやすく私たちに伝えて
くださいます。
【副主幹（B-2）】とても園長先生自身が勉強をして
いるので、すごいなと思っています。話をすると
「なるほど」と思う回答をくださるし、すごいと思
います。
【若手（B-3）】新しい視点から見ること、私だけに
しか感じられない部分、私が気づけた部分なども
沢山あるのでそのようなことをどんどん積極的に
発信していく立場だと思っています。発信してい
きたいとも思っています。
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主幹（B-1）及び副主幹（B-2）は、常に新しい刺

激や学びを園長が園に取り入れることに前向き

であること、その姿勢を尊敬や感謝の気持ちで捉

えていることがわかる。さらに若手（B-3）は、3

年目という若手だからこそのものの見方や感覚、

その立場において気づくことを「よさ」として捉

え、それを同僚に発信していく役割を意欲的に

担っている。新人・若手は、育てられる立場であ

るという一方通行的な育成の関係ではなく、すべ

ての人の異なる「気づき」が組織の中での学びを

生み出し、協働的な学びの環境を自ら構築しよう

としている。

（3） 概念③「リーダーの肯定的フィードバック

に対する信頼」

【主幹（B-1）】それほどピリッとしなくともよい雰
囲気です。園長先生ご自身がそのような雰囲気を
作ろうとしてくださっているので、園長先生には
様々な話がしやすいと感じていると思います。
【副主幹（B-2）】園長先生に話をするとなると、以
前なら構えてしまい言い出せなかったりすること
もありましたが、今では、言った方がいい、自分た
ちで発信していく方が園長先生も話がしやすいの
ではないかと思っていて、行事のことなども以前
なら「ダメだと言われるかもしれない」という気持
ちがありましたが、今ではそれでも良いという気
持ちになってきて積極的に話をするようになり
「聞いてくるよ」と言って園長先生に発信していく
方が良いと思っています。
【若手（B-3）】他の先生方に相談するときにも「それ
はいいね」「やってみよう」というようにとても肯
定的に捉えてくださいます。なかなか自分だけで
は実現できないようなことをアドバイスをいただ
きとても沢山の助けがあり実現していけるので
「やってみよう」ととても思いやすいのだと思い
ます。

若手（B-3）は、リーダーや同僚に相談すると前

向きな助言が得られることを日々の関係性を通

じて実感できてている。また、自分の考えだけで

は達成できないことを、他者の助言により実現で

きたことで、行動に移していくことができた。そ

のような雰囲気は、主幹（B-1）や副主幹（B-2）が

発言するように、園長に認められるか不確定な状

況においても、まずは発信してみようと思える風

土の醸成に貢献している。

（4）概念⑤「経験から得られた変容の手応え」

【主幹（B-1）】最初の頃は変化することに非常に抵
抗がありました。変わっていくことに「またかわ
るの？」と捉えてしまいそうなところもありまし
たが、やはり変わらないと良くならないというこ
とも分かってきました。より良くということを園
長先生はよく話してくださるので、より良くする
ためには変わっていかなければならないと感じて
います。
【副主幹（B-2）】良いと思ってやっていることでも
次の年は違うこともあります。それに合わせてい
くことも大変です。今までのやり方とも違いま
す。「良いのかな？」と思いながらも他の先生た
ちとも話合いながら、思いを出し合いながら、話
をしながら進めてきていて、それが徐々に板に付
いてくると楽しくなってきたと思います。／一斉
保育であれば、この時期にはこれをする、これを
するにはこれを作る、と言ったように一年通して
どの子どもに対しても同じことをする、というこ
とになりますが、その年の子に合わせると遊ぶ内
容も変わっていき、その子どもたちに合わせた保
育の内容にしているので、毎年異なり、それが面
白いと思います。
【若手（B-3）】また新しい取り組みが始まったり形
が変わったりしていきますが、園や保育をより良
くしていくためのものだと思っているのでとても
肯定的に捉えていると思います。

主幹（B-1）は、変化に対して強い抵抗感があっ

たことを語っている。副主幹（B-2）も、変化には

困難さが伴うことを理解しているが、子どもの姿

を通して、変化させることが結果的に保育の質の

向上につながることを実体験した。初めから変化

を前向きに捉えていたわけではなく、変容のプロ

セスを経験することにより、次第に変えることへ

の抵抗感や不安感が和らぎ、変えたからこそ得ら

れた手ごたえを通して「変容」に対する肯定的な

印象を組織全体が持つように成長してきたのであ

る。だからこそ、若手（B-3）もすでに、変容に対し

てポジティブな印象を抱くことができている。
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4．C園の調査の結果と考察
C園は、複数施設を運営する社会福祉法人に所

属する認可保育所であり、開設6年目の比較的「若

い組織」である。法人の理念・方針に共感し入職

する職員が多い中で、職員が定着しない課題を

抱えており、実際、園長も6年間で3人交代した。

主任（C-1）は、開設年度から管理職として携わり

6年目である。副主任（C-2）は11年間の保育士経

験を経て、転居をきっかけC園に入職し、3年目

である。新人（C-3）は、法人理念に共感し入職し

たがすでに継続して勤務できるかを悩んでいる。

C園への調査によって得られた組織の特徴を表す

概念は、「理念・方針の真の共有や浸透」と「個人

的経験・“人”に依拠する判断」の2つである。

（1）概念⑥「理念・方針の真の共有や浸透」

【主任（C-1）】法人的に大事にするところの育児担
当性をやっているので、育児のことのマニュアル
みたいなものがあるので、まずはそこを浸透させ
ること。やっぱりいろんな保育を経験していらっ
しゃるので、中途（採用の職員）なんかには特に、
その子たちにはなかなか理解、やっぱり今まで
やってきたものがあるので、うちの思いを擦り合
わせるというのはものすごく時間がかかっていま
す。伝えはするけど、伝えても伝わらなければ意
味がないんですけど。大事なことはだから何度も
伝える。多分、何度も言われたら嫌だなと（職員は）
思ってる、私も。分かっているよってきっと思っ
ているだろうなっていうのと、言い方を変えたり、
伝え方を変えたり、伝える人を変えたり、いろいろ
試行錯誤ですかね。
【副主任（C-2）】（法人理念である一人ひとりの子ど
もを大切にという方針について）それこそ書類とか
他の、直接的な保育以外の業務に追われてしまっ
たりすると、やっぱりそこまでゆとりを、理念とか
に立ち返って、一人ひとりを大切にするっていう
ところに立ち返って保育をしていくのっていうの
は難しいかなって思っていた。だからこそ、変え
ていけるところは変えたいなって感じてます。
【新人（C-3）】自分から相談したり、アイディアを
伝えることは難しかったりする部分があるので。
同じクラスの担任に話しにくいこととかもやっぱ
りあったりするのと、多分、私がまだこの園の方針

というか、園の保育のやり方に慣れていないのも
あって、リーダーからしたらこういう意図がある
のに私にこういう指示をするし、こういう話をす
るっていうのが、意図が見えてない部分があって。
（中略）今、こっちをやったほうがいいかなとか、
どっちに今、いたらいいかなっていうのを考えた
りしちゃいます。

主任（C-1）は、法人理念を職員と共有し、その方

向性で保育の質の実現を試み、「伝えること」を大

事に職員とのコミュニケーションを図ろうとする

が、副主任（C-2）は、理屈では理解している「理念」

に立ち戻り保育を考える余裕のなさに言及し、「理

念」を意識した保育の実現が難しいと感じている。

また、新人（C-3）は、法人研修において「理念」の

説明を聞いてはいるが、この園における方針につ

いて詳しく聞く機会がないと語り、そのため、日々

の保育の方向性や、具体的な自身の関わり・役割

について、周囲の状況やリーダー等の反応を伺い

ながら、不安な気持ちを抱いている。

（2）概念⑦「個人的経験・“人” に依拠しない判断」

【主任（C-1）】新卒の子たちに対しては、3、4年目
くらいのお姉さんたちをバディーとして付けて、
毎月、面談もしてもらっているので。私たち（管
理職）みたいな立場じゃなくて、ちょっと上のお
姉さんたちが一緒に、「私もそんな悩みあったよ」
みたいな面談の機会を作るようにしていて。私、
こういうふうに解決したよって、こういうところ
に相談したよ、みたいなアドバイスをしてもらえ
るようにはしています。／やっぱり悩み、対人関
係が多いので、子どもも保護者も保育者も、人と
しか関わらないので、仕事、悩みはどの場面でも
あると思うので、そういうのを一緒に、私もそう
いうことで悩んでいたよみたいなものが共有、
私だけじゃないんだって思ってくれると、まだ悩
みすぎずにいいのかなというのがある。
【副主任（C-2）】今、感じているのは、6年目の園で、
ここまで作り上げてきてくださった形が少しずつ
あって。ただ、そこをやっていく中でまだ改良の
余地があるというか、変えていったほうが。やっ
ぱり現場を見てるとちょっと大変だなって思うと
ころもあるので、ただ、やっぱりつくってきてく
ださったものをなくしたりとか、変えたりするこ
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とって、難しいなって、今感じてるんですけど。
【新人（C-3）】本当に必死という感じで、保育を楽
しめる領域に達していないので。一緒に組んでい
る先輩方を見て学ぶことしかできない1年で。／
子どもとの関わりがうまくいかなかったり、関わ
りがわからなくなってしまった時、あまり教えて
もらう分がそこまで多くなくて。わからないこと
に対する不安からもストレスになってしまった
り、わからないからこそ人より時間がかかってし
まう部分があって。そういうのが重なったりする
としんどいなって思います。

対人関係を含む職員の悩みや相談事を職員同

士で解決できるようなシステムの構築を主任

（C-1）は試みている。特に、「話しやすい関係性」

に配慮し、年代の近い先輩との面談を定期的に実

施している。しかし、新人（C-3）は、不安や相談

を開示することはまだできずにおり、「自分で」な

んとかしなければならないという自己解決の思

いが強い。先輩に「教えてもらいたい」と思いな

がらも心を開くことができない関係性の硬直感

を抱いている。相談に対する助言も、個々の職員

の経験談に基づくものであり、客観性に乏しく、

一個人としての意見で、方針や方向性が示される

ことを示唆している。

さらに、副主任（C-2）は、改善したい点に気づ

いているものの、立ち上げから関わり作り上げて

きた職員への配慮や遠慮という観点で、それらを

「変える」ことへの抵抗感を強く感じている。特

定の人との関係性や、特定の人が成し遂げた出来

事に関心や価値が置かれ、その関係性に重きが置

かれ、「何が（物事）」ではなく、「誰が（人）」が判断

基準となる傾向がある。

Ⅳ　まとめと今後の展開

本研究では、昨今、増加している「若い組織」に

着目した。これは、Greiner（1972）の組織発展論

（Evolution and Revolution as Organizations Grow）

によって説明ができる。この論では、組織の発展

を5段階に整理し、「若い組織」から「成熟した組織」

へと変化していく過程をモデル化し、その折々に

おける特徴と課題（危機）についてまとめている。

この論が興味深いのは、組織の発展が線形的に

一様に成長していくというようには表されておらず、

分散状と集合状を繰り返しながら成長していくと

いうモデルが描かれている点である。本研究にお

ける「若い組織」は、さながら「第一段階の組織」

そのものである。就学前施設の組織に対して、

本稿の著者が共通して持っている認識は、「組織

は変化していくもの（変化していかざるを得ない

もの）」である。「若い組織」は、今後、組織の課題

を解決しつつ、「第二段階の組織」へと向かうこと

になる。本研究では、質問紙調査時には心理的安

全性が低い群に属していた施設に対して、数年後

のインタビュー調査においては、その様相が変化

し、心理的安全性が高まっているデータも存在す

る。そのような、組織の成長についての実証的研

究も視野に入れたい。

そして、そこで十分に検討されなければいけな

いのが、その成長モデルをどのように描くかであ

る。一般企業であれば、組織の成長には、事業の

拡大やそれに伴って組織が拡大していくという

ことが前提にあり、それが自ずと第二段階の様態

を示すことになる。しかしながら、この分野にお

いて、このような「見える形」で一様に成長し続

けるというモデルを描くことは必ずしも当ては

まらない。量的な拡大をする（例えば人気になっ

て定員数が増えたり、新たな園を作るということ

もあるだろう）ことも組織の成長であるが、本研

究がとらえた方向性としては「内容の充実」すな

わち教育・保育の質の向上が、組織の第二段階を

迎えるための方向性として捉えていくことでは

ないかと考察する。

心理的安全性が保障される組織要因の分析で抽

出された7つの概念のうち、特に2園において共

通して得られた【組織の中心に据えられた学び】

及び【リーダーの肯定的フィードバックに対する

信頼】は興味深い。昨今のリーダーシップの研究
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の中では、「教育的リーダーシップ（pedagogical 

leadership）」の議論が注目されており、Kagan & 

Hallmark（2001）は、教育的リーダーシップの役

割として、「新しい情報を広め、取り組む課題を定

めることで“研究と実践の架け橋になること”」

「研究の知見について、自らの経験をふまえて検

討し、その解釈を職員に伝えること」「職員が必要

としていることを考慮しながら、関連する情報を

彼らに提供していく責任があること」としている。

つまり、一人一人の職員が主体的、能動的な学び

手として成長することを支える構造を作りだして

いる。まさに自律的人材の育成である。また、心

理的安全性は、メンバーが躊躇なく自己の見解を

発信することができる風土であるが、それを醸成

するためには、まずは管理職が常に肯定的な態度、

発言、振る舞いを通してその関係性や雰囲気をつ

くることに対して、積極的に、かつ率先して行動

することの重要性を示している。学校教育分野の

リーダーシップ論の展開においては、個人や役割

を超えて学校組織の全体でリーダーシップ活動を

共有、拡張する「分散型リーダーシップ（distributed 

leadership）」（Louisら，2009 ）が注目されており、

保育の文脈においてもその研究が進められてい

る（川口，2023など）。従来の階層的・管理的な組

織のあり方とは異なる、それぞれのメンバーの知

見や専門性が、新たな挑戦を生み出す「芽＝エネル

ギー」となる効果が期待され、結果、高いパフォー

マンスを生み出し、組織の発展を支えると考えられ

る。つまり、園長、主任といった管理職のみならず、

ミドルリーダーや若手、さらには新人保育者に至る

まで、組織におけるすべての職員が、それぞれの

職位や立場、経験に応じて、専門性に基づく見解を

発信し合うことは、「分散型リーダーシップ」の特徴

を支えると考えられる。

さらに、本研究から得られた7つの概念は、保育

者の個人の実感や経験、保育者同士の関係性、

組織の風土や環境、管理職のリーダーシップなど、

その内容が多岐にわたっていることにも注目した

い。本研究の対象園も、組織の成長段階を含め、

組織の実態や特徴は多様であった。教育・保育の

質の向上を実現するために、組織における心理的

安全性を高めることは、画一的な手法ではなく、

各園の強みを活かし、組織要素の相互作用を考慮

したた探究的なアプローチの可能性について検

討したい。本研究で得られた7つの概念を仮説的

にカテゴリー分けしたものが表8である。

今後、さらに多様な施設の実態を調査すること

を通して、新しい概念を見出せることが予想され

る。それらの概念を含め、心理的安全性が保障さ

れる組織要因を明らかにすることにより、それぞ

れの組織の実態にあったアプローチを考えるこ

と、マネジメントやリーダーシップのあり方を探

求する契機に役立つと考える。

さらに、これらのカテゴリーや概念が、すべて

達成することを目指すという方向性の議論に陥り

たくない。就学前施設といっても、設置主体や種

別、地域の特性や園の風土や文化、歴史など、施設

の背景や特性、そして、組織の成長段階は多様で

表8　「心理的安全性」を保障する組織要因のカテゴリーと概念

カテゴリー 概念

Leadership
（リーダーシップ）

概念②【組織の中心に据えられた学び】
概念③【リーダーの肯定的フィードバックに対する信頼】

Relationship
（人間関係）

概念①【適度な距離感の担保】
概念④【違いを前提とする風土】

Experience
（経験・実感） 概念⑤【経験から得られた変容の手応え】

Value
（価値・意味付け）

概念⑥【理念・方針の真の共有と浸透】
概念⑦【個人的経験・“人”に依拠しない判断基準】
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ある。それぞれの就学前施設がどのようなモデル

を描き、成長していこうとするのか、組織の多様

性を保障し、それぞれの良さを活かした教育・保

育の質の向上を持続的に実現できる組織のあり方

の実証的研究を今後も発展させていきたい。

注記
注1） 「学校基本調査」（文部科学省，2024）令和6年

の確定値で幼稚園は全国で8,530か所、在籍

者数は757,968人、教員数は82,809人となっ

ている、幼保連携型認定こども園は全国で

7,321か所、在籍者数858,250人、教員数は

149,190人である。「保育所等関連状況取り

まとめ」（こども家庭庁）令和5年度の集計で

保育所は23,806施設、利用者数2,168,760人、

保育士の数は393,927人と報告されている。

合計すると、保育施設数は約40,000箇所、

55万人ほどの従事者がいる計算となる。

注2） 上記注1）には特定地域型保育事業等の数

値は含まれていない。これらの数値が含ま

れる保育所等関連状況とりまとめ（こども家

庭庁）によると、特定地域型保育事業、幼稚

園型認定こども園等、幼保連携型認定こど

も園ならびに保育所の設置数は平成27年で

28,783施設に対し、令和5年で39,589施設

に増加している。これに幼稚園の数を足す

と、およそ48,000施設に及ぶ計算となる。

注3） これらの結果は、坂田・井上（2023）「保育

者の成長・動機付け要因に着目した職務満

足度に関する研究」大妻女子大学家政系研

究紀要第59号、および、坂田・井上（2024）

「保育者の成長・動機付け要因に着目した職

務満足度に関する研究（2）」大妻女子大学家

政系研究紀要第60号において報告されてい

る。特筆すべき結果としては、2018年、

2022年に実施した質問紙調査において、

「この園で長く働き続けたい」という項目を

被説明変数として重回帰分析をした結果、

最も標準化係数が高く導かれた説明変数は

「園の保育理念と自身の理想とする保育は

一致する」という項目であった。近年、保育

者の処遇の低さや、保育士による不適切な

保育を指摘した報道などが急増したことを

受けて、保育者の考えは大きく変化してい

るのではないかという想定の中で、この結

果について筆者らは想定外の結果だった受

け止めている（重回帰分析を実施した際の

説明変数には、労働条件や作業条件などの

要素も多数含まれていた）。

注4） 社会福祉施設等調査の数値によると平成

27年10月時点で職にある保育士の数は

354,345名、令和 4年10月時点で 393,927

名となっている。保育教諭数が同じく

29,815名から119,120名へ増加、地域型保

育事業における有資格者数が5,782名から

35,318名などであり、総数として390,172

名が549,399名へと増加しており、この間

の伸び率は140%である。他にも保育補助

（無資格者）の雇用も伸びていることを鑑

みると、10年足らずで150%に到達するこ

とも十分に考えられる。
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幼児教育を担う教職員のための育成指標作成・活用・周知の状況と課題
̶都道府県教育委員会等への質問紙調査の結果から̶

The Development, Implementation, and Dissemination of  
Professional Development Indicators for Early Childhood Education  

Teachers and Staff: Current Status and Challenges
– Based on the Results of a Questionnaire Survey of  

Prefectural and Municipal Boards of Education –

内海緒香 大佐古紀雄 駒久美子
（お茶の水女子大学） （育英短期大学） （千葉大学）

島田由紀子 望月文代 若尾良徳
（國學院大學） （育英大学） （日本体育大学）

本研究は、幼児教育を担う教職員の育成指標の作成・活用・周知に関する現状と課題を明らかにする

ため、全国の都道府県及び政令指定都市の教育委員会等を対象に実施した質問紙調査の自由記述を分析

した。調査では、育成指標がキャリアステージに基づいた研修や教職員の自己評価として利用されてい

る一方で、キャリアステージを超えた連携を促進する研修も行われていたことが明らかとなった。課題

として、幼児教育特有の多様性や現場のニーズへの対応の不十分さ、育成指標の具体性及び柔軟性の

欠如、公立以外の保育施設への普及不足が挙げられており、協議会を通じた精緻な指標設計の必要性が

指摘されていた。育成指標は、幼児教育を担う教職員の自己評価やキャリアアップを支援し、幼児教育・

保育の質の向上に資する重要なツールである。そのため、定期的な見直し、効果的な研修計画の策定、

及び広範な周知活動の推進が求められることを提言した。

キーワード :  教職員育成指標、幼児教育の質、資質能力の向上、研修の体系化、周知と普及

Ⅰ．問題

近年、学校教育に求められる役割は多様化し、

教員には専門的な知識と実践力だけでなく、幅広

い教育課題に対応できる高い資質能力が必要と

されるようになった。そこで文部科学省を中心

に「教員の資質能力の向上」に向けた取り組みが

進められ、平成28年に「教員の資質能力向上に関

する指標」として初めて体系化されたものが教員

育成指標である。この指標は、初任者からベテラ

ンまでの教員が各段階で期待される能力を明確

にし、研修や自己評価、管理職の評価の基準とし

て活用するために整備された。すなわち、教員育

成指標は、日本の教育現場における教員の質の

向上を目的に、求められる資質能力を明確にし、

それを踏まえた育成や評価を行うために作られ

たものである。平成29年（2017年） に改訂（定） 

された幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連

携型認定こども園教育・保育要領の3法令では、

教育・保育の質を担保することや研修の重要性に

ついて、明確な指針が示された。また、国際的に

も教育・保育の質を組織的にモニタリングするシ

ステムの重要性が指摘されており （OECD， 

2015）、教育・保育現場における専門性の向上と

pp.165-175

研究資料
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質の確保が、これまで以上に重視されるように

なってきている。就学以降の小中高校の教職員

を対象とした育成指標の作成や育成指標に記さ

れた資質能力に基づいた研修が進められる一方

で、幼稚園教諭等を対象とした育成指標作成の遅

れ （教職員支援機構，2022） や研修の不十分さ 

（MRIリサーチアソシエイツ，2022）が指摘され

ている。

保育教諭養成課程研究会（以下、本研究会と略

す）では、文部科学省の委託研究「令和3年度 幼児

教育の教育課題に対応した指導方法等充実調査

研究」において、幼児教育に携わる教職員に求め

られる資質能力と研修の在り方についての調査

研究を実施した。その結果を踏まえ、教職員に求

められる資質能力として「7項目37の具体的視点」

を報告し、育成指標を作成するための指針を示し

た。調査の中で、都道府県教育委員会等の研修担

当者からは、「初任、中堅、管理職等といったキャ

リアステージや各職階に応じた専門性を示して

ほしい」という要望が寄せられていた。また、

「各都道府県教育委員会等の育成指標が、現場の

幼児教育教職員に十分に周知されていない」との

声もあった。育成指標は、研修を企画・運営する

側と受講者の双方が活用することで初めて意義

を持つものであるが、令和3年度の調査からは、

幼児教育施設の教職員を対象とした研修で育成

指標が十分に活用されていない状況が明らかと

なった。そこで、本研究会では、文部科学省から

「令和5年度幼児教育施設の機能を生かした幼児

の学び強化事業」を受託し、各都道府県教育委員

会等を対象に教職員の育成指標の作成、活用と普

及の状況に関する調査研究を行い、質問紙調査結

果を踏まえ、幼児教育を担う教職員のための育成

指標作成ガイドブックを作成した（神長・大方，

2024）。

幼児教育を担う教職員のための育成指標作成・

活用・周知の状況に関する質問項目の分析より、

明らかになった要点を以下に示す。

1．幼児教育を担う教職員の育成指標作成状況
調査に回答した6割強の都道府県、9割の政令

指定都市が教職員の育成指標を作成済みであっ

た。一部の自治体は作成中、または作成予定無し

であった。作成の方針に、都道府県主導か市町村

に任せるかの違いが見られた。他の職種に対す

る育成指標については、8割の自治体が養護教諭

や栄養教諭などの育成指標も作成されており、

認定こども園の保育部分（0歳～2歳）の指標は、

幼児教育の教職員と同一の指標を使用する傾向

が見られた。政令指定都市は都道府県よりも独

自の育成指標を作成する割合が多く、都道府県は

既存の指標を手直しして使用する自治体が多

かった。6割の都道府県、回答した全ての政令指

定都市で教職員育成指標の改訂・修正が行われて

おり、幼児教育の特性に合わない指標項目に困難

を感じている自治体が半数存在していた。

2．教職員の育成指標の活用の実態
教職員の育成指標の研修への活用状況として

は、9割弱の研修は各自治体の自組織が企画立案

し、他組織による企画は約3割であった。研修対

象施設は、公立幼稚園だけでなく、私立の幼稚園、

保育所、地域型保育事業なども対象となってい

た。一方、8割以上の都道府県と回答した全ての

政令指定都市で、キャリアステージ区分に係らな

い研修が行われていた。9割の自治体が研修計画

を見直す中で、キャリアステージ区分との調整を

進めており、研修内容の改善や追加を行うととも

に、電子的な受講履歴管理システム（アプリや

学習管理システムなど）も採用していた。

研修センターや幼児教育センターなどの研修

を統括する組織による育成指標の活用では、

「研修の企画立案」の割合が最も多く、「研修の体

系化」「効果測定」が続いた。教職員による育成指

標の活用では、「各ステージにおける教職員に

求められる姿の把握」が最も多く、「自己目標の設

定と振り返り」「自己評価の手がかり」が続いた。
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管理職による育成指標の活用では、「必要な資質

能力を示し、研修講座を推奨する際の参考」が最

も多く、「OJTでの組織的な人材育成」「面談での

活用」が続いた。活用の課題については、「指標に

対応した研修効果測定」の割合が最も多く、次い

で「研修実施」「研修内容作成」であった。

3．教職員の育成指標の周知状況
9割の都道府県が市区町村への周知を行ってい

るが、主な周知方法は「ホームページへの掲載」「研

修講座での説明」「研修手引書への掲載」といった

間接的な方法が中心であった。市区町村レベルで

園長や園に直接届く周知方法を取る都道府県は少

数であった。8割以上の都道府県が市区町村での

周知活動の状況を「わからない」としており、周知

の把握が課題となっていた。私立園への周知活動

を行っていたのは、都道府県で約3割、政令指定都

市で約4割であった。公立・私立の枠を超えた合

同研修の実施や、私立園を含む参加者を対象とし

た手引書の配布などの工夫が見られた。政令指定

都市での主な周知方法は「園長会での説明」「市区

町村ホームページへの掲載」「園に育成指標の配布」

であり、クラウドやWebを活用した多様な周知経

路の工夫も進んでいた。

以上は、育成指標作成・活用・周知の状況に関

する質問項目を分析した結果である。本研究会

が行った令和5年度の報告書（神長・大方，2024）

では、育成指標作成・活用・周知の課題に関する

自由記述の分析結果や考察の詳細については明

らかにしていなかった。また、教員育成指標作成

または研修との関連性に関する課題は、先行して

作成されてきた学校教育において多く検討され

ているが（例えば、赤星，2020；鈴木・福島，2023； 

山﨑，2024）、幼児教育の領域においては、幼稚園

教諭に関する教員育成指標を基準とした保育者

養成校での育成目標の検討（兼間，2018；増田， 

2019；柴田，2020）、保育所保育士の育成指標の

検討（千葉ら，2022）はあるが、育成指標の課題を

指摘した先行研究は、教員育成指標の策定状況の

分析及び教育センター等での研修の分析を行っ

た鈴木（2024）以外見当たらない。

本研究は、報告書内の自由記述に関する分析を

行い、先行研究における議論を踏まえ、就学前の

教職員等における育成指標の課題や課題を解決

するための方策について検討することを目的と

している。

Ⅱ．方法

1．調査対象

各都道府県及び政令指定都市において、幼児教

育を担う教職員の育成指標作成、または教職員の

育成指標を活用した研修の担当者を対象とした。

2．手続き

①  調査手続き：都道府県教育委員会48と政令指

定都市教育委員会21、合計69か所に調査票

を郵送で発送し郵送にて回収を行った。調査

は、2023年10月～11月に実施された。

②  調査項目：自由記述の分析には、教職員の育

成指標作成に関わる課題（問2－7）、育成指

標のステージ区分に関わらない研修（問3－

5）、研修計画のうち「幼児教育・保育」に係

る内容で見直した内容（問3－6）、育成指標

の今後の活用に関する希望（問3－12）、育成

指標の普及に課題や工夫（問4－5・問5－3）

で収集された自由記述を使用した（神長・大方， 

2024）。

倫理的配慮：調査票には、プライバシーの保護、

調査へ協力の自由、調査内容の透明性に関する記

載がなされ、返送をもって調査協力の承諾とし

た。データは全て匿名で処理されている。収集

したデータは、調査が終了した後も厳格に管理さ

れ、外部に漏洩しないようにするなどデータの取

り扱いと保管に関しても倫理的な配慮を行って

いる。
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Ⅲ．結果と考察

69か所のうち43（都道府県教育委員会33、政

令指定都市教育委員会10）の自治体から回答が得

られた。回収率は全体で62.3%であった。自由

記述の内容を複数の研究者で協議して、意味内容

の近い記述をカテゴリにまとめた。各記述の意

味内容は複数のカテゴリに重複しており評定者

一致率を取ることが困難であったため、カテゴリ

名については複数の共同研究者の判断による内

容妥当性を優先した。

1．教職員の育成指標にあたって生じた課題
20の自治体から、教職員の育成指標作成にあ

たって生じた課題の自由記述を得た。課題内容

を4つのカテゴリに分け、表1にまとめた。本文

中カテゴリは「 」で示す。

まず、カテゴリ1「キャリアステージの区分と

整合性」では、公立と私立、幼稚園と小学校以降

の教育現場など、異なる運営体制や教育段階の特

徴に対応した柔軟なキャリアステージの設計が

求められていた。特に、幼児教育の特性を考慮し

た独自の区分や資質定義の必要性が明らかであ

る。この点を解決するために、共通指標と幼稚園

教育に特化した指標の組み合わせによる育成指

標の作成が試みられていたが、カテゴリ2「育成

指標の汎用性と専門性の調整」で示されているよ

うに幼児教育の専門性を尊重しつつ、広い範囲で

活用可能な汎用的な指標を作成することの困難

さに直面することになる。例えば、幼稚園に特化

した補助資料の作成には、ICTの活用を含め、現代

の教育方針とキャリアステージを結びつけるこ

とが難しく内容決定に時間を費やしたことが報

告された。特に、私立や地域型保育施設など多様

な施設形態のニーズを反映するには、きめ細やか

な調整が必要となる。

カテゴリ3「表現と文言の調整」では、学校教育

の育成指標を踏まえて作成した場合、文言が抽象

的になりやすく、施設種やキャリアステージごと

に具体性を欠く問題が浮き彫りとなっている。

これは、現場での指標の理解促進、及び利活用に

影響を与える可能性がある。指標の作成におい

ては、幼児教育の現場での具体的な活用をイメー

ジした表現の工夫が必要といえる。カテゴリ4

「協議や意見集約の難しさ」で示されているよう

に、各自治体や施設代表者間での意見調整に時間

がかかり、育成指標作成の進行が遅れる要因と

なっている。

教職員支援機構（2022）に引き続き、神長・大方

（2024）の質問紙調査においても、今後幼児教育を

担う教職員の育成指標を作成する予定、または作

成中であるとの回答が見られた。就学前の育成

指標作成においても多様な教育関係者の意見を

取りまとめる協議会のような仕組みの構築が重

表1　教職員の育成指標作成にあたって生じた課題の分類
カテゴリ 記述内容の要約

1． キャリアステージ
の区分と整合性

-公立と私立の役割や運営母体の違いにより、同じキャリアステージを適用することが難しい。
-幼児教育の特性や各職種に応じたキャリアステージの区分の設定が困難。
-幼稚園と小学校以降の整合性や、各ステージで求められる資質や目標の定義が難しかった。

2． 育成指標の汎用性
と専門性の調整

-  幼稚園に特化した補助資料作成やICT活用において、幼児教育の特性に合う内容の決定に時間を要した。
-  私立や地域型保育施設など、施設類型や設置者によって異なるニーズを反映させる必要があり、内容
を統一するのが難しい。

-幼児教育の専門性を盛り込むため、新たな指標作成を試みたものの、手順の把握や時間的な余裕が不足。
3． 表現と文言の調整 -全校種を対象にするため項目が抽象的になり、校種ごとに文言の読み替えが必要。

-各キャリアステージに応じた資質や能力の記述や、実践力の節目設定に関する悩みがあった。
4． 協議や意見集約の
難しさ

- 各市町村や施設代表を集めた協議の場の設置、意見集約に時間がかかり、多様な意見を調整すること
が難しい。

- 職種別や校種別の指標策定に関する論点も複雑で、全体として統一的な育成指標作成に時間を要した。
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要であり、効率的な意思決定プロセスを確立する

ための工夫が必要である。既存の指標が現場の

ニーズや特性に必ずしも合致しておらず、改訂や

修正が頻繁に行われていた。赤星（2020）が指摘

するように、指標作成は一度で完成するものでは

なく継続的な見直しが不可欠であるとの認識が

必要である。特に、幼児教育の変化するニーズに

対応するためには、研修を含めた定期的なレ

ビュー体制の構築が求められる。

2． 育成指標のステージ区分に係らない幼児教
育・保育の研修の自組織での企画

29の自治体から育成指標のステージ区分に係

らない幼児教育・保育の研修の自組織での企画や

研修名に関する自由記述を得た。タイトルの名

称に様々な観点が含まれていると考えられたこ

とから、タイトルの文言を4つの傾向に大別し、

それぞれカテゴリ1から4とし、それぞれサブカ

テゴリを設けた（表2）。以下、企画や研修の名称

表2　育成指標のステージ区分に係らない自組織での研修の企画及び研修名
カテゴリ サブカテゴリ 研修名

1.  総合的・包括的
な研修

a〈限定性無し〉 幼児教育センター講演会、幼児教育専門研修、幼児教育推進研修
保育力アップ研修講座、A県幼児教育推進研究協議会
幼児教育の質向上に関する研究協議会、幼児教育課題研修
専門研修 R5、スキルアップセミナー、B市保育者ステップアップ研修
資質実践力向上研修、幼児教育フォーラム

b〈実践・実技〉 保育実技研修講座、幼児教育実践研修会
幼児教育振興事業 実技研修（公私幼保合同）

2.   対象者の属性で
参加者を設定す
る研修

a〈キャリアや経験〉 初任者等育成教諭研修、初任者研修、幼稚園等新規採用教員研修
中堅研修、幼稚園等中堅教諭等資質向上研修
幼稚園リーダー教諭研修、経験年数別研修

b〈職務〉 管理職研修、トップセミナー、園長等運営管理協議会
幼児教育アドバイザー育成研修、幼児教育アドバイザー養成研修
体力向上マネジメント指導者養成研修、キッズサポーター研修
研究実践園教員研修Ⅰ・Ⅱ

3.  研修で扱う内容
を設定した研修

a〈教育課程〉 C県幼稚園教育課程研究協議会、D県幼稚園教育課程研究協議会
幼稚園等教育課程研究協議会、教育課程研究集会〔幼児教育〕
教育課程研究協議会

b〈特別支援〉 幼児期の特別支援教育研修
発達障がいのある幼児児童生徒の基礎的な理解と対応
発達障がいのある幼児児童生徒のライフステージに応じた支援

c〈その他〉 園長等運営管理協議会、指導に生かすアセスメント
園内研究担当者研修講座、ハラスメント防止研修、道徳推進講座
早期からの一貫した教育支援、活かすぞ！学校ファーム研修会

4.  連携を想定して
いる研修

a〈幼保小連携〉 幼保小接続推進研修会、就学前 小学校連携研修講座
保幼小の架け橋プログラム、幼小接続の研修、幼保小合同研修
幼保小の学びをつなぐ研修会、幼小連携・接続担当者研修

b〈地域・設置者〉 公私幼保合同 乳幼児教育合同研修
幼児教育振興事業 実技研修（公私幼保合同）
活かすぞ！学校ファーム研修会、幼児教育フォーラム

注： 複数のカテゴリに分類された研修名に下線を引いた。サブカテゴリは〈 〉で示す。カテゴリ1「総合的・包括的な研修」には、具体
的な内容や対象者などを限定していない研修を含めた。その中には、〈限定性無し〉の研修と〈実践・実技〉に限定する研修とがあり、
これらをサブカテゴリ1a、1bとした。カテゴリ2「対象者の属性で参加者を設定する研修」の中には、参加者の設定が〈キャリアや
経験〉で決まる研修と〈職務〉で決まる研修とがあり、これらをサブカテゴリ2a、2bとした。カテゴリ3「研修で扱う内容を設定した
研修」の中には、〈教育課程〉を内容とする研修、〈特別支援教育〉を内容とする研修、〈その他〉の内容を持つ研修に大別され、これ
らをサブカテゴリ3a、3b、3cとした。カテゴリ4「連携を想定した研修」の中には、〈幼保小連携〉を想定した研修と、〈地域・設置者〉
間の連携を想定した研修があり、これらをサブカテゴリ4a、4bとした。なお、これらのカテゴリは互いに相容れないとは限らず、
複数の要素にまたがりうる。
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のカテゴライズの作業を通じて考察したことに

ついて、列挙する。

カテゴリ1「総合的・包括的な研修」については、

タイトルから具体的内容が判別しにくく、実態が

多様であると推測される。例えば、「保育力アッ

プ研修講座」のような総合的タイトルの下で複数

の個別研修を実施する場合、個々の研修はカテゴ

リ2～4に該当する可能性がある。また、サブタ

イトルを変えつつ同じタイトルで繰り返し実施

するケースも考えられる。このカテゴリは、前節

でカテゴリ3「表現と文言の調整」として指摘し

たテーマの抽象性の実態として捉えることも可

能と思われる。

カテゴリ2「対象者の属性で参加者を設定する

研修」のサブカテゴリ2a〈キャリアや経験〉につ

いては、初任者研修や中堅教諭等資質向上研修と

いった法定研修が多く該当する。法定研修を自

治体独自の育成指標とは分けて運用する意図が

あると考えられるが、具体的事例の精査が必要で

ある。サブカテゴリ2b〈職務〉は、職務ごとの対

象者を設定する研修と、管理職を対象とする研修

に分かれる。前者は、例えば養護教諭が育成指標

の対象者とされていないなど、職務が育成指標と

独立した位置にあると予想される。

カテゴリ3「研修内容を設定した研修」につい

ては、サブカテゴリ3a〈教育課程〉の研修が、教育

課程研究協議会等の名称を持つ例が多い。この

研修は育成指標策定以前から実施されており、

育成指標と異なる位置づけがあると考えられる。

また、特別支援教育やその他のテーマ（サブカテ

ゴリ3b、3c）は、育成指標のステージを超えた研

修ニーズを反映していると見られる。カテゴリ4

「研修で扱う内容を設定した研修」では、幼保小連

携や地域間のつながりづくりを目的とした研修が

多く、学び合いの場としての意図が明確である。

以上から、これらの研修は、育成指標のステージを

超えた、“学び合い”と“つながりづくり”の場とし

て機能することが期待されていると推察される。

3．幼児教育・保育に係る研修計画内容の見直し
29の自治体から、研修計画のうち幼児教育・保

育に係る内容で見直した点に関する自由記述を

得た。課題内容を4つのカテゴリに分け、表3に

まとめた。

表3　研修計画のうち「幼児教育・保育」に係る内容で見直したもの

カテゴリ 記述内容の要約

1.  研修形式と運営
の改善

-  新規採用教員研修を宿泊無しの形式に変更し、オンラインや動画配信、資料配布の利用を増加。
-市立こども園や園全体での ICT化に対応し、ICT関連内容の研修を追加。
-各園の事例共有や意見交換の場を増設し、受講者が主体的に関わる協議や演習時間を増やした。
-幼保小合同研修で、地域ごとにグループを形成し、顔の見る交流を強化。

2.  研修内容の拡充
と特化

-  初任者研修では、幼児期からの理系教育に関する内容を追加し、保育者離職問題に対応した相談機会
を設けた。

-中堅・管理職研修では特別支援教育や園・学校評価に関する内容を増やし、時代の課題を取り上げた。
-管理職や中堅教員の研修内容は毎年見直しを行い、テーマ設定や研修回数も最適化。
-幼児教育アドバイザーの巡回研修支援を新たに開始し、専門的知見の提供を図った。

3.協議・演習の重視 -各種研修で演習・協議の時間を増やし、グループ討議や実技指導を充実。
-アンケート調査を通じて参加者のニーズを反映し、内容改善を図る。
-  研修全体で協議を通じた教育・保育見直しを行う機会を創出し、県内大学教授や外部講師を招いて専
門性を高めた。

4.  対象者・キャリア
ステージに応じた
見直し

-新規採用教員研修、8年目研修、16年目研修、園長研修など、キャリア段階別に研修を見直し。
-保育士が中堅研修などに参加できる機会を拡充し、公立保育園職員も研修に加えた。
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研修計画の見直しにより、幼児教育・保育の

研修内容が改善されたことが明らかとなった。

まず、カテゴリ1「研修形式と運営の改善」では、

新規採用教員研修では宿泊を伴わない形式へ変

更し、演習や協議の時間を増やして主体的な学び

を支援していた。オンライン開催で参加者の

負担を軽減し、保育士や教員が悩みを共有しやす

い協議の場も整備されていた。また、カテゴリ2

「研修内容の拡充と特化」では、各園の好事例や

日本赤十字社による安全管理演習を取り入れる

など、実践的な内容を充実させた。さらに、ICT

活用や特別支援教育の講座を追加し、最新の教育

ニーズに対応している。初任者から中堅・管理職

に至るまで、各キャリアステージに応じた内容や

時間配分を見直し、テーマ設定や研修回数の最適

化もはかられている。カテゴリ3「協議・演習の

重視」では、全体の研修効果を高めるため、アン

ケートによるニーズ把握や外部講師の活用も進

められている。カテゴリ4「対象者・キャリアス

テージに応じた見直し」では、新規採用教員研修、

8年目研修、16年目研修、園長研修など、キャリア

ステージに応じた研修を見直したり、公立保育園

の保育士が参加できるよう機会を拡充したりし

ていることが明らかとなった。

これらの見直しは、MRIリサーチアソシエイツ

（2022）が、幼稚園等を所管している自治体を対象

に実施した研修に係る実態調査結果からの提言

（①教職員や各施設のニーズを踏まえた効果的な

研修の企画、②研修の継続的改善（活用状況の把

握、研修内容・方法の改善等）、③より多くの教職

員の資質能力の育成（研修への参加等）、④働き方

の多様化への対応（キャリア形成等））と概略で一

致していると考えられる。

以上の結果を踏まえて、研修計画内容の見直し

として、まず研修形式の多様化を挙げることがで

きる。研修は教職員の資質向上において必要不

可欠であるが、働き方改革が進む中、宿泊研修や

対面による研修は参加者の負担が大きい。一方

で、参加者の構成人員や研修内容によっては、

オンライン研修のみで研修効果を上げることが

困難な場合も有りうる。そのため、構成人員や研

修内容等によって、宿泊・対面・オンラインといっ

た研修形式を選択できるような運営の改善が望

まれる。研修内容については「今後の幼児教育の

教育課程、指導、評価等の在り方に関する有識者

検討会」（文部科学省 , 2024）がまとめた最終報告

書にある「現代的諸課題に応じて検討すべき事

項」等に示されているような、現代的諸課題（幼

児教育施設における ICTの活用、特別な配慮を必

要とする幼児への指導、幼稚園等が行う預かり保

育、幼稚園等における満3歳以上児の教育の接続 

等）をテーマとした研修内容の拡充と特化につと

めるとともに、対象者やキャリアステージに配慮

しながら、協議・演習を重視した研修プログラム

を策定することが必要であろう。

現時点において、育成指標の研修への活用に関

する学校教育における近年の先行研究が参考に

なると考えられる。例えば、教員育成指標と研修

との関連づけに焦点を当てた鈴木・福島（2023）

では、育成指標を基にした研修の事例とともに、

多様なキャリアステージ設定と研修ポータルサ

イトを活用した自律的な研修の事例を扱ってい

る。また、質問紙の項目では育成指標に対応した

研修効果測定が課題として挙げられていたが、

満足度と自由記述を基にキャリアステージごと

の分析を行った今井ら（2023）は研修プログラム

評価のモデルの一つとなると考えられる。

4．育成指標の今後の活用についての希望
17の自治体から、育成指標の今後の活用につい

ての希望に関する自由記述を得た。表4の通り

5つのカテゴリに分類した。

自治体における今後の育成指標の活用方法につ

いての希望の一つは、カテゴリ1「育成指標の域内

作成と活用促進」のように、各自治体で作成した

育成指標を基に、各市町村で独自の指標作成を進
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めることであった。カテゴリ2「自己評価とキャリ

アアップ支援」として、自己目標シートを活用して

保育や教育の質を高め、教職員のキャリアアップ

を支援することが挙げられていた。カテゴリ3

「管理職と指標の積極的活用」やカテゴリ4「質の

向上と学びの機会の提供」では、教職員が主体的

に学べるよう、研修や管理職との対話を通じて指

標を周知し、指標を活用して教職員が自身の強み・

弱みを把握し、自己分析に役立てる仕組みが重要

であり、園内研修でも研修計画に指標を活用する

ことが希望された。さらに、カテゴリ5「指標の汎

用化と適応性の検討」では、時代のニーズや他の

学校教育の指標との整合性を考慮した汎用性の高

い指標を目指すことが必要と認識されていた。

本研究で明らかになった指標作成に関する課

題を踏まえると、育成指標の今後の活用には多岐

にわたる課題が存在すると考えられる。既存の

教員育成指標には、幼児教育に特化した内容や専

門性を反映した項目が十分に含まれておらず、幼

稚園教諭や保育教諭に求められる資質・能力を整

理した新たな育成指標の作成を検討している自

治体も見受けられる。一方で、キャリアステージ

の区分やステージごとの資質・能力に関する目標

を明確に設定することが難しい場合、キャリアス

テージに応じた適切な配慮が十分に行われず、育

成指標の活用に困難が生じる可能性がある。そ

のため、教職員のキャリアステージに配慮しつ

つ、キャリアアップ支援につながる活用方法を取

り入れていくことが求められる。

今後の育成指標の活用に向けては、以下の点を

検討する必要がある。まず、幼児教育における表

現や文言の調整を行い、育成指標の汎用性と専門

性のバランスを図ること、さらに施設類型に依存

しない汎用化を目指すことが重要である。また、

幼稚園、小学校、中学校など異なる教育段階にお

いて共通して活用できる方法を検討しつつ、各自

治体の独自性にも配慮する必要がある。加えて、

管理職や教職員が主体的かつ実践的に活用でき

る指標内容を構築し、自治体が積極的に利用でき

る場の整備を進める必要がある。

学校教育に関する先行研究も参考になる。例

えば、千葉市教育センター（2023）は、管理職が育

成指標や研修履歴を活用して教職員との対話を

行うためには、計画的な面談の場の設定や方法の

整理が重要であると指摘している。また、教員育

成指標に基づく研修履歴の活用事例（千葉市教育

センター , 2022）や、校内研修において教員育成

指標を活用した自己評価の実践事例（木村 , 

2021）は、幼児教育における育成指標活用の具体

的な参考事例となると考えられる。

表4　育成指標の今後の活用についての希望

カテゴリ 記述内容の要約

1． 育成指標の域内
作成と活用促進

-  都道府県の育成指標を参考に、市町村の独自育成指標を作成し、地域内の公立学校（幼稚園、認定こど
も園含む）での活用を促進。

2． 自己評価とキャリ
アアップ支援

-  教職員が自己評価や自己分析に活用し、キャリアステージに応じた資質能力を向上させるため、自己目標
シートやキャリアデザイン構築に指標を役立てる。

-  各保育者が自分の成長段階に応じた目標を設定し、自己研鑽に励むよう促す。

3． 管理職と指標の
積極的活用

-  管理職が日常的な面談や研修の中で育成指標を用い、職員との対話を通して学びを深め、指標が浸透
するよう支援。

-  管理職による継続的な対話を通じ、教職員が主体的に学びを深められるよう期待。

4． 質の向上と学び
の機会の提供

-  指標を基に園内研修や管理職との面談で、各職員が自らの強みや弱みを把握し、効果的な学びの機会を得
られるようにする。

-  教職員の質向上に向けた目標設定や、自己評価の手がかりとして日常の場面で意識して指標を活用する。

5． 指標の汎用化と
適応性の検討

-  育成指標が時代のニーズや小・中学校指標とも調和するよう見直しを行い、施設類型にとらわれない汎用
的な指標とすることを目指す。
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5．育成指標の普及に関する課題や工夫
政令指定都市については域内の教職員等に対

する育成指標の普及に関する課題や工夫、都道府

県については市区町村に対しての普及に関する

課題や工夫について尋ねた。7の政令指定都市と

14の都道府県から自由記述の回答が得られた。

①政令指定都市による普及の工夫と課題

各研修の場で具体的に育成指標について説明

し、指標と研修内容の関連について説明する工夫

が取り上げられていた。全職員には育成指標が配

布され、研修では育成指標のどの目標に沿って研

修が行われているかを明示していた。市内の教職

研修案内や学校管理運営冊子、教育委員会のホー

ムページなどに掲載して広く周知を図っていた。

また、園長会や校長会の代表者、教職課程を有

する大学関係者を集めた「教員育成協議会」を設

置、その中での意見交換や大学生への啓発も行っ

ていた。園長との定期的な面談での助言を繰り返

し周知していた。一方、普及に関して、育成指標

の必要に応じた見直しや修正、管理職との面談以

外でも教職員が自身の成長段階や課題を常に意識

できるような仕組みづくりが課題とされていた。

先行研究では幼児教育における教員育成指標

の認知度の低さが問題点として取り上げられて

いる（鈴木，2024）。学校教育においても、育成指

標に対する理解不足や認識の低さは研修に対す

る教職員の意欲を低下させることが指摘されて

いる（千葉市教育センター，2022）。教職員の研修

で育成指標について説明したり、研修内容と関連

づけたりすることは、育成指標の理解につながる

と考えられる。また、日常的に育成指標を意識す

るために、定期的な協議会や面談の機会や、自己

診断ツールなどの活用を通じて、教職員自身が成

長段階や課題を意識できる仕組みの構築が必要

であろう。育成指標の活用により、教職員の成長

を支援につながるよう体制を整えることが重要

である。

②都道府県の普及の工夫と課題

市町村幼児教育担当者連絡協議会では好事例

を共有し、各市町村の主管課が集まる会議では育

成指標を事前に提出させた上で活用方法につい

て意見交換を行っていた。年度初めの指導主事

会議で説明を行い、欠席者には教育事務所内で共

有、また、市町村教育委員会担当者向けの説明会

や独自の「教員育成指標活用ガイド」の作成・配布

を通じて、周知活動に力を入れていた。さらに、

教職員向けには自己診断シートを用意し、法定研

修や校内研修で活用できるよう工夫している自治

体もあった。

しかし、都道府県側では市町村の活用状況が把

握できていないことが課題であり、育成指標の周

知が徹底できていない現状も報告された。市町

村推進計画書には育成指標の活用チェックリス

トを設け、県ホームページでの公開や保育担当課

訪問時に活用法の周知を図っているが、私立園や

届出保育施設など一部施設での周知が不十分で

活用の差が生じていた。

都道府県側が行う育成指標の普及に関する改

善の方策として、市町村ごとに定期的なフォロー

アップを行い育成指標の活用状況を確認するこ

と、より広く周知するために対面による説明会の

開催や育成指標ハンドブックの配布に加え、オン

ラインセミナーや動画コンテンツを活用するこ

と、私立園等とも連携するために地域の園長会や

研修の機会に育成指標に関する情報の共有の場

を設けること、が考えられる。

Ⅳ．総合考察と今後の課題

本研究では、幼児教育を担う教職員のための

育成指標に関する現状と課題を詳しく探るため、

全国の都道府県及び政令指定都市の教育委員会

等を対象に実施した質問紙調査から、育成指標の

作成状況、活用の実態、周知状況に関する自由記

述を分析した。
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調査の結果、幼児教育特有の要請への対応が

不十分であることが課題とされていた。特に、

私立園や地域型保育施設などの多様な施設形態

を反映した柔軟な指標設計の必要性が指摘され

ていた。活用については、研修の企画や体系化に

育成指標が利用され、キャリアステージ区分に

応じた研修内容の整備が行われてきた一方で、

キャリアステージを超えた、連携や学び合いの

場としての研修も多く実施されていたことが明

らかとなった。学校教育と比べて幼児教育を担

う教職員は多様であり、現代的な課題についても

就学前独自の問題がある。現場の要請に合致し

た質の向上に資する研修に向けて研修計画や

運営を定期的に見直していくことが必要である

と考えられる。キャリアアップにつながる育成指

標に基づく自己評価や管理職との対話を通じた効

果的な学びの機会提供が今後の活用の希望として

浮上していた。周知活動においては、指標の内容

が自治体レベルではホームページや研修手引書な

どで広報されているものの、市町村レベルや私立

園への直接的な周知が不十分であることが明らか

になった。このため、園長会や地域の会議を活用

した情報共有、オンラインセミナーなどの多様な

周知方法が求められる。

本研究は、育成指標の作成、活用、周知がそれぞ

れ独立した事柄ではなく、相互に循環的に関連す

る活動であることを明らかにした。また、育成

指標が教職員の自己評価やキャリアアップを支援

する上で重要な役割を果たす一方で、作成、活用、

周知の各段階において依然として課題が残されて

いることも指摘した。

育成指標作成や活用の目的は教職員の資質向上

であり、令和4年度の指針改正においては研修

履歴を活用した対話に基づく受講奨励のガイドラ

インが織り込まれた。指標作成にマトリックスや

セルフチェックシートの形式を使ったとしても、

一方的な統制性・画一性の強化に陥らず教職員の

育成指標に対する自主性と主体性の喚起を行うと

ともに、教職員の自主性・主体性を促す研修参加

や教職員の資質能力向上につながっているのかの

検証が必要である（山﨑，2024）。

今後は、指標の具体性と柔軟性を兼ね備えた設

計、効果的な研修プログラムと研修の効果測定の

開発、広範な周知活動の強化が必要である。これ

により、教職員の質向上を促進し、幼児教育の専門

性をさらに高めることが期待されると考えられる。
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一般社団法人「日本乳幼児教育・保育者養成学会」学会誌投稿規程

（目的）

第1条  本規程は、日本乳幼児教育・保育者養成学会の学会誌『乳幼児教育・保育者養成研究』

（以下「学会誌」という。）の投稿に関して、必要な事項を定める。

 2 学会誌は、主として、乳幼児教育に関わる保育者の養成及び研修に関する研究を行う

会員の研究成果を発表する場として、及び情報交換の場として発行する。

（発行回数）

第2条  学会誌は、年一回発行するものとする。

（編集委員会）

第3条  学会誌の編集は、学会誌編集委員会（以下「編集委員会」という。）が行う。

（投稿資格）

第4条  学会誌に投稿することができる者は、次に掲げる者とする。ただし、依頼原稿の場合は

この限りでない。

 （1）本学会の正会員又は賛助会員 

 （2）その他、編集委員会が特に認めた者 

（投稿原稿）

第5条  学会誌に投稿できる原稿の種類は、原則として、総説、原著論文、実践研究、書評、

その他の論考・資料等のいずれかとする。

 2 学会誌に投稿できる論文は、他の雑誌等の媒体に未発表のもの、又は投稿されていない

ものに限る。  

（査読及び掲載の可否）

第6条  論文の掲載可否は、編集委員会が選定したレフェリー2名による査読を経て、編集委員

会の審議により決定する。

 2 その他の原稿の掲載可否は、編集委員会の審議により決定する。

（投稿要領）

第7条  投稿者は、次の各号に掲げる投稿要領に従って、投稿原稿を作成するものとする。

 （1）横書きの完成原稿であること。 

 （2）日本語又は編集委員会が認める言語によるものであること。
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 （3） 論文の場合、原則として、日本語では上限20,000字（図表、写真、注は含む、参考文

献等は文字数に含めない。）とし、他の言語でもこれと同程度の分量（英語ならば原

則として上限10,000語）とすること。 

 （4）注や参考文献等は本文の最後に一括して掲載すること。

 （5） 論題と英文タイトル、著者名等を記載の上、原稿提出締切日までに編集委員会宛て

に提出すること。

 （6） 約400字の和文要旨（もしくは約200語の英文要旨）、及び5つのキーワードを添付

すること。

 （7） 図表は論文に直接入力して印刷するか、別紙にて印刷して提出すること。オリジナル

以外の図表等については、各自で転載・引用の許可を得ること。

 2 その他、分量、書式などの統一、投稿手続方法については、編集委員会が決定するもの

とする。

（校正）

第8条  投稿者による校正は初稿のみとし、二稿以降は編集委員会に一任するものとする。 

なお、校正段階での大幅な変更や書き加えは認めないものとする。

（抜刷）

第9条  掲載に対する謝礼等の支払いはしないものとする。掲載された論文等については、当該

論文を掲載した学会誌を論文一本につき五部配布するものとする。

（著作権の許諾）

第10条　学会誌に掲載された論文等の著作権は、その著作者に帰属するものとする。ただし、

著作権のうち「複製権」、「譲渡権」、及び「公衆送信権」については、編集委員会に許諾

されるものとする。

 2 投稿原稿に、投稿者以外の者が著作権を保有する著作物を使用する場合は、引用に該当

する場合を除き、投稿者が当該著作物を使用することについて、当該著作物の著作者の承

諾を得なければならない。

 3 投稿原稿が、投稿者以外の者が創作した著作物を原著作物とする翻訳、翻案等の二次的

著作物に該当する場合は、投稿者が、原著作物についての使用行為について原著作者の承

諾を得なければならない。

（転載）

第11条　学会誌に掲載された論文等の一部又は全部を、他の出版物、印刷物等に転載するとき

は、事前に編集委員会に通知しなければならない。
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（細則）

第12条　レフェリーに関する細則、その他必要な細則等は、編集委員会において別途定めるも

のとする。

（改廃）

第13条　本規程の改廃は、編集委員会の審議を経て、理事会の承認を得るものとする。

附則

1　本規程は、令和2年4月1日から施行する。

2　令和4年3月9日に一部改正。令和4年4月1日から施行する。
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『乳幼児教育・保育者養成研究』第6号 原稿募集

1 応募資格（『乳幼児教育・保育者養成研究』投稿規程に基づく）

2 原稿提出方法（『乳幼児教育・保育者養成研究』投稿規程に基づく）

 原稿締め切り　令和7年10月31日（消印有効）

（1） 著者名、論題と英文タイトル、約400字の和文要旨（もしくは約200語の英文要旨）、

5つのキーワードを記載の上、郵便（1部）とEメール添付ファイル（PDFファイル）

によって、完全原稿を本学会編集委員会（下記の提出先）宛に提出すること。

（2）詳細については、「投稿規程」第7条（投稿要領）を参照。

（3） 投稿原稿の掲載の可否は、本学会誌編集委員会は選定した査読者（各論文に対し2名）

による厳正な査読を経て、本学会誌編集委員会の審議により決定する。本学会誌編集

委員会は理事会の選出による。

（4） 執筆者による校正は初校の1回とし、再校以降は本学会編集委員会が行う。校正段階で

の大幅な変更や書き加えは認められない。また各校正の期限は、随時、編集委員会が

指定する。

（5） 第6号では、従来の自由論文投稿と、特集テーマ「保育と記録」の論文投稿の2種類の

投稿がある。特集テーマを選んだ場合は、そのことが分かるように明記。

※  学会誌第6号特集テーマ「保育と記録」の趣旨は以下の通り。  

質の高い幼児教育・保育のために、保育現場にはさまざまな記録がある。保育者は、日々

記録を通して自らの保育を省察し、次の保育に向かう。一方、保育を記録することに困

難を感じることもある。自らと向き合うことの難しさ、記録を書く時間の確保、文章表

現への悩みなど、それぞれが保育の記録に思うところがあるだろう。保育者の養成にお

いては、実習の記録の問題もある。ICTか手書きかといった議論は、AIの隆盛によって

論点が変わりつつある。また写真を付けた実習記録の取組が広がるなど、記録の様式に

ついても多様化しつつあると言えるだろう。以上の趣旨を踏まえ、保育現場や養成校に

おける記録に関して、多様な視点から投稿されることを期待している。

学会誌編集委員会
お問い合わせ及び論文送り先：

　Eメール添付ファイルの提出：j.ecectet@gmail.com

　郵送にて提出の送付先：

　　〒780-0955　高知県高知市旭天神町292-26

　　高知学園短期大学　幼児保育学科教授　山下 文一（学会事務局長）

なお、お問い合わせはできる限りメールにてお願い致します。
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『乳幼児教育・保育者養成研究』論文投稿票

筆
頭
著
者
情
報

氏名ふりがな

氏名

氏名ローマ字
所属機関
職名

住所

論
文
情
報

日本語タイトル

英語タイトル

原稿の種類 総説／原著論文／実践研究／書評／その他の論考・資料等（いずれかに○）

自由論文投稿
特集論文投稿

（　　）自由論文投稿　　（　　）特集論文投稿 ※ 該当する欄（　）に、○印を付けて
ください。

共
著
者
情
報

氏名 所属
氏名 所属
氏名 所属
氏名 所属
氏名 所属
氏名 所属
氏名 所属
氏名 所属

次のチェックリストを確認して、チェックをいれてください。

確認項目
チェック欄 

（できているものに○印）

すべての著者が日本乳幼児教育・保育者養成学会の会員である。

すべての著者が年会費を払っている。

本論文の研究は、所属する研究機関等での倫理審査を受けていることを記載して
いる。もしくは、倫理的な配慮について説明が記載されている。

原稿の種類が明記されている。

本論文は、他の雑誌等の媒体に未発表のもの、又は投稿されていないものである。

文字数は20,000字以内（図表、写真、注は含む。参考文献等は文字数に含めない。）

である（他の言語の場合これと同程度の分量である )。

注や参考文献等が本文の最後に一括して掲載されている。

「論文様式見本」に従って、論文の体裁を整えている。
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 1 

 論文の種類  1 

タイトルは MS ゴシック 14pt にする 2 

－サブタイトルは MSゴシック 11pt にして，前後に全角ハイフンをつける― 3 

 4 

英文 Titleは、Century 14pにする 5 

−英文 Subtitle は MS ゴシック 11pt にして，前後に半角ハイフンをつける− 6 

 7 

 8 

 9 

要旨  10 

 約 400字の和文要旨(もしくは約 200語の英文要旨)を記載する。 11 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□12 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□13 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□14 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 15 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 16 

 17 

キーワード：□□□□□□，□□□□□□，□□□□□□，□□□□□□，□□□□□□ 18 

 19 

見出し 20 

 本文 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□21 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□22 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□23 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□24 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□25 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□26 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□27 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□28 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□29 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 30 

『乳幼児教育・保育者養成研究』論文様式見本

MS明朝 11pt

5つのキーワードを記載する

ページごとに
行番号をつける

ページ下部の中央に
ページ番号を入れる

本文のフォント
日本語：MS明朝 10.5pt
英数字：Century 10.5pt

本文のフォント
日本語：MS明朝 10.5pt
英数字：Century 10.5pt

論文の文字数は、原則として、日本語では（図表、写真、注は含む。
参考文献等は文字数に含めない。）とし、英語の場合これと同程度の
分量（原則として上限10,000語）とすること。

大見出しは、
MSゴシック12pt／中央揃え

PDFファイルにて提出する論文原稿には著者
情報（著者名、所属）は記載しない。郵送にて
事務局提出する論文には、著者情報を必ず明記
すること。
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 2 

結果 1 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□3 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□4 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□5 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□6 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□7 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□8 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□9 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□10 

□□□□□□□□□□□□□□11 

□□□□□□□□□□□□□□12 

□□□□□□□□□□□□□□13 

□□□□□□□□□□□□□□14 

□□□□□□□□□□□□□□15 

□□□□□□□□□□□□□ 16 

 17 

注 18 

注 1）□□□□□□□□□□□□□□□□ 19 

 20 

参考文献等 21 

中央教育審議会 (2015) これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について～学び22 

合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～（答申） . 文部科学省 . 23 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1365665.htm 24 

(2022年 3月 4日). 25 

無藤 隆 (2013) 幼児教育のデザイン: 保育の生態学. 東京大学出版会. 26 

佐藤有香・石田淳也・宇野民幸・砂上史子・関 容子 中田範子・平澤順子・松嵜洋子・山27 

下文一・山田千愛 (2020) 領域「環境」の学問的背景の探究- 保育者養成校テキスト、28 

学術論文等における「数量・図形と生物」を対象にした分析-. 乳幼児教育・保育者養29 

成研究, 1, 13-23.  30 

図 1 タイトル 

表 1 タイトル 
      
      
      
      
      

 

『乳幼児教育・保育者養成研究』論文様式見本

文献は、著者名のアルファベット順に
掲載すること。

• 図表は論文に直接入力するか、別紙に印刷すること。
オリジナル以外の図表等については、各自で転載・引
用の許可を得ること。

• 図表はページの半幅または全幅に収まる大きさにし、
予想される紙面から必要な字数を算出する。

注や参考文献等は本文の最後に
一括して掲載すること。
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編 集 後 記

今回も『乳幼児教育・保育者養成研究』第5号をお届けすることができ、編集委員一同、ほっとしております。

本誌では特集論文を含む計13編の論文を掲載することができました。特集テーマは、前回に引き続き

「保育者の資質向上」としました。本特集テーマは、本学会設立の背景にある、乳幼児教育を担う保育者や

保育者養成に関わる教員が意見交換をし、研究論文を発表することによって、その質の向上を図ることによ

ります。本学会誌において「保育者の資質向上」を特集することにより、本学会の特色を創っていくことが

できればと考えております。なお、学会誌編集に当たって、編集委員以外にも多くの方に査読協力をいただ

き、皆様のご協力に深く感謝申し上げます。本誌が、乳幼児教育・保育研究に関わる方々に広く活用されて、

保育者養成の質向上につながることを願っております。

（編集委員長　白川佳子）

★学会誌編集委員会

　　白川佳子（委員長）

　　神長美津子

　　松井剛太

　　吉永早苗　

　　若尾良徳

　　山下文一（学会事務局）

★第 5 号査読協力者  （五十音順）
　　岩立京子　内田千春　大方美香　河合高鋭　北野幸子　越山沙千子　島田由紀子　

　　清水益治　中田範子　名須川知子　野口隆子　広瀬美和　広瀬由紀　松嵜洋子　

　　箕輪潤子　無藤　隆　目良秋子　望月文代　山瀬範子　若山育代　和田美香
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